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５ 審査結果 一般会計質疑

６ 審査内容 別紙のとおり

決算審査特別委員長
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議事の経過

（平成 17 年 10 月 25 日 ９:57 開会・開議）

［開会・開議宣告］

○委員長（杉山晴夫） ただいまより、平成 16 年度幕別町各会計決算審査特別委員会を開催いたします。

審査に入ります前に、委員長として一言ご挨拶を兼ねて、お願いを申し上げたいと思います。

本特別委員会は第３回定例会において設置され、不肖、私が委員長の大任を果たすことになりました。

不慣れではありますが、与えられました職責を全うしたいと思いますので、委員各位におかれては、

決算審査の重要性をご理解いただき、委員会の運営につきましては、最小の日数で最大の効果を挙げる

ことを念頭に置かれて審査くださるよう、特段のご協力をお願い申し上げます。

次に、審査の方法についてご確認させていただきます。

まず、決算にかかわります資料並びに総括的説明を理事者に求めます。

説明が終わりましたら、一般会計の歳出、１款議会費から順をおって、13 款予備費まで審査をしてま

いりたいと思います。

その後に歳入の審査を行い、歳入の審査が終わりましたら、一般会計に係る総括的な質問をお受けい

たしたいと思います。

質疑に当たっては一括し、必ずページ番号、目、節を言ってから発言をお願いいたします。

また、関連する質疑については、第一発言者が発言を終えた後、「関連」と言って挙手をお願いいた

します。

なお、答弁に立たれます説明員の方におかれましては、挙手をし、職名を明確に言っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました認定第１号、平成 16 年度幕別町一般会計決算認定から、認定

第９号、平成 16 年度幕別町水道事業会計決算認定までの、９議件を一括議題といたします。

最初に、お手元にお配りしております決算資料の説明並びに総括的説明を受けたいと思います。

説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） お手元に配布いたしております決算資料に基づきまして、平成 16 年度の概要に

ついて、ご説明いたします。

資料の１ページをご覧いただきたいと思います。

第１表、平成 16 年度決算の状況についてであります。

はじめに、歳入ですが、点線で囲ってありますとおり、一般会計の決算額は、平成 16 年度につきま

しては 123 億 8,751 万 8,000 円となりまして、前年比では 6.1％の減となっております。

一方、特別会計の決算額は 84 億 4,298 万 2,000 円で、前年比 6.5％の増となっております。

歳入合計でありますけれども、前年度と比較いたしまして、額で２億 9,482 万円の減、率では 1.4％

の減となっております。

次に歳出です。

一般会計の平成 16 年度決算額は 122 億 6,147 万 9,000 円で、前年度と比較いたしまして 6.1％の減で

あります。

特別会計決算額は 83 億 8,561 万 6,000 円で、前年比 6.3％の増となっております。

歳出計の決算額の増減では、前年比３億 624 万 9,000 円の減、率で 1.5％の減となっております。

次に、特別会計の会計別の決算額でありますけれども、９ページをご覧いただきたいと思います。

９ページの下の表、第８表にありますように、国民健康保険特別会計から個別排水処理特別会計まで
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七つの特別会計の決算額等をそれぞれ載せてあります。

合計いたしますと、Ｃ欄の支出済額の計にありますように、83 億 8,561 万 6,000 円で、先ほど説明い

たしました決算額になります。

なお、公営企業会計であります水道事業会計につきましては除いております。

次に、10 ページをご覧いただきたいと思います。

特別会計ごとにそれぞれの決算につきまして、概要を掲載しております。各会計とも前段で歳入につ

いての説明、後段で歳出のついての説明をいたしております。

後段の方の歳出決算額につきまして、説明をさせていただきたいと思います。

(1)の国民健康保険特別会計の歳出決算額につきましては、前年度と比較いたしまして１億 1,381 万

4,000 円の減、率にいたしまして 4.8％の減となっております。

老人保健拠出金の減が主な要因であります。

(2)の老人保健特別会計の歳出決算額につきましては、前年度と比較いたしまして 2,248 万 4,000 円

の増、率では 0.9％の増となっております。

この会計の主な歳出は医療諸費であります。

なお、歳出に対する歳入不足額が 2,859 万 3,000 円出ておりますが、これにつきましては翌年度歳入

からの繰上充用で対応しております。

(3)の介護保険特別会計の歳出決算額につきましては、前年度と比較いたしますと 6,638 万円の増、

伸び率 6.3％であります。

これは認定者の増に伴う保険給付費の増によるものであります。

(4)の簡易水道特別会計の歳出決算額につきましては、前年度に比較いたしまして１億 1,605 万円の

減、率にいたしまして 51.2％の減であります。

減額の主な要因といたしましては、新和浄水場の改修事業等の終了によるものであります。

次に 11 ページになりますけれども、(5)公共下水道特別会計の歳出決算額であります。前年度と比較

いたしますと６億 6,245 万 6,000 円の増、率にいたしまして 44.5％の増となっております。

増額の主な要因は、雨水及び汚水管新設工事など建設事業費の増が主なものであります。

(6)の公共用地取得特別会計の歳出決算額につきましては、前年度決算額とほぼ同額となっておりま

す。

内訳は平成 11 年度に借入れいたしました起債の償還利子であります。

(7)個別排水処理特別会計の歳出決算額につきましては、前年度と比較いたしますと 2,476 万 9,000

円の減、率にいたしまして 13.2％の減で、排水処理施設整備工事費の減が主な要因となっております。

以上が特別会計の決算状況であります。

次に、２ページの方にお戻りいただきたいと思います。

第２表、平成 16 年度一般会計収支の状況になりますが、表の下から４行目をご覧いただきたいと思

います。

歳入歳出決算額の差引額ということになりますが、１億 2,603 万 9,000 円の歳計剰余金が生じており

ます。

この剰余金の処分につきましては、このページの中ほど、11 行目から説明を記載しておりますのでご

覧を頂きたいと思います。

歳入総額 123 億 8,751 万 8,000 円に対しまして、歳出総額は 122 億 6,147 万 9,000 円であり、歳入歳

出差引額１億 2,603 万 9,000 円が歳計剰余金ということであります。

このうち、翌年度への繰越明許費にかかわります繰越財源が 404 万 3,000 円ありますので、その額を

差し引いた残り１億 2,199 万 6,000 円が平成 16 年度の実質収支額になります。

なお、この実質収支額につきましては、地方自治法の規定によりまして、歳計剰余金の処分として財

政調整基金に 7,000 万円を積立ていたしております。

残りの 5,199 万 6,000 円が翌年度への繰越金となります。
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次に歳入でありますが、３ページをご覧いただきたいと思います。

第３表、一般会計歳入決算額に、１款の町税から 22 款の町債まで、予算額から構成比までそれぞれ

の数値が記載されておりますが、Ｃ欄の歳入済額の計の欄にありますように、123 億 8,751 万 8,000 円

が平成 16 年度一般会計の決算額であります。

なお、不納欠損額は、１番の町税、13 番の分担金及び負担金、14 番の使用料及び手数料があります

が、これを合計いたしまして 4,766 万 7,000 円となっております。

また、歳入未済額につきましては、合計で２億 7,934 万 6,000 円となっております。

次、４ページをお開きいただきたいと思います。

４ページに今申し上げました歳入の構成比が円グラフで表されております。

構成比の中で一番大きなウエイトを占めておりますのは地方交付税で39.8％、以下、町税では17.5％、

町債が 12.9％、諸収入が 7.0％、国庫支出金が 5.2％といった構成になっております。

次に、その下の第４表、財源の構成比と伸率をご覧いただきたいと思いますが、主なものにつきまし

て、平成 15 年度の決算と比較した伸率でご説明をいたします。

ここで表中の訂正をお願いしたいと思います。

１番目、町税の伸率の欄にありますけれども、4.8％の前に三角を付していただきたいと思います。

大変申し訳ないと思います。

それでは説明を続けさせていただきます。

１番目の町税では、前年比 4.8％の減ということになっております。主な内訳につきましては、町民

税の個人が道内景気に依然として回復の兆しが見えず、給与収入の減少に加え、平成 15 年度に大幅な

増収となった農業所得も例年並みとなりましたことから、全体で 13.9％の減となっております。

また、固定資産税は札内地区での住宅新築の増などから、1.1％の増などという内訳になっておりま

す。

４番配当割交付金と５番株式等譲渡所得割交付金につきましては、平成 15 年度税制改正により新設

されたものでありますが、道に納入されました額に相当する額の３分の２が交付されたものでありま

す。

11 番の地方交付税は前年比 7.4％の減、額で申し上げますと３億 9,424 万 3,000 円の大きな減となっ

ております。

15 番の国庫支出金は前年比 25.5％の増で、これは公営住宅建替事業国庫補助金の増及び札内駅南北

線交通安全施設等整備事業国庫補助金の増などによるものであります。

16 番の道支出金につきましては前年度 37.9％の減、額にいたしまして３億 539 万 2,000 円の減とな

っておりますが、これは農業生産総合対策事業補助金、介護保険関連サービス基盤整備事業補助金が減

となったものであります。

19 番の繰入金に対しましては前年比 257.8％の増となっております。これは主に財政調整基金からの

繰入金の増によるものであります。

21 番の諸収入につきましては前年比 47.1％の減となっておりますが、主に都市計画街路事業受託事

業収入の減によるものであります。

以上、主なものについて申し上げましたが、これらの内訳等の説明につきましては、前ページ３ペー

ジの①町税から５ページの⑥町債まで記載しておりますので、ご参照いただければと思います。

続きまして、歳出についてご説明いたします。

６ページになります。

６ページに第５表、平成 16 年度目的別歳出決算額を掲載しております。

１款議会費から 13 款予備費まで。予算現額から不用額まで、それぞれの数値を記載しておりますが、

決算総額につきましてはＢ欄支出済額の計の欄にありますように、122 億 6,147 万 9,000 円ということ

になっております。

この中で、構成比が最も高いのは、11 款公債費の 23.6％、額では 28 億 9,373 万 6,000 円。
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続きまして、８款土木費の 16.8％、３番が 12 款職員費の 15.5％、４番が民生費の 12.2％、以下、５

番が教育費、６番が農林業費という順番になっております。

次に、７ページをご覧いただきたいと思います。

７ページに第６表、性質別歳出決算があります。この表につきましては、ただいま申し上げました歳

出を性質別に区分したものであります。

主なものを申し上げますと、１の人件費が前年との比較増減で 2.1％の減であります。このうち、職

員給につきましては 1.8％の減ということになります。

なお、表には載っておりませんが、ラスパイレス指数でありますけれども、平成 14 年度が 98.8、平

成 15 年度が 99.7、平成 16 年につきましては 98.4 ということになっております。

次に、４の扶助費でありますが、前年比 11.4％の増、７の積立金でありますが、94.0％の減、額にい

たしまして 8,108 万 8,000 円の減であります。一番下の 10、投資的経費でありますけれども、32.2％の

減、額にいたしまして９億 5,568 万 2,000 円の減となっております。

内訳といたしましては、普通建設事業費の補助事業費が４億 7,065 万 6,000 円の減、これは札内南大

通街路事業並びに明野スキー場リフト整備事業の減によるものであります。

単独事業でも４億 821 万 7,000 円の減となりましたけども、家畜ふん尿処理施設整備事業並びに豊岡

ごみ処理適正閉鎖事業料の減などによるものであります。

また、災害復旧費といたしましては、大きな災害もなかったことから支出がありませんでした。

以上が一般会計歳出についての説明であります。

次に、平成 16 年度の決算後における基金の状況について申し上げたいと思います。

基金についての説明につきましては、別冊にありますので、お手数でありますけども、一般会計の歳

入歳出決算書をお出しいただきたいと思います。

一般会計歳入歳出決算書の最後の 366 ページに掲載しておりますので、ご覧を頂きたいと思います。

下の表、平成 16 年度基金運用状況増減表になりますけれども、奨学資金積立基金から介護給付費準

備基金まで 13 の基金があります。

それぞれ一番右側の額が平成 16 年度末の現在高となります。

次に、合計欄をご覧いただきたいと思いますが、現金が 29 億 5,416 万 3,000 円、不動産が２億 6,438

万 2,000 円となっております。これを合算いたしました基金総額でありますが、32 億 1,854 万 5,000

円で、前年度と比較いたしまして２億 2,239 万 7,000 円の減ということになっております。

この中で主な基金を申し上げますと、上から２番目の財政調整基金であります。前年度との比較では、

2,998 万円の減の９億 804 万円ということになっております。

なお、先ほど決算資料２ページの説明の中で申し上げました平成 16 年度の決算剰余金からの積立金

が7,000万円ありましたけれども、その7,000万円については含まない額ということになっております。

３段目の土地開発基金につきましては、現金・土地合わせまして 5,000 円増の４億 8,596 万円、その

四つほど下の減債基金になりますが、１億 8,234 万 6,000 円の減、９億 1,340 万円、その下の福祉推進

基金が 129 万 5,000 円の増、４億 3,609 万 5,000 円となっております。

それから、図書館図書整備基金につきましては 35 万円の増、河川緑化整備事業基金は 106 万 8,000

円の減、酪農振興基金につきましては 179 万円の減、保険給費準備基金は 887 万 6,000 円の減などとな

っております。

今、申し上げました基金のうち、既に 17 年度予算におきまして、財政調整基金の方から２億 8,000

万円、地方債の償還財源といたしまして減債基金から約３億 5,077 万 8,000 円など、総額といたしまし

て６億 3,537 万円ほどを取崩しして、一般会計に繰入れをいたしているところであります。

今後の財政運営上、これらの基金の活用につきましては、十分留意をしていかなければならないもの

と思っております。

次に、資料の方にお戻りいただきたいと思います。

12 ページをご覧いただきたいと思います。
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12 ページの中ほどに、第９表、一般会計財政状況として、各種指標等を表した表があります。

表の下から３行目に財政力指数、公債比率、次に起債制限比率を掲載しておりますので、ご覧を頂き

たいと思います。

まず、財政力指数につきましては、数値が１に近く、１を超えるほど税などの一般財源が多い、いわ

ゆる財政に弾力性があるわけでありますけれども、本町の財政力指数につきましては、平成 14 年度は

0.288、平成 15 年度は 0.299、平成 16 年度には、この表にありますように 0.316 となっておりまして、

0.017 ポイント増とわずかでありますけども上がっております。

ただ、この増分につきましては、地方交付税の大幅な削減による影響があるものと考えておりまして、

財政状況は引き続き厳しい状況にあるものと考えております。

次に、公債比率について申し上げますと、平成 14 年度が 23.8、平成 15 年度 24.6、平成 16 年度はこ

の表にありますように 26.3 となっております。少しずつ上がってきている状況にあります。

この公債比率が一般財源に占める地方債償還費の割合でありまして、比率が高くなるほど財政硬直化

につながると言われております。

また、地方債の借入れになりましての目安となるものに、起債制限比率があります。

本町の起債制限比率は、平成 14 年度が 12.8、平成 15 年度は 13.3、平成 16 年度はこの表の一番下に

ありますように 14.3 となっております。

この起債制限比率でありますが、一般的な目安といたしまして 14％が警戒ライン、20％を超えますと

新たな事業に対する起債許可が下りないという危険ラインになっております。

本町におきましては、平成４年度以降の各種の大型事業実施に伴いまして、多額の起債を借入れいた

しましたことから、平成 16 年度に起債償還のピーク時を迎えまして、償還額が 25 億円近くになりまし

た。比率は 14％を超えた状況となっております。これらの対策といたしましては、起債借入れの抑制、

又は借入れする場合にはできるだけ交付税措置がなされる優良な起債の借入れ、さらには自主財源の確

保に視点を置きながら、住民サービスの低下にならないように財政運営を行っているところでありま

す。

また、17 年度以降、起債償還額が減少に転じますことから比率も下がるものと考えております。

次に、15 ページをお開きいただきたいと思います。

第 12 表、地方債の状況でありますが、ただいま申し上げました地方債の残高が一覧表となっており

ます。表の一番下の計の欄で、右から３列目が地方債の総残高となりますけれども、差引現在高 200 億

1,633 万 7,000 円でありますが、これは前年度と比較いたしまして、７億 3,593 万 1,000 円の減となり

まして、７億円以上の減少をいたしております。

次に、16 ページ、(2)につきましては、この地方債の借入先別・利率別現在高の状況について記載し

た表であります。

左の利率別内訳という欄がありますが、この中に利率別に現在高を記載しておりますが、一番右欄の

５％超につきましては、合計が８億 4,386 万 1,000 円で、率にいたしますと全体の 4.2％ということに

なります。

したがいまして、残りの 95.8％が５％以下の借入利率ということになります。

これは過去に行いました高利率の銀行縁故債の繰上償還あるいは近年の低金利によるものでありま

す。

次に、17 ページ、第 13 表をご覧いただきたいと思います。

債務負担行為の状況であります。

これも地方債と同様に、後年次に財政負担となってくるものであります。17 年度以降、支出予定欄で

ありますけれども、一般財源分というところで債務負担の合計額が 19 億 240 万 6,000 円となっており

ます。

この債務負担の内容といたしましては、１番の物件の購入のうち、(1)の建造物の購入に係る債務負

担といたしましては教員住宅などがあります。
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(2)その他の物件は、公社貸付牛に係る債務負担であります。

なお、一番大きなものは、３番その他にあります 19 億 4,691 万 1,000 円でありますが、これは公団

営、国営などの土地改良事業に係る償還金の債務負担が主なものとなっております。

このほか、パークプラザ整備事業に対する補助金あるいは農業関係の利子補給金の債務負担等がこの

数字に含まれております。

これにつきましても、地方債同様今後の財政運営の中では、債務負担の取扱いについて十分留意をし

ていかなければならないものと考えております。

次に、18 ページをご覧いただきたいと思います。

18 ページでは、第 14 表といたしまして、各款における節ごとの決算額を載せてあります。

次に、19 ページ、第 15 表になりますけれども、団体等に対する各種負担金・補助金・交付金の一覧

といたしまして、次の 20 ページまで載せております。

次に、21 ページから最近５カ年における款ごとの比較を、一般会計から特別会計についてそれぞれ

29 ページまで掲載しております。

次に、30 ページからになりますが、平成 16 年度の主な施策の成果としてまとめております。

31 ページの議会活動以降、最終の 94 ページまで、各項目にわたる主な施策につきまして、具体的な

数字等を含めて掲載しておりますので、ご参照をいただければと思います。

以上で決算概要の説明を終わらせていただきます。

○委員長（杉山晴夫） 総括的な説明が終わりましたので、これに対する質疑がありましたらお受けいた

します。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） なければ、これより認定第１号、平成 16 年度幕別町一般会計決算、１款議会費

に入らせていただきます。

１款議会費の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） それでは、１款議会費につきましてご説明申し上げます。

112 ページをお開きいただきたいと思います。

１款議会費、１項議会費、予算現額 9,710 万 3,000 円に対しまして、支出済額 9,657 万 9,305 円であ

ります。議員報酬ほか議会だより印刷費、会議録作成委託料、各種議会運営に係る費用であります。

なお、議会活動内容等につきましては、先ほどご説明させていただきました決算資料の 31 ページに

記載のとおりであります。

以上で議会費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） １款議会費につきましては、質疑がないようでございますので、以上をもって終

了させていただきます。

次に、２款総務費に入らせていただきます。

２款総務費の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） ２款総務費につきましてご説明申し上げます。

116 ページをお開きください。

２款総務費、１項総務管理費、予算現額３億 9,192 万 9,000 円に対しまして、支出済額３億 7,481 万

2,869 円であります。

１目一般管理費の４節共済費及び７節賃金は、事務補助及び宿日直業務の臨時職員に係る費用であり

ます。
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11 節需用費は、法令等追録代、参考図書、事務用消耗品及び庁舎に係る光熱水費が主なものでありま

す。

118 ページになります。

12 節役務費につきましては、郵便料、電話料が主なものであります。

13 節委託料は、顧問弁護士委託料、広報配送委託料、分煙に伴います空気清浄機保守点検委託料、訴

訟に係る弁護士委託料などであります。

なお、顧問弁護士の相談実績につきましては、平成 16 年度は 10 件であります。

14 節使用料及び賃借料は、複写機借上料、給与人事管理システム借上料などであります。

細節７の空気清浄機借上料につきましては、庁舎内の各階及び出先機関等の計 12 カ所に設置をいた

しておりまして、平成 13 年の 11 月から分煙を行っております。

120 ページになります。

２目広報広聴費の主なものにつきましては、需用費であります月１回発行の広報まくべつの印刷製本

費が主なものであります。

３目財政管理費、本目は 11 節の需用費の印刷製本費で、予算書の印刷製本費が主なものであります。

122 ページになります。

４目会計管理費は、出納室に係る経費で、７節の臨時職員賃金及び 11 節需用費の決算書の印刷製本

費が主なものとなっております。

５目一般財産管理費、本目は 11 節需用費で中央会館及び旧みどり資源公団等の管理費、細節 40 の修

繕料につきましては、庁舎窓ガラス補修、屋内消火栓ホース修理などが主なものであります。

124 ページになります。

13 節の委託料は、役場庁舎の管理委託料などが主なものであります。

18 節の備品購入費は省エネ啓発用備品の購入で、28 節の繰出金につきましては公共用地取得特別会

計への繰出金で、札内９号、南通り用地取得事業の起債利子に係る繰出金などであります。

６目の近隣センター管理費、本目は 40 カ所の近隣センターと５カ所のコミセンの管理運営に係る経

費であります。

126 ページになります。

15 節工事請負費の細節１コミセン外構工事は、幕別北コミセンの駐車場の整備、細節２近隣センター

外構工事は千住西近隣センター駐車場整備、細節３の近隣センター解体工事は旧千住西近隣センターに

係るものであります。

128 ページになります。

７目庁舎車両管理費、本目は福祉バス２台、集中管理によります車両 20 台、町長公用車などに係る

車両維持管理経費であります。

主なものにつきましては、11 節需用費の燃料費、12 節役務費の自動車損害保険料などであります。

130 ページになります。

８目町営バス運行費、本目は幕別駒畠間運行に係る費用で、13 節町営バス運行委託料が主なものであ

ります。

９目町有林管理費、本目は町有林の管理費用で、15 節細節１の町有林整備工事につきましては、災害

木整理工事が 28.52 ヘクタール、下草刈り 12.84 ヘクタールを実施いたしております。

10 目の町有林造成費、本目は町有林の造成に係る費用でありますが、地拵え 9.7 ヘクタール、皆伐工

事は 12.76 ヘクタールを実施いたしております。

132 ページになります。

11 目企画費、本目は企画室に係るもので、19 節負担金補助及び交付金の細節５番十勝圏複合事務組

合など広域行政に係る経費、細節 12 は国際パークゴルフ協会に対する補助金などが主なものとなって

おります。

12 目支所出張所費、本目は札内支所及び糠内、駒畠各出張所に係る経費で、７節賃金の各出張所に係



－9－

る臨時職員の賃金及び事務用経費が主なものとなっております。

134 ページになります。

13 目職員厚生費、本目は職員の福利厚生及び研修に係るもので、９節旅費は職員研修計画に基づく各

種研修旅費、次ページの 12 節役務費は、職員健康管理のための各種健康診断手数料などが主な内容で

あります。

136 ページになりますけども、14 目公平委員会費、本目は公平委員会開催に係る経費であります。

15 目交通防災費、本目は交通安全対策、防犯対策及び災害対策に係る費用で、交通安全指導員 27 名、

交通安全推進委員１名の設置費用、交通安全啓発関係消耗品、防犯灯の設置費用、防災対策関連経費が

主なものでございます。

138 ページになります。

13 節委託料で、細節５の環境調査分析委託料では、水質検査、悪臭、粉塵、騒音等の調査を実施して

おります。

15 節工事請負費の細節１防犯灯整備工事でありますが、新設 17 カ所、器具更新 44 カ所、移設 14 カ

所を実施しております。

140 ページになります。

16 目諸費、本目は公区運営関係経費や各種負担金及び補助で、ほかの科目に属さない経費の支出科目

であります。

１節報酬は公区長に対する報酬及び各種委員会委員の報酬であります。

次ページになります。

19 節負担金補助及び交付金では、細節３十勝町村会に対する負担金、細節 10 江陵高校の運営に対す

る補助金、細節 11 地方バス路線に係る補助金、細節 12 公区に対する運営費交付金、13 節につきまして

は合併協議会に係る負担金であります。

24 節の投資及び出資金は、地域振興公社の出資金といたしまして 10 株を取得いたしまして、幕別の

持ち株数は 585 株となりまして、全体の 36.56％の保有率となっております。

17 目基金管理費、本目は各種基金から生じる利息、あるいは寄附金等をそれぞれの基金に積み立てた

ものであります。

なお、各基金の年度末残高は、先ほどご説明申し上げましたとおり、本決算書の最終ページ 366 ペー

ジに掲載しているとおりであります。

144 ページになります。

18 目電算管理費、本目は電算処理業務に係るもので、11 節の需用費では、納付書等各種電算管理用

紙の印刷製本費、13 節の委託料は電算機器及び業務用ソフトの保守点検委託料、14 節は電算機器の借

上料が主なものでございます。

19 目近隣センター建設事業費、本目は明野近隣センター建設に要したものであります。

146 ページになります。

２項徴税費、予算現額 2,102 万 9,000 円に対しまして、支出済額 2,044 万 7,495 円であります。

１目の税務総務費、本目は７節賃金の臨時職員賃金及び事務用経費が主なものであります。

148 ページになります。

２目賦課徴収費、本目は賦課徴収に係る費用で、13 節委託料では家屋評価システム及び収納管理シス

テムの保守点検委託料、14 節は家屋評価管理システムの借上料、19 節の細節４納税貯蓄組合交付金、

次ページなりますけども、23 節の過誤納還付金などが主なものでございます。

次に、３項戸籍住民登録費、予算現額 480 万 8,000 円に対しまして、支出済額 465 万 1,755 円であり

ます。

１目の戸籍住民登録費、本目は戸籍及び住民登録事務に係る費用で、13 節委託料の住基ネットワーク

システムに係る費用、14 節の戸籍電送機借上料、住基ネットワークシステム機器借上料などに係るもの

であります。
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152 ページになります。

４項選挙費、予算現額 635 万 2,000 円に対しまして、支出済額 612 万 5,159 円であります。

１目選挙管理費、これは選挙管理委員会開催に係る費用であります。

２目の参議院議員選挙費、本目は平成 16 年７月 11 日執行の参議院議員選挙の執行経費であります。

154 ページになります。

５項統計調査費、予算現額 205 万 5,000 円に対しまして、支出済額 197 万 4,347 円であります。

１目統計調査費、本目は次ページになりますけれども、１節報酬の工業統計調査費及び農林業センサ

ス調査等各種統計調査に係る費用であります。

６項監査委員費、予算現額 278 万 7,000 円に対しまして、支出済額 274 万 8,250 円であります。

１目監査委員費、本目は監査委員報酬及び監査業務に係る費用であります。

以上で総務費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

永井委員。

○17 番（永井繁樹） それでは、本日の決算委員会の口火を切って質問いたします。

ページは 125 ページ。かかわっている目は一般財産管理費の 18 節備品購入費、細節１です。

この件につきましては、この後にある民生費の方にも、特に省エネの事業化調査を行っているという

ことでかかわっておりますが、ここでは今、総務費にかかわっての質問をしていきたいと思います。

まず、これらに幕別町地域省エネルギービジョン策定にかかわっては、ここの細節では啓発用備品と

いうことですが、これらについては後に触れることにいたしまして、まず総務課の方の概略からお尋ね

をいたしますが、2003 年から省エネにかかわってのアンケートを始められて、16 年にビジョン策定を

されたと思います。私たちのところにも大きい冊子がきております。

これにかかわって、まず確認ですが、平成 10 年度のエネルギーにかかわるビジョンとして、全体的

にエネルギー消費量を 8.3％削減する。そのうち、町内の家庭における省エネ目標は、９万 5,000 ギガ

ジュールということで、11.2％に相当する。これについての変更はまずないかということを先に確認さ

せていただきます。

それと、全体的な重点政策の中で、町は五つ重点作戦を掲げられております。

ここで申し上げるのも失礼なのですが、まず１点目に全町的な推進体制の確立と。それと２点目に教

育の推進。３点目に行動の確実な実行。４点目に行政の率先的な取り組みと。最後に、機器などの情報

の確実な提供と、５点重大目標を掲げられております。

それで、ビジョン策定が 16 年の２月に終了しておりますけれども、これ以降、この５点にかかわっ

てとられてきた施策をまずお伺いをしたいと思います。

この中に、先ほど質問しました省エネ啓発用の備品ということで、これらについては省エネナビの設

置にかかわってのことではないかと思いますが、これらについても併せて、このナビ設置によってどう

いう１年間のデータが出てきたのか。ここでお聞かせを願いたい。

これらについてはなかなか大きい資料は頂いても、議会全体の中ですとかそういうところではなかな

か問う場面が今までございませんので、他の議員さんにもかなり参考になると思いますので。できるだ

け今日の場所で詳しく情報を提供していただきたいと思います。

それから、このエネルギービジョン策定委員会がもとになって発行しました冊子なのですけれども、

そのほかに概要版というのが出ておりますね。

そのほかに、またエネルギー事業化調査の方では別冊で、平成 17 年２月に私たちの方に頂いており

ますが、先のエネルギービジョンにかかわっての概要版と、これら本冊子と、広報における住民への周

知ですね。本冊子については住民までいってないと思いますが、概要版は全部いっているでしょうから、

これらにおける総予算等について。

また、情報活動をどのように、概要版以外で行ってきたのか。それらについての経緯もご説明くださ



－11－

い。

それと、こういった事業を行う上で、町は自称エネルギーサービスカンパニー、エスコというのでし

ょうか、この事業を視野に入れられているとお伺いをしております。

それで、この事業の中身ですね、私は調べたところによると、契約方法というのがいろいろあるよう

です。簡単に申し上げますと、シェアード契約とギャランティードセービング契約というのがあります

ね。

この辺でちょっと詳しく説明していただきたいのですが、町はどちらの方法で、例えば、導入すると

すれば考えておられるのか。

また、このシェアード契約については、顧客となる自治体が、例えば負担する資金がゼロでも、省エ

ネ対策を得るための施設改修を可能にする契約であるという説明があるのですけれども、実際に今後平

成 10 年に向かっていって、資金がゼロでも本当にこういうことが成り立つのかどうか、我が町では。

現況はちょっとわかりませんから、そういった内容で説明を頂きたいと思います。

省エネルギー診断の結果については、また民生費のところで詳しくお伺いしますので。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 省エネビジョンの関係でございますが、全体的に二酸化炭素の排出量を省エ

ネ 8.3％削減すると。特に民生・家庭部門において 11.2％の削減に変更はないかということでございま

すが、これはあくまでも目標として変更はございません。

次に、その後の省エネビジョンを策定した後の取り組みについてでございますが、全町的な取り組み

といたしましては、これからの話になるのですが、一つには、平成 15 年に省エネビジョンの策定、16

年に公共施設の省エネ事業化の調査、本年において新エネのビジョンの策定というような過程の中で、

庁舎内に前段の庁舎内検討委員会を設けまして、その中でいろいろな討議・検討をしているところであ

ります。

これら三つの計画が揃った時点で、また新たな取り組みが始まると思っています。

ただ、現在におきましては、職員個々には今般の原油高騰の関係もありますので、節電、エネルギー

の消費についてはそれぞれ総務課サイドの方から、省エネに努めるべきいろいろな通知が出されている

ところであります。

教育の関係でございます。

平成 15 年に省エネビジョンを作成した折に、校長会、教頭会にお願いいたしまして、省エネの指導

員を招いての講習会をやりました。

その時点では、モデル校の指定をまだ受けられる段階だったのですけども、ただ、どこの学校も手を

挙げてくれなかったという現状がありまして、残念ながらモデル校の指定には至りませんでしたが、道

内また管内におきましても、総合学習の中で大体第５学年が省エネに取り組んでいる学校もございます

ので、これからも各学校にはそういう情報を与えていきたいというように考えております。

あと、省エネ行動の関係でありますが、平成 15 年省エネビジョンを策定したときに、その後、省エ

ネ普及指導員というものを１名札幌の方に講習を受けに行ってもらいまして、普及員が１名おります。

この方が現在いろいろな出前講座等で活動しているところであります。

また、行政の率先という、いわゆるトップランナーとしての役割をどう果たすべきかということがこ

れからの問題になってくるわけなのですが、今のところ、一つには、プリウス等の非常に省エネのエコ

カーの購入を本年度行いました。

また、庁舎内におけます蛍光灯のプルスイッチへの切替えを行っております。

今後におきましては、様々な施設が新しく建てられる、また改築更新される際に、それらの省エネの

概念を取り入れた施設とすべき検討をしてまいりたいと思っております。

あと、機器などの情報などについては、これははっきり申し上げて周知が足りないのかなということ

は考えております。

いろいろな機器は出ております。ただ、省エネは機器に頼ることだけではなくて、一人一人の日常生
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活における手間暇かけたものが省エネにつながるというのが大きな概念でございます。

それに合わせての機器ということが、もう一つ、１割増し２割増しのものになるのかなという考えも

ござます。今後、こういう機器の紹介等についても意を用いてまいりたいと思います。

概要版と広報の周知についての予算については、平成 15 年に策定いたしました省エネビジョンの概

要版、全戸に配布したものについては約 40 万円でございます。また、報告書については 80 万円でござ

います。

また、そういう概要版で終わらせることなく、広報でも何回か特集記事を組んだり、また、小さな囲

み記事等では出してはおりますが、まだまだ周知は足りないことは確かでございます。

特に、昨今のいろんな異常気象の原因が CO2の排出ということも言われておりますので、町民の皆さ

んもいろいろな場面で環境というものに対しての興味をお持ちになっているかと思いますので、これら

を啓発すべきいろいろな情報の提供に努めてまいりたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 企画室副主幹。

○企画室副主幹（田井啓一） それでは、エスコ事業についてご説明したいと思います。

エスコ事業と申しますのは、まず省エネ改修前の光熱水費がまずございます。

そこから省エネ改修が行われた際に、光熱水費が当然削減されるわけです。その削減された費用をも

って、エスコ事業者と契約するわけですけれども、その事業者に対して、その削減料見合いを毎年支払

っていくと。

それで、全体の省エネ改修に係った工事費がございます。それを割り返したものが契約期間というこ

とになってきます。

例えば、省エネ改修で 1,000 万円かかったとした場合に、経費の削減で 100 万円あったとします。そ

うした場合は、契約期間が 10 年間ということの契約の中身で契約をして、10 年間毎年 100 万円ずつ払

っていって、1,000 万円を事業者の方に支払うというような仕組みでございます。

それで、エスコ事業の方式につきましては、ギャランティードセービング契約とシェアードセービン

グ契約とございます。

大きく分けまして、事業費、契約額が高いもの。これがおおむねシェアードセービング契約の形態が

多いというふうに聞いております。

これらの契約の違いと申しますのは、まず一つは、エネルギー改修の資金調達者がどちらになるかと

いうことでいきますと、ギャランティードの場合は建物所有者でありますし、シェアードセービングに

つきましてはエスコ事業者の方になってまいります。

そのエネルギー設備の所有権につきましても、それぞれ資金調達者が契約期間の間はもつということ

になりますので、シェアードセービングの場合につきましては、エスコ事業者の方にその契約期間の間

は所有権があると。契約期間が終了しますと、建物所有者の方に所有権が移ってくるということになっ

てまいります。

サービス料の支払については、先ほど申し上げたとおりでございます。

それで、ギャランティードセービング契約、これにつきましては資金調達が建物所有者ということに

なりますので、初期投資としてはかなりのものを建物所有者が負わなければならないと。

シェアードセービングにつきましては、資金調達がエスコ事業者の方になりますので、建物所有者の

方としては、毎年のエネルギー経費の削減金額についてエスコ事業者に支払うということになりますの

で、ある意味資金調達はゼロという、こういった形になろうかと思いますが、シェアードセービング契

約につきましては、おおむね数千万円単位の契約を最低限しなければならないというか、引き受け手が

いないというのが現状というふうにお聞きをしておりますので、なかなか幕別町で導入しようとします

と、複数の施設を同時に契約するということでなければ非常に難しいというふうな考えでおります。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 答弁漏れがございました。

省エネナビの関係はよろしかったでしょうか。
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省エネナビ、平成 16 年の 12 月に１階の町民課の横の壁に設置しております。

１月から試行で稼働しているわけなのですけども、庁舎の電気料、前年、またその日の電気料はどの

ようになっているかというような比較ができるものでありますけども、まず前日比較、１週間比較、１

カ月比較等の比較ができることになっていますが、この設備そのものが省エネ効果を生むものではあり

ません。

庁舎で行われている省エネに係るいろいろな、今回のプルスイッチの採用とか、そういう設備改修に

ついてその効果を測定するものであります。

ただ、あの機械、このぐらいの大きさで大変見にくうございます。私、ほかの施設も見に行ったので

すが、ああいう機械のほかにもっと大きな掲示板で表示しているところもございました。ただ、大変高

額でございます。あの機械をもう少し見やすくする方法はないかなと。

もし、データ的に紙に印刷して張り出すような方法もあるのかなというところは考えているところで

あります。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） 重点政策の中で、普及指導員の１名という説明がございましたが、幕別町において

普及員指導員が１名というのが適切かどうか、私にはわからないのですが、常識的に考えるともう少し

いた方がいいなと思うのですけれども、これらにかかわっての増員の計画はあるのかないのかというこ

と。

それと、機器情報の確実な提供の中で、今、ナビの話が出ましたが、他の自治体ではこのナビのモニ

ター募集というのをやっておりますね。これが適切な処置かどうかは、評価は正確にわかっておりませ

んけれども、機械が高いということもありますけれども、省エネを全町民で取り組むという一つの手法

からいけば、こういう方法もあるだろうと。これらについての検討されているのかいないのか。

それと、これと同じく、環境家計簿の普及というのが普及策の協議の中で出ていたと思いますけれど

も、この家計簿についての普及の考え方はどのように進められているのか、お伺いをいたします。

それと、この普及策にかかわって、ちょっとハイブリッドカーの話が今まで議会でも何回か出ていま

すが、今後に向けたハイブリッドカーの導入計画はどのよういうふうに考えられているか。

それと、エスコ事業についての説明は、今、おおむね私を含め皆さんも理解できたのですが、説明の

印象から、では幕別はどうするのですかというところの答えがないのですね。

これは民生の方でもう調査は済んで、どういう予算がかかるかというのはもう見積もりは出ています

から。全部やると大変な金額になります。太陽熱まで入っていますので。

ですから、企画の方で、実際では方向性としてこういった省エネルギービジョンを進めていくために、

いろんなところで施策を打っていくのでお金がかかりますけれども、ではどういう方法を今優先的に考

えられているのか、その方向性をここでお示し願えれば有り難いのですが。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 省エネ普及指導員の関係でございますが、今現在１名ということで、実は募

集をかけましたが応募がなかったというようなことでございます。

また、講習が札幌の方でありますので、枠がありまして、応募があっても枠が当たらないということ

もございます。今のところ募集がなかったということでご理解いただきたいと思いますが、当然１名で

は少ないとは思っていますので、今後も募集をかけて働きかけをしていきたいと考えています。

それから、機器情報の提供の中で、家庭系のナビのモニター募集の関係です。恐らく家庭系ナビでも

５万円から 10 万円ぐらいはするのかなというようなことを考えております。

これからの検討になりますが、幾つがいいのかわかりませんし、モニターが集まるかどうもわかりま

せんが、新年度予算の中でどうすべきか検討してまいりたいと思っております。

それから、環境家計簿については、帯広市の方では結構積極的に取り組んでいるという事例も聞いて

おります。これはそんなに予算もかかりません。次年度の実行に向けて検討してまいります。

私の方からは以上です。
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○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 公用車の方にかかわる取り組みにつきましては、ハイブリッドカーの導入に取

り組んでおります。

保健福祉センターの方に導入１台ということで、これは数年前に導入済みであります。

それと、平成 17 年度から役場本庁舎におきまして、新たに１台ハイブリッドカーを導入して取り組

んでおります。

あと、今後につきましては、それらの燃費状況とかそれらをよく調べまして、そしてそれが意義のあ

るものだとは思ってはおりますが、そういうものを見ながら、今後の検討に当たりましては導入を前向

きに図っていくように考えたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） 企画室副主幹。

○企画室副主幹（田井啓一） エスコ事業の導入の件でございますけれども、先ほども申し上げましたと

おり、資金調達ゼロでというシェアードセービング方式というのは非常に難しいというふうな考え方で

おります。

ただ、国の方といたしましても、今までは経済産業省が中心となって、省エネ・地球温暖化防止の推

進というのを進めてまいりましたけれども、環境庁、国土交通省、文科省、それらの省庁も地球温暖化

に対する取り組みということでの施策というのは、これからだんだんと充実してくることになろうかと

思っております。

文科省におきましてはエコスクール事業とか、そういった事業制度も出てきておりますので、そうい

った補助制度あるいは助成制度、そういったものを見ながら取り組んでいきたいというふうな考え方で

おります。

また、大規模改修に係って、これから学校だとか大きな施設について、当然行政が率先行動として地

球温暖化防止という観点で省エネ化、新エネ化に取り組んでいかなければなりませんけれども、補助制

度との絡みもございますけれども、その際にはエスコ事業が導入できないのかという検討も当然一つの

選択肢として入ってくることになろうかと思います。

その際に検討してまいりたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） そうしますと、これは最後にお聞きしますが、平成 10 年度までに、これは家庭内

の方が達成したとしても、それ以外のところの達成感が悪ければ、当然目標に達しないということにな

りますね。

例えば家庭以外の行政の中心とした施設の話をしていきますと、今のお話を聞くと、明確なまだ計画

が確定されていないというふうに受けます。

そうしますと残り５年で、今このような状況の中で本当にその目標に対して達成していけるという見

込みがあるのかちょっと不安なのです。

だから、やはり今のいろんなお金にかかわる、資金にかかわるものについては調べればわかることで

すから、2005 年の今の時点でわかっていかないと、あと５年で僕はできないような気がするのですね。

だから、その辺の詰めが、今のお答えの中ではちょっとお伺いできないので、やはり今後に向けた綿

密な計画というのですか、資金も含めて。これはかなり公共施設 10 カ所の調査が出ていますけど、こ

れはかなりかかりますよね。本来の目標に向かっていこうとすれば。その辺あたりは、では今のところ

は内部的には細部にわたっての検討はしていないという理解を私はしますけども、今後に向けてどうい

う計画を早急に立てていかれようとしていますか。

お答えのある方がお答えいただきたいのですよね。大事なことなので。これらの見通しについて、最

後、お伺いをいたします。

○委員長（杉山晴夫） 西尾助役。

○助役（西尾治） 15 年から十分検討を進めさせていただいております。

永井委員がご指摘のとおり、単純なお金ですぐ解決できるのであれば、何年度にどの施設をどういう
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段階でということで明確なお答えもできるのでありますけれども、いかんせん極めて多額の費用を要す

るということであります。

先ほど、副主幹の方からも説明しましたように、今ようやく国がこれらの制度に向けてどう各省庁が

対応していくのだという、そういう入り口の段階でありまして、具体的にそれぞれの方から、こういう

施策についてどういう国の手立てがあるのだということが、まだ十分見えていない段階であります。文

部科学省あたりが幾らか施策を打ち出してきておりますけれども、なかなか自前で全部を進めていくと

いうのは極めて厳しいのかなという思いでおります。

ただ、方向としては、私どもの町が管内にも先がけて率先して取り組んでいるわけですから、なるべ

く他の自治体の模範となるよう、これが私どもの町ばかりではなくて、管内、全道、全国に広がってい

って初めてこれらの効果が挙がるということでございますので、私どもとしては積極的に取り組んでま

いりたいというふうに思っております。

ただ、先ほど言いましたように、それらの国の施策を十分見極めた上で、できる限り有利なものを使

う中で、私どもとしては施策の推進をしてまいりたいというふうに思っておりますので、後ろ向きな答

えではなくて、前向きに取り組んでまいりたいということでご理解をいただければなというふうに思っ

ております。

○委員長（杉山晴夫） 審査の途中でございますが、この際、11 時 20 分まで休憩いたします。

11：02 休憩

11：16 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） ただいま、永井委員から省エネについて対向的なお話があったわけでありますけど

も、私のは枝葉の話でありますけども、近年、特に省エネあるいは財政的なことも含めて、夏はクール

ビズ、冬はウォームビズということで、国も道も奨励しているわけであります。先般の新聞等によりま

すと、家庭で１度下げることによって、月額だったと思うのですけど 7,000 円ぐらい灯油代が少なくな

るというようなことも書いてございました。

我が町においてもこの問題に取り組んでいかなければならない問題だというふうに思います。早速 11

月になんなんとしているわけでありますけども、この辺の対策あるいはまたその指導についてはどのよ

うにお考えになっていますでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 町の方の対策としまして、幾つかのことは考えております。

一つには、燃料費の節約という観点におきましては、庁舎内の暖房とかその他大型施設の暖房におき

まして温度管理をこまめにやることによって、暖房を過剰に稼働させないように、そのような工夫はし

たいと思っております。

それと、ガソリン等の燃料費のことでございますけども、公用車におきまして必要外のアイドリング

はしないように。そういうようなことで、また駐停車におきましてもきちんとエンジンを切るように、

そのようなことを励行して節約を図っていきたいと、そのようにまず思っております。

それと、電気料につきましては、先ほど討議の中にもありましたけども、蛍光灯のプルスイッチを付

けることによって、こまめに消灯をやっていきたいというようなことで、省エネ等についてはそういう

観点から取り組んでいきたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） そんなことを聞いたのではなくて、具体的にいえば、役場庁舎内の温度をどのぐら

いに設定する。することによって職員の例えば服装ですとか、寒くなるわけですからね、下げるという

ことは。
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ですから、そういった町としての一つの指針というのでしょうか。服装についても住民の人が見て見

にくくない範疇で厚着しなさいとかといろいろ出ていますよね。そういったことをどのように考えてい

ますかということを聞いたのです。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。

○総務部長（菅好弘） ただいまのご質問でございますけども、昨年 16 年度におきまして、やはり燃料

の高騰などがありまして、そのときに庁舎内の方にお願いしましたのは、室温については 18 度、これ

を保つように温度管理をするというようなことで、ボイラーの担当する職員等にも各室をまわってもら

うというようなことで対応いたしました。

当然、その階によりましては非常に寒いところ、それから 18 度で十分間に合うところがあります。

職員の健康管理につきましては、各自が自分の状態にあわせて、例えば、カーディガンを着るとかそ

のようなことを自主的に行うようなこともお願いをしたところでございます。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 自主的にやりなさいということが一つの指導だといえば、それはそれが指導なのか

もしれませんけども、服装については、例えば、模範的な服装というのでしょうか、カーディガンを着

るのか、背広の上に着るというわけにはいかないでしょうから無理でしょうけども、そういった具体的

にこういった服装まではいいですよとか、そういった指導はどのようにするのですかという話をしたの

ですけれども、言っている意味がわかりませんか。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。

○総務部長（菅好弘） 前段の方でクールビズだとかいろいろな例を出していただきましたけども、まず

暖房等についての観点で申しますと、特にこのような服装ということについての指示は、私どもの方と

してはしてはおりません。

ただ、事業系のところにつきましては、作業服を着ているというような方だとか、事務系の方につい

ては、男性でしたらワイシャツ、このような形が中心なものですから、その辺の寒さ対策等については

各自の中で工夫をしてほしいというような程度で止めているところでございます。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 関連はそれでわかりました。

引き続きもしいいのでしたら自前の質問もよろしいでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 関連があるそうですので。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 先ほどの永井委員の質問の中で、私も枝葉のことになるのですが、まだまだ省エネ

に係っては実績を上げていくということについてはこれからの段階だということでありましたが、既に

公用車のハイブリッドカーは平成 10 年から導入されておりますよね。

今は平成 17 年度でありますから、それなりのもう、燃費も全部含めまして、その実績、結果が出て

いるのではないかと思うのですよね。そういうことを一つひとつ確認しながら次に進めていくというこ

とが大事だというふうに思うのですね。

併せまして、非常に今灯油の原価が上がっているということからなのですが、ただいまのことにも関

連してきていますが、庁舎全体で省エネに取り組むというのは環境を守るという点でのことであります

が、しかし経費の面からいっても、今回の高騰というのは非常に大きな影響を受けていると思うのです

よね。

それで、昨年度の実績では、燃料費、117 ページにありますが、それぞれの決算の減額が出ておりま

すけれども、これら単価はどのぐらいでどういう形で入って、今、単価はどのぐらいになっているのか。

それと、公共施設等のナビをつけてやっていらっしゃるのですが、それは庁舎の中だけですよね。

これは総務分野ですから、公共施設全体の燃料費等についても削減に向けていかなければならないと

思うのです。

そうしますと、使用に当たっての様々な指導をされて削減をしていくことが大事だと思うのですが、
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特に最近、コミュニティセンターなどについては施設そのものが大きいということで、全館常時暖めら

れていますよね。利用者にとっては大変有り難いことなのですが、例えば、東コミセンのように、フロ

アー部分に床暖なんかも常時入れてられますね。

利用状況をみていると、たくさんいらっしゃるときもあるのだけれども、全くいないようなときにも

暖房はきちっと床暖なども入れられていると。公共施設の中でここまで必要なのかという疑問も持つと

ころなのですね。

それで、省エネに関連してお伺いしましたので、それら一連についての、この 16 年の決算の結果か

ら見て、どんな手を打っていかれるのか、どう考えていらっしゃるのか伺います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） まず１点目のハイブリッドカーの結果ということでございますけども、大体通

常走った場合は、リッター18 キロぐらいという実績であります。通常、公用車、今 20 台ほどあります

が、普通のガソリン車ですと、大体リッター11 キロぐらいという実績でありますので、明らかに効果は

あると思っております。

続きまして、燃料の単価ということでございますが、これは 16 年度の単価で考えますと、当初ガソ

リンは 99 円、軽油は 80 円、灯油は 44 円、重油は 43 円、これは税抜きの価格ですけども、その単価で

スタートしております。

だんだん秋口に値上がりしていくわけですが、一番高い時期で、ガソリンにつきましては 114 円、軽

油につきましては 94 円、灯油は 54 円、重油は 51 円ということで、大体 15 円から８円ぐらいの間で値

上がりをしたというのが実態であります。

続きまして、３点目のコミセン等において暖房をどのように工夫するかということでございますが、

これは暖房の在り方につきましては、全館を暖めておいた方が効果的な場合もありますし、そのときど

き、また、開館の暖房の在り方によっても方法はいろいろ工夫があると思います。

いずれにしましても、過剰な暖房にならないように、こまめに温度管理をしながらやっていきたいと

いうふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） １点目のそのハイブリッドカーの燃費ですが、これだけ見ましたらやはりどんどん

切り替えていった方がいいということになりますよね。燃費がいいわけですから。しかし、車体価格そ

のものもきちっと、あるいは何年間でその車を使い切るのかということも含めて、トータルで見ていく

ということが大事だと思うのですが、その辺の結果はいかがでしょうか。

それから、単価ですが、これは平成 16 年度の決算ですから、このときの一番高い単価が出ておりま

すが、現在はもっと上がっておりますよね。

そういう中で、暖房の在り方検討されるということで、多分私も全体を暖めて有効な手法で、利用者

にとってどうかということも考えながらやられるから難しい面もあるのだろうと思うのですけれども、

細かいことで言いましたが、先ほどのような床暖の在り方などについては、全部の施設に設置されてい

るわけではないのですけれども、やっぱりそういうところの削減に踏み切られることが、効果としては

大きいのではないかというふうに思うのですよね。

ですから、その辺は施設を設置した、せっかくいい施設をつくって止めてしまうというのも難しいこ

とだとは思うのですが、要は利用などについては前もって申込みなどがあって、そしてやられているわ

けですから、その利用の申込みに合わせて、きちっとしたこまめな管理をしていくなんていうことも、

これから取り組むべきことなのだと思うのですよね。

いかがですか。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 公用車の導入につきましては、確かにおっしゃるように燃費だけでは図れない

ということがありまして、車両本体価格の金額にも注目しなければならない。これはごもっともであり

ます。
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公用車につきましては大体 10 年前後ぐらいは利用しているわけですが、その車が大体更新の時期を

迎えたときに、総合的に勘案して決めていかなければならないと思っております。

ハイブリッドカーにつきましては、大体 240 万円ぐらいの車両価格だと思います。

一般の通常の公用車につきましては 150 万円程度でないかと思いますので、価格差がありますし、ま

た、修繕等においてどうなのかということの問題もあります。

そういうようなことをいろいろ考えながら、その車の更新時期に来たときに、十分考えて、そして先

ほど言いましたけども、明らかにハイブリッドカーは環境に優しい車でもありますし、いろいろな利点

もありますので、それについては前向きな方向で検討していきたいということであります。

それと、福祉センターの方に最初に導入されたハイブリッドカーは、まだそのときは出始めの車です

から、それが現在はかなり改良されてよくなってきているという面もあります。

そういうようなことも考えながら、今後の車のそういう改良とかそういうものを見合わせながら、総

合的に判断しながら車の更新は考えていきたいと思っております。

続きまして、燃料費のことですけども、平成 17 年度におきましては、当初はガソリンが 108 円です。

灯油は 48 円、軽油につきましては 91 円、重油につきましては 46 円です。今現在は、ガソリンは 123

円、灯油は 65 円、軽油は 107 円、重油は 62 円ということで、大体 15 円から 17 円ぐらいの幅で値上が

りをしております。

去年から見ても単価が上がっているということで、これは大変苦慮しているところでありますが、職

員にも先日通達を出しまして、この燃料費、そういうものについての節約についてはいろいろな工夫を

しながら、節減に取り組んでほしいということで、全職員には通知してその意識を十分持っていただい

ているところであります。

また、その施設の暖房につきましても、そのように無駄な温度を上げることがないように、これは細

心の注意を払ってやっていきたいというふうに考えているところであります。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

前川雅志委員。

○10 番（前川雅志） ２点についてお伺いをしたいと思います。

１点目なのですが、121 ページ、２目、19 節、細目４になります。

東京幕別会補助金ということで支出をされておりまして、会の目的などについては理解しているつも

りではありますが、運営についてお伺いをしたいと思います。

この東京幕別会におかれまして、どのような運営をされているか。事務局は東京にあるのかなと思う

のですが、そういったところも含めてお伺いをしたいと思います。

それと、毎年、札幌幕別会もそうなのでありますが、役場の職員が同行されていると思います。

そういった意味で、職員もどのような目的で同行されているのかお聞かせいただきたいと思います。

２点目でありますが、133 ページ、11 目、19 節、細目８の十勝コミュニティ運動委員会会費というの

がございます。

この会は民間の力でまちづくりをしていきましょうという団体に対して、いくばくかの助成金を出し

たりとか、あと表彰したりとか、そういった活動をされている会だと思うのですが、今年に入りまして、

どの町ということではありませんが、一つの市と一つの町が、費用対効果が薄いという理由から脱会を

されております。

当町としてはどのような事業の評価をしているのかということをお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） １点目の東京幕別会の運営、また職員の出席討議についてでございますが、

運営につきましては、事務局は確かに東京に事務局長がおりますが、実際、総会の案内、また、取りま

とめ、当日の事前の準備等につきましては、企画室の方で行っているというのが実態であります。

このようなことにつきましては、以前は、大分昔のことなのですが、ある会社の社長の方がそこに事

務所があって、その事務所の方でやっていただいているという経過もありましたが、現在、そのような
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ことがなくなりまして、個人宅での事務局ということで、私どもの方が不足分を担っているという実態

であります。

また、職員が総会の方に出席しておりますが、これも事前の準備で、総会の会場に行きましていろん

な貼り物とか、また、おみやげの詰め物等のことを行っております。

大体職員は２名が行っております。そのほか特別職の者が参加しております。

また、札幌幕別会の方については、これは事務局が会社の社長がやっておりまして、そういう利便性

もあるということで、すべての事務は札幌幕別会が独自に行っているというような状況でございます。

職員の参加目的につきましては、総会の事前の準部ということであります。

それと、２点目の十勝コミュニティ運動委員会の件でございます。

十勝コミュニティ運動委員会につきましては、従来、管内 20 市町村全部参加しておりましたが、今、

委員がおっしゃいましたとおり、２の自治体が抜けているような状態であります。

端的に申し上げますと、幕別町にあります手づくりのまち推進委員会のような住民組織の上部団体と

考えていただければ結構かと思います。

コミュニティ通信の配布とか、また、年に一度十勝郷土づくり大会の開催とか、ボランティア団体の

支援、花いっぱいコンクールの実施、またクリーン作戦等を行っております。

事務局は十勝支庁の方にあります。

住民が自らまちづくりに参加するというような一つの大きな十勝の団体でございますので、これらの

加入については今後も積極的に続けてまいりたいと考えております。

○委員長（杉山晴夫） 前川雅志委員。

○10 番（前川雅志） はじめに、東京幕別会の方なのでありますが、職員２名が行くということであれば、

それなりの経費がかかっているかと思います。

この５万円の中には含まれていないのかなというふうに思うのですが、準備ですとかおみやげの用意

をするだけに職員を、しかも土曜日に行って日曜に帰ってくるぐらいの、その休日である出勤の中で、

同行してそういった仕事をするというのはいかがかなと思うのですが、どのようにお考えかというか、

今後、どういうふうに考えているのかなというふうにお聞かせいただきたいと思います。

もう１点の、十勝コミュニティ運動委員会の方なのですが、幕別町といたしまして積極的な答弁を頂

いたというふうに思っております。

幕別町も協働のまちづくり支援事業を含めて、財政が厳しい中、町民の力を借りながら、様々な運営

をしていこうというふうに努力しているところでありますので、二つの自治体が抜けたということはは

り十勝管内的にもやる気をそぐというか、そういったところが出てこないということに対して、なぜだ

ろうという話が多く出てくると思いますので、幕別町といたしましても機会がありましたらそういった

町村に再度呼びかけをしていただいて一緒にやらないかというような話をしていただきたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 企画室長。

○企画室長（佐藤昌親） まず１点、東京幕別会の関係でございます。

基本的には、各任意団体におかれましては、それぞれ自主的に、自立的に活動していただきたいとい

うのが基本的な考えを持っておりますが、これまでの長い活動の中で、その事務局を担う方がいろんな

事情の中で結果的にはなかなか見つからないということもあって、東京幕別会におかれましては、私ど

もがいろんなお手伝いをさせていただいたということがございます。

今、言いましたように、基本的には何とか、私たちも必要最低限お手伝いする中でもそれぞれの団体

の中でという基本姿勢を持っておりますので、今すぐにということはなかなかちょっと難しい事情も、

相手方にとってもあるのかと思いますが、そういうことで、これからも会とはそういうことでお願いし、

あるいは調整をしていきたいというふうには考えございます。

それから、十勝コミュニティの運動委員会の自治体の関係でございます。

おっしゃるとおり、これは十勝全域を、20 市町村、それと関係団体がいろいろ連携し合いながら、コ
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ミュニティを進めていくということで非常に大事な事業であるというふうに思っております。

ですから、いろんな事情で自治体の事情の中でいろいろ事情があるのかもしれませんけれども、今言

いましたように、全体で取り組んでいこうというそういう意思を、やはり続けていくことが非常に重要

だと思っております。

私たちも事務局、十勝支庁にございますけれども、そういうことでさらに抜けてしまうようなことに

ももちろんならないように、さらには、今抜けておられた方についても、なるべく早く復帰してもらい

たいというようなことは機会を捉えてお願いしてまいりたいというふうに思っております。

○19 番（千葉幹雄） それでは、３点にわたってお伺いをしたいと思います。

まず１点でありますけども、137 ページであります。

13 目の職員厚生費、細節の５番職員研修についてお伺いをしたいと思います。

職員の研修につきましては、決算資料の方に詳しく出ておりますが、当該年度でありますけども、新

しく始めた研修、そして行わなかった研修ということで出ていますけども、その中で大きく目に付くの

は、前年度 15 年度でありますけども、職場内研修５回 391 人というのがあります。今般、当該年度は

それがなくなっております。これは研修しなくてもいいということでやめたのか。全体の中でこの占め

る割合というのはものすごく多くて、もう 90％ぐらいこの人数だったのですけど、これが大幅に減った

のですけども、この理由をお聞かせ願いたいと思います。

それと、143 ページ、目の 16、細節の公区会館建設費補助金についてであります。

この年度で出したということは承知していますし、それは良い悪いは別として、この制度の在り方に

ついて、これは趣旨も私は理解しているつもりでありますけども、現在、それぞれの公区全部ではない

でしょうけども、約 40 カ所ぐらいの近隣センターを町費で建設をして、集会施設として利用していた

だいているという現状があります。

そうした中で、さらに公区内で一部の地域というのでしょうか、そこで独自で会館を持ちたいという

ことで、建設費の１割ぐらいだろうと思うのですけども補助しているという内容ですけども、財政難と

いうこともありですけども、趣旨として本来公区に近隣センターを建築して利用してもらうようにして

いるわけですから、当然それを利用してもらうのが僕は一番いいのだろうというふうに思います。

ただ、自分たちのお金で建てるということですから、それはそれで尊重していいのだろうとは思うの

ですけども、ただ、そこに町で補助をして、それを促進というのでしょうか、それを手助けしてやる制

度そのものが、公区の中に近隣センターを建てて、さらに自分たちで建てるといったら、それにまた金

を補助するということが、この制度そのものがどうなのかなというような気がするのです。

ここで結論はもらおうとは思いませんけども、これについて今後の方向性というのでしょうか、今私

が言ったような、言ってみればちょっと矛盾するのでないかなというような気もするのですけども。と

いうことは、近隣センターを建てて、そして違う会館を建てるということは、近隣センターの利用度が

下がるわけですよね。そういった意味でちょっとその必要があるのかなというような考え方を持ってお

ります。そういったことで答弁いただきます。

それと、147 ページの 19 目近隣センター建設事業にかかわってでありますけども、この年度でも当該

年度で１カ所建設しているわけでありますけども、私以前から思っていたのですけども、近隣センター、

集会施設ということで建てるわけでありますけども、毎回業者さんに委託をして設計をして監理もして

もらうのですけども、どうなのでしょう。毎回百数十万これによってかかるわけですけども、それぞれ

背景となる人口ですとか、また地域性ですとかいろいろありますから、全く同じものというわけにはい

かないでしょうけども、二つか三つか四つかわかりませんけども、パターンみたいなものをつくって、

基本的な面積ですとか間取りですとかそういったものをつくって、その中でその地域に合ったものを、

地域の声を聞きながら選んでいくというような。毎回毎回形も違う、委託先も違う、そういった中で毎

回毎回同じようなパターンということは、設計をしてもらって監理もしてもらって、毎回同じ金額では

ありませんけども、出していくというのはいかがなものかなと私は思うのです。

今申し上げたように、何パターンかつくって、その中から地域に声を聞きながら選んで、なるべくそ
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ういう同じことをやるのに毎回、無駄とは言いませんけども、そういったことをちょっと考えたらいい

のでないかというふうに思うのですけども、その辺はどうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 暫時休憩します。

11：47 休憩

11：48 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） １点目の職員研修のことでありますけども、職場内の研修ということで、平成

15 年度におきましては、合併関連にかかわる職員研修をやる必要性があったので、それに参加する職員

がかなり多かったということであります。

16 年度につきましては、職場内の研修はやっております。これにつきましては、職場内の研修ですの

で、ここに書いてありますように、新人の研修とか接遇にかかわる研修、それとメンタルヘルスの研修、

これは職場内の研修ということで実施しております。

続きまして、２点目の公区会館建設費に対する補助のことでありますけども、これは、場所は西猿別

の公区会館ということであります。

これにつきましては、地震によりまして、もともとあった公区の会館が壊れてしまったという事情が

ありました。それによって、この会館がその地域の中で十分過去から活用されてきたというような事情

がありまして、どうしても公区内で約 800 万円近い金額になりますが、そういう公区としての会館をつ

くりたいという要望がありました。

それに対しまして、町としましては公区会館の建設にかかわりまして一定の補助要綱がありますの

で、その要綱に合うかどうかよく検討したところ、それに見合うものであるという判断をいたしまして、

一定の補助をさせていただいたということであります。

近隣センターが 40 カ所あることとの関連性につきましては、今後、その近隣センターの在り方と、

そういう地区独自の自分たちの会館の在り方、これはやはり今後その間で十分考えていかなければなら

ないテーマではないかとは思っております。

ただ、この 16 年度につきましては、そのように、壊れたという事情があったということで、これは

補助に決断したというものであります。

続きまして、３点目の近隣センターの建設に当たってのことでありますけども、近隣センターにおき

ましては、通常、市街地地区におきましては 200 平米ぐらいが一つの基準であります。

農村地区におきましては、130 平米ぐらいというふうに、少し小さな近隣センターになるのが大体の

パターンであります。

それと、その間取りの在り方につきましても、幾つかの近隣センターのパターンがありますが、近隣

センターの建て替え時期におきましては、その近隣センターを運営する公区の運営委員会の方々と、そ

のパターンを幾つか示して、そしてその中で自分たちの近隣センターとして使いやすいパターンをまず

モデル的に選んでいただいたり、また、細かな要望をいろいろ聞いたりして図面を引くという作業を行

っております。

パターンはそういうようなことである程度示しているわけですけども、細かな設計とか、また、建築

確認申請等を通すための設計等いろんなことがありますので、それらについては、個々の近隣センター

を建てるに当たって、このように委託料を組んできたという事情があります。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 私の質問の仕方が悪いのだろうと思うのですけども、私の言っていることが理解し

ていただいていないなというふうに思っています。

まず職員の研修については、15 年度は合併についてやったということで、それが 16 年度は、終わっ

たからやらなかったのかどうかわかりませんけども、合併というのだったら、単純な考えですけども、
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15 年度も 16 年度もまさに佳境に入ってくるところで、15 年度はやって 16 年度に必要なくなったとい

うことにはならないのでないのかなというのが率直な気持ちを持っていますけども、その差だというこ

とですよね。

合併について、まさに一番大事なところまで入ってきたのだろう、16 年度ですよ。そう思うのですけ

ども、その辺の考え方はどうでしょうか。

それと、補助の関係ですけども、これが良いとか悪いとか私は言っているのでないのです。中身はわ

かっています。言っているのは、近隣センターを町が町費で集会施設として利用してくださいというこ

とで建てて整備をしていっている中で、一方、地元の人たちが金を出して、それは尊いのですよ、それ

は本当に尊重すべきだと思うけども、そこにさらに補助をして、自ら近隣センターの利用度を下げるよ

うなことをやっていく施策はどうなのですかということを聞いているのですよね。

ですから、課長では答弁できないのかもしれませんけども、私はこの制度そのものがどうなのだとい

うことを言っているのです。お答えを頂きたいと思います。事前に言っていませんし、答弁できる範疇

でいいですけども。

それと、３番目の近隣センターですけども、課長がおっしゃったように、市街地は 200 平米、農村部

は 130 平米、そしてパターンを示して云々ということ。そうなのだろうと思うのですけど。であれば、

パターンをつくって、要するにこの地区は背景となる戸数が何戸ぐらいですからこのぐらいの面積で、

そして間取りは毎回一番いいものつくっているわけですから、ですから、こういうパターンでどうです

かという、要するにそういうものを持って、この中から選んでくださいと。そうすると毎回設計に委託

しなくてもいいのでないかということを言っているのです、私の言っているのは。そこでそんな、毎回

同じ、同じでなくて近隣センターを建てるのに、違うものをつくるからそうなるのだから、パターンは

三つか四つつくって、その中で選んでもらったらいいのでないかということを言っているのです。

どうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 合併にかかわりましては、おっしゃるように 16 年度、そして 17 年度と、いろ

いろな事務事業につきましては協議を進めていくということで、まさに佳境に入っていったところであ

ります。

当然、職員の勉強ということも非常に大事なことでありますが、これは随時、その事務事業について

調整を図り検討していくに当たって、わからないこととか疑問に思う点につきましては、事務局の方と

十分職員個々に話をしながら勉強してきたということもあります。

ですから、特別に統一的に研修会をやるということはしませんでしたけども、個々にそれぞれいろい

ろなことにつきましては、合併事務局を通したりして勉強していったということはあります。

あと、建設の委託につきましては建設部長から答弁いたします。

○委員長（杉山晴夫） 建設部長。

○建設部長（高橋政雄） 千葉委員が言われているのは、近隣センターの設計監理委託料の部分について

のご質問だと思いますけども、実はこの部分の中には、図書設計を行い、なお確認申請を出して、図面

を引いてということがございます。

それともう１点は、その設計が終わった段階で発注する入札制度の中で、その後の現場の監理をお願

いしている部分と、二通りあろうかなと思います。

千葉委員が言われているのは、最初の方の設計自体がもう何戸も建っているのですから、パターン化

された中で、その地域、地域に合ったものをした場合に、委託費そのものが節減できるのではないかと

いうご質問かと思いますけども、確かに言われるとおり、地域性のものは、その地域場所によって道路

付きのものもいろいろ違う部分もございますけども、数多くつくってきておりますので、そういう形で

委託設計そのものも職員でできるものはできる、若干の変更ですと職員でできるものもできるというこ

とも検討しながら、今後は進めていかなければならないなというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。
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○総務部長（菅好弘） ２点目の公区会館の建設の関係でございます。

確かに千葉委員の言われるとおり、公区会館の建設の趣旨、それから近隣センターの趣旨、それぞれ

ありまして、その中で一部重複してくる部分、そういったものはあろうかというふうに思います。

ただ、これまでも公区会館の建設につきましては、既存の近隣センターから一定の距離を離れたとこ

ろというような地形的なものだとかそういったところについて、地域の要望の中で建てたいという場合

については認めてきたいという制度であります。

これについては千葉委員の方でもご理解を頂いているところだと思います。

今後、近隣センターの全体の利用の状況、地域の状況、そういったものが刻々と変わってきていると

いう部分もありますので、私たちの方としても、今のままでいけるというふうにも思っていないところ

でございます。これは近隣センターについてでございますけども、そういったことも含めまして、地域

の状況だとか、またそういったものを加味しながら、この制度の在り方についても検討していきたいと

いうふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 審査の途中でございますが、この際、昼食のため午後１時まで休憩いたします。

11：58 休憩

12：56 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

堀川委員。

○７番（堀川貴庸） それでは、何点かございますので、順次質問させていただきます。

まず、119 ページ、一般管理費の需用費の中の細節 21 節電気料に関しまして。

役場庁舎等に、あるいはコミセン、町民会館等に何げなく設置されている自動販売機があろうかと思

います。

この電気料の中には、それらの自動販売機の電気料が含まっているのか。あるいはまた部局横断的に

この総務課の款項目に限らず、設置されている自動販売機の台数、あるいは予想される電気料はいかほ

どになるのか、まず説明を求めます。

続いて、136 ページ、15 目の交通防災費の中で、ちょっと細節は私の方ではわかりませんけれども、

札内の青葉町の方で先ごろ交通事故が発生しておりました。

実はその危険と目される交差点は、四つ角にそれぞれ、人身はなかったのですけれども、物損の事故

ということで、四つ角すべてに事故が発生しております。

やはりちょっと尋常ではないような気がしておりますので、そういうような危険な交差点、あるいは

地域というものをどのように把握しているのか。また、何カ所ぐらいあるのか、説明を求めます。

続いて、150 ページ、１目戸籍住民登録費の中で、住基にかかわって、住民基本台帳の 16 年度は閲覧

が可能なはずです。その閲覧件数がちょっと資料の方に載っていませんでしたので、閲覧件数、個人・

法人にかかわらず何人の方から申請があって、そして延べ何回閲覧された回数があったのか、説明を求

めます。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） まず、電気代についてご説明いたします。

役場庁舎内に自販機として設置されているのは、ジュース類についての自販機でありまして、これは

２台設置しております。

電気料につきましては、町のこの電気料の中で支払をしております。おおむね一月あたり 5,000 円程

度かなと思います。

自販機につきましては、校友会と社会福祉協議会の方がその自販機の取扱いをしているわけですが、

それぞれから電気代相当分として、年額 30 万円ほど徴収しております。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。
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○町民課長（田村修一） ２点目、３点目についてお答えいたします。

最初に、青葉町の交通事故の関係で、危険な交差点がどのぐらいあるのかということなのですけれど

も、私ども常々防犯パトロール、交通安全パトロールを行っておりまして、その際に危険な箇所、危険

だろうなと思われるところは考えているところでございます。

もう１点、公区の方々から、危険交差点に「止まれ」の標識をつけてくださいとか、あるいは信号を

設置してほしいという要望が毎年挙がってきております。

この要望につきましては、大体毎年５カ所から 10 カ所程度、要望が挙がってきております。

その点につきましては、私ども確認いたしまして、危険だと思われる箇所につきましては警察の方に

標識あるいは信号機の設置を要望してきているところでございます。

３点目の住民基本台帳の閲覧件数ということでございますけれども、全部で延べになりますが、延べ

で 55 件の方から閲覧の申請を頂いて閲覧していただいているところでございます。

その内訳ですけれども、民間業者の方、これはギフト業者ですとか写真業者、この方が 52 件。あと、

開発建設部ですとか事業の関係で閲覧、公用あるいは準公用で閲覧しているというのが３件、平成 16

年度においてはありました。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） まず、その電気料の関係ですよね。

先ほど申し上げたとおり、部局横断的に総務費目だけではなく、２台以上、例えば百年ホールですと

かコミセンですとか、ちょっと款項目は違うと思いますけれども幾つかあろうかと思います。

校友会が、社協の方が主体的に設置をしているということであったとしても、その売上げ管理及び資

金の流れというものが非常に見えにくい。

ちょっと売上げに対して、まず利益が大体どれぐらいあるのか。また、その利益の使われ方というの

は、先ほど申し上げたように目に見えにくいのですよね。この辺が住民の総意といえるのかどうか。公

共施設について自動販売機を設置してもいいものかどうかというそもそもの議論があろうかと思いま

すけれども、現状の問題も含めまして、総務部として検討してはどうかというふうに思います。いかが

でしょうか。

それからあと、交通の方には、５カ所から 10 カ所程度その要望があるということだったのですけれ

ども、この要望に対して、対応をされた結果、これは非常に長い年月をかけて、結果を求めてようやく

対処されているとか、まだまだ時間を必要とするとかいろいろあろうかと思いますけれども、町の単費

の方でも、例えば何かできるのかできないのか。

また、関係当局の方の考え方について、何か伝達があればこの場で示していただきたいと。

それから、住民基本台帳の件に関しては、先ごろ確か新聞報道にもありましたとおり、将来的には原

則非公開になるようなお話です。

55 件という閲覧件数でしたけれども、札幌の方では、例えば閲覧がなくなったとしたら、札幌の方で

は紛失という問題も発生しております。

それから、盗難という問題も出てこようかと思います。閲覧ができなくなれば、ますます文書にした

場合の管理、それから例えば 1,000 件以上のデータベースを持っている民間業者に対する法令の施行状

況や何か、どういうふうに捉えているのか。やはり個人情報保護の観点から考えれば、例えば、紛失を

したとした場合、どの時点で紛失と判断するのか、あるいは盗難というふうに判断して警察の方に届け

出るのか。自主的なルールの設定が必要かと思いますけれども、その辺の考え方についてお伺いします。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 自動販売機のお金の流れにつきましては、各役場だけではなくて、ほかにもス

ポーツセンターとか、また、コミュニティセンターとかそちらの方にも設置しております。

基本的には、電気代はそれぞれの施設における需用費の中で支出しております。

そして、それに当たっての電気料相当分という形で、お金は町で歳入を受けます。これにつきまして

は諸収入の中で歳入は受けております。
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自動販売機から出る益金のことでありますけども、これは自動販売機のジュースの出し入れとか、そ

れと、お金の管理につきましてはそれぞれ業者が直接行っております。

その中で出た金額につきましては、一定のルール計算で、それぞれそれを扱っている社会福祉協議会

等に、その益金がルールで入るということで、町の方の予算を通ることはありません。そのような仕組

みになっております。

いずれにしましても、自動販売機の設置要綱、町が許可しているということにつきましては、これが

住民サービスにつながるという視点で、これは有益だということで設置は認めているところでありま

す。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初に、交通安全の関係でございます。

標識や何か危険な交差点に対する標識の単独施策ということでございますけれども、ご承知のとお

り、先ほど申し上げましたが、大体毎年公区から要望が挙がってきて、それを引き続き警察の方に要望

をそのまま挙げているところなのですけれども、実際に標識がつくのはほとんどないという状況でござ

います。

それで、町の方では、原材料費というものをこの予算の中で持っておりまして、その中で、いわゆる

「止まれ」というそのままの標識ではなくて、四角い看板に「止まれ」という標識と、交差点あり注意

とかということで、警察でいいます規制標識というものは町ではつくれませんので、それに似せたよう

な標識を随時毎年、数は少ないですけれどもつけていっている状況でございます。

平成 16 年度につきましては、その標識が１カ所と、もう１カ所、カーブミラーを設置しております。

次に、住民基本台帳、住民票の紛失・盗難という問題でございますけれども、住民票につきましては、

コンピュータの中にデータで保存しております。

併せまして戸籍なのですけれども、戸籍につきましては、鍵のかかるロッカーの中にしまっておりま

す。

いずれも紛失・盗難はあってはならないということで、当然、コンピュータの管理は管理者もおりま

すし、操作者もパスワードを持って情報が流れないようにセキュリティということで設けております。

さらに先ほど言いましたように、戸籍についても鍵をかけて保管していると。

ただ、万が一そのような紛失・盗難という状態にあった場合は、当然それが発見された時点で、まず

内部で調査して警察に届けるというようなことになるかと思います。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） 幾らか答弁の方では理解することができると思います。

交通防災の方も非常に難しい点はあろうかと思います。

ただ、とりわけこれは教育部門にもつながるかと思いますけれども、やはり通学路における安全対策

の方が非常に優先されるのかなと。その札内の青葉町のことに関しましても、やはり通学路での事故だ

と。それらをどれぐらいの時間をかけて、町として安全確保をしていくつもりなのか。

交通安全指導員のことも含めまして、指導員がいる時間帯はいいのですよね。いない時間帯、あるい

は路面状況の悪い時間帯、これからの季節、非常に安全面が薄れていく時期的、又は時間的な問題に対

して、町は一体これからどのような体制をとるべきなのか、若しくはとっていくことになろうか。その

辺の計画をもう一度お知らせいただきたいと思います。

それからあと、住民基本台帳も若干いろんな形で法律が変わっていく中で、紛失した場合、内部調査

をしてからということも答弁の中ではありましたけれども、では、その判断をする、１時間なら１時間、

５時間なら５時間、そういう時間的な部分、やはり悪い知らせというのは基本的に早めに周知すること

が必要かと思います。

そんなことで、判断する期間の考え方。そういう判断の仕方を教えてください。

○委員長（杉山晴夫） 民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） はじめに、交通安全関係でございますけれども、毎年、公区の方からご要望
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いただいておりまして、先ほど、課長が申し上げたとおりなのですけども、それぞれ必要な箇所につい

ては、緊急度だとか重要度などを考慮しまして、これからも要望していきたいと思いますけども、これ

については、警察だとか公安委員会などについて、これからも強力に働きをかけてまいりたいと思いま

す。

あと、例えば、一時停止の線なのですけども、ドット線というのは、これは町道や何かについては町

で設置できるようになっておりますので、そういう危険箇所については本年度もやってきてはいるので

すけど、そういう町でできるものについては、これからも推進してまいりたいと考えています。

それと、もう一つの住民基本台帳の閲覧の制度の在り方なのですけども、これにつきましても、本年

度 17 年の４月に、総務省の方で住民基本台帳の閲覧制度の在り方に関する検討会というのを開かれま

して、今年９月に素案が出されたところなのでけれども、そのような中で、どのような形でセキュリテ

ィだとか防止を図っていくのか出されてきておりますので、それを遵守しながら、そのようなことがな

いように努めてまいりたいと思っています。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 124 ページの管理費、7,779 万 6,000 円の６目の 11 節需用費、1,586 万 7,000 円。

このことについてお伺いしますけれども、非常にこういう箱物の経費は大きくかかるということは言

うまでもございません。

それで、１点お聞きしますけれども、資料の説明の中で、このコミュニティセンターのそれぞれの利

用人数が出ているわけですけれども、計算しますと、６万 434 人が利用されているということですが、

これの中身ですね。これは町内だけがこれだけ使っているのか。それとも、町外からも使っているのか。

そういうことが出ておりませんので、細かい数字は言いませんけれども、大体６万人の中の何割が外部

から来ているということをお聞きしたいと思います。

それで、私が申し上げたいことは、午前中も非常に照明とかいろいろな経費の節減について話がされ

ているわけですけれども、このコミュニティセンターばかりではなくて、百年ホール、その他あるわけ

ですけれども、それらも全部含めて、全部無料ということになっているわけですね。

それで、この中身なのですけれども、私は、公的と個人的に分けて、公的はいいとして、個人的又は

個人の団体については、今までは良かったけれども、これからは少なくても光熱費ぐらいは出してもら

ってはいかがなものかと思っております。

それで、大体、公的と個人的の歩合がわかりませんけれども、その内容がわかりませんから申し上げ

ませんけれども、大体、半々とした場合、光熱費 10 円か 20 円の程度でその光熱費は賄えるのではない

かと、こんなふうに私なりに計算しているので、今後、そういうことについて、光熱費をもらってはい

かがかと思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） まず、第１点目のコミュニティセンターの利用者のことでありますけども、町

内の利用者と町外の利用者、どれぐらいの比率なのかという点につきましては、幕別の方のコミュニテ

ィセンターにつきましては、ほとんどが町内の方でございます。

札内の方のコミュニティセンターにつきましては、町外の方も一部利用されておりますけども、おお

むねこちらの方も統計をとったところでは３割程度の割合でないかと思っております。

続きまして、光熱費相当額を徴収するということにつきましては、使用料の中には、暖房とそういう

経費も当然入っているわけでありますけども、町内の利用者が利用するに当たりましては、それは減免

規程によって現実的にはお金の負担はないということが実態であります。

使用料そのものの在り方につきまして、２月６日の合併を控えた中では、これは忠類の施設における

使用料の在り方、それと幕別の使用料の積算の仕方におきましては若干違いがありますので、それにつ

きましては現状のまま、まず引き継いで、そして合併後に使用料の統一化を図るということで調整がつ

いておりますので、合併後におきまして速やかに使用料については見直しをかけながら検討していきた

いと考えているところであります。



－27－

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 合併後で結構でございますが、もう１点、さっき忘れたけども、公的と私的と分け

た場合に、細かい数字は言いません。それを１点聞かせてください。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 使用料の徴収の仕方につきましては、まず公的なことというのは、コミュニテ

ィセンター、近隣センターもそうですけども、その施設の本来目的に沿った利用の仕方というものにつ

きましては、これは使用料については減免規程が 100％適用されるということであります。

それに対して、私的な使用というのは、多分営利活動等に使用する場合だと思いますが、そういう場

合につきましては、減免規程は適用されませんので、定められた使用料に沿って徴収するということに

なります。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 私が言っているのはそういうことでなくて、私は少なくても光熱費ぐらいは、今後

頂かなければならないのではないかと言っているので。

私的だけですから、その私的と公的に分けた場合に、私的の場合がどれぐらいあるかということ。

同じぐらいなのか、２割か３割かと。それだけいいのです。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 私的な利用につきましては、おおむねでございますけれども、１割ぐらいだと

思います。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） １割というのはちょっと私理解できないのですけれども、ほとんどが私的だという

ことであれば、今後、やっぱり十分光熱費ぐらいは今後頂くという。これは合併してからの協議と言わ

れましたので結構ですけれども、そういう方向に向けていっていただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） ２点ほどお伺いしたいと思います。

129 ページ、６目近隣センター費、19 節、細節の３の近隣センター運営交付金のところでお伺いをし

たいのですけれども、以前にもちょっとお伺いしたことがありますけれども、運営費が交付されており

まして、公区だとか運営委員会において運営をされて、それはその公区、運営委員会の裁量に任せると

いうことで了解はしております。

ほとんどの交付金につきましては、管理人のひとつの賃金というような形であろうかと思うのであり

ますけれども、その管理人の仕事の内容につきまして、各公区、各公区で運営委員会の方で考えて、そ

してされているようでありますけれども、例えば、ある公区の管理人は、雪かきもみんなしなければ駄

目なのだとか、細部までしないと駄目なのだとかというふうなことになって、隣では、それは公区の仕

事でみなやっておるのだからというような形になっております。

これはその公区の中でいろいろ話合いをされて、本人も納得してそうしてされている世界だろうと思

うのでありますが、近い公区でその仕事の内容に格差があるということにつきまして、多少、声が聞こ

えてきておりまして、公区長会議等の中で、ある程度の管理人の仕事の内容につきましての統一性のよ

うなものをされた方が、やはり協働のまちづくりの推進にとりましても、意思の疎通のとれた形で進め

ることができるのではないかというふうなことがあろうかと思うのですが、その辺の考えはどうか。

あと、先ほど、伊東委員にも多少関係があるのでありますが、近隣センターの場合、公区内の方が使

う場合は無料なのだけれども、他公区の方が使う場合は、少し使用料を頂いているというふうな、そう

いうところもあるようでありまして、それは頂いていないところもあるようでありますが、その辺のと

ころも、ある程度統一性をとっておいた方がいいのでないかと思うのでありますが、その辺を踏まえて

いらっしゃいますかどうか、お伺いしたいと思います。

もう１点、143 ページ、16 目諸費、19 節、細節 15 協働のまちづくり支援事業交付金であります。

これは説明資料に出ておりますように、16 年度は雪かき支援のみということであります。
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これに限定してお尋ねを申し上げたいと思っていますが、この資料にあります３件というのが、多い

のか少ないのかということ。そして、内容はここにありますけれども、この内容、31 万 5,000 円になっ

ておりますけれども、恐らくこの排雪というところでたくさんのお金が使われて、大部分であろうかと

思うのでありますが、その辺の内訳と、そして、このことに関する一つの総括と課題であります。

また雪が降ってきますので、いろいろ検討されて、課題があって、この１年間検討されてきたと思う

のでありますが、今年、今後のいわゆる除排雪にかかわるところの支援事業についての今後の方向性、

お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 近隣センターにおける管理人の役割のことにつきましては、これは年の１回、

運営委員会の合同会議というのを開いております。その中で、管理人の方の役割というものの統一化を

図ろうというようなことについては、十分協議をして話し合われているところであります。

続きまして、２点目の他公区のコミセンのことについてという話でありましたけども、近隣センター

の方についてのことだと思います。

近隣センターにつきましては、基本的に近隣センターの使用については、これは同じです。

ただ、近隣センターごとにその運営委員会で独自に備品を用意していると思います。近隣センターが

独自に用意した備品につきましては、自分たちが本来使う近隣センター、住民の方が使う場合について

は通常無料で扱っていると思います。

一方、その近隣センターの本来の利用者でないところの方が、その近隣センターを利用して、例えば、

湯飲みとかそういうものを利用した場合につきましては、これは一定のルールでその近隣センターに、

その備品類についての料金を支払っているという実態であります。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 協働のまちづくりの件でございます。

件数的には、雪かき支援が２件、地域内排雪が１件、雪の堆積場の確保が２件と、計５件でありまし

た。

この数字については、予算から見るとかなり少なかったのかなというのが実感であります。

その原因の一つが、年度途中からの補正予算の対応でございましたことから、公区の総会等での検討

がなされていなかったのかなと。

ただ、実施期間中にかなりの問い合わせはありましたので、本年度、これから雪かき等に関しまして、

冬期間の事業に関しましてはこれから受付となりますので、今年はこの数よりも多くは来るのであろう

というふうに思っております。

金額的に 31 万 5,000 円の支出ですが、そのうち 24 万円程度は地域内排雪のものであります。

また、今回、雪かきの関係で少なかったことに関しましての課題といたしまして、やはり少し縛りが

きついのかなという感もございます。特に地域内排雪につきましては、交差点から交差点のある程度の

スパンが必要であると。

先般、帯広市の方でまた見直しをしまして、交差点だけの排雪も認めるというような方向、また、除

雪機の購入に関しても中古も認めるというような方向も出ておりますので、これらも含めまして、今月末

に公区長の代表者を集めて、また検討委員会を開催しますので、私どもの考えているところの課題もぶつ

け、また、公区長さんの方からも意見を頂いて、よりスムーズに実施できるような体制をまた組んでまい

りたいと考えております。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） 管理人の役割につきまして徹底をされておるというご答弁なのですけれども、実際、

そういう内容につきまして徹底されていなくて、なかなか管理人が決まらなくて大変だったというとこ

ろが、１、２カ所あるわけであります。

それは公区内の話合いによりまして解決をして、これだけの形の仕事をしていただきたいというふう

な形で、話合いがなされて正常な形になったというところがあります。それは公区内の中で話し合って
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そうなったそうでありまして、そういうことが初めからきちっと統一をされる、ある程度意思の疎通が

図られておるのであれば、そういう問題が起こらないと思うのですよね。

実際起こって大変だったということが、それこそ去年、管理人がしばらくいなくて、多くの人方が交

代でその鍵を持ってやったということがあったものでありますから、どのぐらいまでそれがきちっと伝

わっているのかどうか。その辺、ひとつ、公区長会議なんかにその辺のところをきちっと話を出されて

いいのでないかなと。そうでないと、なかなかそれがきちっと伝わっていかないということなのでない

かというふうに思うのでありますけれども、どうでしょうか。

先ほど間違えました。コミセンではなくて近隣センターの備品を使って、それはわかっているのであ

りますが、そのことをお尋ねしているのですけども、ある近隣センターで、外から来て使っていただい

ても取っていないところもあるわけですね。それはその運営委員会の形でそう決めておるのでしょうけ

れども、大体が外の公区から来られたら、備品代のような形で頂いておるわけですが、頂いていないと

ころもあるわけなのですね。それは任せなのでしょうけども、その辺の格差があることがいいことなの

か悪いことなのかということを私は申し上げているわけで。

その辺ひとつちょっとお考えいただきたいと思うのでありますが、どうでしょうか。

あと、支援事業につきましては、検討されておるようでありまして、いいと思うのでありますけれど

も、ひとつ検討課題として、通学路の排雪であります。その辺の、率先してやっていただいているので

すけども、なかなか間に合わない点があったりいたします。

要望としてありましたのが、いわゆる交差点の角地の排雪と通学路の排雪ということが、結構話題に

挙がっていたようでありまして、その辺のお考えはどうかというふうに思うわけであります。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。

○総務部長（菅好弘） １点目の近隣センターの関係でございますけども、確かにそれぞれの地域におい

て、近隣センターの管理人さんの役割、まず１点目ですね、管理人さんの役割について悩まれていると

いうお話は、運営委員長、管理人の合同会議の中でもお話は承っております。

ただ、地域性がございまして、農村部などでは管理人さんの役割は除雪からすべて入る。

ただ、農村部については、皆さん重機をお持ちになっていると、各家庭の中ですね。そのような事情

もあったり、長い近隣センターの歴史の中で、それぞれの地域でそのようなものを決めてきたという過

程もありまして、一律に農村部も、また市街地も全部同じように線を引けるかということになりますと、

これはまた難しい問題もあるのだろうというふうに思いますので、地区別にそれぞれ近隣センター管理

人の役割については協議をするような場面を、今後会議がありますので、そこでいろいろご意見を頂き

ながら、ある程度の目安を決めるようなことをできればなというふうに思っております。

また、備品の方の使用料につきましては、これも正直申しますと、いろんなご意見を頂きました。

昨年、検討の中でもご意見を頂きまして、管理人、それから運営委員長会議の中でもご意見を頂いた

のですけども、新しい近隣センターに建て変わったところで、やはり湯飲みの一つから小皿だとか、い

ろんなものまで新しく買いそろえたというところがあるわけですね。

そういうところにしてみると、みんなでお金を出しあって買った備品なのだと。それは自分たちの運

営委員会の範疇の人たちが使う分についてはいいのだけれども、やはり他のところから来た人について

は、幾らかの使用料は頂かないと、破損した場合にどうするのだというような意見もありました。

これもまたひとつ、理由としては何となく私たちも理解できる部分でありますけれども、ただ、備品

の中にはいろいろありまして、カラオケの設備からすべて入ってまいります。

ですから、その辺で、どの程度のものまでは、皆さんに無料で使っていただけるような形がとれるの

か。このものだけは有料にしたいとか、その辺のことについても、今後の管理人、運営委員長会議の中

でご意見を頂きながら、ひとつの方向性を出したいというふうに思いますので、しばらく時間を頂きた

いというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 交差点角地の排雪と通学路の排雪の件でございます。
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通学路と申しましても大変範囲的には広うございまして、現在、処理センターの方では、幹線道路の

通学路の排雪については町で行っております。

ただ、そこに至るまでの街区、市街地の住宅前の道路等も含めるとなりますと、かなり範囲が広くな

ります。

また、複数公区にわたって通学されている児童生徒もたくさんおりますし、こちらの公区ではやるけ

ども、こちらの公区ではやらないというような事態も生じることもあろうかと思います。

いずれにいたしましても、実施するに当たりましていろいろな課題が生じるかと思いますので、近々

開催されます検討会議において、ひとつの検討課題として提案してみたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

野原委員。

○３番（野原恵子） 今の協働のまちづくり支援事業なのですが、この点について、今、芳滝委員の方か

ら通学路のことが出ましたけれども、私は高齢世帯ということで、一人暮らしですとか高齢のご夫婦で、

自分の家から公道までの短い道路なのですが、そこまでいく道もなかなか除雪できないという方が結構

いらっしゃるのですよね。

そういう方たちにとっては、この支援事業は本当に有り難い事業ではないかと思うのですけれども、

公区の中ではこの事業があるということも、役員の中で論議されていないというところも聞いておりま

す。

こういう事業があるということを公区の中に知らされていないということも聞いております。

これから公区長会議の中で論議していくということをおっしゃったのですけれども、こういう中では

しっかりと公区の中にこの事業を位置付けていくということと、やはり利用する方の中では、こういう

事業があるということを知らない方もいらっしゃいますので、そういうところでは、やはり公区と行政

と、それから地域にどういう人たちが住んでいるかということをきっちり把握して、連携プレーをして

いかないと、こういう制度があっても利用できないという状況が今あるのですね。

ですから、そういうところをもしっかりと把握して進めていっていただきたいなということが一つで

す。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 協働のまちづくり支援事業につきましては、公区長会議があるたびに、また、

広報等でも広く周知は図っているところであります。

また、札内の方では、北地区又は南地区の公区長さんの連合会の方に出向いて、出前講座等の形で説

明もさせていただいておりますので、私どもとしては、そういうものを見ていただき、また、公区の総

会でもこういう話が出ているものという認識で、公区の方、住民の方も十分認識しているものを思って

おりましたけども、いずれにせよ、こういう周知活動につきましては、１回、２回では当然足りません

から、なお、周知活動を図ってまいりたいと考えております。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 139 ページ、15 目、15 節なのですが、工事請負費の防犯灯の整備工事ですが、この

資料によりますと防犯の新設が 17 灯となっております。

この防犯灯というのは、本当に事故ですとかいろんな今犯罪や何か増えている中で、暗いところでは

若い人たちが花火みたいなものをしたりだとか、ちょっと畑や何かのところでは野菜が盗られてしまっ

ているだとか、そういうようなところで、町の方に要望を出していてもなかなか新設してもらえないと

いう声もあるのですが、この 17 灯の中で、公区から申請があったところの新設というのは何件ぐらい

あるのかお聞きしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） ただいまの防犯灯新設に関しまして、公区からどれだけ要望があって 17 灯新

設したのかということでございますけれども、要望につきましては、99 カ所の要望がございました。そ

のうち 17 カ所新設したということでございます。
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○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） そうしますと、まだ公区の要望には応えられていないという状況ではあると思うの

ですが、やはり危険な箇所を是非という要望の強いところを優先してされているとは思うのですが、こ

の解消には、今後どのように対処していきたいとお考えでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） どのように対処するかということでございますけれども、実は防犯灯の設置に

つきましては、防犯灯設置要綱というのが町にございまして、主要道路、主要道路と認められる交差点、

会館、集会場等、地域住民が利用する公的施設の側と、それについて町が現地調査の上、緊急性を考慮

して、予算の範囲内で設置するということになっております。

確かに 99 カ所、43 公区から出てきておりますけれども、十分といえる状況ではないのかもしれませ

んけれども、今後とも引き続き、緊急度を考慮して、順次整備していくというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 確かに予算の範囲内でというふうになると、設置が遅れるのかなとは思うのですが、

地域住民の安全ですとか交通事故ですとか、そういうことを考えますと、その枠を広げて、そういう設

置を早めにしていくということが必要ではないかと思うのです。

私もその防犯灯を是非付けてほしいという地域を見たところでは、自分のお金を出して防犯灯を立て

て、街灯をその代わりにしているという地域もあるのですね。

ですから、そういうところはやはり早めに設置していくということが必要ではないかと思うのです

が、そういう自分でたてているというようなところには、どのように対処されていくか。そういうとこ

ろはやはり緊急性が強いと思いますので、早めに防犯灯を付けていくべきではないかと思うのですが、

その点はいかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 実は、新設は 17 灯ということなのですけれども、資料を見ていただければわ

かると思いますけれども、平成 16 年度につきましては、更新ということで、器具が壊れそうだとか、

あと、昔、野原委員が言われたように、ご自分で付けたようなところ。あと、暗い、昔の裸電球ですと

か水銀灯で暗いものを明るいものに取り替えたということで、たまたま昨年度は新設が 17 灯で、更新

ということで、器具を新しく明るくしたというのが 44 灯ございます。

それを合わせますと、60 灯以上になります。

野原委員が言われますとおり、非常に危険な箇所もあると思います。それらを確認して、順次、整備

していきたいというふうに考えています。

○委員長（杉山晴夫） ほかにご質疑の方。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ２款総務費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

審査の途中でございますが、この際、２時まで休憩いたします。

13：45 休憩

13：58 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、３款民生費に入らせていただきます。

３款民生費の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） ３款民生費のご説明をさせていただきます。

160 ページをお開きください。
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３款民生費、１項社会福祉費、予算現額11億 3,873万円に対しまして、支出済額は11億1,436万 6,411

円でございます。

１目社会福祉総務費でございますが、１節報酬は、社会福祉委員、これは民生児童委員にお願いして

いるものでございますが、53 名の報酬及び細節３障害者福祉策定委員の報酬などでございます。

11 節需用費は、戦没者追悼式の記念品等に要した費用でございます。参加者は 114 名でございます。

13 節委託料は、障害者のデイサービス事業、訪問入浴事業などに要した費用でございます。

162 ページになります。

19 節負担金補助及び交付金の細節５は、社会福祉協議会の運営費及び福祉団体に対し支援をしたもの

でございます。

細節６は、授産施設ひまわりの家の運営費を補助したもので、同施設には 10 歳代から 60 歳までの 14

名の方が通所され、当該施設の運営に当たっては多くのボランティアの皆さんにご協力を頂いておりま

す。

20 節扶助費は、細節３重度身体障害者の日常生活用具扶助、細節４障害者の保護措置費及び細節６人

工透析患者の通院費扶助などに要した費用でございます。

28 節繰出金は、国保会計への保険基盤安定分及び職員給与費分などに係る繰出金でございます。

２目福祉医療費でございますが、164 ページをご覧ください。

この目につきましては、重度心身障害者及び母子家庭等の方々に対する医療費扶助及びその事務に係

る費用でございます。平成 16 年度末の対象者数でありますが、重度心身障害者が 347 名、母子家庭等

が 547 名でございます。

20 節、細節１重度心身障害者医療費扶助につきましては、対象者数の減少に伴いまして、前年度比

16.7％の減となっております。

細節２の母子家庭等につきましては、1 件当たりの高額な医療費の増加があったことなどから、前年

度比 74.5％の増となっております。

３目の社会福祉施設費は、千住生活館の管理運営に要したもので、６月から８月の夏期間につきまし

ては週３回、それ以外の期間は週２回の入浴サービスを行っているほか、料理教室や各種会合に使われ

ております。

166 ページになります。

４目国民年金事務費は、国民年金事務に要した費用でございます。

５目老人福祉費は、高齢者の方々の福祉全般に要する経費を計上したものでございます。

なお、本町における平成 16 年度末の高齢者は 5,384 名で、高齢化率は 21.1％となりまして、対前年

比 0.7％の増となっております。

168 ページになります。

８節報償費は、米寿記念品や敬老祝金などに要した費用でございます。

11 節需用費は、敬老会や老人クラブの新年会に係る費用が主なものでございます。

170 ページになります。

13 節委託料は、細節６の高齢者食の自立支援、いわゆる訪問給食サービスや細節７の外出支援サービ

ス、細節 10 の生きがい活動支援通所事業、さらには細節 12 高齢者在宅介護支援事業などに要した費用

でございます。

18 節備品購入費は、緊急通報用電話機を購入したもので、購入台数は 10 台でございます。

19 節、細節３は老人クラブ連合会に活動費を補助したものでございます。

細節６につきましては、特別養護老人ホームの建設費補助分でございます。

20 節扶助費は、細節２の養護老人ホーム入所者の措置費。

細節４は、社会福祉法人が介護サービス利用料を減免した場合の扶助などが主なものであります。

172 ページになります。

28 節繰出金は、老人保健特別会計及び介護保険特別会計に対して、町の負担分を繰り出したものでご
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ざいます。

６目老人医療費は、北海道老人医療給付事業に係る 65 歳以上 70 歳未満の一人暮らしの高齢者などに

対する医療費扶助とその事務に係る支出でございます。

平成 16 年度末の対象者は 111 名で、前年度比 35.4％増となっておりまして、これに伴いまして、医

療費扶助も 45.9％の増となっております。

７目老人福祉センター管理費は、同センターの管理運営に要した費用でございます。月２回ずつ４路

線に福祉バスを運行しまして、利用者の便宜を図っております。

また、平成 15 年度から土曜日も開館いたしましたことなどから、利用者数は増加しておりまして、

平成 16 年度は３万 9,508 名が利用されておりまして、前年度比では 5.1％の増となっております。

174 ページをご覧ください。

８目保健福祉センター管理費でございますが、同センターの管理運営に要した費用でございます。

176 ページをお開きください。

９目の南幕別老人交流館管理費でございますが、糠内コミセンに併設した同交流館の管理運営に要し

た費用でございます。

交流館は、原則として毎週月曜日と金曜日に利用していただいております。

利用者は 730 名で、前年度比 32.7％増となっております。

178 ページになります。

10 目介護支援費は、在宅介護支援センター運営事業２カ所の委託に要した費用でございます。

なお、町の基幹型を含めた支援センター３カ所の年間相談実績は、延べにいたしまして 1,406 件でご

ざいます。

180 ページをお開きください。

２項児童福祉費、予算減額３億 9,256 万 9,000 円に対しまして、支出済額は３億 8,185 万 2,740 円で

ございます。

１目児童福祉総務費は、児童福祉に要した費用でございます。

20 節、細節１の児童手当は、延べ児童数２万 562 名に給付したものでございます。

182 ページになります。

細節７は、障害児の居宅介護サービス、デイサービス、ショートステイなどに要した費用でございま

す。対象者は 32 名でございます。

２目児童医療費は、就学前の乳幼児に対します医療費扶助及び事務費を支出したものでございます。

平成 16 年度末対象者数は、1,568 名で、前年に比べ 190 名の増となっております。

20 節扶助費は、前年度に比べ、28.2％の増となっております。

３目常設保育諸費は、幕別１カ所、札内４カ所の保育所の管理運営に要した費用でございます。

７節の賃金は、調理員及び臨時保育士の賃金が主なものでございます。

184 ページになります。

11 節需用費は、各保育所の消耗品費及び光熱水費のほか、細節 60 の給食賄材料費が主なものでござ

います。

186 ページになります。

13 節委託料は、細節８広域保育に係る委託料及び細節 11 のさかえ保育所移転予定に伴う基本設計委

託料が主なものでございます。

18 節備品購入費は、保育遊具を購入したものでございます。

４目へき地保育所費は、町内６カ所の管理運営に要した費用でございます。

この目では、12 名の保育士の賃金と給食材料費等に要した費用が主なものでございます。

なお、平成 16 年４月当初の通所児童数は 54 名でございます。

188 ページになります。

５目肢体不自由児通園訓練施設費は、十勝愛育園の管理運営に要した費用でございます。
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なお、実通園者は 13 名で、延べ人数にしまして 621 名でございます。

190 ページになります。

９節旅費は、嘱託医師の費用弁償に要した経費が主なものでございます。

13 節の委託料につきましては、訓練士の派遣委託料が主なものでございます。

192 ページになります。

６目幼児ことばの教室費は、同教室の運営に要した費用でございます。

なお、平成 16 年度の通室者数は 61 名で、延べ人数にしまして 2,487 名でございます。

７目児童館費は、札内南、札内北、幕別南児童館の３館の管理運営に要した費用でございます。

利用者は延べ２万 2,221 名でございます。

194 ページになります。

８目子育て支援センター費は、同センターの運営に要した費用でございます。

なお、同センターに通所された方は、延べにしまして 2,761 名でございます。

196 ページになります。

３項災害救助費は、予算現額 555 万円に対しまして、支出済額５万円で、火災見舞金として１世帯に

支給をしたものでございます。

以上で民生費の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

豊島委員。

○１番（豊島善江） 何点かお聞きいたします。

１点目は、163 ページ、社会福祉総務費の中の 19 節、８の民生委員活動費交付金です。

民生委員の方が日ごろ大変努力されて、いろいろな家庭をまわって手助けをしているという現状があ

ります。

それと併せまして、この間、他のところの民生委員の方がかかわった事件が発生をしました。

本当に心が痛くなるような、そういうような事件でもありましたが、そういうこともあるものですか

ら、民生委員の方の本当に資質だとか、それから姿勢が大きく問われてくるのではないかなというふう

に思います。

そこで、幕別の民生委員の活動においては、ある程度の基本的なものはきちんとあると思うのですけ

ども、その辺のところをちょっとお聞きしたいと思うのですね。

基本となるマニュアルみたいなものが、きちんと作成されて、それに基づいて行われているのか。

それからまた、研修はどのように行われているのか。

それからまた、その民生委員の方が、その方によって対応の仕方が違うというようなことも、町民の

方から出されているものですから、そういう点での民生委員同士の交流会だとか、学習の場が設けられ

ているのかどうか。そのことをまずお聞きをしたいと思います。

それから、２点目ですが、同じく 163 ページ、20 節扶助費の１番生活困窮世帯扶助。これは、これま

でも何回か取り上げてまいりました。

この間の決算を見てみますと、14 年度のときが 22 万 4,700 円。それから、15 年度が 20 万 3,700 円。

そして今回の決算が 15 万 9,460 円ということで、年々下がってきているのですね。

実際には経済不況の中で、生活が困窮されている方というのは、普通でいけば増えてくるのではない

かなというのが私の認識の中にあるのですが、それとは逆の方向にこの決算ではなっているということ

で、この辺の要因は何なのかということを、まずひとつお聞きをしたいと思います。

それから、もう一つは 171 ページ、老人福祉費の中の 13 節、９の軽度生活援助事業委託料なのです

が、16 年度は二人ということでありました。

その前年度は一人ということで、一人は増えているのですが、非常に利用されている方の人数が少な

いと思われるのですね。
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それで、この政策をやろうというふうにしたときには、私はもっと利用される方が多いのではないか

なというふうに町の方でも考えたと思うのですが、その辺のところの、この援助事業の評価というので

すか。やってきてどうだったのかという一定の総括をされていると思うのですが、その辺のところをま

ずお聞かせいただきたいと思います。

それから、同じページの 10 の生きがい活動支援通所事業委託料、これが前年度 308 万円だったのが、

今年度 74 万円ぐらいに落ちているのですね。

これはなぜかということを聞きたいのです。

実際に資料の方を見ますと、同じ程度のことを行って、同じぐらいの人数の方が参加されているので

すが、経費だけ非常に安くなっているという、この理由をまずお聞かせください。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） まず第１点目の民生委員の活動費交付金の関係のご質問でありま

すけれども、民生委員の事件があったというようなことで、そういう資質あるいは姿勢というものが問

われているというようなことでありますけれども、民生委員の活動に関しましては、道の方からマニュ

アル的なものが出ておりまして、それをもとに、どういうような対応をしたらいいかというような、そ

ういったものが出ております。

それから、研修についてのご質問でありますけれども、民生委員さんについては、毎月１回、ひと月

だけ休みがありますので年に 11 回、集まりをしていただきまして、必ずその中で研修を行っていると

いうような状況であります。

それから、個々の対応の仕方、学習の場ということでありますけれども、その学習の場につきまして

も、先ほど申し上げたその研修の中で、いろいろ勉強をしていただいているということもありますし、

先ほどそのマニュアルというものがありまして、その中で、どういうような対応をとるかということが

ありますので、民生委員さんもそれぞれいろんな性格の方がいらっしゃいますので、全く同じ対応をと

るということはなかなか難しいかもしれませんけれども、そういったマニュアルに基づきながら、同じ

ような形でやっていくということであろうというふうに思っております。

それから、２番目の生活困窮世帯の関係でありますけれども、これについては金額が非常に減ってい

るということのご質問でありますけれども、16 年度におきましてはお米券を配るということで、３キロ

分のお米券ということで、金額にいたしますと千八百何十円かというようなことになったものですか

ら、件数としてはそれほど前年と大きく変わってはいないと思うのですけれども、そのようなことで金

額が減ったというような状況であります。

それから次に、軽度生活援助事業、この関係でありますけれども、利用が少ない、もっと多くてもい

いのではないかというご質問でありますけれども、確かに 16 年度では２件ということで非常に少なか

ったのですけれども、現在、17 年度の今現在ですけども、６名の方が、申請も含めて利用されるという

ような予定になっております。

それから、生きがい活動支援事業、これが前年より大幅に減になった理由ということなのですけれど

も、生きがい活動支援事業につきましては、この 16 年度から単独事業になったというようなこともあ

りまして、それまでこの中に人件費も見ておりました。

単独事業ということですから、補助のメニューのある方に人件費をのせたということで、高齢者の食

の自立支援サービスの方がまだ補助のメニューとしてのっておりますので、そちらの方に人件費をのせ

たということであります。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） １点目の民生委員の問題なのですが、どこの町村、全国どこでもこういう基本的な

マニュアルのもとで、私は行われていると思うのですね。

それでもああいう事件が起きてしまった。ここのところは、私はさらに資質も含めてなのですけれど

も、精神的なもの、民生委員はいかにあるべきかという、そういうことをきちっと再度学習をすること

が必要だということと、併せまして、非常に対応が難しいですよね、民生委員さんのお仕事というのは。
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町民とのかかわりで、相手があまり踏み込んでほしくないという家庭もいれば、黙っていれば本当に

ぼろぼろになるまで何も外に言えないで、本当にひどい生活されたままでいらっしゃる方というのもい

らっしゃいますし、そういう点では非常に微妙な対応だとか、きめ細かな対応というのが必要だと思う

のですね。

それで、私は是非、毎月１回集まって研修されていらっしゃると言っていますけども、そういう中で

も、役場の職員の方たちが、そういう点に関して、事例を挙げたりして現実的な講習会というのを是非

やっていただきたいなというふうに思います。

それから、２番目の生活困窮世帯の扶助、これは、件数はさほど変わっていないというふうに、今お

っしゃいました。

私は、このことについても、これは民生委員の方が大きくかかわっていますよね。前回も質問しまし

たが、民生委員が訪問をして、その方の実態を掴んで、そして申請をするということですから、民生委

員さんがきめ細かく動くほど、そういう実態を掴めるということですから、その辺でも民生委員さんの

活動に期待しますし、それと併せて、やはり私は前回も質問いたしましたけども、こういう生活困窮世

帯扶助というものがあるのならば、民生委員さんだけに任せないで、きちんと町民の側からも、例えば、

もう困ってどうしようもないという申請できるような、そういう制度にきちっと変えていくことも必要

ではないかなと思いますので、そこもお聞きしたいと思います。

それから、３番目の軽度生活援助委託料、現在６名ということでお話がありました。

どういう評価をしたのかなという、どういう総括をしてきたのかなということはお答えなかったもの

ですから、これをきちんと答えていただきたいと思います。

４番目の件はわかりました。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） まず１点目の民生委員さんの資質の関係のことでありますけれど

も、先ほども申し上げましたとおり、11 回の研修を持っておりますし、その中でも、また先ほど言われ

ましたように、事例研究を実際に取り上げてやっているケースもあるのですけれども、一層そういった

ものも加えながら、そういう研修に努めていきたいというふうにも思っております。

それから、生活困窮の関係ですけれども、民生委員さんのかかわりということで、民生委員さんも皆

さんそれぞれきめ細かくやってはいただいているのだと思いますけれども、さらに一層そういうふうに

やっていただけるように、私の方からもお願いをしてやっていきたいというふうに思っております。

それから、軽度生活援助事業のこの評価ということでありますけれども、当初からその軽度生活援助

事業については、介護保険の認定にならなかった方、あるいは、退院をして間もない方というようなこ

とで、そう多い人数ではないだろうというふうにしておりますので、そういった中では、前年は少なか

ったですけれども、今年６人というようなことでありますので、一定のそういう役割を果たしてきてい

るのではないかなというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） ２番目のところ、是非申請をできるようにというふうにお聞きしたのですが、そこ

はどうでしたか。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） この件に関しましては、以前からこれは相当ご質問何度もされて

いるということだと思いますけれども、あくまでも金額的にも１件 1,800 円何がしということで、この

ことを、それを支給されてその方が本当に、その何日かはそれで生活が何とかなるという場合もあるの

でしょうけれども、それを申請してやるというところまでというよりも、いつも申し上げておりますと

おり、民生委員さんがあくまでもそういった方にかかわりをもって、そして様々な福祉施策を利用でき

るように、あるいは生活保護に陥らないように。最悪の場合にはそういう生活保護に陥る場合もあるで

しょうけれども、そういった民生委員さんとのつながりをもつというようなことで、ご理解を頂きたい

というふうに思います。
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○委員長（杉山晴夫） ほかに。

中橋委員。

○２番（中橋友子） はじめに 163 ページ、２目福祉医療費、この福祉医療費全体にかかわるものですか

ら、節の区分については申し上げられないのですけれども、幕別町に限らず、障害者の医療費につきま

しては医療の定められた基準によりまして、公費負担というふうにされてきておりました。

今、この制度が変えられるという状況が出てきておりまして、それでもしそういうふうになった場合

に、うちの町の障害者、一体何人の方がどういう状況になっていくのかということをきちっと押さえて

いく必要があるのではないかというふうに思います。

そこで、実際に今町内に障害者の認定を受けていらっしゃる方が何人いらして、そして、これらは所

得基準によって、今後、医療費についての負担も生じるやに、そういう動きがあるというふうに聞いて

おりますので、その所得の状況それぞれ押さえられている範囲で教えていただきたいと思います。

それから、２点目ですが、ページ数でいきましたら、186 ページ、４目へき地保育所費のここのへき

地保育所の給食の実施についてちょっとお伺いしたいのですけれども、過去にへき地保育所でも給食を

実施できないかということで何度かお尋ねしてきたことがあるのですけれども、運営上、運営委員会が

自主的にやっていることや、経費のことや、あるいは学校給食から運べないかということについても、

文科省管轄と厚労省管轄で難しいというようなことがずっとありまして、クリアできないで今日まで来

たと思います。

昨今、この文科省と厚労省の管轄、すみ分けなのですが、幼保の一元化などが出てきておりまして、

一元化される動きに流れてきておりますよね。そういう中で、今まで季節保育所に 54 名の幕別町の子

どもさんが通っていらっしゃるわけだけれども、この幼保の一元化、すなわち、厚労省とそれから文科

省との垣根が崩されていって、事業が実施できる、そういうその流れができてきておりますので、そう

いう流れからいって、へき地保育所でも給食の実現ができてくるのではないかというふうに考えるわけ

です。

そこで、その点について、今、どんな認識を持っていらっしゃるのか。まだまだ壁が厚いのか、その

点についてもお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） 私の方から、身障者の認定の状況ということで、お答えをしたい

と思います。

これは 16 年３月末の人数でありますけれども、身体障害者の方が全部で 977 名、うち１級の方が 319

名、２級の方が 183 名となっております。

それから、知的障害者の関係ですけれども、全部で 144 名、そのうち重度の方が 61 名、中軽度の方

が 84 名となっております。

それから、精神障害の方ですけれども、これについては全体で 38 名、１級の方が７名、その他が２

級、３級ということになっております。

それから、最初に身体障害者、数が合わないと思いますけれども、先ほど申し上げました人数以外の

方は、それ以外の等級になるということであります。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） へき地保育所の給食への対応ということでございます。

中橋委員、幼保一元化で文科省と厚労省の壁がとれたので、給食センターからの対応ができないかと

いう内容でございましたけれども、確かにそういう面では対応はできる可能性が開けてきたのかもしれ

ませんけれども、ただ、保育所の子どもさんにつきましては、学校給食のメニューと若干違うメニュー

を出していると。特にへき地保育所でも２歳ぐらいのお子さんもいらっしゃいます。そうなると、一般

的な学校に通っていられる子どもさんの給食では、ちょっと対応できないと。

これは常設保育所でも言えることなのですけれども、ちょっとメニューが違うということで、一概に

給食センターで対応するということはできないかというふうに考えております。
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もう１点、運営協議会の方で対応できるかどうかということなのですけれども、この辺も現在のとこ

ろなかなか運営協議会の方では対応できないと。体制的なもの、金銭的なもの、委員のおっしゃったと

おり、ちょっと現実の問題としては難しいかなというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） まず障害者の方なのですけれども、認定の状況と併せまして収入の状況、今、公費

で医療費が保障されている方たちが、公費で保障されなくなる。その公費で保障されなくなる基準とし

て、収入の基準があるわけですね。

そういうものをきちっと掌握して、今後に備えていくことが大事だということを思いましてお尋ねし

たのですが、障害者の数と、それから認定の１級、２級の状況はわかったのですけれども、それぞれが

所得の状況がどういう状況であるか。この点をお答えいただきたいと思います。

それから、今のへき地保育所のことですが、実態は、常設は給食がきちっと専門の調理員がおりまし

て出されているのですけれども、へき地は実施されてきていないですよね。

それで、今、お答えいただいたように、どんな状況かというと、そこ、そこに勤められている、主に

保育士さんですが、保育士さんの方たちがいろいろなやりくりをしながら調理をして提供している。

パンだけは共同購入するとかというような手法をとられて、今やっていらっしゃると思うのです。

それで、やはり私は同じ幕別町の子どもたちである以上、きちっと給食が保障されていく、常設に限

らず季節も一緒に実施されるというのが一番望ましいというふうに思って、それで以前からお話をして

きたのです。

ただ、先ほど言ったような経過があるものですから、それで、負担が余りにも増えては困る、あるい

は、法に基づいてやるのだけども、それも逸脱することはできない。そういうようなことがありまして、

それでやむなくといいますか、仕方がないのかなというそんな思いできたのですが、今、ご答弁は、私

は実際にやりだして、メニューの中の問題とかそういうことはできるかできないか、できるというふう

に踏み込んでからいろいろ整理されていくことだと思うのですよね。やる姿勢を持つか持たないか、そ

こが大事だと思うのです。

最初から、メニューが小学生と幼児とは違うのだから、だから駄目ですよということであれば、これ

はどんな条件ができてきても一歩も進まないと思うのですよ。

ですから、そういう幼保の一元化というような壁が崩れてきているときに、きちっとまずは同じよう

な保障を、季節の子どもたちもするのだということを町の方が持つことが大事だと思うのですけれど

も、そこの基本的な考え方はいかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） ただいまの話なのですけれども、給食のメニュー、できるかできないか検討し

たのかということなのですけれども、現実の問題といたしまして、54 名、さらに２、３歳の方は全く違

うメニューをつくると。そういうことになりますと、20 名、30 名の方だけのメニューを給食センター

で対応するということになりますと非常に難しい問題があるのではないかということです。

ここでできるかできないかということは別にしまして、その辺のところは難しい問題があるので、考

えていかなければならないというふうに思っております。

ただ、もともとへき地保育所、これが設立された経緯はご存じのとおり、主に農村部ということで、

農繁期にお父さん、お母さんが仕事に出るので、その間預かっていただきたいというような経緯で開所

したと。保育料につきましても、町の常設保育所に比べますと、非常に安い単価で皆さんお預かりさせ

ていただいているということもあります。

そういうような経緯もありまして、現在のところできないのかなというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） 先ほどの所得の状況ということでありますけれども、保健福祉セ

ンターの方では、所得の状況については押さえておりませんのでわからないという状況であります。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。
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○２番（中橋友子） 今、後段の所得の状況でありますが、これは今大変大きな問題になってきて、障害

者の方たちが、多くの方たちは、障害者は障害者年金で生活されている方が多いのですが、金額が大体

80 万円から 90 万円なのですよね。

だから、その年金だけで食べている人がどのぐらいいるのかとか、そういうことをきちっとひもとい

ていけばわかってくることだと思うのですけれども、要はこの所得基準によって医療費の負担が生じて

くる、そういう動きになってきているということが、今、障害者の方たちにとって重大問題になってい

るのですよね。

ですから、きちっとこういう障害者福祉制度を実施する町として、そういう状況もきちっと掌握をし

ていくということが大事だと思いますので、是非、きちっと取り組んでいただきたいと思うのですが、

どうでしょうか。

それと、給食のことは、何か聞き方が悪かったのですね。

法的に定めて言うと、学校給食をきちっと運んで、季節保育所に届けて、子どもたちに食べていただ

くことが、今後、可能なのかどうかということをお尋ねいたします。

メニューのことだとか料金のことではありません。可能かどうか。

○委員長（杉山晴夫） 教育部長。

○教育部長（藤内和三） 今のへき地保育所の子どもに給食をということで、町民課長の方からお答えい

たしましたけれども、学校給食法、この設置目的からは、基本的に学校以外に配送することはできない

という定義がございます。

今後につきましては、町長部局と協議をしながら、できるかどうかも含めて、法的には難しいわけで

すから、今後、厚労省あるいは文科省、そういった一般ニーズもございますので、それらを見極めなが

ら、町長部局との検討協議をしてまいりたいなと思っています。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） いつも議会の中で議論になります、その所得の状況についての把握をどう考えるのだ

というご質問でございます。

委員からご質問あった場合でも、税務課の職員は所得階層ごとの質問に対してはご答弁をさせていた

だいておりますが、それ以外の職員になりますと、個人の所得状況は、現在税務職員以外は見られない

状況にあるものですから、本人の承諾が得られない限り、他の部局において、それぞれ段階ごとの所得

状況というのは、把握は、今、現実的には困難な状況でございます。

そういう状況からいいますと、それぞれの部局で所得状況が把握できる状況にあるのかといいます

と、現実的には役場内であっても、住民の所得状況というのは担当部局の職員しか見られない。

さらには、もし必要な場合は本人の承諾を得て、所得状況を把握させていただくというような状況に

ございますので、あらゆる場面でそういうようなご質問を頂いたときに、極めて行政としてお答えしづ

らいのですが、そういった分野で、各階層ごとの所得状況はどうだというふうなお話になりますと、こ

れは把握できないというのが正しい答えになってまいりますので、そのことはご承知おき頂きたい。

もし、把握すれという状況になりますと、対象となる皆さん方から、ご申告を頂くか、あるいは承諾

を得て、所得状況を税務課に問い合わせをするということしか方法がございませんので、その辺のとこ

ろもご理解をいただければなと。

そういうことから状況については把握できない、あるいは把握していないというご答弁しかできない

こともご理解をいただければなというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 今の助役のお話なのですが、知りたいところといいますか、必要なところといいま

すか、そういう制度替えになってきたときに、医療が受けられないとかいろんな現状が想定されますよ

ね。

そういう場合に、住民の福祉に責任を持つ町として、きちっと政策的な手立てを打っていかなければ

ならないことになりますよね。
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できること、できないことも含めまして。

そうした場合の、基本のベースとして、今お答えいただきましたように、例えば、障害者の認定の数

が、身体障害者では 977 名いらっしゃるのだと。１級の方はそのうち 319 人なのだということでありま

したね。

そういう押さえと同時に、その人たちが制度替えによって、様々な負担が生じて生活が困難になって

くるというようなことが見えてきた場合には、やっぱりきちっとした所得状況、それは一人一人がどう

かというよりは、町として全体に、例えばここにいらっしゃる 997 名の方がどんな状況に転換していく

のかというのは、大きく押さえていかなくてはならないことですよね。

そして政策ができあがって、次の手立てがとられる。

私はその次の手立てをとっていただきたいので、個人情報を知るというよりは、そういう政策的な組

立てをする上で必要な基本的な数値だと思ってお尋ねしたのですよね。

ですから、当然福祉課でそういう政策を実施されていくと思いますので、そうなってくると、税務課

ですとかそういうところとの連携になってくるのでしょうけれども、その基本的な姿を示す、一人一人

がどうかというよりは政策を打つためにきちっと知り得る税務課として、基本的な姿を示すというよう

な、そういうものの上に組み立てられてくるのではないのでしょうか。

微妙なところだとは思うのですが、町というのはそういう連携事業が生きて、いろんな生きた施策と

いうのがつくられてくるのではないですか。

決算のときですから、そういう決算が、平成 16 年度のお金の使い方が生きたのかどうか。今後、ど

うすればいいのかというのが一番大事なところだと思うのですよね。

そうなると、そういうような基本的な考え方というのも持つ必要があると思うのですけれども、どう

でしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） おっしゃること、まさしくその通りだと思います。

ですから、所得がこのぐらいある方については、当然こういった負担が増えますよということは、当

然のことながら行政としてきちんとお知らせをしていく必要はあるのだろうと。

それから、全体としてどういう状況にあるかということにつきましても、個々人の固有する所得を把

握する中でないと、なかなか全体としての把握ができないということになってまいりますので、中橋委

員がおっしゃるように、町として必要がある場合については、毎年度、こんなことが必要なのかといい

ながら、公営住宅の入居料を決める際にも、１件１件全員から申請を毎年頂いているという実態にも当

然ございます。

ですから、役場でいえば、税務課に聞けば俺の所得がわかるのでないかというふうに町民から言われ

ますけれども、原点としてはそういう制度上の問題があって、なかなか税務職員以外が個人の所得を見

ることができないというのが前提としてあるものですから難しい点はあろうかと思います。

ただ、必要な場合については、本人の承諾を得るなりして、全体として政策を打つ上で必要なのだよ

という観点に立てば、当然のことながら、手数がかかっても、ご本人の承諾を得る中で、所得の開示を

税務課の方にお願いをするということはできないということではございません。

ですから、それはケースバイケースによって、今言うように、方向転換するような重大な政策を決め

る場合については、手数がかかってもそれらのことについては十分勘案しながら、私どもとしては仕事

を進めさせていただければなというふうに思っております。

すべてやらないということではなくて、やる前提としては非常に難しい条件があるのだということも

ご理解を頂きたいということでございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 理解はいたしました、それは。

今、制度替わりの大事なときでありますので、そのことを踏まえての対処をさらに求めたいと思いま

す。
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後段の保育所の給食のことでありますが、法的には現段階で、学校給食法の中で難しいのだというこ

とでありました。

また、私も完全に幼保一元化についても、完全に全部整理されているわけではありませんから、試行

の段階でありますので、現時点では難しいというふうには思います。

しかし、そういうふうに向かっているというのも事実でありますから、こういうときに、是非有効な

活用をして、季節保育所の方たちの保障ができるのだ。住民の利便性を高めるのだというような視点を

もって臨んでもらいたいというふうに思うのですね。

今後、様々な部局で検討していただけるということでありますから、是非検討していただきたいので

すが、その検討する方向として前向きにしていただきたい。

あれこれの条件が先に出てしまうと、どうしてもそこで止まってしまうということがありますので、

是非、そこのところだけ確認をさせていただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 教育部長。

○教育部長（藤内和三） 学校給食、現在の施設につきましては、3,000 円食まで可能でございます。

それで、現行が最大限 2,700。

ただ、前段申し上げておりますように、法的に現状においては難しいという問題がございます。

それと、町民課長の方から申し上げました、やはりメニューとかそういった問題も、実際現場でつく

れるのかどうかという課題も大きな課題として残っていると思っています。

そういう意味では、やるということを前提ということではなくて、今後、私ども教育委員会といたし

ましては、町長部局とその辺、一つの方向性を見いだしていただくなり、そういった中で検討をさせて

いただきたいというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 何でもお話が出たときにすぐ実現できるというふうには、私も思わないのですけれ

ども、いろんな相談ごとというのは、このことについて実施した場合どうなるかということから始まる

のだと思うのですよね。

それがなかったら、メニューの検討も恐らく、給食の車で載せて運んだり、いろんな時間の問題や温

度管理とかいろんなことが、検討が始まった中で出てくるのだと思うのです。

だから、そういうことを是非話し合っていただきたい、考えていただきたいということなのです。

それ抜きに、食数がどうだとかメニューがどうだとかということになれば、ここで全部止まってしま

うことだと思いますので、その考え方をお伺いしたのですが、どうですか。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 私も中橋委員と同じで、保育所をつくるときに、何で国の基準どおり全部揃えなけれ

ばならないのかなという思いは一緒でございます。

できればそういう方向にもっていけることが、まさしくこれからのまちづくりの上で、自分の町が考

えたとおりできるような施策というのが一番大事だと思います。

ですから、具体的な手法については、これは個々あろうかと思いますけども、姿勢としてはできる限

り行政コストのことも考えまして、そのような方向になるように、私どもとしても国、道に働きかけを

していきたいというふうには考えております。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） 187 ページ、３目常設保育費の 13 節、細節 11 さかえ保育所基本設計委託料が支払わ

れております。

以前にも質問させてもらったのでありますが、これが決まりましたときには、国から公立の保育所に

つきましては補助金も建設補助も出るというところで決まっておったと思います。

以後、方針が変わりまして、補助金につきまして、それは建設補助も運営費の補助も出ない。民間の

法人の保育所には出るわけでありますけれども、そうなったわけであります。

お尋ねしたいのは、財源につきましてどのような方向性を持っていらっしゃるのか。
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委託料払われて基本設計されたわけでありますから、その財源の方向性につきまして確定をしておる

のか、方向性が見えておるのか、その辺のお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） さかえ保育所建設に当たって、財源の手当ということでございます。

芳滝委員が言われますとおり、補助金の制度は廃止になって、代わりまして交付金制度というのがで

きました。

これはほとんど補助金を同じような制度で、町の方に建設に当たって財源として交付されるという内

容のものでございます。

平成 18 年度予定していますさかえ保育所の設計ですけれども、現在、その交付金の交付に当たって、

北海道の方と私どもの担当者、協議させていただいているところでございます。

ただ、これが実際に幾らくるとか、そもそも当たるのかどうかとか、そういう点についてはまだ不明

でございます。

○委員長（杉山晴夫） ほかにご質疑ございませんか。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ３款民生費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

この際、３時５分まで休憩をいたします。

14：49 休憩

15：03 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

各委員及び説明員にお願いを申し上げたいと思います。

質問及び答弁は、簡潔・的確にお願いいたします。

次に、４款衛生費に入らせていただきます。

４款衛生費の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） ４款衛生費のご説明をさせていただきます。

198 ページをお開きください。

４款衛生費、１項保健衛生費、予算現額２億 9,459 万 7,000 円に対しまして、支出済額２億 9,323 万

5,795 円でございます。

１目保健衛生総務費でございますが、１節の報酬は嘱託医師 14 名分の報酬。

９節の旅費は、嘱託医師の費用弁償が主なものでございます。

200 ページになります。

13 節委託料の細節５は、夜間救急診療に係る委託料で、平成 16 年度をもちまして委託業務は終了を

しております。

19 節の細節３は、高等看護学院に係る負担金でございます。

２目予防費は、感染症予防のための予防接種などに係る経費で、202 ページをお開きください。

11 節需用費の医薬材料費、13 節委託料の麻しん、風疹、インフルエンザなどの予防接種に要した費

用でございます。

３目の保健特別対策費は、健康に関する啓発事業及び各種健康診査など、生活習慣病予防対策に係る

費用でございます。

204 ページになります。

13 節委託料は、胃の検診や婦人科検診及び基本健康診査など各種検診に要した費用でございます。

206 ページになります。

４目診療諸費は、駒畠、糠内、新和、古舞、日進の各診療所の開設に係る費用でございます。診療所
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開設日数は 192 日で、受診者数は 744 名でございます。

208 ページになります。

５目環境衛生費は、省エネ推進に係る費用及び葬斉場や墓地の管理に係る費用が主なものでございま

す。

210 ページをご覧ください。

13 節委託料の細節 10 は、省エネを事業化するための調査に要した費用でございます。

15 節工事請負費は、葬斉場の火葬炉を、年次計画をもって補修したものでございます。

28 節の繰出金は、個別排水処理特別会計への繰出金でございます。

212 ページになります。

６目水道費は、十勝中部広域水道事業団に係る補助金、負担金、出資金のほか、水道事業会計出資金

及び簡易水道特別会計への繰出金でございます。

２項清掃費、予算現額３億 6,662 万円に対しまして、支出済額３億 6,584 万 8,232 円でございます。

１目の清掃総務費は、ごみの収集及び処理に要した費用でございます。

214 ページをご覧ください。

11 節需用費の細節 30 印刷製本費は、ごみカレンダー、ごみ分別収集用冊子、ごみ袋の印刷作成など

に要した費用でございます。

12 節の細節 16 指定ごみ袋取扱手数料は、町内の取扱店 32 店舗への手数料でございます。

13 節委託料、細節５ごみ収集委託料は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみ及び資源ごみの収

集に要した費用でございます。

15 節工事請負費は、豊岡ごみ処理場適正閉鎖工事でございます。

16 年度の主な工事内容は、盛土工事のほか、法面工、張芝工、排水工事としてのＵ型トラフ工、雨水

桝、フトン篭工などの工事施工をしたものでございます。

なお、この工事期間は、平成 14 年度から平成 18 年度の５カ年間を予定しているところでございます。

19 節、細節３は、ごみ処理に要した費用を十勝環境複合事務組合に負担したものでございます。

217 ページになります。

細節５は、資源回収推進実践地区 64 公区及び団体に協力金を交付したものでございます。

細節６は、コンポスト 56 戸、電動生ごみ処理機 81 台の購入に対し助成したものでございます。

以上で衛生費の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

永井委員。

○17 番（永井繁樹） ５目環境衛生費、ページは 211 ページになります。

13 節委託料の細節 10 番、省エネ事業化フィージビリティスタディ調査委託料ということで、先ほど

総務費の方で大枠についての方向性は理解をしたところでございますので、ここでは、この調査によっ

て出ました診断結果にかかわっての方向性を伺います。

今回調査をした箇所というのは 10 箇所。中身についてわからない方も聞いておられますので申し上

げますと、幕中、札中、札内南保育所、百年ホール、札内スポーツセンター、学校給食センター、保健

福祉センター、役場庁舎、町民会館、農協軍岡事務所となっております。

それで、２月に出されました調査報告書、大変厚いものですけれども、この中に省エネルギー可能性

量評価表というのがございまして、今、申し上げた 10 カ所の事業、いろいろ調査結果から基づいた事

業化としての可能性の判断表が出ておりまして、可能性の高いものは二重丸、それで可能性の低いもの

は三角と。採用を検討するものは丸ということになります。

それで、目標数値を達成するに当たって、全体消費量 8.3％削減するという目標数値にかかわっては、

まずこの二重丸といわれているものがそれぞれあるのですけれども、ちょっと資料のない方わからない

と思いますが、係の方はわかっておられると思うので、この二重丸を達成することによって、8.3％の

削減は達成されるのか。この辺の目安がわからないのです。
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それで、丸まで入らないとできないのか、その辺について、一般家庭は、これは全く別なことですか

ら、一般家庭を含めた全体の消費量 8.3％削減するということの中で、この 10 の施設、たまたま評価を

しておりますが、これでもしないものもたくさんありますので。

それとも含めて、どこまである程度事業化の可能性を考えれば、これができるような方向にいくのか。

たまたま 10 カ所の評価しか出ておりませんけれども、これをもとにして説明を頂きたいのです。

でないと方向性が全くわからないものですから。

それと、もう１点は、視察研修を先進地調査報告ということで出ていまして、視察研修をしておりま

す。

これは省エネにかかわる委員会のメンバー、事務局が中心ですが、行かれたところは鹿児島県と長崎

県ということで、私たちは北海道に住んでいるのですけども、なぜこの南の方、先進地がここしかない

のかわかりませんが、通常、環境等が同じようなところで視察をしないと、そのもとのデータとかそう

いうもの膨らませたり縮んだりするということで必ず誤差が生じると思うのですけど。

この場合、なぜこういう暖かい地域の視察をして、こういった報告書の位置、いろんな要素になるよ

うな判断をされているのか、ちょっと理解ができないものですから、これらについて説明をお願いした

い。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） １点目の 8.3％の達成に向けては、どのぐらいまで実施したらいいのかとい

うようなご質問だと思います。

この二重丸についているものにつきまして、これを全部実施したとしても 8.3％にはいきません。

なお、丸のついたところまでいくと、それに近い数字はいくのかなというようなことで考えておりま

す。

それと、２点目の視察研修の件ですが、九州の方しかなかったのかということでございますけども、

この補助団体であります経済産業省の外郭団体であります NEDO のホームページを見まして、単発的で

なく複合的に取り組んでいる自治体の公共施設をピックアップしたところ、このような結果になりまし

たことから、ここの視察を実施したことであります。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） 丸印のところまでやらないとできないということになりますと、先ほどの総務関係

のところで助役の答弁もございましたが、方向性がはっきりまだ出ていないという中で、ということで

あれば、５年間の間にある程度これらについてのめどをつけていくという判断になると思うのですけ

ど。

そこで、今、NEDO のお話が出ましたから、この省エネルギーにかかわる支援制度というのは、今申し

上げた NEDO による省エネルギーに係る補助制度、それから、省エネルギーセンターによる補助制度、

又は新エネルギーに係る補助制度。北海道にも補助制度はあります。今あるのはこういったところの補

助制度があるのですけれども、そのほかにエスコ事業の対象ということもあるでしょうけれども、ここ

の文章にも出ておりますが、それらの補助制度を現況の中で考えたときに、丸までの範囲、三角は仕方

がないですから、丸印までの範囲はどの程度消化をしていけるのか。

それと、手法の中に PFI の活用というか方向性もこの冊子の中には書かれているのですが、全部ちょ

っと私も理解はできないのですが、それらの方向性についてもどのように考えておられるか、お伺いを

したいのです。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 丸印の項目がかなりございますけども、これをどのぐらい実施、消化してい

けるのかということでございますが、問題になるのが投資額と投資回収年が非常に大きなネックになろ

うかと思います。

初期投資が多く、それに伴って CO2 の削減量も図られるということですが、それを改修するのに 40

年、50 年かかるというようなものもございます。



－45－

特に建物の耐用年数とのことも考えますと、その投資が果たしていいのかどうかということもありま

す。

ただ、CO2 の削減に向けては、それらの経費をどのぐらいかけても削減していくかということが一つ

の大きな分岐点になりますので、これらについては今後さらに詰めてまいりたいと思っております。

ですから、今の時点でこの丸印のものの消化、実施に向けては、明確にちょっとお答えできないこと

をご理解いただきたいと思います。

次に、PFI の関係でございますが、やはり民間資本の活用ということになりますが、これにはかつて

一度公営住宅の方で募集したことがありましたが、応募者がなかったということがありました。

かなりの規模の投資額ではないと、なかなか事業者の方ものってこないのかなというようなことがご

ざいます。

ただ、PFI については、国、道の方も積極的に進める姿勢を持っていまして、その実施方法について

もまだ検討・研究している段階でもありますので、それらを見据えながら、PFI の活用をどのようにし

ていくかということも今後検討してまいりたいと考えております。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） 総括的にお聞きしますが、今までのすべての答弁をお聞きしますと、この 2010 年

度のエネルギー消費量を 8.3％にすることの目標は、私は何か可能でないのでないかという気がするの

です。

今の答弁の中でもそうですよね。かなり不安材料ございますから。

だから、この算定というのは、もちろん国全体の問題も、6.何パーセントの問題でございますけれど

も、これからたった５年先のことに関して、不安材料がこれだけ多いと、この大きな目標である 8.3％。

この幕別町の省エネルギービジョンというのはかなり大きいテーマでの行政施策ですから、どうもそ

の辺のところが捉えづらいのですけれども。

それらについての見通しを、最後でここで総括的に申し述べていただけませんか。

ちょっと不安なのですね。どうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 企画室参事。

○企画室参事（羽磨知成） 8.3％という目標数値については、これを設定するに当たりましては、やは

りある程度の高い目標を掲げることが必要であろうということはご理解いただけるかと思います。

ただ、あくまでも目標でございまして、これに向かってやるとなりますと、うちの財源規模から言い

ますと非常に厳しいところはあります。

ただ、やはり行政側として、町内のトップランナーとしてのこの役割というものは十分自覚しながら、

できるところからやっていく。

それと、こういう場での多いに議論されることが、また普及啓発にもつながるとは思っております。

午前中にも申し上げましたけども、省エネは非常に手間暇かかるものでございます。町民各位がこの

ことをご理解いただいて、各家庭、各職場において、鋭意省エネに取り組んでいただくことがこの目標

達成に近づくことになるのかなというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） 事業費が 780 万円かかっておりますね。

これだけのものをつくられているわけですから、やはりこれをつくったということは、目標数値はや

はり伊達で考えられているわけではないのでしょうから、もし、私はそこまでの考えがあるのでしたら、

これを再度分析されればどの程度可能かわかると思うのです。

そうすると、当然目標数値というのは変更せざるを得ないだろうと。

これでもし実施して、目標数値からかなり下回るということになったら、これは一体何だったのでし

ょうということになると思う。

エコオフィスに関しても過去にやっているもので、目標数値を下回っていると思うのですよね。

ですから、やはりこういった環境問題にかかわることというのは、ここでやっぱりもう１回正確に、
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せっかくお金をかけたものをベースにしないと、目標がただ高くていいということには私はならないと

思う。

その辺を何とか内部で検討されて、やっぱり住民が取り組みやすい、余り数字が高ければ取り組みづ

らいですから、その辺も是非今後検討されることを強く希望して終わります。

○委員長（杉山晴夫） 答弁はよろしいですか。

ほかに。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 215 ページ、１目清掃総務費の 12 役務費、16 指定ごみ袋取扱手数料、また委託料

の収集委託。これらにかかわってお尋ねをいたします。

ごみの有料化が実施されましたのは、この平成 16 年の 10 月からでありますが、この実施に当たって

の様々な問題点等につきましては、昨年の決算委員会の中でも各委員から取り上げていたところです。

それらについてどのように対処されてこられたかということと、そのことによる今後の方向性につい

て何点かお尋ねしたいのですけれども。

一つは、この有料化に伴うごみの減量が目的でありました。

この効果につきましては、一般質問等でもご回答いただいているところでありますが、実施されるこ

とによりまして、幾つかの問題点が住民の中から指摘されております。

それは、まず一つ目には、ごみ袋の材質については、弱いものから丈夫なものに取り替えられて、10

リットルのものもつくられたという経過がありました。今度は色つきのごみ袋に変えられてきておりま

す。

先ほど、この 16 の指定ごみ袋取扱店 32 店舗とおっしゃいましたけれども、ここのそれぞれの回転の

状況によりまして、袋の売れている状況によりまして、なかなか変わっていくところとそうではないと

ころがあるというようなばらつきが生じまして、これらの点についてはきちっと整理していく必要があ

るのではないかと思うのですよね。それが１点です。

それと、梱包単位の 10 枚一単位の販売というのが今の販売形態でありまして、これが大変大きい量

になりますと、高いものですから、枚数を減らしての販売というのが、この取扱店 32 店舗でやってい

ますが、それぞれやられているところとやられていないところがあるということで、町としてきちっと

一つの方向性をもってやっていく、ばら売りも可能にしていくということが大事ではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。

それと、ごみを実際に出すとき、有料のごみ袋をつくって出されるのですが、今、時期的に、昨年も

そうですが、木の枝等があります。現在の出し方は、その木の枝等を出すときには、袋には入れるのは

なくて、紐でしばって、それに見合う袋を上につけて、40 リットルでしたら 40 リットル分ですね。そ

れから 30 リットルでしたら 30 リットル分という形で、袋の中には枝は入らないのですが、上に乗せて

縛って出すという状況になっています。

非常に、袋というのは入れるためにあるわけですから合理的でないというふうに思うのですよね。

そこはきちっと改善が必要だと思うのですが、どうでしょうか。

それと、街路樹等のごみにつきましては、公共の道路などに設置されています街路樹ですね。これら

は、収集された方が、町内に無料で出すためのシールを貼っていただいて出しているというふうに聞い

ております。

今の時期もそうなのですが、頻繁に出ておりまして、これがなかなか、１、２回はそうするのだけれ

ども、だんだんもらいづらいというようなこともありまして、もっと細かな配布の方法が必要ではない

か。町内会長１カ所ではなくて、もっと細かな手立てがとれないかという声が出されております。それ

らについても、きちっと対処していく必要があるのではないかと思います。

それと、これは委託の方にかかわってくるのですが、ルール違反、分別収集をきちっとされるように

なりまして、そういう収集方法がとられているのですが、ルール違反のごみが随分出ております。

それで、それはきちっと業者がシールを貼って置いていかれるわけですが、１週間経っても２週間経



－47－

ってもそのままの状況というのがありまして、現実的には聞くところによりますと、業者の方の善意で

対処されていると。収集業者が２週間経ってもそこに置かれていたら、結果としては持っていって、自

分たちで処理をして出しているのだというようなことも聞いております。

その辺も町としてどう押さえてられるのか。こういう状況が長く続くというふうにも思いませんの

で、その辺の対処の仕方、どのようにかかわってこられたのかを伺います。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初のごみ袋、新しいごみ袋になって、まだお店によっては販売量の関係で回

転できていないということなのですけれども、確かにそういう実態がございます。

ただ、今まで印刷したものを引き上げて、新しい袋をまた渡すということになりますと、今まで印刷

した分が無駄になるということなので、商店の方にもご協力を願って、何とか古い袋、今しばらくさば

いてくださいと。なくなり次第新しい袋で対応しますということで言っていますので、ちょっとこれに

ついては当面ご理解いただきたいなと思います。

それと、10 枚一単位で売っているものを、ばら売りにしてはどうかと。それに対する町の考え方はど

うだということなのですけれども。

実は10月１日から、町内のこの32店舗で今指定ごみ袋を取り扱っていただいているのですけれども、

お店の体制でばら売りできるところがもしあれば、ばら売りしていただいてもよろしいですと、そうい

うことで全店舗に私ども出向いてご説明して、お願いというか、してきたところでございます。

ただ、その中で、例えば、コンビニなんかで、全道のチェーンで本部の仕入れとか、そういう関係が

あって対応できないだとか、あと、小さいお店で、お客さんでそういう方がいらっしゃらないので、当

面はそのまま売ると。

ただ、お客さんの要望があれば、ばら売りに対応しますというようなことで、およそ８割ぐらいのお

店は、お客さんが求めれば対応していただけるというふうにご返事をいただいております。

それを 10 月１日から対応していただければということでお願いしてきた経緯がございます。

３点目の木の枝の出し方ということでございますけれども、確かに人によっては、小さい袋で大きい

ものを縛っているとか、そんなような実態も聞いています。

これはあくまでも町民の皆さんのモラルというものがまず第一だと思うのですけれども、余りにそう

いうような実態が多いのであれば、大型ごみのシールがございます。そんなようなシールで対応できな

いかとか、実際に木の枝を縛るのに、紐みたいのだとか荷札みたいので対応している町村もあるかと聞

いております。

その辺のところ、もう一度こちらの方で研究させていただいて、今後、何かいい方法がないかという

ことを検討させていただきたいと思っております。

それと、公園ですとか街路樹の落葉を、近所の方が拾っていただいて、それを無料のシールで出して

いただけるということなのですけれども。

中橋委員が言われましたとおり、公区長さんに配っております。一定程度の枚数配って、公区の中で

そういうような実態あった場合に使ってくださいということで。

本当は遠慮しないで公区長さんにお話ししていただければよろしいのですけれども、場合によっては

役場ですとか札内支所で、事前にちょっと環境衛生の方に、私どもの方に事前にお電話いただければ、

個人的にも実態を見てお配りいたしますので、その辺のところは柔軟に対応していきたいというふうに

考えております。

最後に、ルール違反に対する町の考え方ということでございます。

分別していないものが主なのですけれども、そういうようなごみをごみステーションに置いていると

いうのは、私ども公区の方からご連絡いただいて、取りにいっている分が 16 年度約 30 回ございました。

そのほかにつきましては、委員が言われましたとおり、業者の方が好意で持っていっていただいてい

るということもあります。

ただ、好意で持っていっていただきましても、私どもの方に持ってきていただくようになっておりま
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す。

それで、中を開きまして、世帯というか個人名を確定できるものがございましたら、その方にすぐご

連絡して、引き取る、あるいは今後きちっとやってくださいというようなことを指導していっておりま

す。

その無分別の処理の状況なのですけれども、実は平成 15 年から資源ごみの収集をスタートしまして、

そして 16 年度に有料化が始まったと。16 年度がやはり一番多かったです。

今年度は逆に非常に少なくなってきているという状況でございます。

一定程度住民の方にも定着してきたのかなと。モラルが悪くてどこかよその町から持ってきた方は別

にしまして、一般的にごみステーションに無分別で置かれているごみの状況は、今年度は、１７年度は

非常に減ってきているという状況なので、昨年多かったのは、まだちょっと戸惑いがあって、きちんと

分けられなかったというようなこともあるのかなと、私ども分析しておりました。

今後またそのような状況がまださらに多いようでありましたら、パトロールですとか中身を検査しま

して、分別を徹底していただくように指導というような方法、さらに何かいい方法があれば検討してい

きたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） まず１点目、これは２点目にもつながってくると思うのですけれども、できれば 32

店舗どのお店でも新しい袋が置かれて、そしてきちっとお客さんの要望に応えて、ばら売りも可能ある

いは 10 枚単位なら 10 枚単位という、その要望に応えた対応ができるのが一番だと思うのですよね。そ

れがなぜできなかったかたというと、最初に幕別町が、その 32 店舗ときちっと契約されるときに、一

定の数量を取り扱うことが条件でしたよね。

ここがやはり私、そもそもスタートの段階で、本当は少ない取扱い、お客さんの少ない小さなお店な

んかは、もっと少ない量を最初から取り扱うことができたら、こういう問題生じなかったと思うのです

けれども、そうではなかったものですから。どこのところも同じように、数量は幾らでしたか、ちょっ

と私ここで・・・。

そういうスタートをされたから、だからこういう状況が起きていると思うのですよね。

今後、これはやはり解消していくことが、取り扱っていただける商店にとっても大事なことだと思い

ますので、そうすると、その商店側の要望に応えた卸し方というのをやっていく必要があると思うので

す。どうでしょうか。

それと、３番目の木の枝の出し方。私が言いたかったのは、袋に見合わない量が出ていると、そうい

う実態もあるのですね。そうではなくて、それも解消しなければなりませんが、やはり木の枝を袋に入

れること自体が不自然だと思うのですよね。どうしてもどれだけ丈夫でも破れてきてしまうというよう

なこともありますから、最初から一定の長さのものを定められまして、そして、計量の紐、長さ、これ

はよそで、今ご答弁にもありましたように、実施されているところもあると聞いておりますので、きち

っと紐で縛って、使わない袋は上に乗せなくてもいいというというような形をとられることが適切だと

思うのですけれども、どうでしょうか。

それと、街路樹のシールですが、支所に置かれたりいろいろ広げていただくのも大事だと思います。

是非それもやっていただきたいのですが、要するに結構日中お年寄りの方たちが、例えば、具体的に言

いますと、瑞穂通りなんかすごいのです。そうすると、お年寄りで日中いらっしゃる方たちが、毎回き

ちっと集めてくださって入れているのですよね。

そうすると、先ほど言ったように、何回かは公区長さんのところまで行っていただいてくるのだけれ

ども、だんだん体力的なこともあったり、いろんなことがあって、もっと細かく、例えば、班長さんの

ところに取り扱わせていただくとか、いろんな工夫を町の方から是非指導してほしいのだと。なかなか

公区の方にそういう話をしてもいかないのだというようなこともありまして、そういった細かな指導も

大事だと思うのです。

それで、実は今、余り集められなくなってしまったのですね、見ていると。そういうシールをだんだ
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んもらいづらくなったと。１、２回は自分らでやるのだけど、その後は続かないというようなことで、

今は結構残っているのですよ。そういう状況にもなってきておりますので、細かい指導をやっていただ

きたいというふうに思います。

それと、私、１回目の質問でお尋ねしなかったのですけれども、不法投棄が相変わらず続いています。

これにかかわって、実際に町側はパトロールに歩かれたり、郵便局の方と協力していただいたり、回収

したりということをされてきたと思うのですが、それにかかわる経費はどのぐらい使われてきたのか

と。

それと、あと、あちこちに不法投棄禁止の看板等のようなものも出されていますね。それは実際どの

ぐらい出されて、それはまだまだ出してほしいという、そういう住民の要望もあるものですから、どん

なふうに計画をもって取り組まれているのでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初に、ごみ袋のばら売りの関係なのですけれども、当初は 300 枚単位でお店

の方にお願いしておりました。

聞くところによりますと、最初スタートしたところ、やはりある程度さばけないと町民に行き渡るこ

とができないだろうというようなこともあって、300 枚単位にしてきた経緯がございます。

ただ、今、中橋委員が言われますように、本当に小さいお店でなかなか出ないというような実態があ

ることも確かに伺っております。その辺のところ、もう一度調査いたしまして、対応できるのであれば

対応していきたいというふうに考えております。

もう１点、木の枝の出し方ですけども、これはやはりある程度一定のルールを守っていただかなけれ

ばならないというようなことがあると思います。幾らに切るかとかそういうことを別にしまして、その

辺のところをもう一度住民の方に周知して、きちんと縛って、一定程度の大きさ、決して袋に入れてだ

してくださいとは言っておりません。大体入るような袋を上に巻いて縛っていただければというような

形になります。

先ほど言いましたように、シールですとか紐だとか、そういうようなもので対応している市町村もあ

るので、そういうものもできるのであればいいのですけども、他の市町村の状況を一度調査させていた

だきたいと思っております。

それと、いわゆるボランティアシールという無料でごみを出す件なのですけれども、これも別にお金

がかかるわけではないので、公区長さんだとか班長さんに一度相談してみて、公区長会議なりいろんな

場でご意見を伺いながら、班長さんに渡すということが対応できるのであれば、そういうようなことも

考えていきたいというふうに考えております。

最後の、不法投棄に対する経費でございますけれども、平成 16 年度、委託料のごみ収集委託料の中

に、実は定期的に収集していただいている分以外に、町の職員がパトロールの結果集中的に集めたとい

う部分も入っておりまして、それが 19 万 9,500 円。直接的な処理料としては、それぐらいの金額が出

ております。

ただ、職員が出たりとか、あと既存の材料で看板を立てたりという経費については、手持ちの材料で

やったり職員でやっておりますので、目に見えた経費としては、今、ちょっとはじいてはおりません。

○委員長（杉山晴夫） 環境衛生係長。

○環境衛生係長（澤部紀博） 不法投棄の看板の設置箇所の数のことかと思いますけども、今年度、今時

点で立てましたのは、箇所数にして 10 カ所程度ということでやっております。

経費につきましては、A3 版でプリントアウトしたものをラミネート加工しておりまして、それに木製

のベニヤあるいは柱に打ち付けたもので製作しております関係上、金額的にちょっとはじいたことござ

いませんけども、ごくわずかな経費ということでございます。

今後につきましては、不法投棄の箇所、一応現時点でどの程度かというのは押さえておりますけども、

大体捨てられる場所が条件的に共通している部分があります。

ですから、今後、パトロールを続ける中で、そのような箇所がありましたら、随時設置していきたい
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というふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） １点目、２点目はわかりました。

それで、３点目の紐等の活用については、是非早急に。といいますのは、前回の同じような場面のと

きにも研究されるというご答弁だったのですよ。それから１年経っているわけですから、是非早急に研

究されて、そして、結局袋が袋として使われていないわけですから、そこはやっぱり町としても不本意

だと思いますので、是非、早い機敏な対処をお願いしたいと思います。

不法投棄につきましては、公用地にかかわっては町がきちっと回収されている。その結果が今お話し

いただいたとおりですが、同時に、民地に対する不法投棄もありまして、これは所有者の責任というこ

とでありますから、非常に悩みを抱えていらっしゃる方たちが多くいます。

看板の設置だけで解消されるとは思わないのですけれども、しかし、啓蒙啓発活動に力を入れていく

という以外にまずはないのではないかと思いますので、その辺は是非民間からの、民地といいますか、

民地もやはり捨てられるような条件といいますか、あるのですよ。

まわりに家がないとか、どちらかというと不在地主のような、そういうところではあるのですけれど

も、そういったところについても、要望があれば応えていただける範囲ということにはなろうかと思い

ますが、是非取り組んでいただきたいというふうに思うのですが、どうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初の紐ですとか材料の問題ですけれども、それは一度本当に早急に研究して

みたいと考えております。

次に、私有地に不法投棄されているごみということなのですけれども、実は、17 年度ですけれども、

不法投棄というか放置車両ということで、住民の方からご相談を受けたのが１件ございます。

放置車両の中に、さらに別の方が、テレビですとかパソコンですとか、ごみを投げ入れていってどう

しようもないということで。

基本的には、民地はご自分で処理していただくということなのですけれども、余りにもひどい状態な

ので、私ども一緒に行きまして、さらに警察の方にも行っていただきまして、車の特定ですとかそうい

うことも含めて対応して、車の処理については民地の方にやっていただき、中に乗っていたそのほかの

ごみについては、町の方で処理させていただいたという経緯がございます。

今後もパトロール、先ほど言ったとおり、看板による啓発というのは当然していきますけれども、余

りにひどいようなそういうような状況が民地でございましたら、必ず私どもが対応するというわけでは

ないのですけれども、一度ご相談いただければというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） ごみ収集委託料の関係ですけども、収集回数の見直しは検討されていかないのでしょ

うか。

帯広市は、不燃ごみにつきまして、１週から２週に１回という形で変更する検討に入ったと私は確認

をしておりまして、本町の場合はどうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） ごみ収集回数の検討ということでございます。

有料化に伴いまして、確かに可燃ごみ・不燃ごみは非常に減ってございます。

特に不燃ごみにつきましては、平成 15 年の下半期と平成 16 年の有料化後の下半期ですと、80％ぐら

い減量しております。

さらに、平成 15 年 10 月から平成 16 年９月、これは有料化前の１年間と、有料化後、今年の９月ま

でを比較いたしますと 70％ぐらい減量になっております。

こういう実態をみますと、これは不燃ごみでございますけれども、可燃ごみも大体３割から４割くら

い減っている状況でございます。



－51－

収集回数を減らすということになりますと、可燃ごみにつきましては生ごみですとかそういうものが

入っている場合が非常に多いというようなことで、保管を場合に腐ったり、臭いとかということで、非

常に難しい問題があるのかなと思っておりますので、可燃ごみについては収集回数を減らすという考え

はございません。

ただ、不燃ごみについては、きちんと洗って保管していただければ、一定程度は、１週間なり 10 日

なりは保管していただけるものかなというふうに思いますので、今後、新年度に向かいまして、収集回

数を減らすというようなことも視野に入れて検討していきたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 同じくごみの関係でありますけども、収集回数の見直しにつきましては、今、芳滝

委員の質問で、新年度から不燃ごみの収集回数については見直しするということで受け止めました。そ

れでよろしいでしょうか。検討するということで。

それと、先ほど、中橋委員のやりとりと一部重複するわけでありますけども、ごみのポイ捨てあるい

は不法投棄の問題ですけども、新聞等で非常に多いということが報じられておりました。

現状認識というのでしょうか、今、やりとり聞いていまして、職員の人が出て始末をしなければなら

ないほど多いところもあるというような認識ということであります。

それで、この対策なのですけども、パトロールをしたり、あるいは看板を立てたりということでいき

たいということでありますけども、これは、私はもちろんそういった啓蒙活動は必要なことですし、そ

れは否定しません。

それともう一つ、もう一歩突っ込んで、前の議会でも話題になったのですけども、町独自のポイ捨て

あるいは不法投棄の禁止条例、自治体でやっているところもありますよね。

これはちょっと違いますけども、札幌ですとか東京の千代田区、歩きたばこだとかいろいろ独自で条

例を設けて禁止して、その効果がかなり出てきているというようなこともございまして、どうなのでし

ょう。今すぐというわけにはいきませんけども、そういう啓蒙啓発と併せて、町独自で条例をつくって、

罰則規定を設けて、両方でそういったものを押さえ込んでいくというようなことがなければ、いたちご

っこというのでしょうか、不法投棄された物、ポイ捨てされた物を町職員が集めて歩く。だけど投げる

人は全然関係なく投げていくということで、なかなか実態として減っていかないのではないかというふ

うに思います。

看板も、やはり私も見ましたけども、それなりに効果はあるということも聞いています。

我が町では、そういったことを条例で禁止していますということを明確に書いた方が、見た人の印象

というのでしょうか、それはやっぱりもうちょっと投げるのがためらわれるというのでしょうか、そう

いった効果があるのではないかなというふうに私は思うのですけども、その辺の考え方についてお伺い

します。

それと、もう一つでありますけども、集団資源回収協力金の、これは公区に交付している金額であり

ますけども、前もやりとりしたのでありますけども、我が町はキロ当たり４円、資源ごみを回収した場

合に町として助成しますよということでやっております。

これはご案内のとおり、複合組合にごみを入れている自治体の中で、４円以上出している町村もござ

いまして、私は前も申し上げたのですけども、これは我が町が上げるほかないのだろうというふうには

思うのですけども、要するにお金になるものをごみとして持っていって、それを売って運営費に充てて

いるわけですよね。複合組合は。

それが、例えば、我が町は、たくさんお金を出すということは、結局その資源ごみが違う方にまわる

わけですよね。

ですから、少なくとも私は、それは否定しないのですけども、同じ土俵の中で、加盟している自治体

が、４円でも５円でもいいのですけども、要するに同じベースでやらないと、意識的に行政が公区を支

援するという名目のもとに、そういうお金になるごみを出さないようにするわけですよね、結果として。

ですから、それが複合組合全体として、著しく均衡を欠くというのでしょうか、これはやっぱり私は
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問題だというふうに、前も申し上げたのですけども、この辺、次年度に向けて、どういう考えがあるの

かお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初の収集回数については、あくまでも前向きに検討させていただくというこ

とで確認させてください。

次に、いわゆるポイ捨て防止条例と言われる条例についてでございますけれども、現在、道内では 42

団体が設定していると。ただ、そのうち、罰則規定を設けているのは 12 団体であるというようなこと

でございます。全国的に見ましても、かなり多くの市町村がポイ捨て条例を制定しだしているという状

況でございます。

ただ、この状況を見ますと、比較的人口の多い市街地が非常に大きい市町村が制定しているという傾

向もございます。

私どもの町のごみの不法投棄の状況は、農村部に車で走ってきて、通過中にぽんと投げられるという

ような実態が多いということがございます。

市街地の場合は、監視員を何名か委嘱して、その方が歩いて、例えば歩いている方を注意したり捕ま

えたりというようなことをやっている状況でございます。

私どもの町ですぐ制定するとなりますと、監視の方法をどうするのかとか、罰則等についてどうした

らいいのかとか、そのような研究がまず必要だと思っております。

これは決して悪いものだということではなくて、ポイ捨てを取り締まるというよりも抑止力としては

効果があるものだというふうには認識しております。

ですから、それらの研究課題、一度調査をさせていただきたいなというふうに思っております。

もう１点、公区ですとか団体による資源ごみの回収についてでございますけれども、一昨年に組合の

中ではそういう話合いが持たれております。

その中では、千葉委員が言われましたとおり、有価物が少なくなると困るというような実態もあった

のです。

皆さん、１町村だけ単価を上げて、大々的に取り組むのはいかがなものかというようなことで、その

場はまとまっているようでございます。

現在の実態といたしましては、収集に対する交付金の単価、帯広がキログラムあたり 4.2 円、音更町

が５円、芽室町と幕別町が４円というような状況でございます。

一度、組合とは別に各市町村で話し合ってみて、どういう状況かそれによる収集量ですとか、それら

についても、これも検討ということなのですけれども、勉強させていただきたいなというふうに考えて

おります。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 収集回数については、そういうふうに受け止めます。

それと、条例の関係でありますけども、何というのでしょうか、かなり消極的だなというふうに私は

受け止めていますけども、問題はそういったものが必要なのか必要でないのかということですよね。そ

の後、監視員をどうするとか罰則規定をどうするとか、それはついてくることですから。

問題は、その必要性がどうなのかというところだと思うのですよね。

ですから、今、どうのこうのとこれ以上は言いませんけども、私はいかにしてそういうポイ捨てです

とか不法投棄、課長の話では農村部云々と言っていましたけども、街場もかなりそれは見受けられます

し、特に幕札線ですとか、それから 10 線道路、日進の高台からずっとあの沿線はもう本当に目を覆う

ばかりです。それは、あなたは見ていないかもしれないけども、見ているとやっぱりかなりひどいなと

いうようなことは、実感としてわかると思います。

そんなことを踏まえて、これは今どうのこうのではありませんけども、そういう町として強い姿勢を

持たなければ駄目だということだけ、ここで言っておきたいというふうに思います。

それと、団体の公区ですとか、資源回収の交付金ですけども、これは研究しますとか何とかと言って
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も、私はもう前から言っていることでして、研究家だなと思ってさっきから聞いていたのですけども。

これは課長レベルの話ではないとは思うのですけども、これは恐らく理事者が言っているわけですか

らね。そこでやっぱり少なくても同じ土俵でするということを大前提に、今まで高いところを下げるわ

けにはいかないとすれば、低い方ところを上げるほかないわけですから。

ですから、少なくてもここはフェアーに、その町の施策によってそういうばらつきが出ないように私

はすべきだと、これは強く申し上げたいと思います。

助役、答弁あれば。

○委員長（杉山晴夫） 西尾助役。

○助役（西尾治） 助役答弁ということですから私の方から答弁させていただきます。

今の公区の資源回収の交付金の関係でございますけども、前から答弁していますように、私も複合事

務組合の助役会の中で、同様の趣旨の質問をさせていただきまして、年間 3,000 万円ぐらいの有価物、

リサイクルの方で収入としてあがってきております。

これが減ることによって、当然のことながら市町村の負担が増えてくるという実態になるのでないか

ということでございますが。

最終的な結論としては、当初計画した実績、幕別町の場合ですと、例えば、700 トンなら 700 トン、

その実績をある程度クリアしていれば、それ以上のことについては、お互いの町村がどうしようともい

いのでないかというような方向に議論がなりつつあるというふうに認識しておりますので、そうであれ

ば、幾らかでも、私どもの町として、少ない形で出せれば、経費の削減にもつながるわけですから、そ

ういう観点からすると、今、千葉委員がおっしゃるとおり、今現在４円であるべきものを、新年度に向

けて何らかの形でもう少し検討する必要が当然出てくるのだろうと。その方向で新年度の予算に向け

て、今、編成をしていきたい。

もう一つには、そうなれば、今の協働のまちづくりの中の一つの事業として、これも含めて取り組ん

でいければなと。そんな方向で、今、考えていきたいというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） よろしいですか。

ほかに。

堀川委員。

○７番（堀川貴庸） 多少関連するところもあろうかと思いますけれども、212 ページ、２項の清掃費の

中の、これもどの節にちょっと分類されるかわからないのですけれども、資料の中では、資源の直接収

集の実施状況について、それぞれ記されています。

それぞれ分別が進みまして、ペットボトル、ガラス瓶、紙パックなど、それぞれ資源も分かれて収集

されているのですけれども、これは直接収集、例えばペットボトル 78.4 トンですと、それ以外にはあ

るのでしょうか。

78.4 トンがそれぞれ環境複合組合の方に、すべてまず共同処理されているのか、ちょっとお聞きした

いと思います。

それから、217 ページの 19 節負担金補助及び交付金の中の細節６生ごみ処理機の購入補助金、資料の

中でも生ごみ処理機は昨年度 56 戸の設置助成、あるいは電動生ごみ機も 81 戸の購入助成がされている

ようです。

これはそれぞれ 17 年３月末で、幕別の世帯で割っていくとどれぐらいの率普及していったのか、教

えていただきたいと思います。

また、非常にちょっと言葉からは意味がわからないものがありましたけれども、戻りまして、215 ペ

ージ、役務費の中の 23 番有料のごみ袋の損害保険料という言葉があったのですけれども、これは一体

何の損害を保険されているのかというのがちょっと目に見えませんので、これは説明を求めます。

○ 委員長（杉山晴夫） 質疑の途中でございますけれども、この際、４時 15 分まで休憩

○ いたします。
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16：04 休憩

16：13 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

町民課長。

○町民課長（田村修一） 堀川委員のご質問にお答えいたします。

はじめの、ペットボトル、決算資料の 56 ページにございます 78.4 トンという数字でございますけれ

ども、これはすべて町で収集した分でございます。

公区で、先ほど出ていましたけれども、資源回収の中では、ペットボトルほとんど現在のところお金

にならないので、ほとんど出ていないというような状況だそうです。

次に、生ごみ処理機の普及台数というか、普及率でございますが、はじめに、コンポストはこれまで

平成元年から補助を始めまして、累計で 1,545 戸普及しております。

これを平成 17 年３月 31 日現在の世帯数で割りますと、15.6％の普及率ということになります。

ただ、コンポストにつきましては、１件に２個まで補助を認めておりますので、中には２個持ってい

る方もいらっしゃいますが、平均で 15.6％ということでございます。

次に、電動生ごみ処理機の普及率でございますけれども、これは平成 13 年から補助を始めまして、

累計で 140 戸補助しております。

これも世帯数で割りますと、1.4％の普及率ということでございます。

最後に、有料ごみ袋損害保険料についてでございますけれども、これは平成 16 年当初、ごみ袋を町

で印刷して、作成して一時的に保管庫に入れておりました。これは、実は消防の裏の保管庫なのですけ

れども、非常に大量であったので、万が一盗難に遭ったときのために、盗難に対する保険をかけていた

ものでございます。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） 日ごろ本当にごみ行政に携わる職員の方々には、非常に苦労をかけているのではな

いかなというふうに思います。

先般も一般質問でごみの関連に関しては質問させていただいたのですけれども、いかにごみの減量を

していくかということが、やはりいろんな地球規模的に意義目的をもってやっていく上で必要になって

くるのかなと思います。

その資源ごみの収集に関して、町民の皆さんとの情報の共有という意味も含めて、例えばこのペット

ボトルでしたら、複合事務組合に行ったら、収集された後、どういうような経路をたどって、最終的に

リユース・リサイクルされていくのか。そんなような流れを今一度確認をしたいなというふうに思いま

す。

それから、ごみの減量化を図るためには、その生ごみ処理機、電動生ごみ機も、平成元年あるいは平

成 13 年から引き続き継続して行われているということで、今後の計画としてどういうふうな、普及率

でいけばどれぐらいまで普及をさせていく計画なのか。現時点で計画を持っていれば答弁を頂きたい。

若干難しいかとは思いますけれども、ごみの減量化とあいまって、なるべく相乗効果が出るような普

及率というものを恐らく設定されているのであろうというふうに思いますので、答弁を頂きたいと思い

ます。

あと、ごみ袋の損害保険料に関しては、今年度は発生しないということでよかったですよね。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 最初に、再利用の流れについてということでございます。

堀川委員が言われましたように、今後、町民の皆さまにどういう形で利用されるのかというようなこ

と、啓蒙というような意味で、広報などで何度かお知らせをしていきたいと思っております。

例えばという話で、ペットボトルでございましたけれども、ペットボトルにつきましては、現在、十

勝環境複合事務組合からくりりん、くりりんから容器包装リサイクル協会の方へ再商品化されるのに送
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り込まれておりまして、カーペットですとか作業服とか軍手だとか、そういうものに変わっているとい

うことでございます。

電動生ごみ処理機の普及の目標ということでございますけれども、申し訳ありませんけれども、現在

のところ、具体的な数値目標は立てておらなかったというのが正直なところでございます。

非常に効果があるものだということを認識しておりますので、これからも普及させていきたいという

ふうに考えております。

最後に、ごみ袋損害保険料につきましては、平成 16 年度は、先ほど言いましたように、大量に一括

して購入保管しておりましたので保険料をかけておりましたけども、17 年度からは保険料はかけており

ません。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） 最初のごみの再利用に関して、これも例えばの話で、ペットボトルの話で恐縮なの

ですけれども、先日、実は某新聞紙を見ていると、このペットボトルの再生といいますか、行き着く先

が実は海外へ流出していると。

もちろん地球規模で資源の再利用といいますか、再活用、有効利用というのは考えなくてはいけない

とは思うのですけれども、実際、幕別町でも費用をかけて収集をしておきながら海外へ資源あるいはエ

ネルギーを必要とする国へ流れ出てしまうということは、若干当初の意義目的と乖離してしまうのかな

というふうな、僕も懸念をしております。

その懸念を極論でいけば、住民の方々がもしそれであれば、分別をする意識の低下というのでしょう

か、モラルの低下を招いて、ごみ行政に携わる職員の方々の職務に対して障壁になってしまっては、こ

れからのごみ行政に対して、非常に心配ごとだなというふうに思っています。

協会に対して、いろんな注文をつけるわけにもいかないのでしょうけれども、2005 年度分の自治体か

らのリサイクル依頼量は、ちょっと調べてみたのですけど、17 万 7,000 トン。2004 年度の当初計画分

では、19 万 1,000 トンというふうに比べて、7.3％減ったようです。

これはなぜかというと、それぞれいろんな自治体が考えて、高く売れるところにやはり売ってしまお

うと。それも一つの考え方かなとは思うのですけれども、さっき言ったように、住民の方々が、ごみの

分別をするという気持ちを下げないような、ごみ行政というのは難しいのでしょうけれども、一体どん

なことが考えられるのかなと。あるいはまた、これを考えていかなくてはいけないのだろうなというふ

うには思うのですけれども、複合事務組合との兼ね合いもあろうかと思いますけれども、答弁を頂きた

い。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 実は、この例ということでペットボトルのお話が出ましたけれども、先ほど、

私、容器包装リサイクル協会へ商品化されるのに送り込まれるという話だったのですけれども、実は、

平成 16 年度に十勝管内にペットボトルの原料を製造する業者の工場ができました。

これは平成 16 年度にできましたので、平成 16 年度中はそんなに処理はしていないのですけれども、

そこへ組合から売却すると、キロ２円のお金が貰えると、買っていただけるということだそうです。

組合の方といたしましては、先ほどの海外に流出するとかということはちょっと別にしまして、でき

るだけそういう売ってお金になるもの、そういう方法に処理方法をシフトしていきたいという考えでお

りまして、今後は、そちらの方へペットボトルを売り払うという形が主流になってくるのかなと。例え

ばの話ですけども、そういうような状況でございます。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

４款衛生費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をもって終了させていた

だきます。

次に、５款労働費に入らせていただきます。

５款労働費の説明を求めます。

経済部長。
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○経済部長（中村忠行） ５款労働費について、ご説明をさせていただきます。

218 ページになります。

５款労働費、１項労働諸費、予算現額 1,689 万 7,000 円に対しまして、支出済額 1,671 万 9,340 円で

ございます。

１目労働諸費、本目につきましては、労働者にかかわる経費でございます。

21 節貸付金、細節１勤労者福祉資金は、労働者の福利厚生を図るため、運用資金を労働金庫に預託を

して貸付けをするものでございます。

平成 16 年度の貸付けは、７件 242 万 1,000 円の実績となっております。

220 ページになります。

２目雇用対策費、本目につきましては、雇用対策にかかわる経費でございます。

13 節委託料、細節５につきましては、季節労働者の雇用対策として、街路の清掃を実施したものでご

ざいます。

以上で労働費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 220 ページの２目雇用対策にかかわりまして、お尋ねをいたします。

平成 16 年度から季節労働者の援護制度が変わりまして、65 歳以上からしか受講ができないというこ

とになりまして、それまで受けられていた方が、私どもの押さえでは２割を超えて受講できなくなった

というふうに考えています。

その人たちに対する手立てというようなことを求めてきた経過があるのですけれども、実績としてど

うであったか。

65 歳以上の方について、町としての対応されてきたその実績ですね。これをまずお尋ねしたいと思い

ます。

それから同時に、この款とさらに他にもかかわってくるのですけれども、積極的な就労センターも含

めての雇用、雇用といいますか仕事の確保ですね。これらなどの取り組みの状況についてもお伺いした

いと思います。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 雇用対策関係でございますけれども、65 歳以上の雇用ということでござい

ます。

この作業賃金でございますけども、この中におきましては、約 11 名程度の方が登録されておりまし

て、その中で除雪等の作業をしていただいているところでございます。

また、車両センターの方でも予算を持っておりまして、その中では、ちょっと 65 歳以上の人数等は

不明でございますけども、その中で配慮していただきまして、極力優先的に採用していただくというこ

とでお願いしているところでございます。

ですから、先ほど、就労センターも含めての確保ということでございますけども、これらにつきまし

ても就労センターの方にお願いいたしまして、65 歳以上の方の雇用につきまして、なるべく採用してい

ただくように要請しているところでございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 16 年度から初めて取り組まれたことでありますから、11 名にとどまったのかなと

いうふうに思うのですよね。

これは自主的に呼びかけをされて、労働者の方から登録を申し出て、その方たちに仕事がまわったと

いうことなのだと思うのですけれども、現実的に仕事を求める人は、季節労働者の数というのは正確に

は押さえられてはいないのですが、帯広圏で 5,000 人、幕別だけでも 1,000 人まではいきませんが、か

なりの数がいらっしゃると。その中で、65 歳を超えた方たちが外されてしまったわけですから、当然、
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50 人、100 人という人数が出てくるわけですよね。

その中で、11 人だけであったということでありますから、もっともっと事業としては、それらの方た

ちに知っていただいて、仕事について頂くというか、努力をする必要があったのではないかと思うので

すよね。

それで、周知などについては、どんなふうにされたのか。そして、広報なども使われたのかどうか。

あるいは季節労働者の受講生にかかわってだけやった場合には、隔年受講なんていう方もいらっしゃる

ものですから、そういう方たちの漏れも生まれてこなかったのか。この辺も心配するところなのですが、

どのように取り組まれたのでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 周知の関係でございますけども、これにつきましては、冬期の講習を受け

られた方の中で 65 歳以上の人を対象といたしまして、企業組合、それと連合の方にお願いいたしまし

て名簿を提出していただきまして、その方々につきまして周知をしたというようなことでございます。

今後におきましても、前回の名簿等もございますので、それらに基づきまして、また周知をしていき

たいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 直接かかわられる団体にきちっと名簿を出していただくというのは、大変有効な手

立てだと思います。

ただ、先ほども申しましたように、今回は年齢で外されましたけれども、条件そのものも６カ月以上

の 11 日以上の雇用というのがございますね。

これがなかなかクリアできない。今、公共事業がものすごく下がっておりまして、そういう状況の中

でクリアできないで、たまたま受けられなかったというような状況もたくさんあります。

ですから、その名簿を提出していただくことと併せて、やはり全町民にきちっと知っていただく手立

てということになりますと、広報を通じてとかそういう形になるのですが、そういうカバーをする手立

ても一緒にとられて、多くの方の生活を支えるということに持っていくことが大事だと思うのですけれ

ども、その点はいかがですか。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 季節雇用労働者ということで、本町におきましては約 800 人ほどいるかと

思います。

その中の 65 歳以上ということで、40～50 人ぐらいかなと思っておりますけども、今言いましたよう

に、名簿等の方を周知したいなと思っておりますし、そのほかに、就労センターにおきましても、登録

をしていただいてやっておりますので、そういう中身も踏まえた中で、そういうこともできるのかなと

いうことで、できればお願いして、65 歳の人を特別に登録もしていただくというようなこともできるの

かなと思っております。

いずれにしましても、広報等でもそういう通知等ができるのであればしていきたいと思っておりま

す。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） いろんな周知の方法を、是非ご研究いただきたい、取り組んでいただきたいと思う

のですけれども、結局、わからなくてできなかったという状況も現実に生まれておりました。

それで、今、就労センターの絡みもおっしゃいましたけれども、季節労働者の方は、夏は働いていま

すよね。65 歳を超えた方は受けられなかったわけですが、当然秋口からの仕事というのは、就労センタ

ーでは不可能ですよね。

毎年２月だかに登録をされた方が、就労センターで仕事をする条件というふうになっていらっしゃる

と思うのです。

そうすると、どうしてもその狭間で受けられないというようなこともありまして、せっかくの事業で

すから、スタートの年として 11 人であったということではありますが、これがもっと拡大されていく
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ような手立てをより研究していただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 答弁はよろしいですか。

商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 今、どのようなことができるか、ちょっと検討していきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

５款労働費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をもって終了させていた

だきます。

次に、６款農林業費に入らせていただきます。

６款農林業費の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（中村忠行） ６款農林業費について、ご説明をさせていただきます。

222 ページになります。

６款農林業費、１項農業費、予算現額８億2,157万 5,000円に対しまして、支出済額７億9,737万 7,239

円でございます。

１目農業委員会費、本目につきましては、農業委員の報酬と経常経費でございます。

224 ページになります。

２目農業振興費、本目につきましては、農業振興にかかわる各種補助金、負担金、それに伴います事

務経費でございます。

226 ページになります。

19 節負担金補助及び交付金、細節 11 につきましては、町内の農業関係機関及び団体で組織いたしま

すゆとりみらい 21 推進協議会に対する補助金でございます。

細節 12 から 16、19 につきましては、各種借入金に対する利子補給補助金でございます。

細節 22 につきましては、幕別町農協のにんじん収穫期堆肥切替機の導入にかかわる補助金でござい

ます。

３目農業試験圃場費、本目につきましては、試験圃の管理運営にかかわる経費でございます。

230 ページになります。

４目農業施設管理費、本目につきましては、農業担い手支援センター及び味覚工房にかかわる管理運

営経費でございます。

232 ページになります。

５目畜産業費、本目につきましては、畜産振興にかかわる経費でございます。

19 節負担金補助及び交付金、細節 16 につきましては、家畜ふん尿処理施設の整備を促進する補助で

ございますが、平成 16 年度は５件の実績となっております。

234 ページになります。

６目畜産基盤再編総合整備事業費でございます。本目につきましては、生産性の高い酪農経営の育成

を図るため、草地の造成、改良事業や、堆肥舎等の整備にかかわる事業費でございます。

７目育成牧場費でございます。本目につきましては、牧場運営委員の報酬と育成牧場の管理運営でご

ざいます。

238 ページになります。

８目農地費、本目につきましては、国営、公団営、団体営事業等の償還金及び土地改良施設の管理に

かかわる経費でございます。

240 ページになります。

９目土地改良事業費、本目につきましては、土地改良事業費の負担金及び事務的な経費でございます。

242 ページになります。

19 節負担金補助及び交付金につきましては、細節６から 11 につきましては、道営畑総農道事業にか

かわる負担金でございます。
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244 ページになります。

２項林業費、予算現額 2,032 万 9,000 円に対しまして、支出済額 2,016 万 1,028 円でございます。

１目林業総務費でございます。本目につきましては、林業振興にかかわる経費でございます。

19 節負担金補助及び交付金、細節の 11 から 14 までにつきましては、民有林振興にかかわる補助金で

ございます。

246 ページになります。

細節 12 除間伐推進事業につきましては、3.56 ヘクタール。

細節 13 につきましては、公費造林推進事業は 47.97 ヘクタール。

細節 14 地域活動支援交付金につきましては、947.98 ヘクタールの実績となっております。

以上で農林業費の説明を終わらせていただきます。

どうぞよろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ６款農林業費につきましては、質疑がないようでございますので、以上をもって

終了させていただきます。

次、７款商工費に入らせていただきます。

７款商工費の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（中村忠行） ７款商工費について説明をさせていただきます。

248 ページになります。

７款商工費、１項商工費、予算現額４億 5,558 万円に対しまして、支出済額４億 5,520 万 8,169 円で

ございます。

１目商工総務費、本目につきましては、商工行政にかかわる経常経費でございます。

２目商工振興費、本目につきましては、商工振興と中小企業融資にかかわる経費でございます。

250 ページになります。

21 節貸付金、細節１につきましては、町の中小企業融資のための原資を町内金融機関に預託をするも

のでございまして、金融機関は委託金の３倍を融資枠としております。

平成 16 年度の融資実績は 241 件、６億 3,230 万 7,048 円となってございます。

３目消費者行政推進費、本目につきましては、消費者行政に対する経費でございます。

７節賃金、細節４につきましては、専任の消費者生活相談員にかかわるものでございまして、平成 16

年度の相談件数につきましては 292 件で、うちクーリングオフが 17 件、斡旋解決が 13 件となっており

ます。

４目観光費、本目は観光物産行政にかかわる経費でございます。

252 ページになります。

５目特産品開発費、本目につきましては、特産品開発にかかわる経費でございます。

６目企業誘致対策費でございます。

19 節負担金補助及び交付金、細節３につきましては、企業が事業所を新設・増設した場合に、土地を

除きます固定資産税相当額を補助するものでございまして、16 年度の実績は 12 社となっております。

以上で、商工費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 250 ページの５目の消費者行政推進費についてお尋ねをいたします。

消費相談の実績について、ただいまご説明を頂いたのですけれども、この実施に当たりまして、幕別

町は専任の指導員の方が幕別町の会場と札内の会場を両方それぞれ時間、曜日の配分をしながら行って
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おります。

以前に、昨今そういう相談件数が非常に増えていることから、もっと拡大して行えないのだろうかと

いうお尋ねをしたことがあるのですが、そのときに、なかなか町としては難しいので十勝支庁と、ある

いは帯広市との連携のもとで改善をしていきたいというお答えでありました。

ところが、その後、十勝支庁の方が道の事業でこの相談事業そのものから撤退ではないのですが縮小

をしていくということがありまして、この面で拡充が見込めなくなったのではないかなというふうに思

うのです。

それで、今の時点として、この事業に当たってどんなふうに拡充するためにお考えになっているのか、

伺いたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 十勝管内で連携しながら、いろいろ消費相談に取り組もうということで、

いろいろ帯広市等とも相談しながらやってきたところなのですが、今、委員が言われたように、十勝支

庁の相談所がなくなって全道一本になると。

また、それに伴いまして、相談員は配置されるような動きになっておりますけども、まだちょっとは

っきりしておりません。

また、帯広市につきましても、曜日等がちょっと幕別町とも違っていると、そういうようなこともご

ざいまして、いろいろ連携しながらと言いましても、ちょっと難しいような関係になってきております。

いずれにしましても、この問題につきましては、非常に大事なことでございますので、これからも連

携といいますか、充実できるように進めてまいりたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 充実の方向なのですけども、一つはやはり十勝圏での十勝支庁の撤退というのは、

これは大変影響が大きいといいますか、幕別町の方も直接行っていらっしゃる方、実績どのぐらいある

かわかりませんけれども、町民の方からは直接の利用をしていることも聞いておりました。

ですから、今の状況の中で、そういう事業をやめてしまうということ自体が非常に乱暴だなというふ

うに思いまして、これはきちっと十勝支庁の窓口も引き続き実施されるように求めていくことが大事で

はないかなというふうに思うのですけれども、まずその考え方も伺いたいのですが、もう一つは、やは

りそうであるならば、連携が難しいということであるならば、この相談といいますか、いろんな内容が、

相談の中身はここにも資料にもありますけれども、いろいろ広がってきていると思うのですよね。

相談したい人の数はどんどん増えていると思うのです。

そうなってくると、うちの町としてできることは、今の指導員の方の時間の配分の変更ですとか、あ

るいは曜日の組合せの変更とかによりまして、それぞれの相談時間を拡張することが可能なのかどう

か。

可能であれば、やはりそういう方向に向けるべきだというふうに思うのですけれども、どうでしょう

か。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 十勝支庁の関係でございますけども、これは相談所ということで、毎日と

いうことではなくて、週何回かを開いているそうでございます。

月曜日から金曜日までびっちりいるということではなくて、週に３回なり４回なり、相談所として開

設しているということでございまして、これらについて道としてはやめるということで、全道一本にし

たいということでございますけども、その前段といたしまして、支庁としては消費相談員を配置すると。

ちょっとこの中身については、１週間びっちりなのか、どういうことなのかちょっとわかりませんけど

も、とりあえず相談員は配置する方向でいっているようでございます。

ですから、支庁としては、当面としてはなくすということでなくて、相談員を配置されるというよう

なことになっております。

それで、本町については、今、ご存じのように、火・木については幕別と。月・水・金については札
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内支所の方で実施しているところでございます。これらについては、時間が１時から４時までというよ

うな中で実際しているところでございます。

この相談につきましては、振り込め詐欺だとかいろんな問題等というのは３時前がいろんな状況が出

てくるという中で、やはり午後の体制が一番いいのかなと思ってございます。

午前中からずっとすればいいのでしょうけども、実際に 292 件というような中で、１日にしますと約

１件程度の相談ということでございますので、今のところは午後からでも問題はないのかなと思ってい

るところでございます。

ですから、これから相談の中身もいろいろ分析もしていくところもございますし、また出前講座等を

開いてやっているところでございまして、この振り込め詐欺等におきましても、低年齢化といいますか、

10 代、20 代につきましても結構きているというようなこともございますので、これらについても、学

校に出向いて出前講座もやっているというようなことでございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） こういう悪徳商法といいますか、そういうのに被害に遭われている方たちの年齢層

というのは、だんだん広がってきていまして、今、課長がおっしゃるように、携帯電話等を使って、小

中学生から始まりまして、そしてお年寄りの訪問販売等とかというのがあるのだと思うのですけれど

も、もちろん振り込め詐欺も最近多いことなのですが、学生さんや何かが、午後からの部門で、事業が

終わって相談するとかそういうのは午後で十分だとは思うのですけれども、やはり早い対応ということ

ですよね。

これは、とにかくこういう事件が何時にあるから午後でいいのだ。３時に多いからそれでいいのだと

いうのではなくて、そのときすぐできる人、あるいは家族、いろんなかかわりの中で相談に来られると

いうことになれば、早い対応というふうに対処しようと思えば、やはり開設時間がもっと長くなるとい

うのがいいと思うのですよね。

特に、お昼休みなんかについても、働いていらっしゃる方なんかについての相談もしたいのだという

声もありまして、そんなことの対応ももうちょっと幅を広げてやれる状況をつくるべきだと思うので

す。

十勝支庁の方が、いろんな声がありまして、全く撤退はしないということではありますが、しかし、

今までと同じような相談を行っていくということではないですよね。

そうなれば、やはり手立てが必要と思うのですけれども、再度どうでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 経済部長。

○経済部長（中村忠行） 中橋委員が言われていることは十分理解はしているつもりですけれども、限ら

れた中での相談業務ということでございますので、その中では十分専門に、知識を持った相談員が対処

していただいておりますけれども、それ以外につきましても、今言ったように、町の職員が連絡を受け

て知らないということではないので、当然、それなりの対処は時間を置かずきちっと対応をしておりま

すので、その辺でご理解いただきたいというふうに思います。

また、支庁につきましても、今言ったような対応で、大変残念なことではございますけれども、道と

市町村の役割の分担がはっきりしてきたということでございますので、それはそれとして、町としても

十分それに応えられるような相談員体制について、考えていきたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 職員の方も対応していただいて、連携プレーでやっていただく以外ないのだろうと

は思うのですけれども、そのすみ分けがはっきりしてきた、道の役割と町との役割と。

十勝管内でも幕別町のように、専門相談員を置いて、きちっと対処されているというところは少ない

ということで、他の町村よりはきちっと取り組みが進んでいるというふうに、それは認識をしておりま

す。

ただ、事件が本当に広がっているだけに、すみ分けということで、十勝支庁がいろいろあっても後退

をしていっている現状でありますから、そこはやっぱりフォローするというのが大事だと思うのですよ
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ね。

それで、確かに町の方もやっていただいているのですが、相談窓口が曜日によって、きちっとお知ら

せでも知らされておりまして、専門員の方たちがこのときというのは、もう住民の方たちも十分承知し

ていますので、その時間に行くということが多いと思うのです。

ですから、そうなってくると、職員の方にも直接というふうになっても、やはり指定された時間にき

ちっと行って相談するというふうな、それは制度として設けられているわけですから、そこを拡充する

ことの方が、より被害を防いでいけるというふうに思いまして改善を求めたわけです。

どうですか。

○委員長（杉山晴夫） 経済部長。

○経済部長（中村忠行） 先ほどから同じような答弁となりますけれども、限られた時間の中で、それら

の業務を進めていくということでございます。

また、逆にそういうような被害に遭わないような予防対策も、特に相談員による出前講座等もそこに

書いてありますけども、１年 12 回、何百人の人が対象になっておりますけども、そういうことにも十

分配慮しながら、これからの体制を考えていきたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） ページ数は 251 になるのですが、２目の 19 節、細目６でございます。

パークプラザについて、若干お伺いをしたいというふうに考えております。

それから、もう一つは観光問題で、253 ページの４目、19 節の７観光物産協会補助金等についてお伺

いをしたいと思います。

このプラザにつきまして、私が議員になって間もなくだったのですが、11 年でしたか、相当の論議を

して幕別町の駅前に必要だということで、多額の経費をかけて新設をしたわけですが、その負債が恐ら

く 30 年までに、町では補助を、16 年度には 2,000 万円ですけれども、続けていくという状態にあると

思います。まちおこしについて、この建物がいかに重要であったかということについては、論議の結果、

結論を得たわけですから、そのことを生かしていく必要があると思いますが、近年、いろいろお伺いす

るところによると、あの施設がどれだけ活用されているかということが、いろんな意味で問題視されて

いるところがあります。

幕別に入って、駅を降りて、素晴らしい施設があるということについては理解されているわけですけ

れども、あれがまちおこしのためにどのように活用されてきたのか。

それから、これからもさらに負債を抱えながらも、どうこれを運用していくのかと。町民のためにど

う生かしていくのかというあたりが非常に大きな問題ではないかと思いますが、その件について、今後

の見通し等を含めて。

それから、利用している頻度が現在どれぐらいなのか、そこら辺を含めてお伺いをしたいと思います。

それから、２点目の観光物産協会への補助でございます。

これは 800 万円ほどありますが、これについてはいろいろ調べてみますと、過去に補助金として 100

万円ぐらいから、これは物産協会への補助という形できたわけですね。

それからもう一つは、観光物産の開発だろうと思います。

そういった意味で、負担金として 600 万円ほどずっとかけてきたわけですけれども、これが 16 年度

になって二つ合流して、合流というのかちょっと言葉がわかりませんが、二つを一緒にして補助金とし

て 800 万円支出をしているわけです。

このことによって、今まで長い間、この補助金問題はいろいろと問題点があるわけですけれども、特

にまちおこしの中で、非常に大事なものだろうと。私も止若時代から幕別に住んでいるものですから、

何とかして町の活性化を願ってきたわけですけども、これらの補助を活かして、観光的な面をどのよう

に今まで生かされてきたのか。その成果がどうなのか。

これからやはり、幕別は自然の観光というのはなかなかできない。とすると、人為的にどういうふう
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な形で将来の観光について考えていかれるのか。そこら辺も含めて、考えがあればお伺いしたい。

それから、この物産についても、幕別の物産は何だと聞かれると、なかなかぱっと出てこない。ある

ときには大根が出てきたり、最近ではそば関係と、いろいろと売っているわけですけれども、そこら辺

がはっきり出てきていないということが、一体どこに問題があったのかということです。

それからもう一つ、観光についてはくどくなりますけれども、実はパークゴルフは幕別が発祥の地と

して全国に名を広げてきているわけですが、最近、たまたまパークゴルフ場に行くと、バスである旅館

からツアーが来て１日楽しんでいく。あれは幕別に何かプラスになっているのかなというようなことも

感じながら、幕別の観光、何とかならないのかという思いを常にしているわけ。

そこら辺を含めて、将来の見通し等を含めてご答弁をいただければというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 経済部長。

○経済部長（中村忠行） ２点ほどありますけど、最初に私の方からパークプラザの関係について、お話

をさせていただきたいと思います。

まずパークプラザの目的、位置付け、利用等についてのご質問だと思いますが、ご存じのように、幕

別駅前の活性化と活気ある商店街の形成というようなことで、コミュニティ施設として商工会の事務所

と複合した建物を平成 11 年に建設をしたところでございますけども、実際に今使われている状況でご

ざいますが、商工業者あるいは地域の住民、各種団体等の文化活動等に活用されている、又は集う場所

として利用されていると。

それから、子どもたちあるいはお年寄りが交通機関の待合い、あるいは知人・友人などの待合いなど

にロビーなどを利用されているというのが現状でございます。

数字で申しますと、利用状況につきまして、平成 14 年では、これは商工会の方で調査した数字です

が、１万 2,449 人、15 年度は１万 3,394 人、16 年度は１万 5,155 人と。これは全部施設の利用でござ

いますけども、数字が若干増えていっているというようなことから、そういうような利用がなされてい

るということでございます。

今、佐々木委員が言われますように、この効果が将来的にどうなるのだということでございますけれ

ども、いってみれば、あくまでも駅前の活性化に寄与する施設として建ったわけですから、それらに寄

与するための手立てを、これからパークプラザの活用については、商工会あるいはそれぞれ運営協議会

などとさらに協議を進めながら、よりよいパークプラザの運営を目指していきたいですし、また、現状

としては大変車社会にあっては、大型商業施設の建設などがあって、大変商工会等も苦しい状況にあり

ますけれども、それぞれ商工業者それぞれ個人が努力をしながら、駅前の活性化に努力を、町と一緒に

進めたいというふうな意気込みではございます。

○委員長（杉山晴夫） 商工観光課長。

○商工観光課長（熊谷直則） 観光協会と物産協会につきましては、平成 16 年にそれぞれ観光と物産協

会が一体化になった方がいいのだろうというようなことで統合したところでございます。

本町の観光につきましては、やはりいろいろ施設等、またいろいろなものがございますけれども、い

ろんな経済的な効果なり、それなりの効果もあると思ってございます。

その中で、物産の関係、幕別の物産につきましてはどういうものかというような話でございますけど

も、当然、幕別については農業といいますか、それが主なものであろうと思っております。そのほかに、

いろいろ乳製品といいますか、バター・チーズ等もございます。それと、きな粉・大豆・豆・そば等々

があるところでございますけれども、それらにつきましては、本町におきましても、それらの物産につ

きまして、いろいろ宣伝等をしているところでございます。

パークゴルフにつきましても、当然ながら、道具等いろいろ PR をしているところでございます。

なかなか観光といいましても、これは非常に難しいものもございまして、その中で、観光協会の役員

等もいろいろ力になっていただきまして、いかに観光客等を町内に入れて、経済効果等にもっていくと

いうようなことでやっているところでございます。

それで、パークゴルフもそうでということでございまして、今、十勝川温泉からバスに乗ってきてい
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るところもかなり見受けられます。これらにつきましては、どのようなといいますか、降りてパークゴ

ルフだけやって帰るものなのか、それとも、それぞれ途中で降りてジュースだとかいろんなものを買っ

ていくものもあると考えております。

そういうことで、いろんな経済効果もあるのだろうと思っております。

ただ、このパークゴルフにつきましては、いろいろ普及をしていっているところでございますけども、

今後、今言われたような温泉等につきましては、観光協会といいますか、商工会の方でどうするという

ことには、ちょっと難しいのかなと思っているところでございます。

○委員長（杉山晴夫） 佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） 大方説明でわかったわけですが、特にパークプラザにつきましては、せっかくの

施設ですので、幕別行ってみようかと、電車で行って、駅に降りて、催し物こういうもの、文化ホール

がありますから、そちらの方に大方文化的な物はいっているわけですけども、やはりこちら本町の活性

化を含めると、そこら辺は多いに生かす必要があるのではないかと。

そこら辺の今後の見通しがあればお伺いしたいということと、それから、観光につきまして、来年の

ことを言うと鬼が笑うかもしれませんが、忠類との合併等があって、恐らく忠類の農業環境をどう生か

していくか、地域をどう生かすかということについて考えなければならないだろうと思いますが、そこ

ら辺を含めて、将来的に観光農業ということについては、町として考えているかどうか。

そういったことも含めて、今、盛んに都市近郊等含めて、農業というものを生かそうという動きが出

ております。

幕別はそういった意味で絶好のチャンスでもあるし、地域的にもいいのではないかというふうに考え

ますが、そこら辺の将来的な見通し等を含めて、観光・物産を含めて、もう少し突っ込んだご意見があ

れば、お伺いしたいと。

○委員長（杉山晴夫） 経済部長。

○経済部長（中村忠行） パークプラザの件ですけども、今後の見通しということでありますが、特効薬

というようなものはないと思っております。ただ、それらの努力をして、核施設として、活性化の施設

として十分活用できるよう、今後も関係機関等と協議を進めながら進めたいというふうに思っておりま

す。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 大変難しい問題であります。ご指摘にございますように、来年から忠類と合併して新

たな町になるわけであります。

私どもの町も忠類も同様に言えますことは、佐々木委員のご指摘のとおり、基本となる基幹産業は農

業でございます。

ですから、農業をうまく活用した中でどう観光に結びついていけるのか。前から議会でも議論になっ

ておりますグリーンツーリズムを含めて、幕別町としても一定の計画もようやく樹立もできました。

これからは、具体的に農業者あるいはグリーンツーリズムを推進しようとする団体等との協議を進め

ていかなければならないだろうというふうに思っております。キーポイントとなるのは、何と言っても

農業を中心としながら滞在型の観光がどう構築できるかということが、将来にわたっての私どもの町の

課題なのだろうというふうに思っております。

その点では、私どもの町にない酪農というのが忠類にはたくさんございますので、お互いが補完しな

がら、その辺のところを、将来に向けてどんな計画が立てられるのか。まさしく来年の合併に向けて、

十分それら検討させていただきまして、何とか滞在型の農業に結びつくように、町としても十分その辺

のところを関係機関とも協議をしながら道筋を立ててまいりたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 明日、公園管理のことでパークゴルフの件について聞こうと思ったのですけども、

今、佐々木委員の方から団体の利用の件についてお話がありましたので、一緒にお聞きをしたいという

ふうに思います。
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私も以前から我が町の温泉・ホテルでしたら、それはそれでいいのですけども、町外の温泉・ホテル・

企業が、営業の一つとして、パークゴルフ、ワンラウンド、ツーラウンドまわって、そして１泊２食付

きで幾らということで、営業の一つとしてやっていることを聞いております。

この間も私一緒にその人たちと、一緒の組ではなかったのですけど、後ろからついていろいろ聞くと、

今言ったような状況で、営業の一環としてやっているということで、ほかの町が有料化になっていると

いうこともありまして、ますますそういう傾向が強くなってくるのだろうと思うのですね。

個人で来られてプレーする分については別にどうってことはないのだろうと思います。

私は有料化にすれと言っているわけではないのですけども、やはり町民あるいはほかの人が見て、

何々温泉と書いたバスがどっと来て、そしてそこから降りてプレーされて、観光振興ということから考

えると逆行する話なのですけども、町で買物するとかそんなのではなくて、ゴルフ場までバスで来て、

終わったらそのバスに乗ってまたホテルへ帰るというような現状だというふうに思うのです。

今後の問題ですけども、もちろん１回幾らと取るわけにはいきませんので、私どもの町は無料という

ことですから、ただ、何らかの方法を一考私は講じる必要というか、検討する必要があるのだろうとい

うふうに思うのです。

例えば、緑化基金、今持っているわけでありますけども、それは目的があって、受け入れる先も限定

していますから、ですから、その辺をいじりながら、その基金に協力金というのでしょうか、１回幾ら

ということではなくて、年間、例えば金額の多寡は言いませんけども、そういう形で、何がしかの整備

というのでしょうか、そういったものに協力をしてもらうというような手立ても考えていく必要がある

のでないかと思うのですけども、いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 西尾助役。

○助役（西尾治） 前にも同じご質問で、議会の方でお話がございまして、その分に関してのみ有料化す

ることはできないのかというようなご指摘も頂いたことは記憶しております。

その際の答弁の中でも、なかなか区分けするのは難しいのかなと。ある特定の者だけを有料化すると

いうようなことも、多分条例では大変難しい問題があるのだろうと。当面、発祥の地であるので、まず

は大いに普及をしたいというようなご答弁をさせていただいたというふうに記憶しております。

確かに、そういう実態、私も見ておりまして、何となく町民の方からすれば割り切れないと。特定の

営利企業のために、町の公共施設を使わすのかという議論も一方であることは十分承知しております。

今、ここで具体的に、こういう形でこうできるかというのは、具体的な答弁はなかなか難しいとは思

いますけども、今言われますように、例えば札内川ゴルフ場を利用していただいている方については 100

円ずつ寄附金を町の方に頂いているという実態もございますので、それを一つのヒントとしながら、特

に営利としてやっておられる企業の方々に、どんな形で町の方に協力をいただけるのか。さらに具体的

にその辺のところを詰めさせていただいて、何らかの方法があれば、そういう協力を求めるような姿勢

というのは、私どもとしても考えていく必要があるのかなという思いでおりますので、今しばらく、具

体的な手法についてはお時間を頂きたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ７款商工費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

この際、お諮りいたします。

本日の委員会はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、本日の委員会はこれをもって閉じたいと思います。

なお、明日の委員会は、午前 10 時から開会いたします。

17：12 散会
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議事の経過

（平成 17 年 10 月 26 日 ９:57 開会・開議）

［開会・開議宣告］

○委員長（杉山晴夫） それでは、昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開会いたします。

８款土木費に入らせていただきます。

８款土木費の説明を求めます。

建設部長。

○建設部長（高橋政雄） ８款土木費につきまして説明をいたします。

254 ページをお開きください。

８款土木費、１項土木管理費、予算現額２億 1,596 万 5,000 円、支出済額は２億 1,430 万 2,244 円で

あります。

１目土木総務費、本目は町道の維持管理に係る臨時職員の賃金並びに車両センター施設の管理経費が

主なものであります。

次に、256 ページにまいりまして、２目土木車両管理費、本目は町道管理に要する直轄車両２台分の

管理経費であります。

３目道路管理費、本目は町道の維持管理に要した経費でありまして、町道の維持管理料及び除排雪機

械の借上料が主なものであります。

258 ページにまいりまして、13 節委託料のうち、細節６の町道支障木伐採委託料は、国の緊急地域雇

用創出特別対策推進事業の 100％補助を受け、町道 17 路線及び公園９カ所の支障木伐採に要した経費で

あります。

また、14 節使用料及び賃借料につきましては、３月 29 日の降雪に対応する経費でありまして、年度

末でありましたことから、予備費 390 万 7,000 円を充用させていただいたところであります。

４目地籍調査費、本目は 16 年度より着手いたしました地籍調査の途別地区の一部、5.24 平方キロメ

ートルの三角測量と多角測量に要した経費が主なものであります。

260 ページにまいりまして、８款土木費、２項道路橋梁費、予算現額６億 6,995 万 8,000 円で、支出

済額は６億 6,717 万 6,579 円であります。

１目道路橋梁総務費、本目は土木課所管の経常的な管理経費でありまして、主なものといたしまして

は、７節賃金は 88 カ所の樋門管理人の賃金であります。

13 節委託料、細節５は道路台帳修正に係る委託料。

細節６は、普通河川敷地、号線敷地に係る国有財産敷地の無償譲与申請に係る資料作成に係る委託料

であります。

14 節道路用地借上料は、札内西和線などに係る６件の用地借り上げに要した費用であります。

262 ページにまいりまして、２目道路新設改良費、本目は町道の改良舗装整備に要した経費であり、

管理事務費のほか、13 節の委託料では札内南北線調査設計など５件の調査・設計を実施したものであり

ます。

264 ページにまいりまして、15 節工事請負費では 12 件の工事を実施しており、国庫補助事業で実施

したものが幕別札内線防衛施設周辺整備工事など３件、地方特定道路整備事業では千住 11 号線など７

件であります。

17 節公有財産購入費では、札内西大通、札内鉄道南沿線通り、千住 11 号線など道路整備に伴う用地

買収費が主なものであります。

19 節負担金補助及び交付金では、札内駅南北線工事に伴う JR への負担金であります。
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22 節補償補填及び賠償金につきましては、札内鉄道南沿線通り及び札内西大通に係る水道管・家屋等

補償費が主なものであります。

３目道路維持費、本目は土木課所管に係る町道維持補修に要した経費でありまして、13 節委託料では、

緊急地域雇用創出事業による千住川の河川環境整備委託料。

14 節使用料及び賃借料は、相川地区３地区の道路側溝の土砂上げに借り上げしたバックホーなどの経

費であります。

266 ページにまいりまして、15 節工事請負費の細節１道路舗装補修工事は、猿別川西線など 48 工事。

細節２乳剤防塵処理工事は、温泉北通りなど 10 路線、934 メートル。

細節３道路補修工事は、南勢新和線など 69 工事。

細節４道路維持工事は、区画線工事 32 工事などが主な内容であります。

４目橋梁維持費、本目は町管理の橋梁の維持管理費と十勝中央大橋の管理費負担金であります。

なお、道路事業の16年度の実績は、道路改良が1,1029.54メートル、道路舗装につきましては1,126.46

メートル、歩道整備につきましては 1,000.2 メートルとなっております。

次に、３項都市計画費、予算現額９億 627 万 9,000 円で、支出済額は８億 8,373 万 1,263 円であり、

翌年度繰越額が 2,229 万 8,000 円となっております。

１目都市計画総務費、本目は都市計画に係る経費でありまして、都市計画審議会は３回開催しており

ます。

268 ページにまいりまして、13 節委託料につきましては、例年実施しております都市計画図作成及び

区域区分変更に伴う委託料のほか、札内西地区の公園整備に係る事業効果算定の委託料などでありま

す。

15 節工事請負費につきましては、国道 38 号線の札内地区の公共サインの修復工事に要した費用であ

ります。

19 節負担金補助及び交付金につきましては、帯広圏広域都市計画協議会のほか各種協議会などの負担

金であります。

28 節繰出金は、公共下水道会計への繰出金であります。

２目都市環境管理費、本目は各種公園並びにパークゴルフ場などの維持管理及び施設補修に要した費

用であります。

270 ページにまいりまして、13 節委託料では細節５の公園清掃管理が主なものであり、26 カ所の公園

のほか、フラワーガーデン、果樹の管理に要した費用であります。

272 ページにまいりまして、15 節工事請負費、細節１は 15 カ所の公園の遊具補修。

細節２では、豊町西公園のトイレ水洗化。

細節５では、本年９月に供用開始いたしましたのぞみ公園用地にありました新田社宅１棟４戸建て３

棟の解体工事に要した費用であります。

３目街路事業費、本目は街路事業に要した事務的経費であります。

274 ページにまいりまして、13 節委託料の細節５は北栄大通ほか１街路の土地評価。

細節６は、同じく北栄大通ほか１街路の用地確定及び補償物件調査に要した費用であります。

15 節工事請負費は、道道幕別大樹線の工事に併せて照明灯の設置に要した費用であります。

17 節公有財産購入費につきましては、北栄大通に係る２件の用地買収費で、うち１件は 17 年度に繰

り越しをしております。

22 節補償補填及び賠償金の細節１につきましては、北栄大通ほか２路線の７件の物件補償に要した費

用であり、うち２件は 17 年度に繰り越しをしております。

細節２につきましては道事業の受託費でありまして、札内南大通の１路線の５件の用地買収に要した

費用であります。

次に、４項住宅費、予算現額２億 9,585 万 9,000 円で、支出済額は２億 9,254 万 879 円であります。

１目住宅総務費、本目は住宅関係事務の臨時職員並びに嘱託職員賃金と事務的経費に要した費用であ
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ります。

276 ページにまいりまして、２目住宅管理費、本目は町営住宅 686 戸、道営住宅 290 戸の維持管理及

び修繕などに要した経費であります。

１節につきましては、審議会１回の開催に係る報酬であります。

７節は、町営住宅 29 人、道営住宅 14 人の管理人賃金であります。

11 節の細節 40 修繕件数は、町営が 207 件、道営が 115 件であります。

278 ページにまいりまして、13 節委託料は、道営若草団地５自治会に対する駐車場の管理委託料であ

ります。

15 節工事請負費に係る整備工事の主なものとしましては、屋根塗装、集合煙突改修、取水栓取替えな

どであります。

３目公営住宅建設事業費、本目は公営住宅の建設・解体・建設用地の取得並びに事業の事務的経費に

要した費用でありまして、13 節委託料は本町２団地２棟 12 戸の建設に係る管理及び旭町東団地基本実

施設計に要した費用であります。

280 ページにまいりまして、15 節工事請負費は本町２団地２棟 12 戸の建設、南団地３棟８戸の解体

に係る工事費であります。

17 節公有財産購入費は、本町２団地建設に係る用地取得費用であります。

22 節につきましては、公住入居者 15 戸分の移転費用であります。

以上、８款土木費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

野原委員。

○３番（野原恵子） 271 ページです。２目都市環境管理費の 13 節の５番公園清掃管理委託料。この点に

ついてお伺いいたします。

今のご説明では、今、幕別町には 82 の公園があります。その中で、26 カ所の清掃管理委託料という

ふうにお聞きいたしました。

この中では、街区公園ですとか児童公園は公区で清掃管理しているところもありまして、そこができ

ないところでは町で管理しているというふうに、私は認識しております。

今日お聞きしたいのは、町で管理している公園なのですが、この公園の管理、どのような状況で管理

しているのか。例えば、樹木や何かの管理ですとか、パークゴルフの管理、それからそこにかかわる樹

木の管理。そういうところがどのようにされているかというのが一つお聞きしたいと思います。

その中で、町民に協力もお願いして管理できる部分もあるのではないかというふうに思うところです

が、そういうところはどのような状況になっているか、お聞きしたいと思います。

この中で、枝の剪定ですとか樹木の管理ですとか、そういうところをしっかりされていない部分もあ

るというふうに、私は見ております。

例えば、明野ヶ丘公園なのですが、あそこは、芝はきれいに刈っているのですけれども、樹木の剪定

や何かはしっかりされていない部分があります。

シャクナゲですとか、そういう木も植わっているのですが、剪定や何かも十分でなくて、その剪定も

きれいにされれば、春・夏・秋と公園をきちっと楽しむ部分が多くなるのではないかと思います。

今、森林浴が非常に注目されておりまして、そういう管理がされますと、散策コースとしても十分に

利用できる公園ではないかと思います。

昨日、佐々木委員も町の観光になるようなところはどのように見通していくのかという質問もあった

のですが、町全体の公園の管理ですとか、そういうことをきちっと見直していく中で、観光コースにつ

ながる部分もあるのではないかというのが１点と、それから、地域、地域に根ざした公園がしっかり管

理されていくことで、歩いていける、歩いて利用できる、そういう公園が増えることによって、健康増

進にもつながるのではないかと思います。
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パークゴルフも今さまざまありますけれども、大きいパークゴルフは競技用などに使われております

けれども、地域にある小さい公園というのは歩いていけるところで、本当に高齢者ですとか子どもです

とか一緒に利用している部分がたくさんあります。

明野ヶ丘公園も、歩いていける公園というところでは、非常に町民が利用しているところではないか

と思います。

あと、札内の方でも人口が増えていく中で、その地域の中に歩いていけるパークゴルフ全体を見直し

て、偏るのではなくて、全体を見渡した場合には、どういうところでその利用できる公園が造成されて

いくのか。そういう見通しもこれから持っていかなければならないと思うのですが、その点についても

お伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 車両センター所長。

○車両センター所長（森範康） 公園の維持管理についてのご質問だとお伺いいたしました。

一つ目に、公区にお願いしている公園のほかの町で管理している公園の維持管理がどのようになって

いるかということが１点と、それから、公園の中の樹木の剪定の作業がどうなっているかと。最後に、

全体的な公園の連動性というのでしょうか、そういうお話だったかと思います。

まず１点目の公園の管理につきましては、今お話がありましたように、59 カ所の公園につきましては、

公区に管理をお願いしているところであります。そのほかの 18 カ所、主に大規模な公園ですけれども、

これらについては業者委託により芝刈り・清掃を委託しているところであります。

２点目の樹木の剪定につきましては、今お話がありましたけれども、委託業務の中に剪定作業という

ものまで入っておりませんので、車両センターほか、就労センターにお願いしまして、枝払い等々を行

ってきているところでありますけれども、基本的に大きな樹木を剪定するということになりますと、ま

た別な作業で進めていかなければならないというふうに考えているところであります。

ちなみに、公区にお願いしている公園につきましても、先般、一般質問でご質問いただきました明野

ヶ丘公園につきましても、今年の夏以降にそれぞれ公区からの依頼があったと。それから明野ヶ丘公園

につきましても枝払い等々の作業を行ったところであります。

ただ、まだまだほかの公園につきましても、樹木の剪定なり枝払いが必要なところがございますので、

それは現場を確認しつつ対応させていただきたいというふうに考えています。

そのほかに、森林浴を含めた公園全体のつながりということですけれども、これらにつきましては、

公園を利用される住民の皆さま方が、そこでゆっくりと過ごせるような場所を提供するのが公園の目的

だと思いますので、今後、どのような手法で連動性をもっていけるのかということについては検討させ

ていただきたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 今、芝刈りとかそういうところは業者にお願いしていると。

それから、剪定や何かは車両センターでしているということでした。

これから、森林浴ですとかそういう健康増進とかそういうところにつながっていくところは検討して

いくというふうに受け止めたのですけれども、そのときそのときでなくて、10 年 20 年を見据えた上で

の公園づくりということも考えていかなければならないと思うのですね。

そういう樹木の剪定とかそういうところでは、本当にきちっと剪定されれば、きれいに咲いて本当に

楽しめる。そういうことがありますので、見通しをもった公園づくりということも考えていかなければ

ならないと思います。

その点はどのような見通しで、この公園をこれから管理し、きちっとした、町民が誇りに思える公園

づくりをしていくのかというふうなところがちょっと見えないのですが、他町村で観光客が来ていると

ころの公園とか施設では、施設だけではなくて、外構工事、芝とかそういうとこも含めてきれいに管理

されて、本当に楽しめる、そういうふうにつくられているのですね。

だから、そういうところの見通しももって、公園というのはつくっていかなければならないと思いま

す。
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その点もう一度お聞きしたいと思います。

それから、パークゴルフなのですが、今、大変町民が利用されている。一方では、競技や何かで本当

に上手な方が利用されているというのも一つあるのですが、本当にちょっと楽しみたい、近くに公園が

欲しい。そういう公園というのも、今ある施設を利用して、その中でつくっていくことができないのか。

そういうことも一つ町民から要望も出ているものですから、そういう点はどのようにお考えかというこ

とも一つお聞きしたいと思います。

それから、遊具なんかも、一般質問や何かでも質問されたのですが、本当にまだまだきちっと整備さ

れていないのですね。

本当にこれで子どもたちが遊べるのだろうかというような、そういうのも放置されてあるものですか

ら、そういう点をこれからどのように遊具の見直しや何かもしていくのかをお聞きしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 車両センター所長。

○車両センター所長（森範康） 公園全体の樹木の剪定の今後の見通しということと、それから、今ある

施設の中にパークゴルフ場を設置できないかということと、遊具の見直しという３点のご質問だったと

思いますけれども。

まず１点目の剪定についての今後の見通しですけれども、しばらく公園の中、剪定作業が行われてい

ないというのが現実かと思います。今後、公園全体を見た中での剪定作業の計画というものを考えなが

ら作業を進めていきたいというふうに考えております。

２点目の、今ある公園の中に、近くの人が気軽に行けるように、パークゴルフ場の設置をしてはどう

かというお話なのですけれども、これにつきましては、今、町で管理しているパークゴルフ場が 10 カ

所ございます。その中での利用をみまして、大体年間で、町外者も含めての数字なのですけども、全体

で 36 万人ほどのご利用を頂いているわけですけれども、現状の考えの中では、新たに今ある公園の中

にパークゴルフ場を設置するというような計画は現在持っておりません。

それから、遊具の見直しということなのですけれども、特に古い年度に設置されました街区公園の中

には、遊具も古くなり、それからペンキ塗りも必要な場所が当然ございます。

鉄製遊具のペンキ塗りにつきましては、特にすべり台とか剥がれてきて危険なヵ所につきましては、

毎年毎年ペンキを塗る作業を進めているところであります。

今後、新たに新しい遊具を設置するということは今のところ計画は持っておりませんけれども、例え

ば最近のコンビネーション遊具という、すべり台があり、ブランコがありという大規模な遊具ですと、

１基設置するのに 350 万円から 400 万円程度かかります。

そんなこともありまして、財政的なこともありまして、現状の遊具を補修しつつ、近くのお子さんな

りお母さん方にご利用いただければというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 今、公園の在り方ということで、樹木の剪定、そのことだけではなくて、どのよう

な公園をつくっていくかという見通しを持たないで剪定していくということでは、やはり１年１年とい

うことになるのではないかと思うのですよね。

10 年 20 年を見据えた公園をどのようにつくっていくのか。そして、それを町民に、また町外の人た

ちにもどのように活用してもらえるのか。そういう見通しをもった公園づくりをしていっているのかど

うか、その点をお聞きしたいと思ったのです。

○委員長（杉山晴夫） 建設部長。

○建設部長（高橋政雄） 町全体の都市計画公園についての設置計画、並びにその後、利用していただい

ている形の公園をどういうふうにして育てていくかというご質問かと思いますけども、実は、都市計画

公園につきましては、古くからは「みどりのマスタープラン」というものがありまして、現在も「みど

りの基本計画」という形で、長期的に計画をもちながら、市街化の拡大とともに併せて整備をしてきた

ところであります。

現在は、「みどりの基本計画」の中で、平成 15 年度に策定をいたしましたけども、総合的に町全体
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の公園の位置付けをしておりまして、大きな公園、いわゆる総合公園ですけども、本町地区であれば明

野公園、札内地区でありますとスマイルパークが総合公園の位置付けになっているわけでございますけ

ども、そのほかに中規模な公園ということになりますと、幕別でいけば止若公園、札内でいきますとい

なほ公園、そのほかにもう少し小さくなりますと若草南公園ですとか札内北公園という形で、大きなも

のから住宅地になります街区公園という配置計画をもって、都市づくりと併せて整備をしてきていると

いうとこでございます。

先ほどの総合公園につきましては、野原委員が言われるように、長期的に森を育てていくということ

で、開基 80 周年事業の中から、森を育てていこうという自然的な公園を育てていこうということで設

置をしました。

スマイルパークにつきましては、100 年事業の中で、札内地区の総合公園的な公園として、ある森も

生かしながら整備を進めようと、憩いの場をつくっていこうということで整備を進めております。

今、ご質問ありますように、樹木等の、明野の場合ですと伸びてきたときには随時きちんと芝と同じ

く樹木も伐採をして、憩いよくやっていってはというご意見かと思いますけども、かなりもう 20 年を

経過していますので、樹木も当初は小さかったものも大きくなってきているというところは、随時整備

を図って剪定なども、少ない経費の中ですけども、車両センター直にやったり、就労にお願いしたりと

いうこともありますので、今後におきましても、見通しが悪いとか暗いとかという部分にならないよう

に整備を順次進めていきたいなというふうに考えております。

公園、いろんな見方があろうかと思いますけども、やはり先ほど言いましたような、目的にあった公

園の中で、皆さんが利用していただくということが必要かと思いますので、その辺もパークゴルフの部

分、あるは森林浴的なところの部分も含めた中で、現場にあったような管理に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 今の明野ヶ丘公園なのですが、本当に管理したらいい公園になると思うのですよね。

ピラ・リもありますけれども、あそこに立ちますと本当に幕別町全体が展望できるのですが、残念な

がらあのパークゴルフ場にかかわるところの芝は刈ってあるのですが、樹木をきちっと育てて管理して

いけば本当にいい公園になると思うのですよね。

ですから、そこのところ、先の見通しをもって、公園をきちっとつくっていくということが、町民に

喜ばれる公園になるのではないかと思いますので、是非そこのところを長期の展望をもってつくってい

っていただきたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 答弁はよろしいですね。

ほかに。

中野委員。

○16 番（中野敏勝） 今の２目の都市環境管理の中で、273 ページですけれども、この 15 節それから 16

節、細節１と３、この部分について質問いたします。

この公園遊具修理工事というのがあるわけですけれども、子どもたちが安心して遊べるために、遊具

を常に良好な状態にするために点検をされていると思いますが、年間どのぐらい点検されているのか、

お伺いいたします。

さらに、緊急整備工事というのは、この３項にあるわけですけれども、これはかなりの金額を投入し

ておられますけれども、細部はどのような整備をされているのか、お伺いいたします。

さらに 16 節の果樹の苗のことなのですけれども、例年この 10 万円前後の金額を使って果樹を植えて

いるようですが、10 万円というと 100 本ほどの苗木が植えられるというふうに思うのですけれども、こ

の部分というのは枯れたところに補充しているのか、あるいは新規でどこかに植えているのか。これを

お伺いいたします。

この３点をお伺いします。

○委員長（杉山晴夫） 車両センター所長。
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○車両センター所長（森範康） 公園遊具の補修工事の内容とそれから緊急整備工事の内容、果樹の補植

の苗についてのご質問であります。

１点目の公園の遊具につきましては、春先にすべての公園を見回りまして、補修の必要なところをま

ず確認しております。その中で、春に早急に直さなければいけないものについて、公園遊具の補修工事

を実施したところであります。場所としては町内 15 カ所の遊具を補修しているところでありますけれ

ども、その補修の内容につきましては、ブランコの釣り輪が不具合であったものとか、それから複合遊

具の不具合があったもの。そういうものを直したところであります。

２点目の緊急整備工事につきましては、それぞれの 85 カ所の町内の公園の中で、例えば木製の椅子

が壊れているとか、芝を直さなければいけないとか、それから別に遊具の補修が必要なところ、そうい

うものの補修に要した経費であります。

３点目の果樹の苗についてでありますけれども、昨年度は 14 本の果樹を６カ所に補植いたしました。

原則として、新規ということではなく枯れた場所に植えたということであります。

○委員長（杉山晴夫） 中野委員。

○16 番（中野敏勝） １点目の遊具についてはわかりましたけれども、緊急整備工事ですけれども、これ

は様々な補修事業で使われているということで理解してよろしいでしょうか。

金額が非常に大きいものですから、かなり高価なものも取り替えられているという考えでよろしいで

しょうか。

さらに、苗木なのですけれども、14 本と言いましたよね。14 本で 10 万円ほど使うというのは、ちょ

っと高すぎるのではないかというふうに思うのですけれども、そのほかは使われていないのでしょうか

ね。

その辺、再度お伺いします。

○委員長（杉山晴夫） 車両センター所長。

○車両センター所長（森範康） １点目の緊急整備工事の関係ですけれども、公園の中の椅子とかそうい

うものの補修整備工事をしたということであります。

それから、２点目の果樹の苗ですけれども、果樹の苗代ほか、添え木の料金とか補植する人工費が入

っておりますので、10 万円で 14 本という数字になるということであります。

○委員長（杉山晴夫） 中野委員。

○16 番（中野敏勝） 一応理解はいたします。

苗木、買うだけでなく、ここに原材料というふうに書いてあるものですから、材料代かなというふう

に思ったのですけれども、それにかかわるところの費用というようなことで理解いたします。

遊具の件なのですけども、今、点検していると思うのですけれども、子どもたちが遊んでいる現状と

いうか、こういうところも常に点検する必要があるのでないかというふうに思うわけです。

なぜかというと、最近は遊具も多種多様化されて、すべり台一つにしても、今までですとそのまま滑

れるというような状態のものが多かったのですけれども、現在は筒状になっているものもあるわけで

す。その筒状になっているものの、すべり台だけを滑るのではなくて、上に乗ってしまうと。そういう

ような光景も見られるわけです。

そういうところに登らないような方策というか、そういうのもこれから必要でないかというふうに思

うわけです。

非常に危険性を感じて下ろしたこともあります。

そんなことで、こういう細かなことにも配慮をしていく必要があるのではないかというふうに思いま

す。

この点いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 車両センター所長。

○車両センター所長（森範康） お子さんが遊具を利用される際の危険防止というお話かと思いますけれ

ども、今、委員からお話のありましたすべり台の上だけでなく、昔からありますジャングルジムとかそ
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ういうものを含めて、いろんな公園の中に使い方によっては危険なものが多いと思います。

ただ、お願いいたしたいのは、小さなお子さんの場合は親もいらっしゃいますから、親御さんからも

目を配っていただきたいということはありますけれども、そのほかに、公園の中には危険な遊びをして

はいけませんという看板も設置されているところもありますけれども、時期を見まして、来年の春先に

なるかと思いますけれども、いろんな公園の紹介を兼ねて、公園の遊具で遊ぶときの注意について広報

紙等を使いまして多くの方に周知させていただきたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 274 ページの 22 節補償補填及び賠償金、１、２の街路事業物件移転補償並びに街

路事業用地補償費の決算が出ておられるわけですけれども、この札内南大通の事業は、平成 13 年から

始めたと思います。

そして、この完了が平成 19 年に終わるということを聞いておったわけですけれども、この事業が予

定通り完了するのかしないのか、ひとつお伺いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 都市計画課長。

○都市計画課長（田中光夫） ご質問の札内南大通につきましては、ご質問のとおり平成 13 年度から平

成 19 年度までの事業期間で整備を進めております。

しかし、現在までの進捗状況から平成 19 年度完成は大変難しく、今後の予算、用地補償の状況にも

よりますけども、最大平成 22 年ごろまでになる可能性があるというふうにお聞きしております。

そのようなことから、少しでも早く完成するよう、町といたしましては要請してまいりたいというふ

うに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 今、22 年までかかる予定だということになれば、まだ５年間あるわけですね。

そうすると帯広の弥生新道ですか、あれは聞くところによれば、あと２年か３年すると完了すると。

そういうことになれば、芽室から幕別まで道路が貫通するわけです。

したがって、前からもこの問題で協議をしていたのですけれども、今、アンダーパスを完了するべく

やっておるのですけれども、これは芽室から来る乗用でも大型車でも、これは長期の釧路方面に流れて

いく車が入ってくると思います。

そうすると、あそこにアンダーパスができても、あのアンダーパスをくぐって踏切を渡って、この旧

国道には入ってこないと思います。

したがって、そういう車がどんどん入ってきたら、あそこのあかしやとか泉町の住民は非常に、通学

道路も通るだろうし、非常に危険を感じるということで心配をしているということで、私は今、そんな

にかかるのであれば、当初、一遍に道路二つも採択もならないし、とりあえずこの南大通を採択して、

事業が始まってから、道道の移動ですね、これを並行して事業を進めていくと、こういう話であったか

と思いますが、その点はいかがかお伺いたします。

○委員長（杉山晴夫） 都市計画課長。

○都市計画課長（田中光夫） ご質問のみずほ以東の整備についてでございますけども、現在、幕別町で

やっていただいている事業、札内におきましてはアンダーパス事業、本町地区におきましてもオーバー

パス事業の整備をやっていただいているところでございます。

これが中で並行して、帯広環状線へのみずほ以東の整備、併せてやっていただくということに対して

は、やっぱりちょっと難しいのかなというふうには考えております。

それで、南大通完成後について、できるだけ早く整備に入っていただけるという形で、町としては要

請をしてまいりたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 今の課長の説明はよくわかるわけですけれども、時節柄ではありましょうけれども、

何としても幕別・札内としては、この環状線を１日も早く完成してもらわなければいけないと思ってい
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るわけですけれども、これはやはり精力的に、政治的にもこれを進めてもらって、あそこはいろんな問

題があって、当初計画しておった、あそこの橋を渡って工業団地に行くという、あそこは何か野鳥の会

とかがあって反対されているということも聞いておりますけども、いずれにしても環状線でありますか

ら、13 号の広域農道につながなかったら、この幕別～帯広～芽室の環状線が生きないわけです。

だから、そういうことについては、今からそういう計画だとか路線をいち早くやっぱり進めてもらっ

て、そして１日も早くということはわかりますけれども、また 10 年とか 20 年とかということになると、

非常に、先ほど申し上げました泉とかそういうところの人たちに迷惑がかかるということもありますの

で、ひとつ精力的に進めていただきたいと、このように思っております。

○委員長（杉山晴夫） 答弁はよろしいですか。

ほかに。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 276 ページの２目の住宅管理費につきまして、毎回公営住宅の入居状況について、

お尋ねしてきたところなのですが、あいかわらず募集といいますか、入居を求められる方が多数いらっ

しゃる状況にあると思います。

それで、平成 16 年度の募集状況について、あるいはその入居された人たちの状況について、伺いた

いと思います。

それと、住宅になかなか入られない要因の一つに、今うちの町は建替工事をずっと進めてこられまし

たね。これが落ち着いていかないと、緩和は難しいのかなというふうに思うのですが、町の住宅の建て

替えにつきましては、ずっとご説明いただいているところなのですが、併せまして、今、道のシニア住

宅の取り組みも進んでいると思います。

その見通し等についてもお尋ねしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 施設課長。

○施設課長（小野典昭） 16 年度の募集状況につきましては、25 棟の募集棟数に対しまして、応募件数

が 169 件ということで、倍率は 6.76 倍という状況になっております。

しかし、これは毎年いろんな機会に私申し上げておりますが、申し込み理由、要するに住宅困窮内訳

でございますけども、一番多いのが、現在入っている住宅の家賃が高いというのが大体 50％を占めてお

ります。

それから次に、今入っている住宅の設備等が不満だというのが約 20％前後ございます。

これらが本当に住宅に困窮しているのかという疑問点もございます。

その約 70％前後がそういう理由でございますので、仮にこれらを抜きますと、２倍程度の倍率になる

のかなというふうに考えております。

また、民間賃貸住宅等につきましても、毎年度約 50 棟程度ずつ建設されております。そうしますと、

本当に幕別町全体の住宅につきまして、本当に足りないのかということでございますけども、ほぼ充足

されている状況にはあるというふうに認識をいたしております。

それから、今委員が言われますように、公営住宅につきましては建て替えをメインで進めております。

そうした中で、今後、建て替えが終わった中で、新たなまた計画の中でどういうふうに住宅施策を打っ

ていくかということも一つのこれからの課題だというふうには思います。

それから、シルバーハウジングの件だと思いますけども、シルバーハウジングにつきましては、今月

の 13 日に入札が道の方で行われました。

Ａ工区、Ｂ工区ということで、今回合わせまして 28 棟、うち高齢者の相談室等も１戸含んでござい

ます。

それで、Ａ工区、Ｂ工区ということで、今回建ちますのは 17 年度から 18 年度で、シルバーハウジン

グが７棟、一般住宅、これは住み替え用として 20 棟が、来年の８月 10 日が工期となっております。

したがいまして、10 月の 20 日から来年の８月 10 日が工期となってございます。

その後、残りにつきましては、また 18 年度から 19 年度にかけて、残りの分を建設という状況になっ
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てございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 残りの分についても是非伺いたいと思うのですが、公営住宅を求められる理由とい

うのは、今ご説明があったような理由は当然出てくることなのだというふうに思うのですよね。

それで、家賃が高いとかあるいは設備の不満、これは公営住宅の目的は住民の人たち住居を安価でき

ちっと生活も支えることも含めて提供するということというふうに思いますので、これらも当然含まれ

るべきことだろうなというふうには思います。

ただ、絶対数の量のことをおっしゃるのだと思うのですが、その点では理解するところではあります

が、こういう理由も十分、自分の収入の中で暮らそうと思えば、当然この情勢ですから、家賃が高くて

払えなければ、もっと安いところにと思うのは自然の流れですから、それは大事な理由だというふうに

受け止めていただきたいというふうに思います。

それで、シルバーハウジングのことをお尋ねするのは、高齢者はやはり民間住宅、なかなか貸してい

ただけない現状というのは解消されていないのですね。もちろん管理上の問題、本当に責任をもって管

理できるのかということもあるものですから、そういうことを思えば、やはりそのシルバーハウジング、

今うちは２万 5,000 人の町になって、また今後も増えていくわけですけれども、そういう点で、この位

置付けも非常に、道の事業ではありますが大事だと思うのです。

併せて、今後の計画もあるようでありますので、その入居の理由の大切なことという押さえの確認と、

それからさらなる計画についてもご説明いただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 施設課長。

○施設課長（小野典昭） 今委員が申されているように、住宅の困窮の理由の一つだというふうには十分

私どもも認識をいたしております。

それから、今後の計画につきましては、現在、再生マスタープランで建て替えの計画を持って進めて

おりますけども、新しい合併によります新町になりましてから、新しいまた計画の中で、そういったも

のを考えていきたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ８款土木費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

次に、９款消防費に入らせていただきます。

９款消防費の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） ９款消防費につきまして、ご説明申し上げます。

282 ページをお開きいただきたいと思います。

９款消防費、１項消防費、予算現額５億 1,549 万 3,000 円に対しまして、支出済額５億 1,461 万 7,240

円であります。

１目の常備消防費は東十勝消防事務組合分担金で、消防議会及び消防本部職員人件費等の共通経費並

びに幕別消防署職員の人件費、交際費等に係る費用であります。

２目非常備消防費は、非常備消防隊員の報酬や団の運営交付金など、通常団費と言われる経費の分担

金であります。

３目の消防費は、災害に対応いたしまして経費であります。

以上で、消防費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

中橋委員。

○ ２番（中橋友子） これは一部事務組合でありますので、内容の詳細のことについてお尋ねするとい
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うことではないのですが、一部事務組合の中での消防の位置付けといいますか、在り方でちょっとお

尋ねしたいのですけども。

以前からずっと疑問に思ってきたことなのですけれども、広域行政といいまして、その広域に資す

ことによって効果を生むものについては、これまでもうちは水道事業であるとか、あるいはごみ処理で

あるとか、それぞれ一部事務組合で共同の事業を取り組んでこられました。

消防につきましても、東十勝消防組合ということで、ずっと最初からの消防事業の歴史といいますか、

築かれてきまして、いろんな歴史的経過があって、一部事務組合の形をとられてこられたのだろうとい

うふうに思うのですが、ただ、他の広域事業と違いまして、消防事業というのはほとんどそれぞれの町

が、ここで言えば、池田、浦幌、豊頃とうちの町ということになるのですが、そこそこで全部設備も整

えられ、あるいは職員も雇われてというような形で、形的には独立したやり方をされていると思うので

すよね。

その上に事務組合がつくられまして、連携という形をとられてこられたのだと思うのですけれども、

昨年の決算のときに、デジタル化に伴っての、十勝圏での共同の取り組みはできないのかということを

お尋ねした経過がありまして、これについては何かご相談されているやに聞きました。

そういう中で、この十勝では６カ所ですか、一部事務組合がありまして、私どもの町の中だけでどう

こうなるということには全然思ってはいないのですが、行政改革などに取り組む際にこういった事業に

ついても、そこ、そこの町で一つひとつ取り組んでいる事業などについては、わざわざ一部事務組合に

しなくても、それぞれが独立してやれるのではないか。そのことによって、むしろ経費は浮くのではな

いかというようなふうに、詳細はわからないのですが、そういう組織の形態として思うものですから、

そういった点について検討の時期というふうにも思うのですが、いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 西尾助役。

○助役（西尾治） まさしく、今、十勝の町村会でその検討を始めている最中でございまして、中間報告

が間もなく出される方向になっております。

中橋委員がおっしゃるとおり、私どもとしても、一部事務組合でやるのがいいのか、あるいはまた逆

にいいますと、単独でそれぞれの町村が持つことがいいのか。さらに今、一歩進んで、五つの一部事務

組合と、帯広市を含めますと六つの本部を持っているわけですから、それが六つでなくて、十勝一つで

も、そのデジタル化に合わせて、まさしく十勝１カ所でやれないかというような方向で、昨年からずっ

とその検討を進めている最中でございまして、最終的には今年度末ぐらいまでに、一定の方向性が出さ

れるのだろうというふうに思っております。

まさしく検討をしている最中でございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 新聞等にも一部触れられている内容なのだろうというふうに思うのですが、やはり

いろんな点できちっとメスを入れていくところは入れていく必要があるのだと思うのですよね。

それで、北海道全体を見ても、すべてのところが一部事務組合で消防事業というふうに行われており

ますよね。

ですから、多分国の指導といいますか、消防が誕生するときの歴史的な経過もあるのだろうなという

ふうに思ってきたのです。そういうことであれば、かなり国に対する働きかけなども必要となる事業で

はないかというふうに思うのですよね。

私も我が町だけのことに、一つの町での独立した消防ということだけにこだわるのではなくて、本当

の意味に住民の安全を守る上での新しい選択といいますか、それをきちっと論議をしていただいて、示

していただいて、関係機関にも働きかけていただくということが大事な時期にきていると思うのです。

それらも含めて取り組まれているとは思うのですが、いかがですか。

○委員長（杉山晴夫） 西尾助役。

○助役（西尾治） まさしくおっしゃるとおりでございまして、昭和 46 年に今の常備消防の形態ができ

たときに、国に指導の中で一部事務組合より今の形ができあがったと。
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当初、そういうことをすることによって、交付税で優遇されてきたという経過が当然ございます。

ただ、現状は必ずしもそういう状況になっていないということから、町村会を含めて、昨年から検討

を進めている最中でございまして、少なくともこういう厳しい財政状況の中にありますので、決して消

防だけを聖域なんていうふうには考えておりません。

できる限り、十勝が一つで、例えば、１本部でやれるのであれば、その方向で進めようというのが、

今、町村会の基本的な考え方であります。

ただ、その中で乗り越えなければならない問題がたくさんございます。

それぞれ、20 市町村職員の雇用の形態も違ってまいりますし、給与の形態も違っているというような

ことをきちんと整備できるのかどうなのか。今、最終的な詰めの段階に入っておりますので、先ほど言

いましたように、それらの方向も含めて、今年度中ぐらいには一定の方向性が出せるのだろうというふ

うに、今、町村会で協議を進めている最中でございます。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 項目に載っておりませんので大変申し訳ございませんが、16 年度の消防で、まず

緊急連絡とそれから消防の連絡、そういうものがどれぐらいあったかお聞きしたいと思います。

もしできるのであれば、15 年度と比較してみたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 消防署長。

○幕別消防署長（穴吹良行） 議長の許しを頂きまして、お答えをさせていただきたいと思います。

今の設問は、火災救急等の緊急の出動の件数だと思います。

15 年度は、火災は６件、救急は 850 件で、その他救助あるいは緊急通報システム等を含め、行方不明

等も含めますと、入電する 119 番は 1,000 件を超えています。

ただし、出動については、火災出動が６件と、救急は 850 件。火災についての６件以外に、この６件

というのは十勝支庁、国に報告する損害額が出た件数ですので、損害額のない火災出動も入れますと 37

件になります。

16 年度は、24 件火災出動していますが、12 件が報告義務のある損害のありました出動件数です。救

急は 898 件。その他で 213 件ありますから、これも 1,100 件くらいの入電入っています。

○委員長（杉山晴夫） 伊東委員。

○18 番（伊東昭雄） 非常にそういう緊急の連絡が入って出動しているということでございますが、先般

も旭岳で遭難があったときにも、たまたま携帯電話がつながったことによって助かったということの実

例もあるわけでして、今、ほとんどが携帯電話で仕事しているわけです。

それで、私も経験あるのですけれども、非常に電波の届かないところが、緊急がもしあってもつなが

らない。それでせっかく携帯を持っていてもつながらなかったらこれは何もならない機械でありまし

て、電波が届かないということであれば、幕別はどこにいても電波の届くようにするのには、鉄塔を立

てなければいけないということなので、そうした調査をして、どこで自分がひとり行って働いていても

連絡ができるというようなことをひとつ調査して、そういう電波が不能なところを改善していくという

ことが必要でないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 伊藤委員の発言ですが、ちょっと決算の質問にそぐわないような気がいたします

が、いかがでしょうか。

幅の広い問題であって、ここだけの話ではないと、電波の話になりますと。

ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） ９款消防費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

この際、11 時 10 分まで休憩いたします。
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10：59 休憩

11：07 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、10 款教育費に入らせていただきます。

10 款教育費の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（藤内和三） 教育費につきましてご説明申し上げます。

286 ページをお開きいただきたいと思います。

10 款教育費、１項教育総務費、予算現額３億 2,762 万 2,000 円に対しまして、支出済額３億 2,482

万 6,392 円であります。

本項は教育に関する管理運営及び事務に要した経費であります。

１目教育委員会費、本目は教育委員４名の報酬及び費用弁償、さらには交際費、会議負担金などであ

ります。

２目事務局費、本目は教育委員会事務局の管理運営及び事務に要した経費並びに臨時職員の賃金、共

済費、さらには各種負担金・交付金に要した経費などが主なものであります。

288 ページ。

８節報償費は、文化・スポーツ賞等の表彰・記念品代であります。

290 ページ。

18 節備品購入費は、公用車１台の更新に要した経費であります。

19 節負担金補助及び交付金の中で、細節 13 札内中学校開校 30 周年記念事業補助金についてでありま

すが、昨年 30 年目を迎えたことから、10 月に開催されました記念事業に係る経費の一部を補助したも

のであります。

細節 16 食育教育推進事業助成金は、途別小学校の国際米北海道シンポジウム参加助成であります。

途別小学校は、早くから水田づくりを通じて、食育の取り組みを実施しており、この年には農林水産

省消費安全局長賞を受賞し、11 月にシンポジウムで事例として発表いたしております。

292 ページ。

３目教育財産費、本目は小学校９校、中学校４校、幼稚園１園並びに教員住宅の維持管理に要した経

費であります。

11 節需用費の中で、細節 40 の修繕料は、校舎内外や教員住宅の修繕に要した経費であります。

12 節役務費につきましては、学校や教員住宅等の建物災害保険料、各種検査手数料などに要した経費

であります。

13 節委託料は、浄化槽管理やボイラー設備などの点検に要した経費。

15 節工事請負費、細節１の学校・教員住宅補修工事は、校舎及び教員住宅の補修であります。

細節２の小中学校整備工事の主なものといたしましては、札内中学校屋体育館屋根塗装工事、幕別小

学校校舎屋根塗装工事、黒板の張替工事などであります。

294 ページ。

17 節公有財産購入費の中で、細節１学校共済住宅譲渡代は、教員住宅建設に当たり、公立学校共済組

合の資金を活用して建設したものであり、支払対象となっているものは２棟７戸分であります。

４目スクールバス管理費、本目はスクールバス直営３路線と委託８路線の運行に要した経費でありま

す。

296 ページ。

５目国際化教育推進事業費、本目は国際交流員の賃金、共済費等に要した経費でございます。

国際交流員は、火曜日から金曜日までは、町内各中学校４校を輪番で訪問し英語指導をしております。

また、月曜日は希望により、幼稚園・保育所・小学校などへの訪問も実施いたしております。

６目学校給食センター管理費、本目は学校給食センターの管理運営及び給食調理に要した経費であり
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ます。

平成 16 年度学校給食は年間 206 日、51 万 1,600 食、１日平均にいたしましと 2,484 食を提供いたし

ました。

１節報酬は、給食センター運営委員の報酬。

298 ページ。

４節と７節は、パート調理員９名と臨時事務職員１名に係る共済費、賃金であります。

11 節需用費は、調理用具にかかわる消耗品、光熱水費、給食賄材料費などであります。

300 ページ。

13 節委託料は、給食配送委託、ボイラー保守点検委託が主なものであります。

18 節備品購入費は、厨房機器の更新等に要した経費であります。

302 ページをお開きください。

２項小学校費、予算現額１億 6,673 万 7,000 円に対しまして、支出済額１億 6,616 万 4,484 円であり

ます。

本項は、小学校９校の管理、教育振興に要した経費であります。

１目学校管理費、本目は小学校９校の管理等に要した経費でありますが、７節賃金は、学校事務補助

職員と小学校１学年に 30 人を超える学級に指導助手を配置したもので、幕別小学校、札内北小学校２

名分の賃金であります。

11 節需用費は、小学校９校分の光熱水費等であります。

304 ページ。

12 節役務費は、児童及び教職員健康診断手数料が主なものであります。

13 節委託料は、学校管理、清掃、校舎警備委託であります。

２目教育振興費、本目は小学校の教育振興に要した経費であります。

306 ページ。

11 節需用費では、児童にかかわる教材購入にかかわる経費。

14 節使用料及び賃借料は、町内小学校５校にかかわるコンピュータの借上料に要した経費でありま

す。学校コンピュータの借上につきましては、過去の委員会などでのご意見、ご提言を頂いておりまし

たが、平成 16 年度導入いたしましたパソコンは、従前のリース方式から変更し買取り方式によりとい

たしました。

パソコン本体の価格が落ちてきているということもございますし、結果といたしまして、本体１台あ

たり９万円台の価格で導入されております。

18 節備品購入費は、教育機器、図書などの購入に要した経費であります。

19 節負担金補助及び交付金では、16 年度新規事業「生きる力を育む教育活動支援事業」と 15 年度か

ら実施いたしております「開かれた学校づくり推進事業」の交付金等に要した経費であります。

20 節扶助費は、就学援助費でありますが、申請者 278 名で、認定者 246 名、総児童数に対する認定率

は 15.51％となっております。

３項中学校費、予算現額１億 2,515 万 1,000 円に対しまして、支出済額１億 2,332 万 7,687 円であり

ます。

本項は、中学校４項の管理、教育振興に要した経費であります。

308 ページ。

１目学校管理費、本目は中学校４項の管理に要した経費であります。

７節賃金は、学校事務職員賃金と 40 人学級の解消と少人数指導により、中学校の重点課目の基礎的

分野の習得、あるいは実践コミュニケーション能力の育成に努める観点から、中学校１年生を対象に 35

人を超える２学級以上ある中学校、平成 16 年度につきましては札内東中学校が対象でありました。こ

れが指導助手の賃金でございます。

11 節需用費は、４校分の光熱水費が主なものであります。

310 ページ。

13 節委託料は、小学校費と同様に、学校管理、学校清掃、校舎警備の委託料でございます。
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２目教育振興費、本目は中学校の教育振興に要した経費であります。

11 節需用費は、生徒にかかわる教材購入に要した経費。

312 ページ。

14 節使用料及び賃借料は、町内中学校４校にかかわるコンピュータの借り上げに要した経費でありま

す。

19 節負担金補助及び交付金の主なものは、小学校費同様、「生きる力を育む教育活動支援事業」と「開

かれた学校づくり推進事業」交付金に要した経費であります。

20 節扶助費は、就学援助費であります。申請者 107 名、認定者 101 名、総生徒数に対する認定率は

11.94％となっております。

４項幼稚園費、予算現額 3,171 万 4,000 円に対しまして、支出済額 3,130 万 9,404 円であります。

本項は、若葉幼稚園の管理、教育振興に要した経費であります。

１目幼稚園管理費、本目はわかば幼稚園の管理に要した経費であります。

７節賃金は、臨時職員及び代替職員、嘱託職員に要した経費。

314 ページ。

13 節委託料は、幼稚園管理委託に要した経費であります。

316 ページ。

２目教育振興費、本目は幼稚園の教育振興に要した経費であります。

19 節負担金補助及び交付金は、私立幼稚園の入園料、保育料に対する補助。

20 節扶助費は、公立及び私立幼稚園就園奨励費に要した経費であります。

５項社会教育費、予算現額２億 9,963 万円に対しまして、支出済額２億 9,558 万 5,173 円であります。

本項は、生涯学習推進に要した経費でございます。

１目社会教育総務費、本目は社会教育委員 15 名の報酬のほか、各種団体に対しての補助金などが主

なものであります。

318 ページ。

９節旅費の細節３特別旅費は、中学生・高校生海外研修引率３名分、中学生国内研修引率１名分、小

学生国内研修引率２名分であります。

また、19 節負担金補助及び交付金の細節６生涯学習海外研修参加補助金は、高校生海外研修２名分。

細節 10 は、中学生国内研修６名分。

細節 11 は、中学生海外研修 14 名分の参加に要した補助であります。

２目公民館費、本目は糠内及び駒畠の両公民館及び少年自然の家まなびやの管理運営、さらに関係団

体の支援に要した経費であります。

８節報償費、細節１の講師謝礼は、しらかば大学の各種講座開設や講演会のものであります。

320 ページ。

19 節負担金補助及び交付金は、各種団体活動の補助であります。

ちなみに、公民館利用人数は、糠内が 6,241 名、駒畠は 904 名、少年自然の家は 88 名となっており

ます。

322 ページ。

３目保健体育費、本目は体育指導員 12 名の報酬及び各種スポーツ大会参加奨励金、体育団体に対す

る補助金のほか社会体育施設の管理運営に要した費用であります。

８節報償費、細節３全道・全国大会参加奨励金は、小中学生などの大会参加奨励金で、16 年度は 80

件 298 名に交付いたしております。

324 ページ。

13 節委託料、細節 14 明野ヶ丘スキー場リフト保守点検等委託料は、スキー場リフトの再開に当たっ

ての整備検査と保守点検に係るものであります。

326 ページ。

15 節工事請負費、細節１札内東プール上屋シート取替工事は、老朽化で破損したシート３枚を交換し

たものであります。



－17－

18 節備品購入費は、賃貸契約で借りていたアイスホッケーの管理小屋を払下げ購入したものでありま

す。

19 節負担金補助及び交付金、細節 11 北海道索道協会負担金は、鉄道事業法により設置したスキー場

リフト運行事業の指導機関である北海道索道協会に対する事業者負担金であります。

細節 12 国体道予選相撲大会補助金は、幕別町で開催された国体の相撲競技北海道予選の大会運営団

体である幕別相撲連盟に補助したものであります。

４目青少年対策費、本目は青少年問題協議会委員報酬、学童保育所４カ所の管理運営に要した費用で

あります。学童保育所の開設日数は、年間 241 日で、児童数は 187 名であります。

328 ページ。

１節報酬は、青少年問題協議会委員報酬。

７節賃金は、学童保育所指導員賃金。

８節報償費は、青少年相談員２名の謝金に要した費用であります。

330 ページ。

５目町民会館費、本目は町民会館及び札内福祉センターの管理運営に要した費用であります。

332 ページ。

15 節工事請負費につきましては、札内福祉センターの西側道道の拡幅工事に伴い駐車場を改修したも

のであります。

ちなみに、町民会館の利用者数は２万 1,063 名、福祉センターの利用者数は２万 9,768 人であります。

６目郷土館費、本目は文化財審議員５名の報酬、ふるさと館及び考古館の管理運営に要した費用であ

ります。

334 ページ。

13 節委託料は、ふるさと館、考古館の警備委託が主なものであります。

336 ページ。

15 節工事請負費につきましては、ふるさと館のトイレの天井を改修したものであります。

ふるさと館の利用者数は 3,382 人、考古館は 428 人となっております。

７目働く婦人の家費、本目は働く婦人の家の運営委員６名の報酬、施設の管理運営に要した費用で、

主たるものといたしましては管理人賃金及び光熱水費であります。

338 ページ。

８目スポーツセンター管理費、本目は農業者トレーニングセンター並びに札内スポーツセンターの管

理運営に要した費用であります。

７節賃金は、トレーニング指導員４名分の人件費。

340 ページ。

18 節備品購入費は、年次計画で更新しております卓球台３台と、トレーニング室の健康診断用の血圧

計などを購入したものであります。

９目図書館管理費、本目は、図書館本館及び札内分館の管理運営に要した費用であります。

７節賃金は、臨時司書、ブックモービル車及び生涯学習アドバイザーの賃金であります。

342 ページ。

11 節需用費の主なものといたしましては、ふれあい子育て読書推進事業消耗品、施設の光熱水費であ

ります。

13 節委託料は、清掃、電算機器保守点検委託業務等に要した費用であります。

344 ページ。

18 節備品購入費の内訳ですが、細節１図書購入冊数は 4,110 冊、細節２映像資料は 261 点の購入費で

あります。16 年度末蔵書冊数は 17 万 9,849 冊、図書貸出冊数は 15 万 6,485 冊で、貸出率は住民一人当

たり 6.1 冊となっております。

10 目百年記念ホール管理費、本目は百年記念ホールに関する管理運営及び事務に要した経費でありま

す。

346 ページ。
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８節報償費は、27 教室の 10 種講座、９事業の生涯学習講演会、３事業の文化講演会に要した講師謝

礼がその内訳となっております。

11 節需用費は、光熱水費に要した経費であります。

348 ページ。

13 節委託料は、清掃管理、警備及び舞台機器操作等の委託業務に要した経費であります。

19 節負担金補助及び交付金は、町民芸術劇場への交付金、各種文化団体の活動費補助に要した経費で

あります。

350 ページ。

11 目文化財調査費、本目は埋蔵文化財の発掘調査に要した費用で、その大半が調査員、作業員の賃金、

人件費にかかわるものであります。

発掘場所は札内桂町の民有地で、発掘面積 4,600 平方メートルのうち、平成 15 年度に 1,800 平方メ

ートル、平成 16 年度に残りの 2,800 平方メートルを調査したものであります。

以上で、10 款教育費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

豊島委員。

○１番（豊島善江） ２点について、質問いたします。

１点目はページ 293 ページ。

教育財産費なのですが、節はちょっとわからないのですけども、学校校舎の耐震化について質問いた

します。

これまでも耐震化を早急に進めるようにということで質問を行ってきました。

それで、現在、2005 年の４月１日の段階で、全道の耐震化、学校の耐震化の率が 40.6％ということ

がある雑誌で報告されていました。

それで、幕別町の場合は、これよりはもっと高いと思うのですが、現在の耐震化率がどのぐらいにな

っているのかということをまず一つ。

それから、耐震化の調査をこの間ずっと行ってきました。今年度は、予備調査ということで三つの校

舎が行われてきましたが、これまでの経過と、それから今後どういうふうに進められていくのか。耐震調

査と併せて、耐震調査が終わった後の耐震化をどう進めていくのか。このことについてお聞きしたいと思

います。

それから、２点目なのですが、ページ 298 ページ。６目学校給食管理費の 11 節の需用費なのですが、

学校給食のパンについてお聞きしたいと思います。

十勝産の小麦を使ったパンをということで、これまでもお尋ねをしてきました。

今、随分広がってきまして、音更などでも十勝産小麦を使ったパンを取り入れるということも、新聞

報道でされていました。

それで、幕別の平成 15 年、16 年、その状況はどうなのかお聞きします。

それから、学校給食はおいしくて安全であるということが非常に求められているのですが、その中で、

安全ということで考えれば、やはり地場産品を多く使っていくということが必要だと思うのでね。

それで、地場産品の使用割合をお聞きしたいと思います。

それから、メニューの改善やリクエスト給食など、そういうふうなことも積極的に行われてきました

が、この実施状況もお尋ねいたします。

それから、子どもたちの声を聞く。また、関係者の方の声を聞くということは、努力はされていると

思うのですが、以前、栄養師さんが直接学校を訪問して食べる様子を見たりということもやられてきた

と思うのですが、そういう取り組みがこの 16 年度なされてきたのかどうか、その辺のこともお聞きを

したいと思います。

それから、メニューの改善などがされてきまして、給食の残数の量、これはどのような変化があった
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のかということもお聞きしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） まず耐震化についてのご質問にお答えしたいというふうに思います。

最初の耐震化率でございますけれども、昭和 56 年以前に建てられたものについては、従前の建築基

準法に基づく規格の中で耐震化の調査をしなければならない、あるいは耐震化をしなければならない建

物という位置付けになっておりまして、それ以降の、57 年以降の建物と 56 年以前の建物ということで、

本町の場合は 49 棟の校舎・体育館がございますけれども、そのうち 26 棟が 57 年以降、56 年以前が 23

棟ということで、いわゆる調査をしなければならない、改修しなければならない可能性のある建物につ

きましては 46.9％ということになります。

裏返しますと、耐震化率としましては、57 年以降の建物、それが 53.1％、これが、今幕別町が学校

として持っている数字でございます。

これに改修がされていくようになれば、これに数字が足ささりまして耐震化率が上がっていくという

ことになろうかと思います。

それから、今後の耐震化の見通しでございますけれども、平成 15 年に行われました調査で、札内中

学校の校舎・体育館、それから糠内中学校の体育館について一次診断をしております。

札内中学校の体育館については、強度が出てということで、工事をする必要がないという判断がたっ

ておりますけれども、校舎については耐震化の工事をしなければならないと。

それから、糠内中学校の体育館についても、何らかの措置をとらなければならないという位置付けが

調査でわかっております。

そのほかにつきましては、今年の調査の中で、予備調査ということで、いわゆる優先度も含めた全体

の調査をかけていきたいというふうに考えております。

この先の工事につきましては、総合計画などに位置付けまして、年次を定めまして、順次進めていき

たいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 学校給食センター所長。

○学校給食センター所長（仲上雄治） 今の質問について、お答えさせていただきます。

まず、十勝産小麦を使ったパンの実施状況につきましてですが、平成 15 年度につきましては行って

おりません。

平成 16 年度につきましては、４月に１回行っております。

それで、ちょっとこれは質問にはありませんしたが、平成 17 年度、今年度ですが、毎月約１回とい

うことで、年 11 回行っております。

それで、現在平成 18 年度に向けて、さらに回数が増やせられないかどうかというようなことで、業

者とあるいは製粉業者といろいろ打合せを行っている最中であります。

続きまして、地場産品の使用率ということですが、これにつきましては野菜ということで答えさせて

いただきますが、町内産、道内産を合わせて 71％でございます。これにつきましては、野菜等につきま

してはどうしてもは境期等がありますので、なかなか道内産 100％ということにはなりませんが、今後

も増やす方向で頑張っていきたいと思っております。

次に、メニューの改善ということだったと思いますが、給食センターにつきましては栄養師が２名お

りまして、一応一月交代というようなことでメニューを組んでおります。

平成 16 年度、たまたま１名退職した者がおりまして、平成 17 年度につきましては、１名新しい職員

が入っております。

16 年度のことを答えなければならないのですが、17 年度という意味でいきますと、栄養師が変わっ

たこともありまして、過去の良かったものは取り入れて、さらに新しいものは入れるというような中で、

日々取り組んでいる最中であります。

次に、栄養師が学校訪問ということにつきましては、毎年年度末に学校訪問、全校訪問しております。

その中で、学校と打ち合わせしながら、校長先生あるいは教頭先生と事前に話しをして、その後、お子
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さん、実際に一緒に食べて、食べる状態を見たり、あるいは配膳あるいは後片付け等を見ながら、今後

の参考にしております。これについては続けております。

それと、あと給食の残渣量の関係だったのですが、ちょっと私手元に平成 15 年度の数字は持ってき

ていないのですが、平成 16 年度、１日平均で約 126 キロの残渣量がございました。

それで、メニューを変えてといいますか、今年度４月から８月で５カ月間なので、これが年間の数字

になるかどうかということはちょっとわからないのですが、今のところ約 110 キロになっております。

これはいろいろな面で、短期間で数字が出されるものはありませんので、メニューが変わったことに

よって減っているかどうかというのは、まだまだこれからのことなのですが、給食センターに戻ってき

たものにつきましては、日々副食、主食に分けて数字は出しております。

その中で、もちろん減っていくことがベストだと思っております。

その中で、いろいろな検討をしながら、メニューの改善に役立てていきたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） 耐震化率 53.1％ということでした。

残りの棟の予備調査をしていくということでしたけども、今年度の予備調査は南小学校、北小学校、

幕別小学校ということで予算も組まれていますが、その残りの学校というのも、今年度中にお行ってい

くのかどうか。

それから、今のお話を聞きますと、前回のお答えとほぼ変わらない。この先順次やっていくというこ

とでありました。

役場の庁舎内に確か耐震化の委員会というのもつくられて進めていると思うのですが、特にこの学校

の校舎に対しては、もっと計画性を持ってやっていかないと、国の動向を見ながらということで前もお

答えがありましたけど、それを待っているといつまでも進まないと思うのですね。

そして、しかも一次審査をした中では、問題があると言われたところがそのまま子ども通っているわ

けですから、こういうところは１日も早く計画を立てるべきだと思うのですが、その辺はいかがでしょ

うか。

それから、給食の方は随分改善されたということも聞きまして、美味しくなっているという声も直接

聞いているものですから、引き続き努力していただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） まず、調査に関しまして、今後どうするかということですけれども、来年

度以降で、また引き続き予備調査等をしていきたいというふうに考えております。

それから、建設工事の方をどうするかということですけれども、従前のお答えと変わらないというこ

とですけれども、防災計画等の位置付けになることで、補助率が上がるというようなこともございまし

て、そういったものとの整合もとりながらやるというふうに、今位置付けて計画していることもあって、

なかなかすぐ動いていないという状況にはございます。

工事費もかなり高くなるということから、補助率のことなんかについては十分検討したいということ

で、そういった動きになっていることもご理解いただければというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） 工事費がかかることだとか、本当に大変なことだと思うのです。

ただ、問題があるというふうに、そういう結果が出たということを踏まえて、やはり１日も早く進め

ていただきたいということと、あと、予備調査をやった後の手立てというのも必要ですよね。

今年度の予備調査、南小、北小、幕小と行ったと思うのですが、これは既に終了をして結果が出てい

るのか。それとも、これからのことなのか。

もし結果が出ているのであれば、それがどうだったのかということもお聞かせいただきたいと思いま

す。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 今年度の調査につきましては、まだ発注をしておりません。
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年度末までに答えを出したいというふうに思っております。

それから、今後につきましては、構造上新しい基準ではもたないということで、補強が必要だという

ことですけれども、直ちに危険だということでいう判断に基づいて、今日、明日しなければならないと

いうふうにいうことでの動きではなかったものですから、年次計画をもってというふうに考えておりま

す。

○委員長（杉山晴夫） 教育部長。

○教育部長（藤内和三） 学校の耐震診断、予備調査も含めて、私どもとしては鋭意実施いたしておりま

す。

今後の動向でございますけれども、まさに危険校舎、子どもたちにとっても大変大きな問題になって

おります。

ただ、課長が言いましたように、国の制度上の問題や何かも含めて、多くの課題が一方では残ってお

ります。

これも文科省あたり、かなり基準を緩和しているという状況でもございますので、現状、私どもとし

ては認識しながら、早期に耐震化を高める努力をしてまいりたいと思っております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

野原委員。

○３番（野原恵子） 332 ページ。

６目郷土館について、質問したいのですが、ちょっと運営にかかわるところなものですから、節はち

ょっとわからないのですけれども、ふるさと館全体にかかわることで質問したいと思います。

この資料によりますと、ふるさと館の運営は様々な努力はされていると思うのですよね。

移動博物館をされたりですとか、それから子どもたちにどのような郷土のことを知ってもらうかとい

う努力はされていると思うのですが、この利用されている方が減っておりますね。

平成 15 年度は 4,521 人なのですが、平成 16 年度では 3,382 人と減っております。

それで、これはどうして減ってしまったのか、その内容も一つお伺いしたいと思いますが、ふるさと

館そのものの築年数が古いということもありまして、建物自体は古いのですけれども、その中で努力し

て利用してもらい、そして子どもたちとか幕別に住んでいる人たちがどのように活用していくかという

努力がされていかなければならないと思うのですが、中そのものは全体に暗くて、従来通りの展示とい

うことなのですね。

ですから、もう少し事業の中で、どのように郷土の歴史をしっかりと後世に伝えていく。そういう努

力もこれからしていかなければならないと思うのですが、その点はどのように考えているか、質問した

いと思います。

○委員長（杉山晴夫） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷繁） まず入館者の減のことなのですけども、一番大きな要素は、もとのみどり館

ですね。そちらへの観光客の皆さんです。

4,000 人台入っていたころというのは、台湾からのお客さんというのがすごく多かったのです。

国内の観光客の方というのは、ツアーなんかによって、夜遅くついて朝早く出てしまうということで、

日本人の方の観光客というのは、率としてはさほど多くありませんでした。台湾からのお客さんの数が、

ということです。

そういったツアーが徐々にホテルの方の受入れが減ってきたということが大きな理由です。

それと、やはりこういった見るという施設は、ご質問の中にもありましたけども、よほど目先を変え

ていかなければ、リピーターというのはなかなか出てまいりません。

これは観光なんかにも共通して言えるのかもしれませんけども。

そこで、展示の大胆な、かなり大がかりなリニューアルというふうになりますと、壁面の展示から含

めて恐らく数百万円、やりようによっては 1,000 万円を超えてしまうというようなことにもなってまい

ります。
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そこで、あそこは当初から壁面は仕方がありませんけども、中の展示ステージというのは可動式にな

っております。

そういったことで、模様替えは自分たちの力でできるというふうな仕掛けで、当初の設計はしている

のですが、もう 20 年も経ちますよね。どんどん資料が集まってきて、まずは収蔵室に収まりきらなく

なりました。ストックしておく場所ですね。

勢いそれが展示室に置かざるを得なくなりました。

特に入り口の農機具の展示のところなんかはもう隙間がないくらい物を収めざるを得ないというふ

うになっております。

そういったことで、機動性を失っているというのは事実であります。若干の模様替えはしているので

すけども、それが一般のお客さんに大きく変わったなというふうにはなかなか受け止めていただけない

ような規模での模様替えしかできておりません。

それと照明のことについては、これは、考え方は様々かと思います。

全体を明るくして見やすくするという方法もありますけども、一つひとつのものに、見る方が集中し

ていただくという、そういう心理的な効果を考えますと、余り全体を明るくというそういう考えではな

くてやってきております。

それともう一つは、お客様は来られた時点で展示室の方は照明をつけるようにしております。お客様

が来られてから、展示室の中、全部照明をつけるようにしております。これは省エネという観点からで

あります。

そのことが、玄関に立って展示室の方を見たときに、何か暗いのではないかと。これは確かにそう思

われると思いますが、開館時間中ずっと電気をつけっぱなしというのは、ちょっと財政的な部分から考

えて躊躇するものがございます。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） その内容を変えていくということには、財政的な裏付けがなければできないという、

そういうふうに受け止めたのですけど、資料館に集まってくるというそういういろいろなものは、町民

の善意で集まってくるものが多数あると思います。

それと、やはりそういうものに対する愛着があって捨てられない。自分の家では保管できない。そう

いうものも集まってくる一面があると思うのです。

ですから、資料館に来て見てみたいとそういう思いもあると思います。

それは年を重ねてきた人たちの思いでもあると思います。

また、一方では、これから育ってくる子どもたちが、この町がどのようにして成り立っていくのか。

そういうことも知る機会、そういう場でもあると思うのです。そういう面も合わせ持っているというこ

とでは、今の生活ももちろん大事なのですが、その営々と築いてきた歴史をしっかり子どもたちに知っ

てもらうということも、一方では大事だと思うのです。

そういう場が今はふるさと館ではないかなというふうに思うのですね。

そういうところでは、確かに財政的な裏付けは必要だと思うのですが、努力していく。そういうとこ

ろでの改善も必要ではないかと思うのです。

道具や何かも並べてあるのですが、その道具を使ってどういう生活をしてきたかということを、子ど

もたちに知ってもらうという努力もできるのではないかと思います。

また、写真もかなり古いものがありまして、そういうところの更新も事業委員会の中で検討していく

ことができないのかなと一つあります。

また、教科書や何かも展示している場所があるのですが、そこも本当にちょっと見るに堪えないよう

な状況になっているかなと、私なんか見て思うのですね。

だから、そういうところは今の教育委員会、事業委員会の中で改善していくことはできないのかな。

そういう点の改善はこれからできるのではないかということで質問いたします。

○委員長（杉山晴夫） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（長谷繁） 今ある施設の中ですべてを解決することはかなり難しいかなと思います。

これは努力を放棄するという意味ではございません。

先ほども言いましたように、物があふれかえってしまう。これは本来ではないのです。

見ていただくというときは、ちょっと専門的になりますが、足し算ではなくて引き算なのですね。足

し算の、わっといっぱいあるのを見せるのは古道具屋さんかも知れません。その面白さはあると思いま

す。

ただ、郷土館とか博物館というのは、その逆というのがいいのかなと、そういう考え方にひとつ立っ

ております。

そこで、あの場所だけですべてを解決するという方法以外に、これはちょっと考え中ということで聞

いてください。

今、これだけコンピュータというのが一般化してまいりました。

そして、その中で DVD の可能性というのはかなりあります。

ただ、これはまだ私たちが自前で教育ソフトをつくっていくというのは、使い勝手のいい一般的なも

のというのはまだ開発はされていないのですが、国の研究機関なんかでもそういった教育ソフトをつく

るためのソフトと言ったらいいですかね。そういったものの研究も幾つか今進んでおります。

そういったものを、私たちは見ております。

そう遠くない時期に、子どもたちが社会見学で、直接あの場所へ行くというだけではなくて、そうい

ったデジタルコンテンツで勉強もしていけるような、そういった方法も今後考えていきたいと思いま

す。

○委員長（杉山晴夫） 野原委員。

○３番（野原恵子） 引き算の活用の仕方と、今説明ありましたが、そういうことを考えれば、これから

ふるさと館をどういうふうにして活用していくかということも新しい方向で活用していけるかなとい

うふうに思います。

また、DVD の活用、それは学校施設や何かで活用するだけはなくて、ふるさと館でも一般の方々、町

外から来られた方々も活用できる部分ではあるのではないかというふうに思うのですが、そういう点も

考慮しまして、本当に大切にされる、歴史を検証していく、そして、あそこに愛着を持てるようなそう

いう施設にしていくことが大事ではないかと思います。

そして、隣にホテルもありますから、外国の方ですとか道外の方ですとかが、そこにまた足を向けた

くなるようなそういう施設にしていくことが、活用される施設になっていくと思うのですが、その点に

ついてもこれから検討していっていただきたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 答弁はいらないですか。

教育部長。

○教育部長（藤内和三） まさに歴史を知っていただくという意味では、大変意義ある施設だなと私は思

っています。

それで、今、課長が申し上げましたように、スペース等々の問題ございます。課題もいろいろござい

ます。

今後、多くの人に見ていただくために、従業員あるいは町民の皆さんのご意見を頂きながら、いい施

設にもっていけるように、今まで以上に見ていただくような機会を見出すがために努力してまいりたい

と思います。

○委員長（杉山晴夫） ちょっとお伺いしますが、教育費について、今後、ご発言のご予定の方ございま

すでしょうか。

それでは、審査の途中でございますが、この際、昼食のため、午後１時まで休憩をいたします。

11：58 休憩

12：57 再開
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○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

ほかに。

佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） ２点について、お伺いをしたいと思います。

１点目は、同じようなことなのですが、293 ページ、２目の 15 節の１番とそれからもう一つは 295

ページ、３目、17 節の２。これについてお伺いをしたいと思います。

はじめに、293 ページ、２目の 15 節の１でございます。

学校の教職員の住宅について、お伺いをしたいと思います。

これは毎年聞いて非常に恐縮でございますけれども、相当改善されているというふうに聞いてはおあ

りますけれども、まだまだやはり学校教員の住宅が非常に古いものも多いということも含めて、生活に

支障を来すような状態のところもあるというふうに聞いております。

したがいまして、この修繕等について、どの程度の改修なり修繕を行っているのか。16 年度には 900

万円かけているわけですが、何箇所くらい修理をされておられるのか。まだ修理をしなければならない

のがどれぐらいあるのか。そこら辺をまず一つお伺いしたい。

それからもう一つは、295 ページでございますけれども、教職員住宅に設置しております風呂の問題。

これも大分前からお伺いをし、お願いをし、大分進めてきておられるようでございますけれども、ま

だまだ風呂が十分でない。

しかもその中に、シャワーがないと。特に若い教員、部活動等で汗を流して帰る。そんなときに体を

洗う場所もないと。特に若い人方は、今普通の住宅にはこのシャワーが敷設されております。

そういったことで、大分前から是非１戸に一つということで要望してきたわけですけども、そこら辺

が、今回の 18 万なにがしですから、１基か２基かわかりませんけれども、どのくらい付けられて、ま

だ付いていないところがどれくらいあるのか。そこら辺をまずお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 教員住宅の修繕にかかわりますご質問でございますけれども、15 節の工事

請負費の中の細節の１番に、学校と教員住宅の修繕工事ということで合わせた金額が載っておりますけ

れども、このうち、教員住宅に係る費用につきましては非常に少ない額と記憶しております。

基本的には学校の補修修繕にウエイトがかかっているかと思います。

必要なものとして、平たく申しますと、大家として住宅を扱う中で、雨露をしのげるという最低限の

ことは保ちながらやっておりまして、合併で今見ているところですけれども、忠類地区なんかにつきま

しては、リフォーム資金という考え方で、１戸当たり 500 万円の予算をつけて修繕をしていっていると

いう中で、私どもの方の管理している教員住宅との余りにも差があって、そのことをご指摘いただくま

でもなく、もう少しかけなければならないのではないかということは、内部としてはいつも話し合って

いるところではございます。

ですが、必要最小限のところ現状維持しているというのが現状でございます。

それから、風呂につきまして、シャワーの要望ということで各学校からの要望の中でも一番要望の高

いものとして、順位が一番で挙がっているものでございます。

しかしながら、予算上見ますと、ガスによる湯沸器というのですか、風呂釜のシャワー化というもの

でも、見積りの中では 15 万円台の費用がかかります。

それから、石油系のボイラーに切り替える場合につきましては 25 万から 30 万円の費用がかかるとい

うことで、なかなか踏み切れていないのが現状でございました。

昨年から、一定の整備基準に基づいて、何とか整備していこうということでございまして、故障した

ものから、あるいは計画としては、６戸１棟になっている集合住宅を中心に改修していこうということ

で、札内地区から始めることでやっておりました。

ただ、予算に余裕がないものですから、そういう意味では順位が低い状態になっておりまして、集合

住宅の中では３戸だけができました。
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それから、戸別の住宅の中では、幕別地区１戸とそれから札内地区に１戸と、トータルで５棟のシャ

ワーを設置することが結果としてはできました。

ただ、管理戸数は 140 ございますし、教員が入っている住宅でも 90 弱ございますので、それらをす

ぐ改善して全部にシャワーを付けるということはなかなか単年度では難しいかというふうには考えて

おります。

○委員長（杉山晴夫） 佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） 私たちが生きていく上での基本的なもの。衣食住と言います。

その中の住が、今言われたように、なかなか予算の中で難しいということでございますけれども、こ

れは教育委員会にも行っていると思いますが、十勝の教職員組合で発行した教育白書、今年のやつです。

これを見ると、幕別の場合、この教員住宅の中で 20 年以上の住宅というのが結構多いのですね。

したがって、年数でいくと 20 年以上というのが 37.8％。これは相当やっぱり住宅にしては古いと。

一番やはり教員の中で漏らされることは、何と言ったって寒いのだと。十勝に住んで、私も経験ある

わけですが、北の間の部屋なんかほとんど使えない住宅というのは多いのですね。

冬の間は物入れにしているというのが実態であります。

幕別の場合は、ある程度そういう面で修理をされてきているようですけれども、非常に十勝の厳寒の

中で生活するためには、非常に厳しい寒さがあると。生活するのに大変だということがよく言われます。

特に最近新しい教員、新卒なんかで来る人は、本州方面から来る方が非常に多いのですね。

したがって、こういう 20 度近い寒さの中で生活するということは慣れてもいないのですが、いずれ

にしても住宅が不備であると。そういった面で、やはり何といっても生活の中で大事にしなければなら

ない私たちの住居、これにもう少しやはり予算をかけるべきでないのかなというふうな感じをいたしま

す。

それで、先ほどお伺いしたのは、どれくらいのところを修理して、これからどれくらいのものが修理

しなければならないかという辺りを、できたら明確にしていただきたいと思うのですが。

これは必ず言われることは、寒いのだと。それからシャワーがないのだと。とにかく生活していく最

低そこら辺くらいは何とか整備してもらえないだろうかという声が結構あるのですね。

これは他町村と比べて、幕別が悪いということではございません。往々にして教員住宅については、

こういった問題がどこの町村でもあるわけですけれども、本町では特に公営住宅は非常に整備されて、

新築が多くなってきています。

したがって、教員住宅、どうしても自宅を持てない若い者がいっぱいいるわけですから、そこら辺り

を加味しながら、今後どういうふうな方向でいかれるのか、そこら辺りの対策についてもお伺いしたい

というふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 営繕あるいはその管理に関する今後の方向ということでございますけれど

も、おっしゃるとおり、寒さ対策等については、抜本的に、例えば断熱材がないような住宅はないので

すけれども、感覚の中では寒いとおっしゃる先生もいらっしゃるのだというふうに思います。

ただ、先ほども申しましたとおり、例えば構造体とかそういった丸がかりでリフォームするような予

算をつけて今後改修をしていくという方向は、今ちょっと打ち出せるような状況にはございません。

修繕につきましても、緊急的に、計画的ではなく、要望いただいたものをその都度修繕するというよ

うなやり方でしか今対応ができておりません。

先ほどのシャワー等につきましても、元気な子どもを育てるためには元気な先生がいなければならな

いということがあって、そういった生活環境も守らなければならないというのは、教育委員会としての

仕事だというふうにも思っておりますけれども、実際に、例えば私どもの方で４月に新たな住宅を割り

振って先生に見ていただいたと。ここでは気に入らないので、民間の借家を探しますというような先生

もいらっしゃったり、それはトータルではきちんとした住宅を用意できないということで情けない状況

でありますけれども、そういったこともありますので、もし管理戸数も含めまして、今の 140 戸に対す
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る入居率の低さもございますので、トータルでの判断もしていかなければならないというふうには考え

ております。

○委員長（杉山晴夫） 佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） この調査の中で、幕別町の先生方がどんなことを言っているかというと、まず第

一点にシャワーを入れてくれというのが多いのですね。

私たちのように古い人間はそうでもないのですけど、やっぱり若い人方はとにかくシャワーが欲しい

と。これはまずトップに挙げられている。

それからその次に出ているのが、寒いのだということですね。

だから、どこの位置にある住宅の寒さがひどいのか、そこら辺ちょっと掴んでおりませんけれども、

20 年を過ぎていれば、確かに 20 年前の防寒施設とは大分違ってきていますので、その寒さが堪えるの

かなという感じもいたします。

その次に多いのが、簡単なことかどかわかりませんが、畳替えをしてほしいというのも、なかなかや

ってもらえないというような苦情もあるので、そこら辺を含めて、やはり自分の住宅が持てない若い教

員のために、明日の子どもたちを育てる教員のために、少しでも住宅環境を良くしてやるということが

大事でないかというふうな感じをいたしますので、シャワーについてもう１回お話しします。

見通しどうですか。

○委員長（杉山晴夫） 教育部長。

○教育部長（藤内和三） 教育白書の中のいろいろな先生方の課題。実は私もその中身は見させていただ

いています。学校現場との話合いの中でも、こういった要望というのは聞いてもおります。

現実的に、シャワーについては、先ほど言いましたように、16 年度から一部ではございますけれども

始めました。この分につきましても、すべてということにはなりません。年次計画のもとでやっていき

たい。

ただ、今日の非常に厳しい財政状況下でございます。一面では我慢していただかなければならない部

分もございます。

ただ、先生方の声も十分私ども把握しておりますので、今後、町長部局とも十分協議をさせていただ

きながら、予算反映に向けて努力してまいりたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

堀川委員。

○７番（堀川貴庸） それでは、306 ページ、14 節の５番教育用のコンピュータ借上料に関連しまして、

先ほど、教育部長の方からは、いろいろな補足的な説明も含めまして、丁寧に頂いたかなという気は

しているのですけれども。

そもそもこの小学校費の中でのこのコンピュータ教育の実施状況について、若干説明を求めたいと思

います。

これは対象とする学年、あるいは週に何時限持っているのか。また、その事業の内容ですね。これを

ちょっと説明してください。

それから、ページ変わりまして、332 ページ、郷土館費ということで、ふるさと館についての質問を

させていただきたいのですが、資料の中ではふるさと館でジュニアスクールが開校されているというこ

とで、町内の小学生５、６年生 69 名を対象に、鮭の稚魚放流から始まって、百人一首まで、これは非

常に私も小学生であれば参加してみたいなというものが、それぞれ並べられているのですけれども、こ

れは５、６年生が 69 名という数字です。

この小学生５、６年生が、69 名ということで、希望参加型なのかどうかちょっと教えていただきたい

なと。

その２点で説明を求めます。

○委員長（杉山晴夫） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷繁） 二つ目のご質問の方を先にお答えいたします。
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ジュニアスクールの件です。

５、６年生を対象にしておりまして、これは学校を通じて希望をとります。学校を通じて連絡をいた

します。

あと、広報での周知も図っておりまして、すべて希望参加です。

それと、この数年、少なくてもこの５年ぐらいは、希望したけど入れなかったとかそういったことは

なかったように記憶しております。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） コンピュータの活用状況ということでございますけれども、小学校におき

ましては、週当たり平均的な数字でございますけれども、算数、理科、音楽などの各教科で３、４時間

程度と。

それから、児童会の活動あるいはクラブ活動などの特別活動に使うということで１、２時間。

それから、お昼休みだとかにももちろん活用されているということでございます。

年間で、学校単位でみますと、平均的な数字でございますけれども、小規模校で 230 時間程度、それ

から大きな学校ですと 550 時間程度ということでございます。

学年別につきましては、ちょっと詳しい情報をとっておりません。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） まずコンピュータの方からなのですけれども、いろんな算数ですとか理科ですとか、

そういた多岐にわたって授業でも活用されているということと、それから課外活動や昼休みでも利用し

ていると。

対象となる学年は恐らく全学年通じてされているのでしょうけれども、入学式、卒業式ですとかいろ

んな学校活動に私も学校の方に訪問させていただいて、例えば今年の４月の入学式なんかでも、非常に

低年齢で眼鏡をかけている子がやはり多い。

私も小学校卒業してまで 18、19 年という形ですけれども、当時はそんなに目の悪い、視力の低い子

どもたちが少なかったのではないかと。子どもたちが少ないので非常に目立つような格好になっている

かとは思うのですけれども、それと、コンピュータと、そして家に帰ればテレビあるいはゲームなんか、

非常に目を酷使する状況が続くと思うのです。

私もちょっと記憶をたどると、非常に小学校時代はテレビっ子だったのですけれども、２時間程度を

目安にということをよく先生からは言われた記憶があります。

授業なんかではパソコンの画面が、非常に技術も上がって、あるいはテレビの技術も上がって目に疲

れないというような状況もあるでしょうけれども、大体子どもたちに対して、大体テレビやそういう画

面を見るような指導というものは、大体１日何時間ぐらいなのか。

我々はただ２時間ぐらいというのが目安だったのですけれども、夏休み冬休みも含めて、どういうよ

うな指導をされているのか。

あと、新入学児童、先ほど申し上げました眼鏡やコンタクトレンズを付けているかどうかはわかりま

せんけれども、私も記憶をたどれば、もう小学校１年生入学時には 0.9 でした。1.0 のない子どもたち

が今多いということであれば、パソコンというのは社会人の必須アイテムかもわかりませんけれども、

ちょっとその辺、バランスを今後どうとればいいのかというのも含めて、考える余地があるのだろうと

思うのです。その辺の意見をちょっと示していただきたいと思います。

それから、社会教育時間の中のジュニアスクールなのですけれども、いろんな形で参加を募っている

ということでしたけれども、是非、この実施内容、非常に興味深いものが多いのですよね。全員参加型

を目指してやっていただければなと。今後、その計画をもって、小学校５、６年生 69 名というのはち

ょっと少ないような感じがします。

是非とも、これはふるさと館の利用も含めて、全員参加型、そして実施内容については、このほかに

も例えばボランティア活動ですとか、それから災害危険予防のような、ちょっと子どもたちを逆に怖が

らせるような部分で啓発をさせるような実施内容もあってもいいのかなと。難しいかもしれませんけれ
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ども、その辺も是非検討していただきたいなと、そんなふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） コンピュータ等の利用と目の関係ということでございますけれども、新入

学児童の検診を先月やったのですけれども、本当に目の悪いお子さんが多くて、本当にそういう意味で

は、まず学校に来る前からもう既に視力が低下されている子どもさんが多いのだなというふうに実感し

たところなのですけれども。

学校における各教室にあるモニターと、それから今のおっしゃっているコンピュータのモニターとい

うものの時間数につきましては、個々に１校時以内ですので、大体 50 分以内の中での利用になってい

ますし、それが重なったとしても２時間程度の範囲かなというふうには思っております。

ただ、そのことを全体でコントロールするというような議論は、各学校でされているかどうかちょっ

と把握をしておりませんけれども、特に目に与える影響については、提案制度なんかもございまして、

コンピュータの導入に関しては、そういったものに配慮してくださいというような提案も、教員の方か

らも出ておりますので、私どもの方もそれは検討してまいりたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷繁） ジュニアスクールは、実際はボランティアスタッフのふるさと館事業委員会、

そちらで企画、そして運営をしていただいております。

お話のとおり、今は希望参加のみ。全員参加については、一度私もお話ししたことがあるのですが、

数が掴めないですとか、そういったような事業委員会としての悩みもありまして、今、取り組んではい

ない状況にあります。

再度、新たな展開ということで、お話のありました講座の中身も含めて、新年度に向けて事業委員会

と協議してまいりたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 堀川委員。

○７番（堀川貴庸） 目の悪い子がやはり増えているのが現状かと思います。

取替えのきかないものですから、これは教育だけではないと思うのですけれども、各家庭でも、それ

から地域でも連携して、一生困らない程度の基礎づくり、体力づくりをも含めて学校で指導していった

らいいのではないかと。

そのためには、学校では一体何をしたらいいのかということを常々考えていただきたいなと。

把握していないというような答弁でしたけれども、逆に把握に努めていただきたい。

小学校１年生から６年生に、６年間かけて小学校としては勉強するのでしょうけれども、１年生から

６年生になったときにもどれだけ視力が低下したり動いたりするのか。いろんなデータも掴みながら、

今後検討していただきたいなと、そんなふうに思います。

あと、ふるさと館の方は、また課長からも答弁いただいたのですけれども、是非、実施内容も含めて、

そのうち私の子どももお世話になるでしょうから、是非改良に改良を重ねて頑張っていただきたいと、

そんなふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 子どもの健康という視点からも、目に関することも含めて、学校の守備範

囲というのも教育委員会としても当然あろうかと思いますので、その傾向についての調査も含めて、何

らかの情報の把握とその対策について、検討してまいりたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

中橋委員。

○２番（中橋友子） 関連してお尋ねいたします。

同じく今の学校教育における、小学校におけるコンピュータの借上のことにつきましては、先ほどの

ご説明の中で、リース方式から買取りに切り替えられまして、１台当たりの単価が９万円ということに

なりまして、予算のときには 11、12 万円とおっしゃっておられましたので、そういった努力をされて、

経費を極力抑えるということに取り組まれたのだなというふうに理解をいたしました。
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ただ、同じように、予算のときにも論議させていただいたのですが、このときにコンピュータそのも

のを借り上げることと併せまして、ほかのリース代、工事費あるいはアフターケア、そんなことも含め

まして、全体のコストはもっと下げられないかという問いかけをさせていただいていたのです。

そのように本体価格については軽減されたことがわかるのですけれども、決算上では、予算の額とほ

ぼ同額が決算で支出されていますね、16 年度。

小学校の方では 1,196 万円でありますし、中学校の方も 1,700 万円ということで、同額の支出という

ことでありますので、本来であればコンピュータの方が下がったのであれば、少なくなるのかなという

ふうに思ったのですけれども、そうなっていないということをみれば、ほかの部分での、逆に言えば負

担も大きい面があったのかなと。その辺はどんなふうに取り組まれになったのかなというふうに思いま

す。

それと、やはり今もありましたけれども、問題はこれだけ投資して、やはり教育の効果としてどんな

ふうに挙がってきているかという、そこが大事だと思うのですよね。

事業計画としては、ひとり１台きちっと設置されるのだということで取り組んでこられたと思うので

すが、まずその全体の設置の普及状況はどこまでここで到達したのか。

そして、どんなふうに活用されて、事業時間の取扱いは先ほどの質問でわかりました。ひとり１台と

いうことになると、びっちり子どもの必要とする学年の人数分が揃えられていくということであります

から、当然状況によっては空いているときもたくさんあるのかなというふうにも推測するのですけれど

も、そういった有効的な活用も含めて、どんなふうに取り組んでいられるのか伺います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 最初のコンピュータのリースにかかわる借上料のことでございますけれど

も、金額が変わっていないのは、５年間の債務負担行為の中で、継続的にリース代を払っているという

ことでございまして、ここについては、従前の、それまで 15 年前の導入したもののリース料を、５年

間分割の中で払っている金額ですので、基本的には金額が変わらない状況にあります。

16 年度に導入しました南小の 42 台分につきましては、備荒資金を借りているということで、それに

つきましては、いわゆる資金を借りて全額買い取っているという状況ですけれども、返済につきまして

は１年の据置きがございましたので、16 年度決算の中には利息分しか加算されていないということでご

ざいます。

それから、コンピュータ導入に係る効果ということでございますけれども、すぐそのことがこういう

ふうに目に見えて効果が挙がったというふうに示されているものについては、ちょっと今私どもの資料

の中にはございませんけれども、当初の導入の中では、まずその機械に慣れて、操作に慣れて、コンピ

ュータというものに拒否反応がないようにというようなことが主にあって、最初の 20 台という導入が

あったかと思います。

それから、その後、ひとり１台ということの中で、42 台のベースで配置がされてきたというふうに思

っております。

それで、この効果については、そういう意味での検証をしていかなければならないなというふうに思

っております。

また、利用時間につきましても、先ほどのも含めまして、効率のいい利用がどうされているのかとい

うようなことも含めて調査してまいりたいというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） そうしますと、今回の契約を買取りに変更した効果として、結果としては今後以降

の決算の中で表れてくるということですね。

それと、１点答弁いただかなかったのは、ひとり１台ということでずっと事業を進めてこられて、ど

こまで到達してきたのかということなのです。

もう一つは、これから検証されるということでありますから、検証も含めてなのですが、ずっとこの

事業を開始したらこれにかかわる投資は続けていかなければならないと思うのですよね。機械ですから
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当然壊れますし。そうしますと、そういう効果の検証があって、一人１台ということもどんなふうに生

きるかということが立証されていかなければならないと思うのですね。

だから、ずっと計画的に進められてきたことではあるのですが、自分としては、本当にそこまで台数

が必要なのか。これまでの投資が必要なのかという疑問をいつも持っていたものですから、ですから、

そういった効果も検証されて、さらにこの事業を継続していくに当たって、生かしていかなければなら

ないと思うのです。

それでお尋ねをしたわけです。

漏れておりました普及率。これについてだけお答えください。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） 普及率につきましては、16 年度南小が 42 台、ひとり１台ということで更新

しております。

あと、残るは白人小学校が今 22 台ですので、白人小と同じく更新時に 42 台を更新したいと思ってい

ます。

効果についても、今後検証したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） 309 ページ。中学校費、学校管理費の７節賃金のところでお伺いをしたいと思うので

ありますが、15 年度の決算書には、こころの教室相談員の賃金が書かれてありまして、それが今回教育

活動指導助手賃金という形に変わっているわけでありますが、専門のこころのケアの相談員を、これは

継続されまして対応されていらっしゃると思うのでありますが、どういう形で対応されていらっしゃっ

たか、お伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） こころの教室相談員につきましては、16 年度につきまして、道の緊急雇用対

策を利用しておりますので、直接この教室相談員はおりました。

その方に道から直接賃金が支払われておりますので、こちらの決算の方には出ておりません。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） 理解できました。

それで、それにかかわって現状をお伺いしたのでありますけれども、不登校、特に中学校なのですが、

15 年度、16 年度不登校の生徒の数は把握をしていらっしゃるかどうか、お伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） 町内の不登校でございますが、昨年度につきましては小学校がゼロ、中学校

が 14 人。15 年度につきましては小学校が一人、中学校が 11 名おりました。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） 札内の中学校につきましては、非常に落ち着いたいい形で進められていらっしゃるこ

とについては、私は大変評価させていただいておるわけでありますが、見えないところで不登校の子ど

もたちが増えているという実態があるわけでありまして、不登校が多いということは、それは家庭だけ

の問題、学校だけの問題だとかそういう問題ではないのだと思うのでありますが、やはりどこかにそれ

は関連して問題があるのだろうということだと思います。

この辺の一つの、11 名から 14 名に増えたということは、これは深刻な問題だと私は受けております

ので、今後のその対応につきまして、力を入れるべきだと思うのでありますが、その辺のお考えはある

かどうか、お伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育課長。

○学校教育課長（八代芳雄） 15 年、16 年の推移については報告したところでございますけれども、本

年度につきましては、今報告受けている中では、一桁台に下がっているという報告を受けております。

対応としまして、先ほどのこころの相談教室のほか、おかゆの会ですとかそういったところの力もお
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借りしながら、トータルでサポートしていくと。

実際にそういう傾向にある子どもさんが出た場面では、担任はもちろんですけれども、教頭なども直

接自宅に赴いて、いろいろとアドバイスしながら学校に出ていただくというようなことを促している

と。

教室に直接来られない子どもさんなんかもいらっしゃるものですから、保健室であったり、あるいは

学校によっては校長室に机を用意しまして、そこに来てもらって、ある程度授業をこなして、そういう

通学に慣れてもらってというようなことをこなしていただいていることもございます。

○委員長（杉山晴夫） 芳滝委員。

○15 番（芳滝仁） その実態は存じ上げておるのでありますけれども、教育の形としまして、不登校の子

どもにとって、無理に学校に来さすのがいいのか悪いのかという論議がされております。

そのことによって、返って自ら命を断っていくという子どもが増えたという現状があるように報告を

されております。

それは学校側の対応、教頭先生、校長先生も足を運ばれて、苦慮されていることも知っておりますけ

れども、そういう対応のほかに、心にかかわる形で、また違うケアと申しますか、対応の方法が私は検

討をされなければならないのではないかと。

ただ、登校させるということが解決にはなるのではなくて、その子どもの心のケアをしていくという

ことが主に置かれなければならないのでないかと。

そういうことが、これから課題としてあるのではないかと思うのでありますが、どうその辺をお考え

なさっていらっしゃるのでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 教育部長。

○教育部長（藤内和三） 不登校の状況、数は減ったとはいえ、やはり予備というのでしょうか、そうい

った子どももいらっしゃるということも、私どもとしては承知いたしております。

そういうことで、当然私ども教育委員会といたしましても、学校現場との連携、さらには、今、マッ

ク・ザ・マック研究所、百年記念ホールにございますけれども、あそこにスクールカウンセラーを毎週

水曜日に待機していただいて、いわゆる直接そちらに出向いて相談をしていただくということもとって

おります。

また、スクールカウンセラーが、それぞれの学校に出向き、実際に子どもたちと接してやっているの

も現状でございます。

今後、こうした対応、私どももさらに研究という形がいいのか、考えなければならないなと思ってお

りますけれども、町の教育研究所あるいは十勝の教育研究所等におきましても、こういった問題に対し

て研究討議をしておりますので、そういった結果を踏まえながら、私ども教育委員会としても実践して

まいりたいなと考えております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

牧野委員。

○４番（牧野茂敏） 306 ページ。教育扶助費、併せて 312 ページの扶助費なのですけども、町内では 347

名の方が就学援助費を受けているということで、これは先ほど部長の説明によると 15.5％というのが小

学校、11.94％というのが中学校の生徒さんなのですけども、これは審査されているわけですけども、

この基準とか規制とかというのは、内容的にはどうなっているのでしょうか。

ちょっとお伺いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） 就学援助のご質問ですが、小中学校とも認定の条件は同じで、収入を生保基

準で見直しまして、1.3 倍以内の方の世帯について認めております。

なお、児童扶養手当の受給者ですとか、生活保護者については要保護ということで、即認定になって

おりますので、その中で、1.3 倍を超えた中でも、教育委員会としてある程度の理由のある方について

は、再度検討していただいております。
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○委員長（杉山晴夫） 牧野委員。

○４番（牧野茂敏） 私ちょっと頭が悪いから 1.3 倍のこの計算書式がよくわからないのですけども、ち

ょっと例を出して言っていただけるとわかりやすいのですけども。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） 例えば、生保基準が単純に年間 200 万円ということでありましたら、1.3 倍

ですので 260 万円の方、年収が 260 万円であれば無条件で認定しております。

それを超えた方で特に理由、例えば、病気でただいま就労できないとか、そういう理由の方について

は、教育委員会にかけて再度検討させていただいております。

○委員長（杉山晴夫） 牧野委員。

○４番（牧野茂敏） わかりました。

それで、過去どれぐらいの人数だったかちょっと私も定かではないのですけども、ここ数年の動きと、

今年度はどれぐらいなのか、ちょっと教えていただければなと。

○委員長（杉山晴夫） 学校教育係長。

○学校教育係長（水川潔） 過去につきましては、例年１％程度増えてきております。

それで、今年につきましては、大体今年度並といいますか、前年 16 年度並ぐらいの認定率で数字が

推移しております。

14 年度から認定率を申し上げます。

14 年度は小学校 227 名の申請者がおりまして、認定者が 204 名、認定率は 12.5％。中学校につきま

しては、認定率 11.04％。

15 年度、小学校につきましては 15.05％、中学校につきましては 12.3％。

昨年ですが、小学校 15.51％、中学校 11.94％になっております。

今年につきましては、まだ年度途中でございますが、大体このぐらいの数字で今推移しております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

10 款教育費につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上をもって終了させていた

だきます。

次に、11 款公債費、12 款職員費、13 款予備費に入らせていただきます。

11 款公債費、12 款職員費、13 款予備費の説明を一括して求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） 11 款公債費につきまして、ご説明を申し上げます。

354 ページをお開きいただきたいと思います。

11 款公債費、１項公債費、予算現額 28 億 9,604 万 2,000 円に対しまして、支出済額 28 億 9,373 万

5,614 円であります。

１目元金は、借入れいたしました起債の償還元金であります。

２目利子は、借入れいたしました起債の償還利息と一時借入金の借入利息であります。

なお、一時借入金につきましては、出納閉鎖期間まで延べ 14 件 27 億円の借入れ実行に係る利子であ

ります。

３目公債諸費は、起債償還に係る支払手数料であります。

次に、356 ページをお開きいただきたいと思います。

12 款職員費、１項職員給与費、予算現額 19 億 318 万 7,000 円に対しまして、支出済額 19 億 200 万

4,381 円であります。

１目職員給与費は、特別職を含め、211 人の一般会計から支弁する職員の人件費等で、給与・職員手

当・共済費が主なものであります。

358 ページになります。

７節賃金は、臨時職員のうち常雇職員に係る賃金、19 節負担金補助及び交付金は、福祉協会への負担

金であります。
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360 ページをお開きいただきたいと思います。

13 款予備費、１項予備費、予算現額 109 万 3,000 円に対しまして、支出はありません。

以上で、11 款公債費、12 款職員費、13 款予備費の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、一括して質疑をお受けします。

永井委員。

○17 番（永井繁樹） それでは、356 ページの１目職員給与費の全般にかかわってお伺いをいたします。

まず一つ目に、16 年度に実施された人事院勧告に基づく給与改定について、16 年度実績とその前の

15 年度実績の推移を金額的に述べていただきたいと思います。

それと、17 年度の人事院勧告が８月に出されていると思いますが、16 年度決算を迎えて、17 年に向

かってその人事院勧告の内容と、それの内容に対する町の今後の対応、これらについては組合との対応

があれば、その辺も入混ぜて、考え方をお伺いしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） はじめに 16 年度の人事院勧告に伴うものでありますけども、人事院勧告に準

拠いたしまして、幕別町においても給与改定を実施しているところであります。

その中で特徴的なことにつきましては、期末勤勉手当の率が 0.05 上がったことと、寒冷地手当につ

きまして２万円程度ぐらいずつ下がったという点であります。

あと、給料につきましては、改定はありません。

続きまして、平成 17 年度の勧告に対することでありますけども、これにつきましては、給料につき

ましては 0.35％の下げになると思います。そして、扶養手当につきましては 500 円の引下げということ

になります。期末勤勉手当の率につきましては 0.05％引上げということになっております。

これにつきましても、組合とは今協議中でありまして、その辺につきましても協議が整った段階にお

きまして、今後、それにかかわる補正につきましては、補正予算として計上していきたいと考えており

ます。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） そうしますと、給料については、16 年度は改正なしということですが、17 年度に

ついては人事院勧告のとおり、今のお話を聞く限りでは人事院勧告を呑んでいくという方向性ですね。

そこで、ここから理事者の考えをお伺いしたいのですが、もともと国が赤字財政をつくっているのは

誰かというところの責任を問いただせば地方の責任ではないと私も考えますし、その中で苦慮されてい

るというのは十分わかりますし、努力もされています。

ですから、現況の形というのは、国の考えが人勧の方に圧力を加えた中で、人勧が一方的にこういっ

た地方公務員の給与を抑圧していっていると。当然削減方向にどんどん向かっていっているわけですけ

ども、私は一地方の人間として思うのには、これは役場の方々と同じ考えだと思いますが、非常に今後

の給与体系については不安感もありますし、分権型の時代を迎えたときに、こういった給与体系がどこ

まで続くのだろうかなという懸念を持っています。

そこで、できれば理事者の方にお伺いをしたいのですけれども、今の状況の中で、今回８月に出た人

勧を受け入れると過程した場合、当然給料は下がります。本俸が下がるということになりますね。本俸

が下がるということは、生活給に響く影響がかなりあるということですから、町の財政が逼迫している

のはわかりますが、職員の生活費は逼迫していくだろうと。特に 30 代で子どもがいる過程については

かなりの逼迫感が私はあると思います。

ですから、そういったことを踏まえたときに、国はとにかく本俸を下げて、新規的な給与とか手当と

いう部分で調整をしようというところにきているのですけれども、私はこの状態を考えたときに、現時

点の考え方から将来に向かって分権型給与政策ということを、今後の実施目標に置くとすれば、理事者

はどのような方向性を持たれているか。

我が町だけではできない部分もありますが、我が町の職員の生活というのは、我が町で守っていかな
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ければならない時代がくると思いますので、この辺の大きな方向性をまずお伺いしたい。

それと併せて、一般住民の方は、私たちもよく耳にしますが、やはり今の状況下、公務員の給料はや

っぱり高いのだと。一般・民間に比べて。ところが、歴史をたどっていくと民間が高かった時期も相当

あったわけで、住民の感情というのがちょっとねじれた現象で出てきていますから、やはり適切な給料

を出しているのだというところに、もし情報をきちっと提供するのであれば、私は今情報公開の時代で

すから、特別職なんかは情報公開できちっとしておりますけども、一般職員の給与情報については、今

のところ住民に対する提供は、私はしていないのだと思うのです。

ですから、これからいろんな形で給与体系を見直していくのでしょうけれども、やはり合併も控えて

おりますし、職員の給与の実情というのを、ホームページもありますし広報もありますから、ここら辺

りでやっぱりきちっと情報提供して、住民の理解をきちっと求めていくということの必要性があるので

はないかと思いますが、これらについての理事者の考え方をお伺いします。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） まず職員給与の考え方をどうしていくのだということが第１点にあろうかと思います

が、今の給与体系からいいますと、やはり国の人事院勧告にのっとった形で幕別町の職員の給与という

のは考えていかなければならないだろうし、将来にわたっても、やはりそこが基本線になってくるのだ

ろうというふうに思っております。

ですから、今年度の勧告も含めて、そういう方向で私どもとしても給与条例の改正あるいは必要があ

れば補正予算の提案もさせていただきたいなというふうに思っております。

これから条例提案させていただくことになりますので、議会の論議の前に、私の方から特定の考え方

を言うことは一部差し控えさせていただきたいと思いますけども、基本的な考え方としては、やはり基

本は人事院勧告にのっとって職員の給与改定は行っていきたいというのが基本的な考え方であります。

しかしながら、昨日の北海道の状況、あるいは管内市町村の状況、これは多分に財源とのかかわりと

いうのはやはり避けて通れない議論として出てくるのかなと。住民のサービスがどんどん低下してい

く、あるいは負担が増えていく中で、職員の給与を現状のまま将来とも維持できるのかというと、この

辺についてはいろんな論議があるのだろうというふうに思います。

町の財政を預かっている私どもでございますので、それは永井議員から有り難いお言葉を頂いており

ますけども、町民の声もやっぱり一方では大事にしていかなければならないどろうと。それらを加味し

ながら、組合の方とも十分協議しながら、どこが適正な給与であるかということについては、十分見極

めながら議会の方にもご相談をさせていただければなというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） 永井委員。

○17 番（永井繁樹） もう一つ本当は答弁を頂きたかったのですが、職員の給与は法律や議会の決定する

条例だけで守られていますから、情報の公開性というのはある程度担保されているのはわかるのです。

しかし、今後の行政の例えば自立性というものをきちっと訴えていくのであれば、やはりもらってい

る給料については住民に説明していくという形をきちっととっていかないと、職員そのものの自立性は

養われないと私は思いますね。

ですから、この辺あたりの考え方についてどう考えられますか。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 大変申し訳ないです。最初にそのご質問受けておりましたけども。

毎年度決算の状況については広報によってお知らせをさせていただいております。

その中で、職員給与の関係につきましても、一定程度公表をさせていただいておりますけども、なか

なか決算と同時に出すものですから、住民の皆さんからは中身を詳しく理解を頂くような場面はないの

かなというふうには思っております。

今、ご指摘を頂いておりますので、できる限りわかりやすい形で、決してこのことは公開しないとい

うことではございませんので、十分わかっていただくことの方が、永井委員ご指摘のとおり、私どもと

しても有り難いなというふうに感じておりますので、それらの公開の方法、あるいはどんなふうにした
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ら住民の皆さんに理解を得られるのか。さらに相談させていただいて、より効果的な方法で周知を図っ

てまいりたいというふうに考えてございます。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

中橋委員。

○ ２番（中橋友子） 職員の給料のことについて、私の方からもお尋ねしたいと思います。

平成 16 年度は幕別町が行政改革の計画を持ちまして最終年次ということでありました。

それで、ずっと職員の数も減らしてきた、それは無理がないか、残業は増えないかということでたた

みかけてきたところなのですけれども、平成 16 年度の決算を見ますと、残業手当につきましては、前

年度から比べまして約 1,900 万円減額になっております。

そういう中で、仕事量も、合併問題もありましたから決して減ったというふうには思っておりません。

それと、職員の数は計画を超えて減らしてこられましたから、一人一人の仕事はどんな形になったと

しても増えることはあっても減ることはなかっただろうというふうに推察します。

そういう中で、残業手当も減額になっている、給料も減額になっているということでありますから、

これが結果としてはやはり職員の負担になってきたというふうに思うところです。

実際に残業についてはシフト制をとられるだとか、あるいはグループ制ですか、そういうことなども

研究されて取り組んでこられて、そういう効果もあったのではあろうとは思うのですが、残業はすべて

きちっと支払われてきていたのか。

それと、一人当たりやはり 80 時間を月超えてはならないというような厚生労働省の指導もあるので

すが、それらについてもきちっと遵守されてきたのか。その辺について伺いたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 時間外手当につきましては、平成 15 年と 16 年を比較した場合につきまして、

大分減少しております。

これの主な要因につきましては、特殊要素があるかと思っております。

その特殊要素につきましては、15 年におきましては町長・町議の選挙があったことと、あと国政の選

挙もあったという、こういう特殊要素におきまして、その部分だけでいいますと 2,400 万円程度でござ

います。

16 年度におきましては、参議院選挙があったということで、特殊要素としましては 860 万円程度でご

ざいます。

それ以外にも会計検査とか災害にかかわるものもございますけども、大きなものはそういうものでご

ざいます。

その差がこの 15 年と 16 年の時間外の減少した主な要因だと思っております。

それ以外の通常ベースの時間外につきましても、若干でありますが金額は落ちております。

仕事内容につきまして、16 年度は全職員に言えることでありますけども、合併の調整事務、具体的な

協議事項が全職員について業務として増えているのは、これは事実でありまして、その分仕事の面では

大変だったということは押さえているところでありますけども、特に仕事をやっていく中で、係内また

は課内で十分協力体制をとりながら仕事は進めてまいりました。

それによって、ある程度時間外は抑制できたのではないかと思っております。

サービス残業的なものはなかったのかということにつきましては、それはないものと思っておりま

す。

これは例年年度初めに、職員につきましては、時間外はどれくらいの目安でやるのかということにつ

きまして、私ども総務の方と各現課は十分に協議を毎回やっております。

その中で、各課の事情をよくお聞きしながら進めているところでありまして、その中では特に無理な

時間外はなかったということで、そのヒアリングの中では事情聴取しておりますので、先ほど言いまし

たように、そういうものはないと思っております。

それと、一月当たり一番多い人で 69 時間です、平均して。
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ですから、先ほど言われていた 80 時間を超えるような残業はなかったのではないかと思っておりま

す。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 加えまして、年間のその一人当たりの多い方がどのぐらいになっているのかという

こともお尋ねいたします。

周到な計画を立てられまして取り組んでこられた。この行革を進める段階で、かなりそういったこと

がされてきて、結果として結びついたということは理解をしたいと思います。

ただ、やはり一月当たり 69 時間いった、約 70 時間ですが、今勤務日数が週五日間ですか、それの４

週ということでありますと 20 日間ですよね。

20 日間の 70 時間というのは、毎日に直すと決して少ない時間ではないと思うのですよね。そういう

ことが今後もこういった人員削減といいますか、定数削減も含めてずっと進めていくわけですから、こ

ういうところはやはり解消に向けて取り組まなければならない課題だというふうに思うのですけれど

もいかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 一人一人見た場合に、一番多い部署につきましては、合併協議会の事務局でご

ざいます。

これはどうしても、平成 16 年度から本格的に合併協議にかかわる事務が始まったということで、こ

れはやむを得ないことなのかなというふうに認識しております。

それと、その次に多いところは、企画室の情報担当部局でありますけども、これは平成 16 年度にお

きまして、ホームページを全面改定しております。そういうようなことにおいても業務量が増えたので

はないかと思っております。

また、確か平成 16 年には農業センサス等の大規模な調査等もあったと思いますので、そういうよう

な５年に１回なり 10 年に１回の大規模な調査等もあったことによって、一時的に業務が増えたのでは

ないかと認識しております。

それと、あと上位の中では、税務課の住民税係でありますが、この税務課の住民税につきましては、

申告事務が１月から３月、４月にかけてどうしても集中するというようなことで、これは時期的な仕事

の性格上やむを得ない面があるのかなというふうな認識でおります。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 時間数については後ほど答弁させていただきます。

今言われますように、こういうような状況の中で、今後問題はないのかというご指摘だと思います。

来年２月６日に忠類との合併協議が整いまして、合併をするということで、人的な関係の細部協議を

進めている最中でございまして、当然のことながら、本町総合支所の役割の中で、人員のやりくりは今

後出てくるのだろうというふうに思っております。

今、現状の中で進めている協議の中では、10 名を超える忠類村の職員が幕別町の方に来られるという

ようなこともございまして、確かにご指摘ありますように、絶対量からいって職員数がどうかというこ

とは当然ありますけれども、前からお話ししていますように、それらを見据えた中で、今回このような

状況になってきていることも、一方でご理解をいただければなと。

今十数名超える職員が本町の方に来られる中では、ある程度今言われるようなことについても、当然

のことながら解消されていくだろうと。ましてや合併事務局も今年度には解散ということになろうかと

思いますので、事務局の職員等についても、当然のことながら、また本庁の事務の中に戻ってこられる

ということもございますので、今、ご指摘いただくようなことについては、来年度以降解消していける

のでないかというふうに考えてございます。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） それでは、上位幾つかについて数字を述べさせていただきたいと思います。

一番多かったのは、月当たり平均 69 時間、これは合併事務局であります。
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これは二人目も同じく合併事務局で 64 時間です。

３番目につきましては、企画室の情報担当でありますが 50 時間、その程度でございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 今課長がおっしゃった数字は一人当たりに直すと年間を考えると、単純にこれに 12

カ月を掛ければいいということですね。

69 時間であれば、これの 12 倍の残業をされたということになりますね。

私は、ずっと職員の方たちのいろいろな健康を害するような状況や、残念ながら、これは平成 16 年

度の中にもそうでしたけれども、職場にいられないような状況も生まれたというようなことを聞いてお

ります。そういうことも含めまして、やはり今助役がおっしゃったような、職員あっての業務というこ

とをやはり念頭に、今後もきちっと取り組んでいただきたいということであります。

今は年間の時間を再確認させていただきたいというのが質問の目的でありましたので、後段について

のご答弁はよろしいです。

この確認はよろしいですか。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 11 款公債費、12 款職員費、13 款予備費につきましては、ほかに質疑がないよう

でございますので、以上をもって終了させていただきます。

審査の途中でございますけれども、この際、14 時 15 分まで休憩をいたします。

14：06 休憩

14：15 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

歳出１款議会費から 13 款予備費までの審査が終わりましたので、引き続いて、一般会計歳入に入ら

せていただきます。

歳入の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） 歳入の説明をさせていただきます。

21 ページをお開きいただきたいと思います。

１款町税、１項町民税、調定額 10 億 2,902 万 2,878 円に対しまして、収入済額９億 5,851 万 8,097

円であります。不納欠損額につきましては 90 件で 334 万 5,384 円、収入未済額は 6,715 万 9,397 円で

あります。収納率にいたしまして、93.15％で、前年と比較いたしますと 0.61 ポイントの減であります。

１目個人でありますが、現年課税分の調定額は８億 728 万 8,098 円で、前年比１億 2,225 万 3,438 円

の減となっております。

減額の主な要因でありますが、給与所得の減少傾向に加え、平成 15 年度において農業所得が大幅な

伸びを示したものが例年並となったことから大幅な減少となったものであります。

２目法人でありますが、現年課税分の調定額は１億 5,276 万 7,500 円で、前年に比較いたしまして 215

万 5,200 円の増となっております。

増額の主な要因でありますけれども、法人数は前年度より９社減となっておりますが、土木事業関連

業種が堅実な伸びをしましたことから増収となったものであります。

なお、町民税の現年課税分のみの収納実績を申し上げますと、個人の収納率では 98.75％で、前年度

0.29 ポイントの減。また、法人につきましては 99.64％で、前年費 0.27 ポイントの増となっておりま

す。

２項固定資産税、調定額 12 億 887 万 8,652 円に対しまして、収入済額 10 億 406 万 1,496 円でありま

す。
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不納欠損額が 49 件で 4,138 万 7,518 円、収入未済額は１億 6,342 万 9,638 円であります。収納率に

いたしまして 83.06％、前年比 0.96 ポイントの減であります。

１目の固定資産税は、現年課税分の調定額では 10 億 1,329 万 3,700 円で、前年より 1,968 万 3,200

円の増となっております。

増額の主な要因といたしましては、札内北栄町、札内文京町での宅地分譲が順調に進み、住宅新築の

増によるものと考えております。

なお、現年課税分のみでの収納率を申し上げますと、96.3％で、前年比 0.61 ポイントの減となって

おります。

23 ページになります。

２目国有資産等所在市町村交付金は、調定額、収入済額とも同額の 1,660 万 6,400 円で、前年対比 128

万 6,100 円の増となっております。

この交付金は、道営住宅、幕別高校用地などに係る固定資産税相当分が国や道から交付されるもので

あります。

３項軽自動車税、調定額 3,958 万 3,900 円に対しまして、収入済額 3,624 万 8,600 円、不納欠損額は

30 件で 12 万 6,400 円、収入未済額は 320 万 8,900 円であります。現年課税分の調定額で、前年対比 180

万 1,400 円の増、増の要因といたしましては、軽四輪のうち乗用が前年と比較いたしまして 266 台増加

したことなどによるものであります。

なお、現年課税分の収納率でありますけれども 96.83％で、前年比 0.13 ポイントの減となっておりま

す。

４項町たばこ税、調定額１億 5,971 万 1,133 円に対しまして、収入済額も同額であります。前年比、

調定額で 100 万 4,784 円の増でありますが、禁煙率の低下などから本数では、前年比 367 万本の減とい

うことになっております。

平成 15 年７月からの税率の改正によりまして、収納は増加しております。

５項入湯税、調定額 1,034 万 9,950 円に対しまして、収入済額も同額であります。前年対比で 25 万

7,820 円の減でありますけれども、減の要因は、宿泊利用客が約 2,200 人の減少、日帰り客が約 1,200

人の増加となったことなどによるものでございます。

25 ページになります。

６項特別土地保有税、調定額 548 万 1,260 円に対しまして、収入済額はありませんでした。不納欠損

額は１件で１万 4,300 円、収入未済額は 546 万 6,960 円であります。

この特別土地保有税につきましては、平成 15 年度の税制改正によりまして、新たな課税を行わなく

なったことから現年課税分の調定額がないものであります。

なお、滞納繰越分につきましては、大半が道外の方ということもありまして、収納に苦慮している状

況でもありますが、これらのほとんどの物件につきましては、参加差押えをしておりますけれども、資

産価値等の関係から費用対効果を考えますと競売手続等に踏み切れないのが現状となっております。

なお、不納欠損の１件につきましては時効に伴うものであります。

27 ページをお開きいただきたいと思います。

２款地方譲与税、１項所得譲与税、調定額 4,063 万 2,000 円に対しまして、収入済額も同額でありま

す。

所得譲与税につきましては、三位一体の改革により所得税の一部を所得譲与税として交付されたもの

でありますが、町民一人当たり 1,673 円となっております。

２項自動車重量譲与税、調定額２億 2,999 万 2,000 円に対しまして、収入済額も同額であります。

前年度対比、金額で 988 万 7,000 円の増、率では 4.5％の増であります。

３項地方道路譲与税、調定額 8,218 万 6,000 円に対しまして、収入済額も同額であります。

前年対比いたしまして、金額にしまして 663 万 6,000 円の増、率で 8.8％の増であります。

29 ページをお開きいただきたいと思います。
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３款利子割交付金、１項利子割交付金、調定額 2,126 万 4,000 円に対しまして、同額の収入済額であ

ります。

前年度対比、金額にしまして 100 万 4,000 円の増、率で 5,0％の増であります。

31 ページをお開きいただきたいと思います。

４款配当割交付金、１項配当割交付金、調定額 172 万 1,000 円に対しまして、収入済額も同額であり

ます。

配当割交付金につきましては、平成 15 年度の税制改正によりまして創設されたものであります。道

に納入されました配当割額に相当する額の３分の２が交付されたものであります。

次ページ、５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金、調定額 177 万円、収入済額

も同額であります。

株式等譲渡所得割交付金につきましては、先ほど申しました配当割交付金同様に新たに創設されたも

のでございます。

35 ページをお開きいただきたいと思います。

６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、調定額２億 2,904 万 7,000 円に対しまして、収入済

額も同額であります。

前年度対比、金額にしまして 2,076 万円の増、率で 10％の増であります。

平成９年度の地方消費税創設によりまして、１％の地方消費税の２分の１を市町村の人口規模、居住

者数等を基準に交付されるものであります。

37 ページをお開きください。

７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金、調定額 3,663 万 5,004 円に対しまして、収

入済額も同額であります。前年度対比にしまして金額で 193 万 348 円の減、率で５％の減であります。

札内川河川敷ゴルフ場利用者数につきましては３万3,298人で、前年度と比較しまして4,799人の減、

帯広国際ゴルフ場利用者数が年間４万 5,228 人で、こちらも 1,090 人の減と、利用者数の減が主な要因

であります。

39 ページになります。

８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、調定額 9,187 万 9,000 円に対しまして、収入済

額も同額であります。

前年度対比、金額にしまして 529 万 9,000 円の減、率で 5.5％の減であります。

41 ページになります。

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項国有提供施設等所在市町村助成交付金、調定額 20

万円に対しまして、収入額も同額であります。前年度も同額でありました。

43 ページになります。

10 款地方特例交付金、１項地方特例交付金、調定額 9,500 万 6,000 円に対しまして、収入済額も同額

であります。

前年度対比、金額にしまして 1,250 万 4,000 円の増、率で 15.2％の増であります。

これは平成 11 年度の税制改正による恒久的な減税に伴いまして、地方税の減収分の一部が補填され

ているものであります。

45 ページをお開きいただきたいと思います。

11 款地方交付税、１項地方交付税、調定額 49 億 2,443 万円に対しまして、収入済額も同額でありま

す。

前年度対比、金額にしまして３億 9,424 万 3,000 円の減、率で 7.4％の減であります。

47 ページをお開きください。

12 款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、調定額 630 万 9,000 円に対しまして、

収入済額も同額であります。前年度対比 19 万 5,000 円の減、率で３％の減であります。

49 ページになります。
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13 款分担金及び負担金、１項分担金、調定額 4,871 万 972 円に対しまして、収入済額も同額でありま

す。

農業基盤整備事業等に係る受益者分担金であります。

２項負担金、調定額１億 4,365 万 5,508 円に対しまして、収入済額１億 1,860 万 4,168 円、不納欠損

額 188 万 7,210 円、収入未済額 2,316 万 4,130 円であります。

１目民生費負担金は、障害者及び老人福祉施設入所者の措置費並びに保育料であります。不納欠損は

老人福祉施設措置費が１件、保育料が 12 件であります。

51 ページになります。

14 款使用料及び手数料、１項使用料、調定額１億 9,536 万 1,376 円に対しまして、収入済額１億 8,236

万 56 円、不納欠損額 90 万 6,150 円、収入未済額 1,208 万 8,170 円であります。

各種施設等の使用料であります。不納欠損につきましては、次のページ 53 ページになりますけれど

も、５目土木使用料の５節の中の公営住宅使用料で７件であります。

また、収入未済額は同じく公営住宅使用料であります。

６目教育使用料の２節の中の幼稚園保育料及び 55 ページ、細節３の学童保育所保育料などが収入未

済額となっております。

次のページになります。

２項手数料、調定額 6,480 万 6,164 円に対しまして、収入済額も同額であります。

本項は、１目総務手数料の戸籍住民票や諸証明に係る手数料、２目民生手数料の居宅介護サービス計

画等作成手数料及び 57 ページの４目土木手数料の建築確認申請手数料等が主なものでございます。

59 ページになります。

15 款国庫支出金、１項国庫負担金、調定額２億 6,762 万 5,035 円に対しまして、収入済額も同額であ

ります。

主なものは、１目民生費負担金の国民健康保険基盤安定費、障害者保護費、保育所運営費、児童手当

に係る負担金。

２目の衛生費負担金では、保健事業負担金。

２項国庫補助金、調定額３億 6,646 万 6,335 円に対しまして、収入済額も同額であります。

主なものといたしましては、61 ページにありますけれども、１目総務費補助金では合併協議に係る補

助。

２目民生費補助金では、障害者に係るサービス事業及び知的障害者に係る支援費の補助金などであり

ます。

３目の土木補助金は、道路整備事業、交通安全施設整備事業、公営住宅家賃対策、公営住宅建替事業

などに係る補助金。

４目の教育費補助金につきましては、63 ページになりますけれども、小学校費及び中学校費の就学援

助費や幼稚園の就園奨励費。

４節の社会教育費は、埋蔵文化財発掘調査に係る国庫補助金が主なものであります。

３項国庫委託金、調定額 1,476 万 2,025 円に対しまして、収入済額も同額であります。

１目の総務費委託金では、外国人登録事務費。

２目の民生費委託金は、年金事務や児童手当事務。

３目農林業費委託金は、国営土地改良事業などで国の委託事業に係る委託金であります。

67 ページになります。

16 款道支出金、１項道負担金、調定額１億 3,339 万 3,174 円に対しまして、収入済額も同額でありま

す。

１目民生費負担金及び２目衛生費負担金につきましては、先ほどの国庫負担金で説明いたしました負

担金と同様で、国と道でそれぞれ負担割合に基づく道の負担分ということになります。

３目農林業費負担金につきましては、次の 69 ページ、１節農業費負担金の農業委員会職員設置費に



－41－

係る道負担金が主なものとなっております。

２項道補助金、調定額３億 995 万 975 円に対しまして、収入済額も同額であります。

１目総務費補助金では、町営バス運行事業。

２目民生費補助金は、各種福祉事業及び介護予防等の事業に係る道補助金であります。

２節の児童福祉費補助金では、へき地保育所設置事業、乳幼児医療費、子育て支援センターなどに係

る補助金等であります。

３目労働費補助金は、緊急地域雇用事業に対する道補助金であります。

４目の農林業費補助金は、73 ページになりますけれども、農林事業関係事業に対する道補助金で、１

節農業費補助金の細節６の農業生産総合対策事業、細節７の耕畜連携資源循環総合対策事業など。

２節畜産事業費補助金は、細節５の食料環境基盤緊急確立対策事業など。

３節土地改良事業費は、細節１の道営土地改良事業及び２節と同じく食料環境基盤緊急確立対策事業

などであります。

４節の林業費は、各種造林事業及び北の森づくり事業関係補助金が主なものとなっております。

５目教育費補助金は、75 ページになりますけれども、社会教育費補助金の放課後児童対策事業、埋蔵

文化財発掘事業などに係る補助金であります。

３項道委託金、調定額 5,631 万 6,245 円に対しまして、収入済額も同額であります。

１目総務費委託金では、２節徴税費委託金の道民税徴収事務、４節の選挙費委託金の参議院議員選挙

費が主なものとなっております。

77 ページになります。

３目土木費委託金は、１節の細節１樋門管理業務委託金、３節の細節１一般道営住宅管理業務委託金

が主なものとなっております。

79 ページになります。

17 款財産収入、１項財産運用収入、調定額 2,051 万 5,452 円に対しまして、収入済額 2,049 万 7,452

円、収入未済額１万 8,000 円であります。

１目財産貸付収入は、土地及び建物の貸付収入であります。

２目利子及び配当は、各種基金等の利子収入であります。

なお、収入未済額は教員住宅使用料分であります。

81 ページになります。

２項財産売払収入、調定額 6,409 万 5,936 円に対しまして、収入済額も同額であります。

１目不動産売払収入は、除間伐材の売払収入及び土地の売払収入で、土地はみどり町公営住宅跡地な

どの売払収入となっております。

２目は公社貸付牛譲渡代などに係る収入であります。

83 ページになります。

18 款寄附金、１項寄附金、調定額 522 万 4,800 円に対しまして、収入済額も同額であります。

２目総務費寄附金の札内川ゴルフ場利用者からの河川緑化整備事業寄附金、福祉推進基金、図書整備

基金への寄附が主なものであります。

85 ページになります。

19 款繰入金、１項基金繰入金、調定額２億 8,874 万 4,400 円に対しまして、収入済額も同額でありま

す。

１目減債基金繰入は、財源対策債等の償還に充当するため減債基金から繰入れをし、各会計への公債

費の支出に充てたものであります。

２目財政調整基金繰入金は、当初予算編成時の財源不足により、財政調整基金の方から１億円を繰り

入れたものであります。

３目河川緑化事業整備事業基金繰入金は、河川緑化事業実施のために基金から繰り入れたものであり

ます。
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４目酪農振興基金繰入金は、酪農ヘルパー事業退会者に対する積立金の返還分を基金から繰り入れた

ものであります。

87 ページになります。

20 款繰越金、１項繰越金、調定額 5,981 万 3,248 円に対しまして、収入済額も同額であります。

前年度からの繰越金であります。

89 ページになります。

21 款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、調定額 299 万 436 円に対しまして、収入済額も同額であり

ます。

２項町預金利子、調定額１万 304 円に対しまして、収入済額も同額であります。

91 ページになります。

３項貸付金元利収入、調定額４億 6,715 万 9,387 円に対しまして、収入済額も同額であります。

各種貸付金の返済による収入であります。

93 ページになります。

４項受託事業収入であります。調定額 9,040 万 1,617 円に対しまして、収入済額も同額であります。

主なものは、95 ページ、２目の農林業費受託事業収入で、畜産基盤再編総合整備事業受託事業に係る

収入であります。

また、３目土木費受託事業収入は、札内南大通街路事業及び札内９号南通り街路事業による北海道か

らの収入であります。

５項雑入、調定額３億 752 万 9,091 円に対しまして、収入済額３億 271 万 8,718 円、収入未済額が 481

万 373 円であります。

４目雑入は、97 ページ、１節の職員給与費負担金から、99 ページの６節の雑入まで、他の目に属さ

ない収入であります。

なお、収入未済額といたしましては、97 ページの４節学校給食費に係るものであります。

次に、105 ページをご覧いただきたいと思います。

22 款町債、１項町債、調定額 15 億 9,290 万円に対しまして、収入済額も同額であります。

１目総務債から、109 ページ、７目借換債まで各種事業に充当するため、起債の借入れを行ったもの

であります。

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 若干質問をさせていただきたいと思います。

79 ページ、17 款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金のところで、こちらの方には各

種基金がずっと書いてございます。１から 12 までですか。

それで、この利子及び配当金、そのうちの利息でありますけども、単純計算しますと４万 7,000 円ぐ

らいの利子を生んでいるということで、基金の運用によってですね。

それで、基金でありますけども、この資料を見ますと、決算年度末の現在高、要するに平成 17 年の

３月末だというふうに思いますけども、29 億 5,400 万円、30 億円弱ということであります。

常時 30 億円あるわけでありませんから、かなりでこぼこありますからあれですけど、いずれにいた

しましても１年間運用してこのぐらいの金額、今日の低金利ということもあるのでしょうけども、いか

にも少ないなというような印象を持つわけでありますけども、これらの運用状況、どのような運用をさ

れてこうなったのか、まずお聞かせいただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 総務課長。

○総務課長（川瀬俊彦） 定期ということで運用を図っております。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。
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○19 番（千葉幹雄） 定期ということで、普通預金は運用とは言いませんでしょうから、定期一本で運用

されているという理解でよろしいですね。

今申し上げましたけども、１年もの２年ものとも、今の現状ですから 0.03 とか 0.04 とかそんなよう

なレベルだというふうに思うのですけれども。

そこで、各種基金の条例、見なくても当たり前のことでありますけども、その運用に当たっては安全

かつ有利な運用をしようということで、お互い条例に定めているわけでありますけども。

それで、私もそんな大きな金持ったことないからわからないのですけども、いずれにしてもこういう

財政事情の中で、出口を絞っているわけですから、歳出を抑えているわけですから、やはりそれと同時

に自主財源であるこういったものをいかに少しでも多く実を取るかということも併せて考えていかな

ければならない大事なことだと思うのです。

そこで、我々素人が、例えば、国債ですとか地方債ですとか、あるいは政府保証債ですとか、私も素

人ですからよくわかりませんけども、リスクが伴わなくてなおかつ有利に運用できるというのが、ほか

にもあるのだろうと思うのですけども、そういったことが考えられるのですけども、今聞けば、その定

期預金、非常に率の低い定期預金一本だということなのですけども、その辺、国債を買って運用しよう

というそういう発想というのはないものなのか、できなかったものなのかが一つ。

それと、金融の自由化によって、入札制度というのが、もちろん知っていると思いますけども、銀行

を呼んで、例えば１億預金をすると。それであなたのところはどのぐらい利息をつけていただけますか

という、要するに入札制度ですよね。こういったこともあるのですけども、そういったことを利用され

た、利用されたというかそういう方法で定期を積んだことがあるのかどうなのか。

それと、要するに 12 ないし 13 の基金があるわけでありますけども、その中に、当然比較的基金を固

定しておける基金もありますよね。それから、流動化しなければならないという基金もありますから全

部がそうはいかないと思いますけども、それらをひっくるめて、一体的な基金あるいは資金の管理とい

うのでしょうか。もちろん基金別にきちっと管理はしなければいけませんけども、要するに財調からは

１億引っ張れる、あるいはまた、比較的、福祉推進基金とかそれからふるさと創生基金だとか、ふるさ

と創生基金の１億はそのまま積みっぱなしですよね。

ですから、余り忙しくない資金を集めて、それをまとめて運用するとか、そういう制度というかそう

いうこともできるのでないかなと私は思うのですけども、その辺の考え方というのでしょうか、そうい

うことはできないのかどうなのか。

そういったことを含めて、再度、お伺いをいたします。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。

○総務部長（菅好弘） 確かに、今千葉委員が申されましたように、基金を安全でかつ有利に運用するか

と。こういったことも私たちの方の仕事として考えなければならないことでございますけども、平成 16

年から 17 年に移行するに当たりまして、ペイオフがありました。

これがどのような形で、どうなっていくのかというのが非常に不透明だったというようなこともあり

まして、基金については、先ほども申しましたように、普通預金又は定期預金の中で管理をしてきたと

いうようなところでございます。

今、17 年に入りまして、ペイオフの形の中で、決済性預金だとかそういったものについての全額保証

というようなことが示されまして、そういったことも含めて、今、庁舎内のペイオフ検討会議の中では、

一定の検討をしたところでございます。

ただ、手をこまねいていては、せっかくあります基金をこれから有効に利息の生めるものに変えてい

けるかというところでございますけども、方法といたしましては、今言われました短期の国債を買うと

か、そのような方法。

ただ、これについてはリスクが伴いまして、例えば途中で解約するようなことになりますと、元本割

れするとかそのようなこともあります。

また、株に投資するとかそういうのは非常に危険性がありますし、何がいいのかというようなことを、
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今、私たちの方としてもいろいろと検討をしていると。

中には今、千葉委員のご質問にもありましたように、基金の中での流用、これはもう既に 17 年度に

入りまして、収入役の方とも協議いたしまして進めておりまして、一時借入金を起こさずに、基金を取

り崩して一時的に流用すると。このようなことも条例上ではできるわけですので、そのようなことも協

議をしてやっております。

このようなことを、一つひとつ確実に状況を見ながら、今後に向けて運用については収入役の方とも

十分協議をして、できるだけ安全で有利な方法で管理をしていきたいというふうに思いますので、ご理

解を頂きたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） 方向性としては、そういう検討をするということですからいいのですけども、ただ、

ちょっと認識違うところはお互いに確認し合っておかなければならないと思うのですけども、国債がリ

スクを伴うというようなことを、今お話になりましたけども、当然、例えば、中期２年とか５年、ある

いは長期の 10 年ありますよね。

それは非常に激しく金利が動くときは、10 年先まで例えばもっと上がるかもしれないのに安い利率で

買ってしまうと、それはリスクありますよね。

ですから、私はまずそう長くないものでなければ駄目だと思うのです。特に今の時代は。

中期、２年若しくはどれだけ長くても５年だと思うのですね。

それで、要するに途中で解約すると元本割れする可能性はある、それはある。そこはリスクといえば

リスクだけども、しなければいいわけですからね。しなければリスクでないわけですから。

それは、ですから来年使う金で国債を買えと言っているのでないの。

ですから、例えば、財調が 10 億あるとすれば、そのうちの１億や２億は買えるわけですよね。

ですから、そういった要するに２年あるいは５年先を見越して、ここはこのぐらいは残しておけるだ

ろうと、途中解約しないでね。そういう部分をするだけでも、私はかなり違うと思う。

釈迦に説法ですけども、もう２年もの５年もので普通預金との比較でしたら、５年ものでしたら 12

倍ぐらい差があるのですね。

0.1％ぐらいですけども、普通預金から比べるとそのぐらいの差があるのです。

早い話が、２年ものでも６倍から７倍ぐらいの差があるのです。

ですから、もっと目ざとくどうやってある金を、益を出していくかということを考えれば、国債なん

かはもっとも安全有利なものだと思うのですよね。

ですから、これから考えていくということですからこれ以上言いませんけども、それと、この資料で

も見たらわかりますけども、一借で 400 万円ぐらいの利子を出していますよね。

ですから、これも逆に一借しなければ 400 万円の運用益を得たということですから、ですからやっぱ

りもうちょっと私は柔軟に、いろんなことがあって私たちがわからない部分がいろいろあるのだろうと

は思うのですけれども、そこはやっぱり町民の財産ですから、少しでも運用益を出していくという考え

方似立って、ある意味では心を鬼にして、そこに私は向かっていくべきだというふうに思います。

そんなことで、これ以上言いませんけども、いずれにいたしましても、そういう貴重な財源を得るた

めに、情報をたくさん入れて、運用益を少しでも出して、町の財政に寄与するように頑張ってほしいと

いうふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 一般会計歳入につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以上を

もって終了させていただきます。

次に、一般会計の歳入歳出に係ります総括質問をお受けいたします。

中橋委員。

○ ２番（中橋友子） ２点のお尋ねをしたいと思います。
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まず１点は、公共事業の発町で注した事業の全体の状況を知りたいということと、あとはもう一つは、

そこで地元のどのぐらいの割合で仕事が落ちたのか。あるいは、地元の人たちにどのぐらい仕事がまわ

ったのか。平成 16 年の決算を通して知りたいところなのですけれども。

公共事業全体が減ってきているのはうちの町も同じですが、さりとて事業者にとっては本当に大切な

仕事。それからそこの地元で働いている人にとっても、直接の雇用につながるということで大事な事業

でありました。

平成 16 年の決算の中では、地元の事業に、ここずっと高い数字で地元に発注されておりますけれど

も、このトータルではどうであったのかということをまず伺います。

それと、労働のところでもお話ししましたように、労働者の実態が大変だということはお話ししたと

おりですが、ずっと町はそういった雇用と併せまして退職金制度などについても、このところ心くだい

ていろんな手立てをとってこられたと思います。

それらなどについても、16 年度ではきちっと働く人のところまで渡されて事業が進められていたかど

うか、確認されてきているのか。それらも伺いたいと思います。

それと、二つ目の質問ですが、平成 16 年度は特に合併を成就させるための協議が行われて、そこの

結論が見いだされた年度でありました。

私どもはこの合併については、もっともっと住民の意向を聞くべきだというようなことで、考えを異

にしたところではありましたけれども、決まった以上はきちっとしたまちづくりになっていかなければ

ならないと思います。

ただ、ここの評価で、この 16 年度決算の資料の評価としては、住民の意向も、それから評価も十分

押さえた上での結論だというようなことを明記されているわけですけれども、４カ月間の更別との協議

の中で、しかも６回の協議はギリギリで終わったわけですから、そういうふうに言い切れるというのは、

私は正しいことではないというふうに押さえるのですが、その辺はいかがでしょうか。

それと、既に新しいまちづくりについて、十勝圏での協議がスタートしたやに聞いております。

それには、テーブルを同じにされているのかどうか。もしされているのであれば、どのような姿勢で

臨んでいるのか。この点についても総括としてお尋ねしたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 暫時休憩します。

14：55 休憩

14：57 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

岡田町長。

○町長（岡田和夫） それでは、順序は逆になりますけども、合併に関しまして、私の方から答弁をさせ

ていただきます。

お話にありましたように、大変長い時間をかけて、私は合併についていろいろな方々のご意見を頂く

中で、今回の合併が成就されたのだと、大変住民の皆さんに、そしてまた相手方であります忠類村の皆

さんに敬意を表するとともにお礼を申し上げたいというふうに思っております。

私は住民の意向を捉える、いろんなご指摘もありました。住民投票がどうかというようなお話も確か

に承りましたけれども、私は当然民主主義のルールの中で、議会制民主主義、議会の皆さんあるいは投

票以外にもっていろんな方のご意見も聞くこともありましたし、当然ながら説明会も開催させていただ

きました。

そうした中で、私は多くの意見の中で合併をすべきだという声が強い、圧倒的に合併反対よりは合併

すべきだということが強いという判断の中で決断をさせていただきましたし、幸い議会の皆さんのご理

解も頂きました。

そしてまた私は住民の皆さんのご理解を頂いたものというふうに思っておりますので、ここまできた
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以上は何とか２月６日からの新しいまちづくりに精一杯頑張らせていただいて、少なくとも合併が良か

ったと言われるようなまちづくりに努力を傾けていきたいというふうに思っております。

それから、２点目の十勝圏としての合併協議会、これは北海道が、といいますか、国が出しました合

併新法に基づいて、今度は都道府県にその権限が降りてまいりまして、道は早速合併の協議会を、有識

者による協議会をつくって、実は７日からでしょうか、全道７カ所で地域協議会の開催があります。

十勝は 11 月 10 日に、町村長８名と町村議会議長から４名、12 名からなる懇談の場を、協議会の場を

設けて意見を聞くという状況になっております。

それらを踏まえ、12 月の道議会を経て、恐らく来年３月の定例会で、北海道として第２次といいます

か、新合併法に基づく一定の方向性が出されるのではないかというふうに言われております。

ただ、十勝は先般も集まりましたし、実は来月の８日に、この幕別町役場で 19 町村長の集まりがあ

るのですけども、十勝としてこの新合併法を受けてどうするかということで、先般も論議が交わされま

した。

ちょっと私どもとはスタンスが違うのですけれども、最終的にはまずは広域連合を目指そう。そして、

10 年を目安に十勝は一つになろうというようなことで集約を終えております。

ただ、私どもは今これから合併をするわけでありますから、今合併協議をして、新町がスタートする

段階から、10 年後は十勝一つになりますよというようなことを、私は、それはとても住民に言えるよう

な立場ではないし、そういう姿勢ではありませんということを今申し上げております。

ただ、これは多勢に無勢ですから、ルールからいけば 17 対２になるのか、18 対１になるのかわかり

ませんけれども、結果的には十勝はそういう方向を目指したい。

私は連合、連携を目指すことの反対は、これは合併しようがしまいが、先ほどの消防の話ではありま

せんけども、必要なものは十勝圏としてやっていくべきだと。そのことに反対はもちろんしない。

ただ、連携・連合が合併をしないための広域連携であってはいけないということを、私はその場でも

何回も言っていますけども、これも残念ながら私一人では勝てないわけでありますし、結果的には新聞

紙上になるときは、十勝１市を目指すのだと。

ただ、はっきりしないのは、十勝１市ですから当然帯広市も入らなければならないわけですけども、

今の議論は帯広市を除いて、19 町村での論議でありまして、町村会の会長が、自ら帯広市長に、あるい

は帯広の市議会議長にそういった話はしたということでありますけども、それが帯広市全体の中で話し

合われたという結論ではありませんから、十勝１市というふうに言っているのは、今の段階では十勝の

町村会ではそういう方向だというふうに言っております。

ただ、繰り返しますけども、私としては、今はまず忠類村との合併のために、全力を挙げていくとい

うことで、その諸々の情勢を見ながら、その十勝１市がいいのかどうかは、これまた当然のことながら、

議会の皆さんや住民の皆さんの意向を聞く中で、これは判断していかなければならない問題であると思

いますけども、私は当面は先ほど来申し上げておりますように、せっかくの合併がスタートするわけで

すから、それに全力を挙げていきたい。

ただ、今言いましたように、流れとしては、十勝は、今 14 支庁がそれぞれ、言葉としてはグラウン

ドデザインを描いて道に進達をするというようなことを言っていますけども、結果はもちろんわかりま

せんけども、十勝はそういうような方向で進んでいるということだけ、今申し上げたいと思います。

先ほども言いましたように、この後もずっと検討会議が続くようであります。

私どもとしては、今の立場でこれからも臨んでいきたいというふうに思っておりますので、ひとつ、

町民の皆さんに説明するというか、お話しするようなことはまだないのですけども、議員の皆さんには

是非ご理解をいただければというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 総務部長。

○総務部長（菅好弘） １点目の公共事業の発注状況についてでございますけども、手元に詳細の資料が

ございませんので、ちょっと申し上げられないのですけども、16 年度、入札に関して、委託も含めまし

て、かけましたのが約 20 億近くございます。
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ほかに少額工事、修繕だとかそういったものがありますと、もう少し金額は伸びると思いますけれど

も、そのうち、地元への発注状況、これが確か一般質問で１回お聞きされたのではないかなと思います

けども、私の記憶では今 86％ぐらいというふうに思っております。これは金額から割り出したものであ

りまして、やはり町内でできない業種というのがありますので、それぐらいだろうと。

ですから、これに対しまして、一般営繕、少額工事などを含めますと約 90％近くは地元の企業で受注

をしているというふうに、私どもの方は押さえております。

雇用の状態の確認なのでございますけども、入札等に付しました案件につきましては、建退共の加入

状況、これについては提出を義務づけるような形でやっておりますので、すべての受住したものについ

ては、そういったものに加入しているというふうに私どもは押さえております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 工事のことについてはわかりました。

今の合併のことでありますから、民主的なルールを踏まえられて、議会の議決の上にきたという、そ

ういうことをもってして評価、意向を踏まえてというようなことであります。

その点では確かにそういう経過を踏まえて到達したりというふうに、そのことも私は認識はしており

ますが、しかし、住民の意向という形に置きかせて、こういった文章になってくると、果たしてこの短

い期間の中でこういった評価になるのかというのが私の意見でありますから、申し上げさせていただき

ました。

それで、実は２点目の新しいまちづくりについてのことについては、確かに、もう既に正式なもので

はないとしても、新聞紙上等も含めて、十勝が１市になるというようなこともいろんな機会で出てくる

ものですから、住民の方たちも多かれ少なかれそういうことをキャッチしておられる方もいらっしゃる

と思います。

そういう中で、うちの町は決まったばかりなのにどうなのだと、率直な素朴な声としてこれも存在し

始めました。

ですから、ましてやその会合がうちの町は行ってないのでしょうというような声もありまして、その

会合自体にこの町で開かれるというふうになってくると、それまたいろんな広がりがつくられてしまう

のかなというふうにも思います。

ただ、町長の基本的な姿勢、私はやはりきちっと一つひとつ町民に向けて今の選択をなされたわけで

すから、それはやはり確固としてきちっと堅持していただきたいと。

その新しい町についても、これはそう言いながらも、国や道の流れで来ているという事実がございま

すよね。この合併そのものも、今回の忠類との合併そのものも、自ら自発的に出たというのではなくて、

そういう国の改革の中で出たということになってきますよね。

そうすると、同じ、中身は違いますが、新しいレールが強行に引かれてくるという可能性も心配しな

いわけではありません。

それについてもきちっとどう前段のお考えで堅持されて、たった一人でということも言われましたけ

れども、きちっと道や国に対しても意見を述べて対処していただきたい。

このように思いますがいかがでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町長。

○町長（岡田和夫） 今、新合併法に基づいて、都道府県が強力に合併を進める。

ただ、どこの町村を聞いても、合併がスムーズにいったところは、改めて言われるまでもなく、協議

をするものはするし、幾ら新しいことで合併特例法が出たから、協議がつぶれたばかりのところにもう

１回新しい法律が出たからすぐ協議をすれと言っても、それは進まないだろうと。こういう意見が圧倒

的であります。

知事自らも、当然都道府県の役割として合併は推進すると。広域連携があるから合併を推進しないと

いうことではないと。広域連携は広域連携、合併が合併で推進すると。

ただ、幾ら都道府県が頑張ったって、最後は町村が、住民が決めるものであるから、強制というよう
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なことはしない。

ただ、私どもが恐ろしいのは、強制という言葉は使わなくても、現実に交付税なり財政をどんどん締

め付けられたり、権限がどんどん落とされていくということになると、これはある意味では強制でない

かと。

いわゆる飴の部分が今度は少なくなって、鞭の部分がだんだん多くなっていって、最後は合併をせざ

るを得なくなるような、そういう体制なり道としての施策・指導ということはしないでほしいと。もち

ろん国に対してもそうでありますけども、そういうことを言っているわけですけども。

国はとにかく第一段階の国の指導は終わったのだから、次は都道府県へ。そして都道府県から市町村

へということですから、恐らくはみんな心配しているのは、次、来年の４月でしょうか、新年度に道が

一つの試案を出したときに、前回みたく、幕別町とＡ町とＢ町でどうだとかというそういう町村ごとの、

いわゆる個別の町の名前を挙げて枠組みをつくってくるというようなことはちょっと難しいのではな

いかという話も出ています。

例えば、十勝なら東部で一つですとか、南部でどうだとか、あるいは全体で十勝を六つぐらいに分け

たらどうだとかというような言葉がでるのかどうか。

この辺もまだ全くわかりません。

先ほど言いましたように、これから道内七つの地域の協議会を開くということですから、それらを踏

まえて、今回は大学の先生ですとか町村長だとかいろんな人が入っておりますので、それらを受けて、

道が道議会に説明し、そして最終試案ということになってきますから、私どもとしては、しばしそれら

の様子を見ていかなければならないというふうに思っています。

私どもといいますか、私どもの町の姿勢としては、先ほども申し上げましたように、今新たな合併と

いうことには、当然すぐにはならないのだろうという気持ちは変わりませんし、これからもそういうこ

とは意見としては述べさせていただきたいというふうに思っています。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

千葉委員。

○ 19 番（千葉幹雄） 総括になじまないといえばちょっとあれなのですけども、お許しいただきたいと

思いますけども。

協働のまちづくり、今、盛んに進めているわけでありますけども、これのさらなる充実というので

しょうか、そういった方向でご理解をしていただきたいと思いますけども。

当該年度も観光振興ということで、イベントの実施ということで、ご案内のとおり冬まつりから始ま

りまして、夏フェスタ、そして秋の産業まつりということで行っております。

この中身でありますけども、観光協会が主体となって実行委員会を組んで、観光協会の役員を中心に、

ボランティアで、それと担当の職員の方、非常に苦労されてこのイベントの運営に当たっているわけで

ありますけども、行政としてはほかのいろんな場面で、町民のボランティアというのでしょうか、そう

いったものの参加を募るというのでしょうか、いろんな場面で、協働の行政は行政の役割、あるいはま

た町民は町民の役割の中で、お互い一体となってそういうまちづくりをしましょうという運動というの

でしょうか、そういう方向で進んできているわけであります。

そこで、私もずっと思っていたのでありますけども、スタッフが不足しているからという意味ではあ

りませんけども、やはり我々ボランティアで、３回ありますから１日でも年３回になるわけであります

けども、お手伝いしているわけでありますけども、職員の方も、これはある意味では町民ですから、行

政サイドの人間ですけども、ある意味では町民です。

そんなことで、これは職員団体とのいろんなこともあるかと思いますけども、こういった町のイベン

トに町民として、もちろん毎回というわけにはいきませんのであれかと思いますけども、年に一度、ど

のおまつり・イベントでもいいから、ボランティアとしてお手伝いをしなさいと言ったらちょっとあれ

ですけども、その辺の方向性というのでしょうか、町民のボランティアだけ、そして担当職員、これは

仕事で手伝っているわけですから、その在り方ではなくて、もう一歩進んで、職員の方のそういうボラ
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ンティア、そういったものも積極的に参加を促していくというようなことも、私は大事なところではな

いかというふうに思うのですけども、その辺、ここで結論出るものではありませんけども、方向性とし

て、そういった考え方はどのように考えられるか、答弁を頂きたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 職員に対しましては、ことあるごとに、町長なり私の方から、今千葉委員がおっしゃ

ったとおり、確かに職員としての職務は別として、一町民としては、地域の皆さん、町民の方と同じ立

場にあるのだと。そういう目線に立って、地域のイベントあるいは公区の活動いろいろな面で積極的な

参加をするようにお願いをしたいということで、ことあるごとにはお話をさせていただいております。

たまたま今年度、職員組合の方でもそれらを受けまして、３線のごみ拾い等ボランティアで休みの日

にやっていただいたというようなこともございますし、徐々にはそういう意向も職員の中では芽生えて

きて、現実に行動として表れてきているのかなというふうにも思っております。

確かにおっしゃるとおり、過去には、勤務する職員と、いうならば担当がある職員についての区別等

の問題もありまして、いろいろな関係から今の形態になってきたという経過は経過としまして、確かに

一町民として考えれば、いろんな場面で職員が地域のためにお役に立つということは、当然必要なこと

というふうに判断をしておりますし、そのようなことでのお話は今後も職員にさせていただきたい。

そのような方向になるように、極力地域の皆さんと一緒に汗をかけるように、職員の方にもいろんな

場面でまたお話をさせていただければというふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） 千葉委員。

○19 番（千葉幹雄） そういう方向で職員と対話をしながら、そういう方向で考えるというか、相手のあ

ることですからあれですけども、私としては、そういう方向に１日でも早くなるように期待をしたいと

いうふうに思っております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

佐々木委員。

○12 番（佐々木芳男） 財政の問題で、どこの町村も大変厳しい状態にございます。

そういった中で、この滞納金の削減方法について、対策についてお伺いしたいというふうに思います。

前に頂いた監査委員の審査意見の中にもございました。

当局としては、いろんな面でその対策を練ってまいりました。

平成 13 年に収納率向上推進委員会をつくって、全職員が一丸となって取り組んできたわけですけど

も、なおかつ、年々滞納額が増えているという実態があります。

特に不納欠損額、これについては、今年度は特に増えたというふうに記載されておるわけですが、こ

れらについて、今後、自主財源の少ない中で、どんな対策をとっていくことが望ましいのか。

もし、方向性がはっきりしたものがあれば、お伺いをしたいというふうに思います。

○委員長（杉山晴夫） 助役。

○助役（西尾治） 佐々木委員おっしゃるとおり、不納欠損額も大きな額になってきておりますし、滞納

繰越額もそれなりの大きな金額になってきております。

主に固定資産税の項目については、そういう事実が顕著でございます。

たまたま昨今の経済動向もこんな状況でございますので、札内に入ったとたんから既に倒産したパチ

ンコ屋等の店舗がございます。

空いた件については、新たに取得する方が現れるまで、倒産したもとの所有者に引き続き課税をして

いかなければならないという事実がございます。

ですから、ああいう施設が増えれば増えるほど、毎年その分については滞納額として加算してまいり

ますし、一定の年限が経てば、当然のことながら不納欠損の処理になっていくということであります。

私どもとしては、できる限り新たな所有者ができまして、少なくともそれらの形が解消されるように、

何とかなればなという思いでおります。

この辺については、なかなか行政の努力だけでもどうしてもかなわない点、これがやっぱり、特に固



－50－

定資産税の場合には大きなものがございます。

それ以外のものについては、町民の皆さんからも厳しいと思われるぐらいの手立てで、今滞納の整理

は行ってきております。当然のことながら、固定資産お持ちの方については固定資産の差押え、預貯金

あるいは給与の差押え、水道関係については、３カ月経過すれば給水停止処分というようなことで、そ

れなりの厳しい手立ては講じておりまして、なるべく滞納を増やさないように、小さな芽のうちに摘む

ように、そういう努力は十分させていただいておりますけども、今言いますように、大きな物件につい

ては、なかなかやっぱり解消が難しいという今の経済動向がございます。

これについては、何とか新たな所有者が早く見つかるように、私どもとしては念願しておりますけど

も、なかなか役場だけの努力では難しい面もあるのかなというふうには思っておりますが、それ以外の

ものにつきましては、極力、金額がかさむことによって難しくなってくるということも事例としてござ

いますので、１期、２期小さな滞納のうちに、何とか早くから手立てを打つように、今年の本部会議の

中でも、そういう手立てを早い段階から、税については６月の１期の時点からもう既にそういうことを

念頭に置きながら進めておりますので、これは滞納がなくならないということにはならないですけど

も、極力率を落とさないように、額が増えないように、さらに努力をさせていただければなと。

できる限りのあらゆる手段は講じているということでご理解をいただければなというふうに思って

おります。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 総括質問につきましては、ほかにないようでございますので、以上をもって終了

させていただきます。

これで一般会計の審査を終了させていただきます。

審査の途中でございますけれども、この際、３時 35 分まで休憩をいたします。

15：19 休憩

15：33 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより特別会計の審査に入らせていただきます。

審査の方法につきましては、歳入歳出一括して説明を受けまして、質疑も同じく一括してお受けいた

します。

認定第２号、平成 16 年度幕別町国民健康保険特別会計決算の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） 平成 16 年度幕別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説

明申し上げます。

３ページをお開きください。

３ページ、歳入は１款の国民健康保険税から、次の５ページになりますが、10 款の連合会支出金まで

合計いたしまして、予算現額 23 億 7,242 万 1,000 円に対しまして、調定額 26 億 1,131 万 2,389 円、収

入済額 23 億 2,760 万 1,471 円となっております。

次に、歳出でありますが、７ページをお開きください。

７ページ、歳出は、１款総務費から、次の９ページになりますが、10 款の予備費まで合計いたしまし

て、予算現額 23 億 7,242 万 1,000 円に対しまして、支出済額 22 億 5,435 万 9,687 円となっております。

欄外にありますように、歳入と歳出を差引きいたしまして、残額 7,324 万 1,784 円を生じたところで

ございます。

このうちの 3,000 万円を地方自治法の規定に基づきまして、国民健康保険基金に繰入れをしまして、

残りの 4,324 万 1,784 円につきましては、平成 17 年度へ繰越したものでございます。
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詳細については後ほど申し上げますけれども、まず歳出では２款の保険給付費が被保険者数の増にも

かかわらず、前年に比してマイナスだったこと。

それから、平成 14 年の制度改革によりまして、老人保健拠出金が多くマイナスとなっていることな

どから、前年度に比べまして約１億 1,400 万円の減、4.8％の減となります。

一方、歳入につきましては、老健拠出金の減に伴いまして、国の負担分等についてマイナスとなりま

したけれども、収納率の向上によりまして、前年を上回る国保税を収納できたこと。

それから、制度改革によりまして、基盤安定繰入金保険者支援分だとか、高額医療費共同事業交付金

が収入できたこと。さらに平成 15 年度分が黒字決算だったことなどによりまして、総額では前年度に

比べまして 6,100 万円の減、2.6％の減にとどまったところでございます。

このようなことから、先ほど申し上げましたように、歳入歳出差引で 7,300 万円余りの決算剰余金が

生じたところでございます。

それでは、歳入歳出の事項別明細につきまして、ご説明をいたします。

はじめに、歳出の方からご説明いたします。

39 ページをお開きください。

39 ページ、歳出、１款総務費、１項総務管理費、予算現額 5,671 万 8,000 円に対しまして、支出済額

5,635 万 5,250 円でございます。

１目の一般管理費は、国保事務に携わります一般職職員の人件費のほか、国保事業全般に係る事務経

費を支出したものでございます。

41 ページになります。

２目連合会負担金は、医療費の審査支払業務を委託しております北海道国保連合会及び道連合会十勝

支部の運営費に係る負担金でございます。

２項徴税費、予算現額 520 万円に対しまして、支出済額 507 万 5,041 円でございます。本項は、国保

税の賦課徴収及び納税推進に要した費用でございます。

43 ページになります。

３項運営協議会費、予算現額 66 万円に対しまして、支出済額 32 万 9,795 円でございます。

本項は国保運営協議会委員９名の報酬及び費用弁償などに要した費用でございます。

47 ページをお開きください。

47 ページ、２款保険給付費、１項療養諸費、予算現額 13 億 5,777 万円に対しまして、支出済額 12

億 8,039 万 8,684 円で、被保険者数が増加しているところでありますけれども、前年度比 0.4％の微増

にとどまっております。

１目の一般被保険者療養給付費は、一般被保険者の医療機関受診に対する診療報酬の支払に係るもの

でございますけれども、前年度に比しまして 0.3％の減で、ほぼ前年同額となっております。一人当た

りの給付額では 14 万 3,228 円で、前年度比 1.6％の減となっております。

２目の退職被保険者等療養給付費は、退職被保険者とその被扶養者の診療報酬の支払に係るものでご

ざいますけれども、被保険者数が 8.2％増加したのに対しまして、1.7％の増とほぼ横ばいとなっており

ます。

３目一般被保険者療養費及び４目退職被保険者等療養費は、治療に要するサポーターなどの補装具購

入や、柔道整復師の施術を受けた場合などに対する現金給付に係るものでございます。

49 ページになります。

５目審査支払手数料は、診療報酬明細書の資格審査及び医療費の支払等の事務に要した費用でござい

ます。

２項高額療養費、予算現額１億 4,500 万円に対しまして、支出済額１億 1,968 万 4,212 円で、前年度

に比しまして 11.4％の減と大きな減となっております。

１目の一般被保険者高額療養費では、前年度比 6,4％の減。

２目の退職被保険者等高額療養費は、前年度比 22.4％の減で大きな減となっております。
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３項移送費、予算現額 20 万円に対しまして、支出はございませんでした。

次に、51 ページをお開きください。

４項出産育児諸費、予算現額 1,620 万円に対しまして、支出済額 1,350 万円でございます。１件当た

り 30 万円の出産育児一時金、45 件分の支出でございますが、前年度に比しまして７件の減となってお

ります。

５項葬祭諸費、予算現額 160 万円に対しまして、支出済額 131 万円でございます。被保険者の死亡に

際しまして１万円を給付するものでございますが、131 件分の支出で、前年度に比しまして 11 件の減と

なっております。

次に、53 ページをお開きください。

３款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、予算現額５億 7,188 万 2,000 円に対しまして、支出済額

５億 7,188 万 897 円でございます。

１目老人保健医療費拠出金は、国民健康保険被保険者のうち、老人保健制度で医療を受けられた方の

医療費に係る保険者負担分で、社会保険診療報酬支払基金へ拠出するものでございますけれども、平成

14 年度の精算分が前年度に比べて少額であったことと、制度改革によりまして保険者負担が７割から５

割へ向けて軽減されていることなどから、前年度に比しまして 14.5％の減と大きな減額となっておりま

す。

２目老人保健事務費拠出金は、これらの業務に関する事務処理に要する費用の拠出金でございます。

次に、55 ページをお開きください。

４款介護納付金、１項介護納付金、予算現額１億 4,114 万 8,000 円に対しまして、支出済額１億 4,114

万 7,556 円でございます。介護保険制度の財源の一部として 40 歳から 64 歳までの国保被保険者に係る

介護保険第２号被保険者としての保険料負担分を、社会保険診療報酬支払基金へ納付するものでござい

ます。

全国ベースでの介護保険給付費の増大に伴いまして、前年度に比して約 2,500 万円、21.7％の増と２

年連続で大きく増となったものでございます。

次に、57 ページをお開きください。

５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、予算現額 5,264 万 1,000 円に対しまして、支出済額 5,263

万 8,622 円でございます。

１目高額医療費拠出金は、高額医療費の発生による財政運営の負担を緩和するために、国保連合外が

実主体となりまして行う再保険事業に全道の市町村が拠出しているものでございます。

次に、59 ページになります。

６款保健事業費、１項保健事業費、予算現額 328 万 1,000 円に対しまして、支出済額 295 万 2,450 円

でございます。

本項は被保険者の健康の保持、増進を目的として、これらの増進に係る経費を支出したものでござい

ます。

11 節需用費の印刷製本費は、健康づくりのための啓蒙等のパンフレットや医療費通知用封筒などの印

刷経費でございます。

12 節の役務費は、年６回の医療費通知に係る郵便料でございます。

61 ページになります。

７款基金積立金、１項基金積立金、予算現額 1,000 円に対し、支出はございませんでした。

次に、63 ページになります。

８款公債費、１項公債費、予算現額５万円に対しまして、支出はございませんでした。

65 ページをお開きください。

９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、予算現額 942 万円に対しまして、支出済額 848 万 7,180

円でございます。

１目一般被保険者保険税還付金は、30 件分の支出でございます。
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３目償還金は、退職者医療の前年度実績に係る精算還付金でございます。

67 ページをお開きください。

２項国保診療報酬支払基金委託金、予算現額５万円に対しまして、支出はございませんでした。

３項貸付金、予算現額 60 万円に対しまして、支出済額も同額であります。幕別町社会福祉協議会が

有する社会福祉金庫への貸付けをしたものでございます。

69 ページになります。

10 款予備費、１項予備費、予算現額 1,000 万円に対しまして、支出はございませんでした。

続きまして、歳入について、ご説明をいたします。

11 ページをお開きください。

１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、調定額 11 億 8,950 万 3,963 円に対しまして、収入済額

９億 588 万 3,496 円、不納欠損は 121 件で 936 万 9,897 円、収入未済額は２億 7,425 万 570 円となって

おります。

国保税の収納率でありますが、１目の一般被保険者分につきましては、１節医療給付費分現年課税分

につきましては 93.81％で、前年度に比較して 0.12 ポイントの増、３節の介護納付金分現年度課税分に

つきましては 95.38％で、0.1 ポイントの増となっております。

これら現年課税分の合計といたしまして 93.89％で、前年度比 0.12 ポイントの増となりまして、４年

連続で向上をいたしております。

２目の退職被保険者分につきましては、１節医療給付費分現年課税分が 99.29％で、0.21 ポイントの

増。

３節介護納付金分現年課税分が 99.50％で、0.38 ポイントの増となりまして、これら現年課税分合計

では 99.29％で、前年比しまして 0.21 ポイントの増となっておりまして、これは３年連続で向上いたし

ております。

なお、一般被験者分及び退職被保険者分の総体での現年課税分につきましては 94.72％と前年を 0.18

ポイント上回りまして、２年連続で 94％台を確保することができたところでございます。

次に、15 ページをお開きください。

２款国庫支出金、１項国庫負担金、調定額、収入済額とも同額の６億 1,777 万 4,029 円で、前年度に

比して 5.3％の減でございます。

１目療養給付費等負担金は、一般被保険者に係る療養給付費等及び老人保健拠出金並びに介護納付金

に係る国の定率負担分でございますが、１節の現年度分では、老人保健拠出分の減少に伴いまして、前

年度に比べ 5.2％の減でございます。

２節過年度分は、前年度分の実績確定に伴いまして追加交付されたものでございます。

２目高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業の拠出金に対する国の定率４分の１の負担分

でございます。

次に、２項国庫補助金、調定額、収入済額とも同額の１億 3,114 万 2,000 円で、前年度に比べまして

2.9％の減でございます。

１目は市町村間の財政力格差を埋めるための財政調整交付金で、前年度に比べまして 3,1％の減でご

ざいます。

17 ページをご覧ください。

２目特別対策費補助金は、本来、退職被保険者であるべき方が、一般被保険者となっている場合に、

退職被保険者として適用させるための事務費に対しまして交付されたものでございます。

次に、19 ページをお開きください。

３款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金、調定額、収入済額とも増額の３億 6,545 万 2,000

円でございます。本項は、退職被保険者等の療養給付費及び老人保健拠出金などの財源として、社会保

険診療報酬支払基金より交付されたものでございますが、現年度分では高額療養費などの減に伴いまし

て、前年度に比べまして 6.5％の減となったものでございます。
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21 ページになります。

４款道支出金、１項道負担金、調定額、収入済額とも同額の 1，315 万 9,460 円でございます。

国庫負担金と同様に、高額医療費共同事業の拠出金に対する北海道の定率４分の１の負担分でござい

ます。

２項道補助金、調定額、収入済額とも同額の 279 万 2,000 円でございます。北海道の補助を受けまし

て、一般会計で実施しております乳幼児医療費助成などの福祉医療実施に伴いまして、国保の医療費波

及増の係る財政寄与に対しまして交付される補助金でございます。

23 ページになります。

５款共同事業交付金、１項共同事業交付金、調定額、収入済額とも同額の 4,193 万 6,123 円でござい

ます。全道の市町村国保保険者の拠出金と国の補助金とを財源としまして、一般被保険者の高額医療費

の発生状況に応じて交付されたものでございます。

高額療養費の減に伴いまして、前年度に比べまして 25.9％の減と大きなマイナスになったものでござ

います。

25 ページをお開きください。

６款財産収入、１項財産運用収入でありますが、国民健康保険基金の残高がないことから、利子は生

じておりません。

２項財産売払収入、調定額、収入済額とも同額の 46 万 1,836 円でございます。

北海道国保連合会に各保険者の出資により設置しておりました診療報酬支払基金が廃止されたこと

に伴いまして、出資金の返還を受けたものでございます。

27 ページになります。

７款繰入金、１項他会計繰入金、調定額、収入済額とも同額の２億 2,317 万 9,720 円で、前年度に比

して 0.2％の増となっております。

１目一般会計繰入金、１節保険基盤安定繰入金保険税軽減分は、低所得者の方に対して行った国保税

の減額相当分を、一般会計から繰り入れたものでございます。

２節の保険基盤安定繰入金保険者支援分は、平成 14 年の制度改革の中で新設された財政基盤の強化

策でありまして、低所得者を多く抱える保険者に支援しまして、中間所得者層を中心に保険税負担を軽

減するため、平成 15 年度から平成 17 年度までの時限措置として繰り入れたものでございます。

３節の職員給与費等繰入金は、国保事務に携わります職員の人件費と一般管理費に係ります事務費な

どの繰り入れたものでございます。

４節出産育児一時金繰入金は、出産育児一時金として給付する１件 30 万円の３分の２を一般会計か

ら繰り入れたものでございます。

５節財政安定化支援事業繰入金は、保険者の生命に帰することのできない事情による国保財政の負担

増に対しまして、一定額を繰り入れるもので、普通交付税の基準財政需要額算定の中で決定されるもの

でございます。

６節その他一般会計繰入金は、一般会計で実施しております乳幼児医療費助成制度などの福祉医療の

実施に伴う波及増医療費の保険者負担分を繰り入れたものでございます。

29 ページになります。

８款繰越金、１項繰越金、調定額、収入済額とも同額の 2,086 万 6,783 円で、平成 15 年度の決算剰

余金でございます。

31 ページになります。

９款諸収入、１項延滞金及び過料は、調定額、収入済額とも同額の 176 万 9,264 円で、一般被保険者

国保税の延滞金 89 件に係るものでございます。

２項預金利子、調定額、収入済額とも 709 円でございます。

３項貸付金元利収入、調定額、収入済額とも 60 万円でございますが、幕別町社会福祉協議会に対す

る貸付金の返済元金収入でございます。
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33 ページになります。

４項雑入、調定額230万 3,147円に対しまして、収入済額221万 2,696円、不納欠損額１件で４万3,324

円、収入未済額は４万 7,127 円でございます。

２目一般保険者第三者納付金は、交通事故により生じた保険給付費の支出に対しまして、損害賠償金

として加害者から支払を受けたものでございますけれども、２件分でございます。

４目一般被保険者返納金は、転出や社保加入により、幕別町国民健康保険の資格を喪失した後に、幕

別町の国民健康保険被保険者として受診した場合に、当該被保険者から返納していただくものなどであ

りますけれども、この返納金 19 件分と医療機関の過誤調整分１件分と調定したものでございます。

そのうちの１件につきましては、転出後に居所不明となりまして、不納欠損処分を行ったものでござ

います。

なお、５件、４万 7,127 円が収入未済となっております。

５目退職被保険者等返納金は、医療機関との過誤調整に係るものでございます。

37 ページをお開きください。

10 款連合会支出金、１項連合会補助金、調定額、収入済額とも 37 万 1,355 円でございます。

超高額医療費共同事業交付金として、北海道国保連合会から交付されたものでございます。

以上で、国民保険特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑お受けいたします。

豊島委員。

○１番（豊島善江） 何点かお聞きしたいと思います。

１点目は、資格証明書と短期保険証の発行の状況。

それから、２点目には、滞納状況なのですが、所得階層別の滞納世帯の状況を教えてください。

それから、３点目は、法定減免されているのですが、その世帯数を教えていただきたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） 私の方から、１点目の資格証及び短期証の発行状況と法定減免の世帯数につい

てお答えいたします。

はじめに、資格証明書の関係でございますけれども、平成 17 年度６月１日現在、これは出納閉鎖後

の、平成 16 年度が閉鎖した直後の数値でございます。

交付対象世帯数が 25 世帯でございます。この内容につきましては、平成 16 年の秋に対象者を選考と

いいましょうか、対象者をピックアップする時点では 42 世帯、私どもの要綱、国保法に基づいてピッ

クアップしたものは 42 世帯ございました。

ただ、その中で、その 42 世帯に対しまして、こういう資格証明書を発行しますよという予告措置を

行いまして、さらに同時に何か特別な事情があるのであれば申し出てくださいということも併せてお知

らせいたしましたところ、来庁されて納税相談を受けてくれた方、あるいは納付された方、そういう世

帯の方が 17 世帯ありました。そのほかに、転居して既にちょっと居所が不明だと、行方不明だという

ような世帯の方が 10 世帯ございました。17 世帯を除きますと 25 世帯と。

さらに、その転居不明の 10 世帯を除きますと、実質 15 世帯に交付はしていませんけれども対象とな

っているという状況でございます。

次に、短期被保険者証の状況でございます。これも平成 17 年度６月１日現在の状況でございますけ

れども、これは 67 世帯ございます。

次に、法定軽減の戸数でございますけれども、医療分につきましては、これは平成 16 年の 10 月 20

日現在の数値でございます。これは交付税で基盤安定繰入負担金分を積算する際に、10 月 20 日現在で

積算するものですから、その時点の世帯数でございますけれども、医療分で 2,135 世帯、内訳といたし

ましては、７割軽減が 1,483 世帯、これは国保加入の全世帯に対する割合といたしましては、31％の世

帯でございます。
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次に、５割軽減の世帯が 189 世帯、同じく国保全世帯に対しまして４％の割合でございます。

最後に、２割軽減の世帯が 463 世帯で 9.7％占めております。

次に、介護分でございますけれども、介護分につきましては、私どもちょっと今手持ち、トータルの

数値しか持っておりませんが、介護分につきましては722世帯の方が法定軽減の対象となっております。

○委員長（杉山晴夫） 税務課長。

○税務課長（前川満博） 私の方から、階層別の未納件数について、17 年３月 31 日現在の数字でお答え

させていただきます。

０円から 100 万円未満、こちらが 313 件、100 万円から 200 万円未満 138 件、200 万円から 300 万円

未満 64 件、300 万円から 400 万円未満 16 件、400 万円から 500 万円未満７件、500 万円以上が２件、合

計 540 件でございます。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） １点目の資格証明書の発行のことなのですが、平成 15 年の状況のときにお聞きし

たときは 18 世帯ということでありました。

お答えになったのが、平成 17 年の６月１日現在ということでしたよね。これで、15 世帯ということ

になりますか。転居不明の方を抜くと 15 世帯ということですが、この 15 世帯の方たちの状況というの

は掴めているのかどうかをまずお聞きしたいのですよね。

というのは、非常に国保の問題というのは、命を預かる大事なことですから、その辺で世帯の状況を

掴んでいるのかということが一つです。

あと、帯広や何かの状況を見ますと、同じ平成 17 年の６月の段階で 34 世帯なのですよね。資格証明

書の渡っている数が。そして、その 34 世帯の理由というのが、長期に連絡がとれない世帯が主なもの

だというふうなことで回答しているわけです。

そういうことから比べますと、幕別の割合は多いのではないかなというのがひとつ思うわけです。

それから、もう１点なのですが、所得階層別の滞納状況をお聞きしました。

540 世帯ということで、平成 15 年のときの滞納世帯が 511 世帯だったのですが、これに比べてもやは

り伸びてきているのではないかなというふうに思います。

経済状況が非常に悪化していますから、本当に払うことが困難な状況になっている方も多くいらっし

ゃると思うのですね。そういう点では、やはり私はきめ細かな対応が必要だと思いますし、帯広でやら

れているような本当に大変なところに減免をしてあげるという、そういう制度もやっぱり必要なことで

はなかったのではないかと思うのですが、その辺のことはどうでしょうか。

それから、もう一つ、これはこれからのことにもかかわるのですけども、国の税の改定に伴って、非

常にまた町民の負担が増えてくるわけです。

前回の一般質問の中でもそういう増税計画に対して、どのような影響を受けるのかということの回答

の中に、国民健康保険税、65 歳以上の 407 人の方が、新たに 1,100 万円の負担になるという答弁をなさ

れているのですよね。

こういうことがありますと、ますます所得の低い方たちに対する対応策というのが求められると思う

のですが、その辺のことはどういうふうにお考えでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） はじめに、資格証明書の交付対象となっている世帯の状況でございますけれど

も、先ほど申し上げましたけれども、措置の予告をして、その後、何かありましたらこちらの方へ申し

入れてくださいというお話をしているのですけれども、この 15 世帯につきましては、全く連絡もつか

ない状態ということですから、世帯人員ですとか所得の状況は当然わかるのですけれども、それ以外の

状況については全くわからないという状況であります。

当然、保険証を現在持っていませんので病院にはかかっていないものだというふうに考えておりま

す。

帯広市の、先ほど資格証明書の割合ということで、資格証明書を発行している方 34 世帯ということ
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でございます。

私どもも、国保法と私どもの幕別町滞納者対策実施要綱と、これに基づいて、資格証明書、短期証を

発行しているところでございますけれども、国保法上は、特別な事情がないにもかかわらず、１年間納

付をしなければ資格証を発行しなさいという条件になっています。

しかしながら、私ども、やはり町村に一部裁量も与えられておりまして、滞納率が５割以下の世帯、

さらに福祉医療助成対象世帯、老人世帯、これらの方が家族にいる世帯については、資格証明書は発行

しておりません。

先ほど、42 世帯のうち、予告していらっしゃった 17 世帯、この中にはこれ以外にも病気になってい

る方が世帯の中にいらっしゃるという方がいましたので、そういう方も当然資格証の対象から除外して

おりますので、病気にかかったりだとか、本当に、本当にという言い方はおかしいですけども、非常に

生活困窮しているという状態の方には、資格証明書は発行していないというふうに考えております。

滞納者の所得階層については税務課長の方からお答えをお願いしたいと思うのですけども、その前

に、税制改正に伴う影響額ということでございますけれども、先の一般質問の中でそういうお話が出て

いて、個人的にというか、公的年金控除の最低保障額が 140 万円から 120 万円に 20 万円引き下げられ

るということによって、１世帯当たり国保税の所得割が 20 万円掛ける 8.7％で、１万 7,000 円増になる

ということでございます。

それに対して、被保険者、所得が非常に低い方、特にどういう対応をするのかということでございま

すけれども、私ども以前から言っておりますとおり、一定の基準をもって一律に減免するというような

ことは一切考えておりません。

ただ、先ほど資格証明書のところでもお話しさせていただきましたけれども、非常に支払いに困難だ

と、事情があるという方につきましては、納税相談を受け付けまして、納付猶予ですとか分納という形

で、支払いやすい形、家計にできるだけ苦労をかけないというような措置を設けて、これまでと一緒に

行っていきたいというふうに考えております。

それと、厚生労働省の通知というか、方針の中で、この税制改正に伴う急激な負担というものに対し

ては、何らかの経過措置を設けたいというような方針も出ているようですが、具体的なものについては

まだこちらの方は伺っておりません。

○委員長（杉山晴夫） 豊島委員。

○１番（豊島善江） 資格証明書のことなのですが、一律に資格証明書を渡してはいないということは、

私も所管事務の中でもお聞きしていますし、その辺はわかっているつもりなのですが、ただ、この残さ

れている 15 世帯というのは、結果的には連絡がとれないということですよね。

ということは、結果的に接点が持てないからそのままに放ってあるのだよということだと思うのです

が違うのでしょうか。

といういふうに聞こえたのですよね。

連絡がない、連絡がつかないということですから、それでいいのかどうかということなのですよね。

これもちょっと帯広の例を出して申し訳ないのですけども、例えば、徴収員の方とそれから役場の課

長、係長さん方が一緒にセットになって歩いて、実際に話を聞いてきて接点を持てたという例なんかも

出ていまして、そういうことも、連絡が来ないだとか相談に来ないからということではなくて、こちら

側からのそういう働きかけをなされているとは思うのですけども、それをもっとやるべきではないかな

と思うのと、町でそういうに母子家庭の方だとか、それから様々な対象の方たちは、証明書を渡さない

のだよというふうにしているというのはわかるのですけども、そういう方たちがこの残っている 15 世

帯の中にいらっしゃらないのかどうか、このことを再度お聞きしたいと思います。

それから、国の税制の改定によりまして、大きな影響を受けるということで、今、65 歳以上の方 407

人 1,100 万円というふうなことは、この間の一般質問の中で出されているのですけども、このほかにも、

例えば 65 歳以下の方でも、今回の税の改正によりまして、大きく保険料が多くなってくる方も私はい

らっしゃるのではないかなと思うのですね。
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そういう方だとか、それから税の改定によって、今まで７割減免だったのが、急激に２割減免まで落

ちるという例もあるということも言われているものですから、その辺のところのやはりそういう救う手

立てというのを、そういう町にならないで、町もとるべきではないかなと思うのですが、いかがでしょ

うか。

○委員長（杉山晴夫） 町民課長。

○町民課長（田村修一） １点目の資格証明書対象の 15 世帯の状況ですけれども、決して私ども、だま

って役所にいて、手紙を出して待っているだけではございません。税務課の納税係の方で、何度も督促

状を出して、さらにその後、それに併せて電話連絡したり、臨戸訪問しております。

15 世帯それぞれ何回か言っていると思いますけど、その回数はちょっと今手持ちを持っておりません

のでわかりませんけれども。

そういう状態で、電話をかけても出ない、家を訪問して、その際には「何時何分に来ました。明日、

ご連絡ください」とかというような紙も必ず入れてきていますので、それでも全然連絡が来てないとい

う状況でございます。

ですから、決して私どもはただ待っていて、来ないから駄目だというような状況で、資格証を対象と

しているわけではございません。

その世帯には、先ほど家族の状況がわかると言いましたけども、子どもさんはいらっしゃる世帯はご

ざいませんでした。

それと、税制改正の関係なのですけれども、国保税に関係するものは、今公的年金控除の最低保障額

が変わったということで、これは 65 歳未満の方は対象となる方がいらっしゃいませんので、65 歳以上

の方だけという状況でございます。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 国民健康保険特別会計につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、

以上をもって終了させていただきます。

次に、認定第３号、平成 16 年度幕別町老人保健特別会計決算の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） 平成 16 年度幕別町老人保健特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明申

し上げます。

72 ページをお開きください。

歳入でありますが、１款支払基金交付金から６款諸収入まで、予算現額合計 26 億 4,366 万 5,000 円

に対しまして、調定額合計 25 億 4,817 万 8,204 円で、収入済額も同額となっております。

次に、74 ページをお開きください。

74 ページ、歳出は１款総務費から５款繰上充用金まで、予算現額合計 26 億 4,366 万 5,000 円に対し

まして、支出済額 25 億 7,677 万 1,466 円となっております。

欄外にありますように、歳入と歳出を差引きいたしまして、不足額 2,859 万 3,262 円が生じましたこ

とから、地方自治法施行令 166 条の２の規程に基づきまして、平成 17 年５月 27 日に専決処分によりま

して、平成 17 年度補正予算に繰上充用金を計上しまして、不足額の 2,859 万 3,262 円を支出したもの

でございます。

次に、歳入歳出事項別明細についてご説明を申し上げます。

はじめに、歳出からご説明いたします。

88 ページをご覧ください。

88 ページ、歳出、１款総務費、１項総務管理費、予算現額 1,211 万 8,000 円に対しまして、支出済額

1,167 万 7,089 円でございます。

１目一般管理費は、一般職の職員の人件費と事務経費でございます。

92 ページをお開きください。
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２款医療諸費、１項医療諸費、予算現額 26 億 2,644 万 5,000 円に対しまして、支出済額 25 億 6,299

万 8,555 円でございます。前年度に比較いたしますと、約 4,600 万円、1.8％の増となっております。

１目医療給付費は、医療機関における受診に対する診療報酬の支払に係るものでございます。制度改

革によりまして、老人保健医療受給対象者数は減少しておりますけれども、その分、平均年齢が上昇す

るなどのことから、一人当たりの給付費額では 78 万 8,534 円で、前年度比 5.3％の増となっております。

２目医療支給費は、柔道整復師による施術や補装具購入費に対する現金給付に係るものでございま

す。

一人当たり支給額は１万 3,387 円で、前年度比 0.4％の増とほぼ前年同額となっております。

３目の審査支払手数料は、国保連合会並びに支払基金へ支払う審査支払事務手数料でございます。

診療件数の減少に伴いまして、2.3％の減となっております。

94 ページになります。

３款諸支出金、１項償還金及び還付金、予算現額 66 万 6,000 円に対しまして、支出済額は 66 万 747

円でございます。

前年度の医療費と診査支払手数料の確定に伴う、支払基金交付金及び国庫支出金の精算還付金でござ

います。

96 ページになります。

４款予備費、１項予備費、予算現額 300 万円で、支出はございませんでした。

98 ページになります。

５款繰上充用金、１項繰上充用金、予算現額 143 万 6,000 円に対しまして、支出済額は 143 万 5,075

円でございます。

平成 15 年度歳入不足分の繰上充用金でございます。

次に、歳入についてご説明いたします。

76 ページをお開きください。

76 ページ、歳入、１款支払基金交付金、１項支払基金交付金、調定額、収入済額とも同額で、15 億

8,001 万 4,214 円でございます。

１目医療費交付金は、国保・健保組合、共済組合など各医療保険者から拠出された老人保健拠出金が、

社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、歳出２款の医療諸費の定率負担分が平成 16 年の医

療費の見込額に対して交付されたものでございます。

また、２節過年度分につきましては、前年度分の実績確定に伴い交付されたものであります。

２目につきましては、医療費の審査支払手数料相当額が支払基金から交付されたものでございます。

78 ページになります。

２項国庫支出金、１項国庫負担金、調定額、収入済額とも同額で６億 2,993 万円でございます。

医療費の見込みに対して、定率負担分が国庫負担金として交付されたものでございます。

80 ページになります。

３款道支出金、１項道負担金、調定額、収入済額とも同額の 1億 5,987 万 3,734 円でございます。

医療費の見込みに対して、定率負担分が道負担金として交付されたものでございます。

また、２節過年度分につきましては、前年度分の実績確定に伴い交付されたものでございます。

82 ページになります。

４款繰入金、１項他会計繰入金、調定額及び収入済額とも１億 7,673 万 1,000 円でございます。

細節の２医療給付費分及び３医療支給費分は、老人医療費の町負担分で、老人医療費に係る国・道・

町の公費負担分の６分の１を繰り入れるものでございます。

84 ページになります。

５款繰越金につきましては、平成 15 年度決算が歳入不足となりまして、決算剰余金を生じなかった

ことから、繰越金がゼロとなったものでございます。

86 ページになります。
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６款諸収入、１項預金利子、調定額、収入済額とも 797 円でございます。

２項雑入、調定額、収入済額とも 162 万 8,459 円でございます。

１目は、交通事故により生じた医療費の支出に対しまして、損害賠償金として加害者から支払を受け

たものでございますが、１件 90 万 693 円でございます。

２目は、受給者の自己負担割合の変更に係る返納金１件 9,501 円と、医療機関との間の過誤調整に係

るものが１件でございます。

以上で、老人保健特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりました。

質疑をお受けします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 老人保健特別会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

認定第４号、平成 16 年度幕別町介護保険特別会計決算の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） 平成 16 年度介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、ご説明申し上げ

ます。

はじめに、平成 16 年度分の介護保険の状況につきまして、若干ご説明申し上げます。

平成 16 年度末における第１号被保険者は 5,348 人で、前年度より 203 人の増、率では 3.9％の増とな

っております。

次に、要介護認定の状況でございますが、本年３月末現在におきまして、要支援から要介護５まで 842

人が認定を受けております。前年度より 77 人の増となっておりまして、なお、高齢者人口に対します

認定者の割合は 15.07％でございます。

それでは、歳入歳出事項別明細につきましてご説明申し上げます。

133 ページをお開きください。

133 ページ、歳出、１款総務費、１項総務管理費、予算現額 1,966 万円に対しまして、支出済額 1,915

万 361 円でございます。

１目一般管理費は、一般職職員二人分の人件費のほか、介護保険事業全般に係る事務経費を支出した

ものでございます。

135 ページをお開きください。

２項徴収費、予算現額 46 万 8,000 円に対しまして、支出済額 42 万 8,079 円でございます。本項は、

保険料の賦課徴収に要した経費でございます。

３項介護認定審査会費、予算現額 2,367 万 1,000 円に対しまして、支出済額 2,235 万 3,330 円でござ

います。

137 ページになります。

１目の東十勝介護認定審査会費は、介護認定審査会の委員報酬、費用弁償など認定審査会の運営に係

る費用をはじめ、審査会を担当いたします職員１名の人件費及び臨時職員１名の賃金などに要した経費

でございます。

139 ページになります。

２目認定調査費等は、７節臨時職員の賃金のほか、次の 141 ページの 12 節役務費、細節 16 の主治医

意見書作成手数料で、要介護認定を申請されました被保険者に係る主治医の意見書作成に要した経費が

主なものでございます。

４項介護保険運営等協議会費、予算現額 12 万 6,000 円に対しまして、支出済額 10 万 6,605 円でござ

います。本項は、介護保険運営等協議会の委員報酬及び費用弁償に要した経費でございます。

143 ページをお開きください。
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２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、予算現額 10 億 4,078 万 1,000 円に対しまして、支出済

額 10 億 3,203 万 3,539 円でございます。この項は要介護１から５までに認定された、いわゆる要介護

者に係る保険給付費でございますが、１目居宅介護サービス給付費は、ホームヘルプサービスやデイサ

ービス、訪問介護など在宅に係る介護サービス及び認知症老人グループホームの入所に係る保険給付費

でございます。

２目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームだとか老人保健施設、さらには療養型病床群な

どの施設に入所又は入院された被保険者に係る保険給付費でございます。

３目居宅介護福祉用具購入費は、入浴又は排泄などの要に供する福祉用具の購入に係る保険給付費で

ございます。

４目居宅介護住宅改修費は、手すりの取付け、床段差の解消など住宅改修に係る保険給付費でござい

ます。

145 ページになります。

５目居宅介護サービス計画給付費は、居宅介護サービス計画、いわゆるケアプランの作成に係る保険

給付費でございます。

２項支援サービス等諸費、予算現額 4,164 万 3,000 円に対しまして、支出済額 4,102 万 4,723 円でご

ざいます。この項は、要支援者に係るサービス費用で、１目の居宅支援サービス給付費は居宅介護サー

ビスのうち、認知症老人グループホームのサービスを除いたサービスの保険給付費でございます。

２目居宅支援福祉用具購入費は、福祉用具購入に係る保険給付費でございます。

３目居宅支援住宅改修費は、住宅改修に係る保険給付費となります。

４目居宅支援サービス計画給付費は、居宅支援サービス計画、いわゆるケアプランの作成に係る保険

給付費でございます。

147 ページをご覧ください。

３項その他諸費、予算現額 134 万円に対しまして、支出済額 133 万 7,403 円でございます。

１目審査支払手数料は、国保連から介護サービスを提供した事業者へ支払います介護報酬の審査とそ

の支払に関する手数料でございます。

次に、４項高額介護サービス等費につきましては、予算現額 632 万 3,000 円に対しまして、支出済額

630 万 4,476 円でございます。

１目の高額介護サービス費は、要介護者に支給しました高額介護サービス費でございます。

２目高額居宅支援サービス費は、要支援者に対して支給した高額介護サービス費でございます。

５項市町村特別給付費、予算現額 20 万円に対しまして、支出済額５万 7,076 円でございます。本項

は、介護保険の保険給付から除かれた入浴補助用具、バスマットなのですが、これを市町村特別給付と

して支給したものでございます。

151 ページをお開きください。

３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、予算現額 107 万 1,000 円に対しまして、支

出済額 107 万 67 円でございます。本項は、市町村の介護保険財政の安定化に資するため、都道府県に

設置された基金に対して拠出をするものであります。

153 ページをお開きください。

４款基金積立金、１項基金積立金、予算現額 131 万 1,000 円に対しまして、支出済額も同額でござい

ます。本項は介護保険財政を調整するために設置した介護給付費準備基金に対しまして、積立金を支出

したものでございます。

155 ページになります。

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、予算現額 107 万 8,000 円に対しまして、支出済額 97 万

7,712 円でございます。

１目第一号被保険者保険料還付金については、支出はございません。

２目の償還金は、平成 15 年度の保険給付費の確定に伴いまして、国・道及び支払基金に返還したも
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のでございます。

以上が、歳出でございます。

続きまして、歳入のご説明をいたします。

107 ページをご覧ください。

107 ページ、歳入、１款保険料、１項介護保険料、調定額１億 8,300 万 9,300 円に対しまして、収入

済額１億 7,999 万 5,500 円、不納欠損額は９件で 19 万 3,000 円、収入未済額は 282 万 800 円となって

おります。

現年度分につきましては、調定額１億 8,094 万 2,500 円に対しまして、収入済額１億 7,960 万 6,500

円で、収入未済額は 133 万 6,000 円となっております。

滞納繰越分につきましては、調定額 206 万 6,800 円に対しまして、収入済額 38 万 9,000 円で、不納

欠損額は 19 万 3,000 円、収入未済額は 148 万 4,800 円となっております。

なお、現年度分の収納率でございますが、99.26％で、前年度に比較しまして 0.02 ポイント増の微増

ということになっております。

次に、109 ページになります。

２款分担金及び負担金、１項負担金、調定額 757 万 3,000 円で、収入済額も同額でございます。東十

勝介護認定審査会に要する池田町・豊頃町・浦幌町の３町からの共同設置負担金でございます。

111 ページになります。

３款使用料及び手数料、１項手数料、調定額 2,500 円で、収入済額も同額でございます。個人情報保

護条例によります情報公開請求に係る手数料となっております。

113 ページをお開きください。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、調定額２億 1,613 万 196 円で、収入済額も同額でございます。

１目の 1節現年度は、国が負担することとされております介護給付費の定率 20％分でございます。

２節過年度分は、平成 15 年度の介護保険給付費負担分で、追加交付されたものでございます。

２項国庫補助金、調定額 5,850 万 3,000 円で、収入済額も同額でございます。

１目の調整交付金は、国が市町村間の介護保険の財政力の格差を調整するために行う交付金でござい

ますが、平成 16 年度の交付割合は 5.32％となっております。

117 ページをお開きください。

５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、調定額３億 4,601 万 1,000 円で、収入済額も同額でござ

います。

１目の介護給付費交付金は、40 歳から 64 歳までのいわゆる第２号被保険者の負担分で、社会保険診

療報酬支払基金から交付されることになっておりますけれども、介護給付費の定率 32％分でございま

す。

119 ページになります。

６款道支出金、１項道負担金、調定額１億 3,507 万 4,185 円で、収入済額も同額でございます。道が

負担することとされております介護給付費の定率 12.5％分でございます。

次に、121 ページになります。

７款財産収入、１項財産運用収入、調定額 685 円で、収入済額も同額でございますが、介護給付費準

備基金から生じました利子でございます。

123 ページになります。

８款繰入金、１項他会計繰入金、調定額１億 6,983 万 2,000 円で、収入済額も同額でございます。

１目一般会計繰入金、１節介護給付費繰入金につきましては、町が負担することとされております介

護給付費の定率 12.5％分でございます。

２節の職員給与費繰入金、３節事務費繰入金、125 ページになりますけれども、４節のその他繰入金

につきましては、それぞれ一般会計から繰入れする経費でございます。

２項の基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、調定額 1,018 万 7,000 円で、収入済額も同額で
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ございます。介護給付費に充当される保険料で、不足した分を基金から繰入れをしたものでございます。

127 ページをお開きください。

９款繰越金、１項繰越金、調定額 385 万 4,762 円で、収入済額も同額でございます。

129 ページをお開きください。

10 款諸収入、１項延滞金加算金及び過料は、調定、収入ともありませんでした。

２項預金利子は、調定額 337 円で、収入済額も同額でございます。

３項の雑入は、調定額２万 1,840 円で、収入済額も同額でございますが、次のページの 131 ページ、

４目の雑入分となっております。

以上で、介護保険特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

中橋委員。

○２番（中橋友子） それでは何点かお尋ねいたします。

介護保険につきましては、保険料、それから利用料の負担が大きいということを以前から指摘をいた

しまして、軽減策をとることを含めて求めてきたところです。

今年は特に施設入居者の料金が大幅に引き上げられたということもありますので、その状況は一層拡

大されているというふうに思うのですが、そこで、平成 16 年度の実施状況に当たりまして、認定者が

842 人ということでありますが、この 842 人のうち実際に利用された方が何人であったのか、何パーセ

ントになるのか、これは介護度ごとに区分をして示していただきたいと思います。

それから、もう一つ、施設の待機者の解消もまだ十分されていない状況で、16 年度もいらっしゃると

思いますが、この待機者のそれぞれの施設の人数と、それから待っている期間ですね、この期間がどれ

ぐらいになっているのか。

それから、収入の部で、既に収入未済額があるということであります。現年度分、過年度分を合わせ

まして約 280 万円になるのでしょうか、昨年から見ると随分増えているというふうに思いますが、この

方たちの収入の状況、所得基準別の内訳について、人数はどのぐらいになっているのか伺います。

それから、全体として、昨年もお尋ねいたしましたが、それぞれ在宅と施設と合わせまして、それぞ

れ利用者の利用負担額は幾らになっているのか。この点もお尋ねいたします。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） まず第１点目につきましては、842 人の介護度ごとに利用した方

の人数ということでありまして、これにつきましては、まず施設と在宅を分けてお話しした方がよろし

いかと思いますけれども。

まず、施設については要支援の方は利用できませんので、これはゼロということであります。

要介護度１の方が 39 名、２の方が 26 名、３の方が 19 名、４の方が 40 名、５の方が 62 名。

次に、在宅の方でありますけれども、要支援の方の利用者が 99 名。

次に、要介護度１の方が 233 名、２の方が 54 名、３の方が 38 名、４の方が 20 名、５の方が 12 名と

いうようなことであります。

今ので良かったでしょうか。申し訳ありません。たくさん質問あったものですから、ちょっと私頭の

中混乱しておりまして。

今のを説明させていただきますと、施設と在宅両方合わせまして、利用者が要支援で 99 名、それか

ら要介護１が 272、２が合計で 80、３が 57、４が 60、５が 74 というようなことで、これにつきまして

は、全体の認定者のうちのこれで 76％の方が利用されているということです。

ですから、逆に言えば 24％の方が未利用であるということだというふうに思います。

それから、次に、施設の待機者の数ということでありますけれども、これにつきましては、札内寮の

方が、これは平成 17 年 10 月１日現在の数字でありますけれども、現在 69 名という状況になっており

ます。
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それから、老健あかしやさんの方は 18 名というような待機状況になっております。

ちょっと期間どのぐらい待っているかということについては、お聞きはしていなかったのですけど

も、特養についてはおおむね１年くらいか、ちょっとはっきりわかりませんけれども。これについては

ちょっと確認していませんでしたので、はっきりしたお答えはできませんので、申し訳ありません。

それから次に、未済額のこの内訳の関係でありますけれども、まず現年分でありますけども、第１段

階の方が５名、第２段階の方が 37 名、第３段階が 15 名、第４段階が 10 名、第５段階が 10 名、計 77

名で、133 万 6,000 円というような状況になっております。

それから、全体として利用の平均ということのご質問でありますけれども、施設では大体約 32 万円、

それから在宅ではおよそ８万円ぐらいというような状況になっております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 最初にお答えいただきました認定者のうちの、やはり 76％が利用されて、24％の方

が利用できていない。人数的にみますと、やはり要支援についてはもちろん施設には入れませんけれど

も、昨年の数字からみましたら、昨年は要介護１で利用者が 315 人でありましたが、今年はそれより下

がっていますよね。いずれの数字も若干下回っているように思います。

こういった方たちの、まだまだ利用しなくてもやっていけるのだという状況であれば、それはそれで

自宅できちっと生活できているなというふうに思うのですが、そうではなくて、経済的な理由で利用で

きないというような状況などは、掌握はされていらっしゃいますでしょうか。

それと、滞納者の状況をみますと、第１段階、これが５人ということで、ここは老齢福祉年金だけで

すとか、あるいは生保世帯ということですね。

それから、第２段階区分は、世帯全員が住民税非課税ということでありまして、37 人ということであ

れば、これも昨年からみると大幅な 1.5 倍ぐらいの増になるのでしょうか。

それから、本人の住民税非課税も増えておりますし、また、住民税課税世帯、これは 250 万円以下と

いうことでありますが、この方の中にも 10 人いらっしゃるというようなことであれば、やはり生活の

困窮者の中で、滞納が増えているというふうに、この数字からは押さえられるのですが、やはり手立て

が必要になってくるのではないかなというふうに思います。

それから、施設の待機者でありますが、特養については 69 名、これは町内外含めての人数になるの

でしょうか。昨年は町内だけで 60 人ということでありまして、全部合わせると 120 人の待機者であっ

たということですが、随分数字が減っておりますので、全体として緩和されて数字が減ったということ

であれば歓迎されることであるのですが、その辺はいかがでしょうか。

また、老健あかしやについても、これは町内だけなのかどうか。この点も再度伺いたいと思います。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） まず第１点目の 24％が未利用ということで、経済的な理由で利用

できない方がいるのではないかというようなご質問でありますけれども、平均的に所得段階ごとに利用

の割合を出したものを参考までに申し上げますと、第１段階では全体の 60％を利用している。第２段階

では 49％を利用している。３段階では 41％、４段階では 44％、５段階では 61％というような状況にな

っております。

このことから考えますと、３段階、４段階でも 41、44％というようなことでありますから、特に第１

段階、第２段階の方が利用を控えているということになるのかどうかというのは、ちょっとこれだけで

は計れない部分もあるのかなというふうに考えております。

それから次に、低所得者に対して、滞納の状況から見てということなのですけれども、ただ、確かに

この人数だけを見ますと、確かにその第２段階の方が 37 名ということで、一番多いということではあ

るのですけれども、その納付書を送っている人数も圧倒的に２段階が大きいということもちょっと理解

をしていただきたいと思います。

まず、それをちょっと率で申し上げますと、まず１段階が 6.3％ですね。滞納者の人が出したやつか

ら見ると、滞納者の割合 6.3 です。第２段階では 1.6％ということです。第３段階では 0.8％、第４段

階では 1.2％、５段階で 2.2％、そのような状況でありますから、第２段階でも 2,231 名のうちの 37 名
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が滞納者ということでありますけれども、多くの方はきちっと支払をしていただいているという、そう

いう状況もご理解を頂きたいなというふうに思います。

それから、施設の関係でありますけども、先ほどの数字は幕別町の人だけの待機者の数ということで

ございます。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） やはり経済的な事情のことについても、掌握は正確にしていく必要があるのではな

いかというふうに思うのですよね。

それから、待機者、十分わからないということで、そこに資料がなくてわからないということであれ

ばいいのですが、掌握をされていないということであれば、やはりその辺の実態も保険を実施する以上

は、きちっと皆さんが利用できる権利を持っているわけですから、その辺の対応もしっかりやっていく

必要があるのではないでしょうか。

それと、今、困窮者の状況の中で、人数も多いのだから決して割合では多くないのだよと。数字上は

確かにそうだと思います。

しかし、この介護保険できるときから問題になってきたわけですが、非課税世帯でも負担をしなけれ

ばならないという、ここにやはり問題があるということは変わっていないと思うのですよね。

その非課税世帯、結局住民税の非課税、課税の区分がどこでされるかというふうになりますと、これ

は国の定めているところでありますが、生活をするのに最低限必要な経費には税金をかけないという、

そういう理念に基づいて非課税世帯というのが存在しているのですよね。

ここに、国の制度でありますから、料金もかかってきて、うちとしては、どこもそうですが、料金を

頂くというところにそもそも無理な面といいますか、生活費の中にも食い込んで料金を頂くということ

にもなっている制度でありますので、それはその厳しいというのは、最初からそういう状況であったと

いうことは押さえていただきたいと思うのです。

そこで、こういう実態の中で、今月１日から既に料金の引上げが開始されてしまいました。

ここでは、先ほど国保のところでもありましたけれども、税の優遇措置が廃止されたことによって、

収入は上がらないのだけれども、しかし負担金が増えていくという問題が一つと、それから 10 月１日

からは、制度そのものが変えられて、今まで保険の適用であった食費とそれから入居料、これが別途個

人負担になったということの二つがありまして、これは非常に大きい金額であります。

ずっと新聞等にも報道されておりますが、多床室でも月額２万 5,000 円ということが出ております。

ここで、そうなってきますとこういった一連の制度ができてから、これまでの一連の流れを見る中で、

やはりきちっと軽減の対策をとっていく、そういうところがずっと必要であったのだと思うのですよ

ね。

うちの町としては、一部分軽減策はありましたけれども、この場合では取ってこられないできました。

今後の事業の中身を見ますと、なおその制度の必要性というのを認識するわけですが、いかがでしょ

うか。

○委員長（杉山晴夫） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長（久保雅昭） まず、経済的な掌握というようなことのご質問もありましたけれ

ども、私どもは例えば在宅で認定を受けて利用される、利用されていない方もいらっしゃいますけども、

うちの保健師が、認定調査、これは必ず更新の時期というのがきますから、６カ月あるいは１年ごとに

更新の時期がまいります。

そのときに、在宅のものについては、幕別町の保健師がすべて全件、例えば入院しているとか遠くに

行っている場合は別でありますけれども、そういったケースについてはすべて保健師が確認に行って、

その状況を確認しております。

ですから、例えば、何というのですか、要支援ですとか軽い場合には、住宅の改修費だけを使って、

１回使ったきり、その後は、継続はしているけどもほとんど利用はない。そういう方もいらっしゃいま

すし、あと、特に重度の方でそういう方がいらっしゃるということもほとんどお聞きはしておりません
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し、ですから、そういったことで利用を控えられている方というのは、いないとは言いませんけれども、

それほどでもないのかなというふうにも考えているところであります。

それから、その低所得者に対する問題なのですけれども、今回、その介護保険法が改正になりまして、

第２段階が二つに分かれるというような状況がございます。

その第２段階のうち、新第２段階が収入 80 万円以下の方ということで、その方については基準額の

0.5 ということになりますから、第１段階の方と同じ保険料ということになりますから、国の制度とし

て軽減策が図られたということでもありますので、その辺についてもその辺でご理解を頂きたいなとい

うふうに思うところであります。

それから、１日から食費、居住費が負担になったということでありますけれども、これにつきまして

も、確かに所得の多いといいますか、段階の上の方の方については、負担の増ということでありますけ

れども、低所得者に対しては配慮をされておりまして、１段階においては、今まで通り。２段階につい

ては逆に 3,000 円下がるというような状況でありました。

それと、３段階の方からは負担が増えるというようなこともありますけれども、そういったことで国

としても軽減の対策をされているということもご理解を頂きたいなというふうに思っているところで

あります。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

○２番（中橋友子） 制度全体で見るときに、私はやはり低所得者の状況というのを詳細に押さえていく。

待機期間等についても詳細に押さえていくということが大事だということと、併せまして全体がこの

事業を実施することによって、どんなふうに必要な人がきちっと受けられていっているかどうかという

ことを押さえていくことが大事だと思うのですよね。

いろんな国の制度の軽減策というのも承知しております。

○委員長（杉山晴夫） 中橋委員。

発言中でございますが、なるべく完結にお願いしたいと思います。

○２番（中橋友子） しかし、制度の大切なことでありますので、決算認定に当たっては、私としては必

要なことをお尋ねしているつもりです。

それで、実は今最後の段で、課長がおっしゃったように、段階の中で、低所得者の部分は国の軽減策

もとられていて、第３段階あたりから負担が増えていくのだよということでありましたね。

この第３段階でも、80 万円を超えると第３段階になるのですよね。

ここに先ほど言いましたように、２万 5,000 円の新たな負担が入るということでありますから、やは

りきちっと全体を見て、どう考えても負担が大きいということがあるわけですから、こういった制度の

変更の推移も見ながら、町としての手立てもとるということが大事ではないでしょうか。

○委員長（杉山晴夫） 民生部長。

○民生部長（新屋敷清志） 介護保険制度でございますけれども、平成 12 年度から始まったわけでござ

いますけれども、この間、利用者数については 2.2 倍、在宅サービスについても 2,5 倍に増えておりま

す。

また、給付費につきましても、スタート時の約２倍となっております。

また、民間サービスの民間事業者の参入などもありまして、かなりの額が増えてきておりまして、２

倍ぐらいの額になってきているわけなのですけれども、これが今回 10 月の見直しだとか、来年の制度

見直しになっていくわけなのですけれども、私たちとしても、本年度は介護保険事業計画等策定委員会

のご意見を聞きながら、保険料等について直していかなければ駄目なのですけれども、今、国の方では、

介護報酬の単価の見直しがまたされていまして、これが出るのが１月か２月ごろになるということで言

われていまして、どのぐらいになるかはわからないのですけれども、その際には、私たちに、昨年も道

の町村会、道議会を通じて、こういう低所得者に対するそういう保険料の軽減だとか、そういうものに

ついては要望してきておりまして、それが先ほど申し上げました第１段階については、二つに分かれる

だとか、そういうことを要望してきまして、それが実行になってきているというようなこともあります
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ので、今後もこのような私たちが気のついたようなところの点につきましては、町村会等を通じまして、

要望をしてまいりたいというふうに考えております。

○委員長（杉山晴夫） ほかに。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 介護保険特別会計につきましては、ほかに質疑がないようでございますので、以

上をもって終了させていただきます。

ここで、委員の皆さまのご意見をお聞きしたいと思います。

本日の委員会は、すべての議題が終了するまで審査したいと思いますが、いかがでしょうか。

ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議がないようでありますので、本日の委員会は、すべての議題が終了するまで

審査したいと思いますので、各委員、また理事者をはじめ説明員の方におかれましても、ご協力を頂き

ますようお願い申し上げます。

５時まで休憩いたします。

16：51 休憩

17：02 再開

○委員長（杉山晴夫） 休憩前に引き続き会議を開きます。

認定第５号、平成 16 年度幕別町簡易水道特別会計決算の説明を求めます。

水道部長。

○水道部長（高橋政雄） 簡易水道特別会計決算について説明をいたします。

歳出から申し上げますので、174 ページをお開きください。

１款水道費、１項水道事業費、予算現額１億 1,087 万 3,000 円で、支出済額は１億 1,074 万 9,550 円

であります。

１目一般管理費、本目は簡易水道施設の維持管理及び整備に係る経費で、担当職員１名分の人件費の

ほか、配水管布設に係る経費や起債の償還金などが主なものであります。

176 ページにまいりまして、13 節の委託料は、各施設の管理委託業務のほか、細節 13 は、幕別簡水

地域における十勝支庁農道工事に伴う水道管移設に係る調査設計業務であります。

178 ページにまいりまして、15 節工事請負費、細節１は検定満了量水器取替工事 15 戸分。

細節２は、糠内簡水幕別大樹線配水管布設 45 メートル。

細節３糠内及び駒畠の配水池水位計の取替修繕費用であります。

16 節原材料費、細節２は、検定満了量水器 15 戸分の費用などであります。

180 ページにまいりまして、２款予備費、１項予備費、予算減額 10 万円で、支出済額は０円でありま

す。

次に、歳入についてであります。

162 ページをお開きください。

１款分担金及び負担金、１項負担金、調定額 310 万 2,257 円に対して、同額収入であります。

内容といたしましては、細節１は、新設用量水器。

細節２は、水道管移設工事費。

細節３は、糠内古舞線十勝支庁農道工事の負担金であります。

164 ページにまいりまして、２款使用料及び手数料、１項使用料、調定額 4,312 万 692 円に対しまし

て、収入済額は 4,300 万 9,888 円であります。駒畠ほか４地区 465 戸分の使用料と、滞納繰越分で元年

分の収納率は 99.74％であります。

２項手数料、調定額 17 万 8,000 円に対しまして、同額収入で、設計手数料であります。
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166 ページにまいりまして、３款繰入金、１項他会計繰入金、調定額 5,205 万 1,000 円に対しまして、

同額収入でありまして、一般会計繰入金であります。

168 ページにまいりまして、４款繰越金、１項繰越金、調定額 536 万 5,457 円に対しまして、同額収

入で、前年度繰越金であります。

178 ページにまいりまして、５款諸収入、１項消費税還付金、調定額 112 万 4,780 円に対しまして、

同額収入で、消費税還付金であります。

次に、172 ページにまいりまして、６款町債、１項町債、調定額 910 万円に対しまして、同額収入で、

道道幕別大樹線配水管布設整備に伴う事業債であります。

以上で、簡易水道特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 簡易水道特別会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上をも

って終了させていただきます。

認定第６号、平成 16 年度幕別町公共下水道特別会計決算の説明を求めます。

水道部長。

○水道部長（高橋政雄） 公共下水道特別会計決算について説明をいたします。

歳出から申し上げますので、201 ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、予算現額は 7,444 万 7,000 円で、支出済額は 7,417 万 4,695 円であり

ます。

１目一般管理費、本目は下水道施設の管理に要した経費で、担当職員１名分の人件費のほか、203 ペ

ージにまいりまして、19 節の細節６では十勝環境複合事務組合負担金。

細節７は、下水道使用料徴収業務等負担金。

21 節は、水洗便所改善等資金貸付金が主なものであります。

205 ページにまいりまして、２款事業費、１項下水道施設費、予算現額は 10 億 4,606 万 7,000 円で、

支出済額は 10 億 4,177 万 1,215 円であります。

１目下水道建設費、本目は下水道施設の整備に要した経費であり、担当職員４名の人件費のほか、207

ページにまいりまして、13 節は雨水・汚水・排水の整備に係る調査設計委託料や流域関連公共下水道事

業認可変更業務委託料のほか、処理場電気設備等更新実施設計委託料であります。

15 節は、雨水・汚水・排水の整備に係る工事のほか、札内地区雨水流末整備として行っております鮭

ますふ化場の施設整備に係る工事であります。

19 節は、十勝川流域下水道の建設事業に対する負担金並びに道道幕別大樹線立体交差事業関連雨水幹

線移設工事に伴う JR 受託工事元金等が主なものであります。

209 ページにまいりまして、２項下水道管管理費、予算現額は 9,357 万 4,000 円で、支出済額は 9,251

万 6,155 円であります。

１目浄化センター管理費、本目は、幕別処理区の浄化センターの維持管理費であり、年間処理量は 57

万 8,617 トンで、前年より４万 8,915 トンの減であります。

211 ページにまいりまして、２目札内中継ポンプ場管理費、本目は、札内処理区の中継ポンプ場の維

持管理費経費であり、年間圧送量は、139 万 7,660 トンで、前年より 10 万 7,113 トンの減であります。

３目管渠維持管理費、本目は、汚水管路、マンホール、汚水桝の維持管理に要した経費であります。

213 ページにまいりまして、15 節では、汚水管補修、公共桝・マンホール補修など 48 カ所の補修を

行ったものであります。

215 ページにまいりまして、３款公債費、１項公債費、予算現額９億 4,278 万 3,000 円で、支出済額

は９億 4,271 万 4,165 円であります。ここでは、起債償還の元金利子及び一時借入利子に係る費用であ

りまして、１目は元金、２目は利子、３目は公債諸費であります。
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217 ページにまいりまして、４款予備費、１項予備費、予算現額 10 万円で、支出済額は０円でありま

す。

次に、歳入についてであります。

187 ページをお開きください。

１款分担金及び負担金、１項負担金、調定額 666 万 600 円に対しまして、収入済額は 481 万 4,240 円

で、収入未済額は 176 万 3,660 円であります。不納欠損額は８万 2,700 円であります。

１目都市計画負担金は、公共下水道の受益者負担金であります。元年分の収納率は 97.59％となって

おります。

189 ページにまいりまして、２款使用料及び手数料、１項使用料、調定額２億 3,758 万 6,140 円に対

しまして、収入済額は２億 2,614 万 8,349 円で、収入未済額は 1,114 万 3,363 円で、不納欠損額は 29

万 4,428 円であります。元年度分の収納率は 98.59％であります。

次に、191 ページにまいりまして、３款国庫支出金、１項国庫補助金、調定額３億 3,650 万円に対し

まして、同額収入であります。下水道建設費国庫補助金であり、補助率は２分の１であります。

次に、183 ページにまいりまして、４款繰入金、１項他会計繰入金、調定額６億 9,906 万 7,000 円に

対しまして、同額収入で、一般会計繰入金であります。

195 ページにまいりまして、５款繰越金、１項繰越金、調定額 1,182 万 1,130 円に対しまして、同額

収入で、前年度繰越金であります。

197 ページにまいりまして、６款諸収入、１項貸付金元利収入、調定額 1,000 万 103 円に対しまして、

同額収入であります。ここでは、水洗化改造資金貸付金の元金及び利子収入であります。

２項消費税還付金につきましては、調定額、収入額ともに０円であります。

３項雑入、調定額１億 6,111 万 4,650 円に対しまして、同額収入で、下水道管の移設補償費でありま

す。

次に、199 ページにまいりまして、７款町債、１項町債、調定額７億 620 万円に対しまして、同額収

入で、１目は公共下水道及び十勝側流域下水道の建設事業債。

２目は資本費平準化債であります。

３目は、公営企業借換債であります。

以上で、公共下水道特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願いします。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 公共下水道特別会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上を

もって終了させていただきます。

認定第７号、平成 16 年度幕別町公共用地取得特別会計決算の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（菅好弘） 公共用地取得特別会計につきまして、ご説明申し上げます。

228 ページをお開きいただきたいと思います。

はじめは、歳出の方からご説明申し上げます。

１款公債費、１項公債費、予算現額 381 万 9,000 円に対しまして、支出済額 381 万 8,399 円でありま

す。

１目利子は、平成 11 年度に札内９号南通り街路整備事業の用地取得及び移転補償のために借り入れ

ました公共用地先行取得債の起債償還利子であります。

据置き期間中でありますので、利子のみの償還であります。

230 ページをお開きいただきたいと思います。

２款予備費、１項予備費、予算現額 10 万円に対しまして、支出はありませんでした。

以上で、歳出の説明を終わります。
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次に、歳入でありますけども、224 ページをお開きいただきたいと思います。

１款繰入金、１項他会計繰入金、調定額 381 万 9,000 円に対しまして、収入済額も同額であります。

起債償還利子に充当するための一般会計からの繰入金であります。

次に、226 ページ、２款繰越金、１項繰越金、調定額 10 万 3,586 円に対しまして、収入済額も同額で

あります。繰越金であります。

以上で、公共用地取得特別会計の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたの、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 公共用地取得特別会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上

をもって終了させていただきます。

認定第８号、平成 16 年度幕別町個別排水処理特別会計決算の説明を求めます。

水道部長。

○水道部長（高橋政雄） 個別排水処理特別会計決算について、説明をいたします。

歳出から申し上げますので、249 ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、予算現額は 490 万円で、支出済額は 488 万 406 円であります。

１目一般管理費、本目は個別排水処理施設による水洗化の復旧に要する経費であり、本年は 18 基分

の設置補助金を交付しております。

251 ページにまいりまして、２款事業費、１項排水処理施設費、予算現額１億 1,485 万 8,000 円で、

支出済額は１億 1,254 万 4,408 円であります。

１目排水処理建設費、本目は排水処理施設建設に要する経費で、本年は 40 基分の施設整備工事を行

っております。

２項排水処理管理費、予算現額は 2,720 万 6,000 円で、支出済額は 2,581 万 6,251 円であります。

１目排水処理施設管理費、本目は、排水処理施設の維持管理に要する経費であります。

253 ページにまいりまして、13 節委託料は、16 年度建設分も含め、368 基分の維持管理を行ったもの

であります。

255 ページにまいりまして、３款公債費、１項公債費、予算現額は 1,934 万 7,000 円で、支出済額は

1,934 万 5,661 円であります。ここでは、起債償還の元金及び利子に係る費用でありまして、１目は元

金、２目は利子であります。

257 ページにまいりまして、４款予備費、１項予備費、予算現額は 10 万円で、支出済額は０円であり

ます。

次に、歳入についてであります。

237 ページをお開きください。

１款分担金及び負担金、１項分担金、調定額 597 万円に対しまして、同額収入であります。内容は、

受益者負担金・分担金 40 戸分であります。

239 ページにまいりまして、２款使用料及び手数料、１項使用料、調定額 1,355 万 1,800 円に対しま

して、同額収入であります。内容は、排水処理施設 368 戸分の使用料であります。

次に、241 ページにまいりまして、３款繰入金、１項他会計繰入金、調定額 5,020 万円に対しまして、

同額収入で、一般会計繰入金であります。

次に、243 ページにまいりまして、４款繰越金、１項繰越金、調定額 158 万 5,930 円に対しまして、

同額収入で、前年度繰越金であります。

次に、245 ページにまいりまして、５款諸収入、１項貸付金元利収入、調定額 400 万 282 円に対しま

して、同額収入で、水洗便所改造等資金貸付金元金及び利子の収入であります。

２項消費税還付金、調定額 517 万 5,383 円に対しまして、同額収入で、消費税還付金であります。

次に、247 ページにまいりまして、６款町債、１項町債、調定額 8,600 万円に対しまして、同額収入
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であります。

１目は、個別排水処理施設整備に伴うものであります。

以上で、個別排水処理特別会計決算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたの、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 個別排水処理特別会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上

をもって終了させていただきます。

認定第９号、平成 16 年度幕別町水道事業会計決算の説明を求めます。

水道部長。

○水道部長（高橋政雄） 平成 16 年度幕別町水道事業会計の決算についてご説明をいたします。

264 ページをお開きください。

平成 16 年度幕別町水道事業会計の損益計算書でありますが、平成 16 年度分の当年度純損失は１億

2,200 万 507 円となり、前年度の繰越欠損金３億 3,219 万 8,268 円を合わせまして、当年度未処理欠損

金は４億 5,419 万 8,775 円となったところであります。

次に、270 ページをお開きください。

平成 16 年度幕別町水道事業報告であります。

総括事項でありますが、経常収益においては４億 7,310 万 6,000 円で、前年度５億 1,234 万 4,000 円

に比べ、3,923 万 8,000 円、7.7％の減であります。

その主な要因は、高料金対策に伴う一般会計補助金が国の基準を満たさなかったことによるものであ

ります。

経常費用においては５億 9,510 万 6,000 円で、前年度５億 5,747 万 5,000 円に比べ、3,763 万 1,000

円の増であります。

その主なものは、十勝中部広域水道企業団からの責任水量増による受水費及び負担金などの費用の増

によるものであります。

有収水率につきましては、漏水調査の継続実施と漏水４カ所を修理し、前年度と同率の 86.5％となっ

ております。

今後とも、漏水の早期発見、修理に万全を期してまいりたいと考えております。

事業といたしましては、計量法に基づく量水器取替 1,194 件を行ったもののほか、排水本管の布設

5,111.6 メートルの布設工事を行ったところであります。

次に、274 ページにまいりまして、平成 16 年度幕別町水道事業会計収益費用明細書であります。

金額は、消費税抜きの額となっております。

はじめに収入であります。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、４億 4,497 万 3,834 円であります。これは、7,837

戸の水道使用料であります。

なお、収納率は 97.83％であります。

３目その他営業収益は、953 万 8,220 円であります。これは、新設にかかわる量水器売却及び加入負

担金等が主なものであります。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は、預金利息であります。

７目雑収益は、1,858 万 9,796 円であります。これは、下水道使用料に係る収納業務負担金でありま

す。

次に、支出であります。

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２億 1,023 万 5,947 円であります。ここで

は、浄水場の管理運営に係る経費でありまして、主なものといたしましては、職員１名分の人件費、13

節委託料では、浄水場の管理棟委託料。
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18 節動力費電気料。

29 節受水費は、十勝中部広域水道企業団からの受水費用でありまして、16 年度は 67 万 6,911 トンを

受水しております。

２目排水及び給水費、2,114 万 3,304 円であります。

主なものといたしましては、職員１名分の人件費。

13 節委託料は、水量台帳修正業務と上水道漏水調査業務であります。

276 ページにまいりまして、16 節修繕料は、排水管の漏水修理であります。

20 節材料費は、新設用量水器の購入費用であります。

５目総係費、3,345 万 3,064 円でありますが、主に職員２名分に係ります人件費。

13 節委託料は、検診業務に係る費用であります。

６目減価償却費、２億 2,077 万 9,023 円は、有形無形固定資産に係る減価償却費であります。

７目資産減耗費、2,343 万 6,137 円。これは排水管の布設替等による固定資産を除却した費用であり

ます。

２項営業外費用、１目支払利息、8,523 万 611 円は、企業債の償還利息であります。

278 ページにまいりまして、平成 16 年度幕別町水道事業、資本収支明細であります。

収入でありますが、１款資本金収入、１項企業債、１目企業債、１億 7,870 万円であります。

ここでは、配水管布設に係ります企業債の借入金であります。

３項出資金、１目負担金区分に基づく出資金、4,486 万 3,000 円は、平成 16 年度から始まりました第

３次拡張事業に係ります一般会計からの出資金であります。

４項補助金、１目国庫補助金、4,486 万 3,000 円は、第３次拡張事業に係る補助金であります。

６項負担金、１目負担金、7,566 万 6,277 円は、水道管移設に係ります工事負担金であります。

279 ページにまいりまして、支出であります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目配水管整備費、２億 848 万 9,353 円の主なものは、道道幕別

帯広芽室線ほか 13 路線、1,962.3 メートルの配水管布設費に係ります費用であります。

２目営業設備費は、3,195 万 7,880 円であり、検定満了量水器の購入及び取替えに係ります費用であ

ります。

20 目第３次拡張事業費は、１億 3,657 万 6,182 円は、職員１名に係る人件費のほか、事業実施に伴う

委託料と工事請負費が主なものであります。

４項企業債償還金、１目企業債償還金、１億 2,710 万 5,445 円は、企業債の元金に係ります償還金で

あります。

以上、平成 16 年度幕別町水道事業会計決算について、ご説明をさせていただきました。

よろしくご審議を、お願い申し上げます。

○委員長（杉山晴夫） 説明が終わりましたの、質疑をお受けいたします。

（なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 水道事業会計につきましては、質疑がないようでございますので、以上をもって

終了させていただきます。

これで、特別会計の審査を終了させていただきます。

以上をもって、全会計の審査を終了いたします。

お諮りいたします。

認定第１号、平成 16 年度幕別町一般会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定することについ

て、ご異議ありませんか。

（異議ありの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議がありますので、起立により採決いたします。

本件は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を願います。

（賛成者起立）
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○委員長（杉山晴夫） 起立多数であります。

したがって、平成 16 年度幕別町一般会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定することに決定

いたしました。

お諮りいたします。

認定第２号、平成 16 年度幕別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに、ご異議ありませんか。

（異議ありの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 起立により採決いたします。

本件は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を願います。

（賛成者起立）

○委員長（杉山晴夫） 起立多数であります。

したがって、平成 16 年度幕別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第３号、平成 16 年度幕別町老人保健特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町老人保健特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第４号、平成 16 年度幕別町介護保険特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに、ご異議ございませんか。

（異議ありの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議がありますので、起立により採決いたします。

本件は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を願います。

（賛成者起立）

○委員長（杉山晴夫） 起立多数であります。

したがって、平成 16 年度幕別町介護保険特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第５号、平成 16 年度幕別町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定するこ

とに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第６号、平成 16 年度幕別町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定する

ことに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町公共下水道特別会計歳入歳出決算について、原案のと おり認定す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。
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認定第７号、平成 16 年度幕別町公共用地取得特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町公共用地取得特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第８号、平成 16 年度幕別町個別排水処理特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町個別排水処理特別会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。

認定第９号、平成 16 年度幕別町水道事業会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定することに、

ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（杉山晴夫） 異議なしと認めます。

したがって、平成 16 年度幕別町水道事業会計歳入歳出決算について、原案のとおり認定することに

決定いたしました。

以上をもって、本特別委員会に付託されました、平成 16 年度幕別町各会計決算認定第１号から認定

第９号までの９議件の審査をすべて終了いたしました。

審査終了に当たり、一言お礼を申し上げます。

各委員におかれましては、二日間にわたる審査に際し、終始熱心にご審査いただきましたことを心か

らお礼を申し上げる次第でございます。

また、理事者におかれましても、審査の円滑な運営にご協力いただきましたことに対しまして、お礼

を申し上げる次第でございます。

不慣れな委員長でありましたが、皆さまのお陰をもちまして、無事審査を終了することができました。

委員長として心から感謝を申し上げる次第でございます。

誠にありがとうございました。

これをもちまして、平成 16 年度幕別町各会計決算審査特別委員会を閉会いたします。

17；35 閉会


